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第1章 時代の要請にこたえた
国土交通行政の展開

	 	ୈ�અ� 能登半島地震及び東日本大震災からの復旧・復興の現状と対応策
能登半島地震と令和６年９月の豪雨による災
害の復旧・復興については、インフラの復旧や
まちの復興は被災者の方々の暮らしと生業の再
建に不可欠であり、できる限り具体的な見通し
を明らかにしながら、地元の声にも耳を傾け
て、各種事業に取り組んできた。その結果、二
次災害に直結するような切迫した被災箇所の応
急対策はすべて終了し、７年の梅雨入り前を目
指した機能回復対策が順調に進捗するととも
に、本復旧･本格対策にも着手した。
東日本大震災の地震・津波による被害につい
ては、基幹インフラの復旧・整備や復興まちづ

くり等の復興事業に全力で取り組んできた結
果、地震・津波による被害からの復興は総仕上
げの段階に入っている。
他方で、福島の原子力災害の被災地域では、

復興・再生が「本格的に始まった」ばかりの地
域もあり、未だ不自由な生活を強いられている
多くの被災者の方々もいる。このため、これか
ら避難指示の解除を目指して除染を進める区域
について、除染に合わせた復旧を着実に進める
とともに、復興の拠点となる市街地の整備や観
光振興についても、地域と一体となって着実に
取り組む。

	 	ୈ̎અ�	 東日本大震災を教訓とした津波防災地域づくり
東日本大震災を契機として平成23年12月に
制定された「津波防災地域づくりに関する法
律」に基づき、各地で津波防災の取組が進めら
れており、令和７年３月末時点で、最大クラス
の津波に対応した津波浸水想定の設定（40都
道府県）、警戒避難体制を整備するための津波
災害警戒区域の指定（27道府県）、さらに津波
災害特別警戒区域の指定（静岡県伊豆市）、津
波防災地域づくりの総合的な推進計画の作成
（23市町）が行われている。

また、東日本大震災被災地では、24地区の
「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」が都
市計画決定される（令和６年３月末時点）な
ど、同法を活用した復興の取組も進められてい
る。国土交通省は、関係部局で構成される支援
チームを設置して地方公共団体によるこれらの
取組に係る支援を実施しており、今後も国民の
命を守るための津波防災地域づくりを積極的に
推進していく。

	 	ୈ�અ� 能登半島地震及び東日本大震災からの復旧・復興の現状と対応策

【関連リンク】
令和６年能登半島地震における被害と対応について
URL：https://www.mlit.go.jp/saigai/saigai_240101.html

【関連リンク】
東日本大震災からの復旧 ･復興に向けた取組
URL：https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002322.html

	 	ୈ̎અ�	 東日本大震災を教訓とした津波防災地域づくり	 東日本大震災を教訓とした津波防災地域づくり
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	 	ୈ̏અ�	 国土政策の推進
国土形成計画は、総合的かつ長期的な国土づ

くりの方向性を示すものである。第三次国土形
成計画（令和５年７月閣議決定）では、我が国
が直面するリスクと構造的な変化を踏まえ、地
方に軸足を置いたビジョンとして、目指す国土
の姿に「新時代に地域力をつなぐ国土」を掲
げ、そのための国土構造の基本構想として、広
域レベルにおいては、広域圏の自立的発展と日
本海側・太平洋側二面活用等の広域圏内・広域
圏間の連結強化を図る「全国的な回廊ネット
ワーク」や、リニア中央新幹線等により三大
都市圏を結ぶ「日本中央回廊」の形成等から、
「シームレスな拠点連結型国土」の構築を図る
ことにより、地域の魅力を高め、地方への人の
流れの創出・拡大を図ることとしている。ま
た、国土の刷新に向けた４つの重点テーマとし
て、「デジタルとリアルが融合した地域生活圏
の形成」、「持続可能な産業への構造転換」、「グ
リーン国土の創造」、「人口減少下の国土利用・
管理」を掲げるとともに、これを支える横断
的な重点テーマとして、「国土基盤の高質化」、
「地域を支える人材の確保・育成｣ を位置付け、
相互に連携しながら相乗効果を発揮できるよう
に、統合的に取り組むこととしている。
計画の実装に当たっては、二地域居住等の促

進や地域生活圏の形成をはじめ、計画が描く将
来ビジョンを国民全体で共有していくととも
に、関係省庁とも緊密に連携しながら推進して
いく。地域生活圏の形成については、令和６年
９月に国土審議会推進部会の下に、有識者から
構成される「地域生活圏専門委員会」を設置
し、地域生活圏の形成を促進するための施策の

あり方について議論を進めている。
国土利用計画（全国計画）は、国土の利用に

関する基本的な方向を示すものである。第六次
国土利用計画（全国計画）（令和５年７月閣議
決定）では、人口減少や高齢化等の国土利用を
めぐる基本的条件の変化と課題を踏まえ、「地
域全体の利益を実現する最適な国土利用・管
理」、「土地本来の災害リスクを踏まえた賢い国
土利用・管理」、「健全な生態系の確保によりつ
ながる国土利用・管理」等を基本方針とし、持
続可能で自然と共生した国土利用・管理を目指
すこととしている。
また、同計画では、特に、中山間地域や都市

の縁辺部において、人口減少により、従来と同
様に労力や費用をかけて土地を管理し続けるこ
とは困難になることが想定されることから、地
域の目指すべき将来像を見据えた上で、優先的
に維持したい農地をはじめとする土地を明確化
し、粗放的な管理や最小限の管理を導入するな
ど、地域の合意形成に基づき、管理方法の転換
等を図る「国土の管理構想」を全国で進めるこ
ととされた。
国土形成計画（全国計画）を基本とする国土

形成計画（広域地方計画）については、新たな
計画策定に向けて、それぞれの地域の個性や強
みを活かして自律的に発展する圏域づくりにつ
ながる計画となるよう検討・策定作業を進めて
おり、令和６年末に、時点の検討の成果を取り
まとめた「中間とりまとめ（素案）」を各圏域
広域地方計画協議会にて公表した。今後、計画
策定に向けて引き続き検討を進めていく。

	 	ୈ̐અ�	 社会資本の老朽化対策等
（１）	社会資本の老朽化対策
我が国においては、今後、高度経済成長期以

降に集中的に整備されたインフラの老朽化が加

速度的に進行する。埼玉県八潮市において発生
した流域下水道管に起因すると考えられる道路
陥没事故も踏まえ、インフラの老朽化は喫緊の

	 	ୈ̏અ�	 国土政策の推進	 国土政策の推進

	 	ୈ̐અ�	 社会資本の老朽化対策等	 社会資本の老朽化対策等

第３節　国土政策の推進
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課題であり、インフラの機能を確保し、国民の
安全・安心を守るため、トータルコストの縮
減・平準化等を図りつつ、計画的なインフラの
維持管理・更新を進める必要がある。
このため、平成25年11月、政府全体の取組

として、計画的な維持管理・更新等の方向性を
示す基本的な計画である「インフラ長寿命化基
本計画」が取りまとめられた。
この基本計画に基づき、国土交通省が管理・

所管するインフラの維持管理・更新等を着実に
推進するための中長期的な取組の方向性を明ら
かにする計画である「国土交通省インフラ長寿
命化計画（行動計画）」を平成26年5月に策定
し、メンテナンスサイクルの核となる個別施設
ごとの長寿命化計画の策定促進や、施設の健全
性を把握する点検の着実な実施、新技術の開
発・普及に合わせた点検要領の改定、地方公共
団体への技術的・財政的支援等を実践してきた。
さらに、令和３年６月に策定した「第２次国

土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」
に基づき、損傷が軽微な段階で補修を行う「予
防保全型」のインフラメンテナンスへの早期転
換に向け、新技術等を最大限活用して確実かつ
効率的に点検・診断等を実施し、緊急度に応じ
て修繕等を加速化するとともに、集約・再編等
によるインフラストック適正化、八潮市におけ
る道路陥没事故に係る有識者委員会の結果を踏
まえた対策等を着実に推進し、インフラが持つ
機能が将来にわたって適切に発揮できる、持続

可能なインフラメンテナンスの実現を目指して
いく。

（２）地域インフラ群再生戦略マネジメントの
推進

平成25年を「社会資本メンテナンス元年」
として位置付け、メンテナンスサイクルの確立
等、様々な取組を行ってきた。平成30年には、
国土交通省所管分野における社会資本の将来の
維持管理・更新費の推計を行い、将来、維持管
理・更新費の増加は避けられないものの、「事
後保全」から「予防保全」に転換することによ
り、今後30年間の累計で約３割縮減できる見
込みを示した。このことから、今後、予防保全
への転換を進めることにより費用の縮減・平準
化を図り、持続的・効率的なインフラメンテナ
ンスを推進することが重要である。
しかし、多くの地方公共団体では、適切な維

持管理を進める上で体制面・予算面に課題を抱
えている。このような状況を踏まえ、各地方公
共団体が個々のインフラを管理するのではな
く、広域・複数・多分野のインフラを「群」と
してとらえ、効率的・効果的にマネジメントを
行う「地域インフラ群再生戦略マネジメント
（群マネ）」を推進していく必要がある。令和５
年度に選定したモデル地域（11件40地方公共
団体）において取組を進めており、今後はモデ
ル地域における検討から得られた知見等を手引
きに取りまとめ、全国展開へつなげることで、

【関連リンク】
建設後 50年以上経過する社会資本の割合
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/_pdf/50year_percentage.pdf

【関連リンク】
令和４年 12月社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会 技術部会　提言本文
URL：https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001574054.pdf

【関連リンク】
地域インフラ群再生戦略マネジメント計画策定手法検討会・実施手法検討会
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_02_06.html

【関連リンク】
群マネモデル地域への支援
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_02_07.html

第４節　社会資本の老朽化対策等 　
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持続可能なインフラメンテナンスの実現を図っ
ていく。

（３）	インフラメンテナンスに関する理念の普
及と新技術等の導入促進

社会インフラの維持管理における理念の普及
や、業務効率を飛躍的に高めるための新技術の
社会実装を進める。
具体的には、産学官民が一丸となって総力戦
でメンテナンスに取り組むプラットフォームで
ある「インフラメンテナンス国民会議」や地方
フォーラムにおいて、令和４年に設立された
「インフラメンテナンス市区町村長会議」と連
携を図りながら、インフラメンテナンスの理念
の普及・課題解決に向けたシンポジウム・セミ
ナーの開催や、自治体等が抱える技術的な課題
（ニーズ）と民間企業等が保有する技術（シー
ズ）のマッチング等、インフラメンテナンスの
技術導入を支援するイベントを全国で実施して
いる。
また、国内のインフラメンテナンスに係る優
れた取組や技術開発を表彰することで、メンテ
ナンス産業の活性化を図ることを目的に「イン
フラメンテナンス大賞」を実施しており、令和
６年度は、極めて顕著な功績へ送られる内閣総
理大臣賞の授与等が、７年１月16日に首相官
邸にて行われた。

さらに、インフラメンテナンスに関する新技
術の活用促進を目的に、専門家によるハンズオ
ン支援等を通じ、新技術の導入・維持管理業務
に関するノウハウの蓄積や技術力向上を図る
「新技術導入に関するハンズオン支援事業」を
実施しており、13のモデル自治体にて支援し
ている。また、産学官の多様な主体が連携し
て、自立的に地方自治体を支援する体制を構築
できるよう検討を進めている。
また、道路分野においては、行政の技術開発

ニーズを踏まえた新技術について、研究開発か
ら現場への活用まで積極的に推進している。具
体的には、道路分野に携わる広範な研究者の技
術研究開発を支援する新道路技術会議におい
て、行政ニーズに応じた研究を中心に支援し、
その中でも活用が期待される研究開発について
は、新技術導入促進計画に位置付け、必要な技
術基準類の整備を迅速化する等、現場実装を推
進していく。橋梁・トンネル・舗装・土工につ
いて、点検支援技術性能カタログの充実等の取
組を推進するとともに、橋梁、トンネル等の定
期点検要領を見直し、令和６年度からの三巡目
点検においても新技術を積極的に活用し、点検
業務の効率化・高度化を図る。また、これら点
検や、補修・補強への新技術・新材料の活用に
対し、道路メンテナンス事業補助制度において
優先的に支援する。

	 	ୈ̑અ�	 社会資本整備の推進
社会資本整備重点計画は、「社会資本整備重

点計画法」に基づき、社会資本整備事業を重点
的、効果的かつ効率的に推進するために策定す
る計画である。令和３年５月に閣議決定された

第５次計画では、令和７年度までの計画期間に
達成すべき６つの重点目標（「防災・減災が主
流となる社会の実現」、「持続可能なインフラメ
ンテナンス」、「持続可能で暮らしやすい地域社

【関連リンク】
インフラメンテナンス国民会議
URL：https://jcim.jp/

【関連リンク】
インフラメンテナンス大賞　- インフラメンテナンス情報
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_award.html

	 	ୈ̑અ�	 社会資本整備の推進	 社会資本整備の推進

第５節　社会資本整備の推進
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会の実現」、「経済の好循環を支える基盤整備」、
「インフラ分野のデジタル・トランスフォー
メーション（DX）」、「インフラ分野の脱炭素
化・インフラ空間の多面的な利活用による生
活の質の向上」）と19の政策パッケージを設
定するとともに、代表的な指標についてはKPI
（Key Performance Indicator）として位置づ
け、着実に計画を推進している。
さらに、新たに設定された重点目標を達成

するため、全国レベルの第５次計画に基づき、
北海道から沖縄まで全国10ブロックにおいて
「地方ブロックにおける社会資本整備重点計画」
を令和３年８月に策定し、個別事業の完成時期
や今後見込まれる事業費を記載するなど、事業
の見通しをできるだけ明確化した。これによ
り、各地方の特性、将来像や整備水準に応じた
重点的、効率的、効果的な社会資本の整備を推
進する。
地域における人口減少やインフラ老朽化の更

なる進行、激甚化・頻発化する自然災害等、第

５次計画策定以降の社会経済情勢の変化を踏ま
え、現在、社会資本整備審議会及び交通政策審
議会において、計画の見直しについて審議を進
めている。
大規模自然災害等に強い国土及び地域を作る

とともに、自らの生命及び生活を守ることがで
きるよう地域住民の力を向上させるため、東日
本大震災を教訓とし制定された「強くしなやか
な国民生活の実現を図るための防災・減災等に
資する国土強靱化基本法」に基づき、「防災・
減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」、
「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速
化対策」等、政府一丸となって国土強靱化の取
組を推進してきている。
令和５年６月には、国土強靱化基本法の改正

により、「国土強靱化実施中期計画」が法定化
された。同法に基づき、５か年加速化対策後も
継続的・安定的に国土強靱化の取組を推進す
る。

çਤදᶘ�1�5�1ç ୈ5࣍ࣾձࢿຊ੔උॏ఺ܭը
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【関連リンク】
国土交通省における国土強靱化の取組を広報するウェブサイト
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/kyojinka/
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ίϥϜ
ストック効果を重視した社会資本整備の戦略的かつ計画的な推進

Column
社会資本の整備は、未来への投資であり、その効果に

は、生産活動による雇用の誘発といった「フロー効果」と、
整備された社会資本が機能することによって、継続的に
中長期にわたり得られる効果である「ストック効果」が
あります。このストック効果には、生産性の向上や民間
投資の誘発等の経済的な効果や、ゆとりや安らぎ、活力
ある地域社会の形成といった社会的な効果があります。

近年、自然災害が激甚化・頻発化し、国際競争が激化す
る中、インフラが本来の役割を果たすことの重要性は一
層高まっています。現在を生きる我々や将来の世代が安
全・安心に活力ある日々を送るために必要となる社会資
本の整備に、戦略的・計画的に取り組んでいくことが重
要です。

社会資本
の効果

生産活動の創出 雇用の誘発フロー効果 所得増加による消費の拡大

安全・安心効果

・耐震性の向上

・水害リスクの低減 等

生活の質の向上効果

・生活環境の改善

・アメニティの向上 等

生産性の向上効果

・移動時間の短縮

・輸送費の低下

・貨物取扱量の増加 等

ストック効果
治水安全度向上・地域経済の発展

（安全・安心、生産性の向上）

旭川放水路の分流部改築により、

平成30年７月豪雨の際、浸水被害防止

（想定被害約3,300戸Ѝ０戸）（岡山県岡山市）

東京外かく環状道路（千葉区間）の開通

や一部区間の４車線化により、

首都高の渋滞損失時間が約３割減少

港湾の国際競争力強化

（生産性の向上）

インバウンド受入拡大

（生産性の向上）

人流・物流効率化

（生産性の向上、安全・安心）

港湾機能強化による物流施設面積の増加

（約110haЍ約130ha) さらに大阪湾岸道路

西伸部の整備により、地域経済の発展が期待

国際線のターミナル整備・スポット拡大によ

り、新千歳空港の乗降客数が約4.6倍に増加

(約80万人(H21)→約370万人（H30）)

官民連携による賑わいの創出

（生活の質の向上）

生活環境の改善

（生活の質の向上）

地上：運動施設

地下：下水処理場
官民が連携しハード・ソフトのリノベーション

を実施することにより、中央公園周辺エリアに

おける賑わいを創出（広島県福山市）

衛生的な住環境を提供する下水処理場の地上

部を運動施設として利用し、スポーツを通し

て、地域活性化にも貢献（千葉県船橋市）

【関連リンク】
日本のインフラの今
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/infra/

【関連リンク】
ストック効果の事例等
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/stock/case.html
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	 	ୈ̒અ�	 交通政策の推進

交通政策基本法に基づく政策展開
「交通政策基本法」に基づき、令和３年５月
に閣議決定された「第２次交通政策基本計画」
は、３年度から７年度までを計画期間としてお
り、「交通政策基本法」の規定に則り、基本的
な方針、施策の目標、施策等について定めてい
る。具体的には、基本的方針として、A「誰も
が、より快適で容易に移動できる、生活に必
要不可欠な交通の維持・確保」、B「我が国の
経済成長を支える、高機能で生産性の高い交通
ネットワーク・システムへの強化」、C「災害
や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が

徹底的に確保された、持続可能でグリーンな交
通の実現」の３つの柱を掲げている。
人口減少・超高齢化等に伴う担い手不足の深

刻化や、国際情勢の不安定化、国民の安全・安
心、地球環境の確保といった既存課題がより先
鋭化した視点のほか、DX、新しい技術への対
応といった重要性の高まる新たな視点等を踏ま
え、現在、社会資本整備審議会及び交通政策審
議会において、計画の見直しについて審議を進
めている。

年次報告の実施	
交通政策白書は、交通政策基本計画の着実な

推進を図るため、「交通政策基本法」に基づき、
交通の動向並びに政府が交通に関して講じた施
策及び講じようとする施策について、毎年国会

に報告するものであり、令和６年版交通政策白
書は、令和６年６月に閣議決定・国会報告し
た。

「交通空白」の解消等に向けた地域交通のリ・デザインの全面展開
地方創生の基盤といえる地域交通は、買い

物・医療・教育等、日常生活に不可欠なサービ
スへのアクセスという重要な役割を担っている
ものの、人口減少や高齢化等による長期的な需
要の減少や運転者不足等に伴い、大変厳しい事
業環境となっている。
こうした状況に対して、令和５年に地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律（平成19
年法律第59号）を改正し、地域の関係者の連

携と協働の促進を国の努力義務として位置付け
るとともに、ローカル鉄道の再構築に関する仕
組みを創設するなど制度面での拡充を行ったほ
か、地域の多様な関係者との連携・協働による
取組の導入に対する支援や交通事業者による
DX・GXによる経営改善支援、社会資本整備
総合交付金による鉄道施設やバス施設の整備へ
の支援等、予算面の拡充も行い、利便性・生産
性・持続可能性の高い地域交通へのリ・デザイ

	 	ୈ̒અ�	 交通政策の推進	 交通政策の推進

1

2

3

【関連リンク】
公共交通政策
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/index.html

【関連データ】
地域交通の現状
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/fi le000010.html
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ンを推進している。
特に、令和６年７月には、バス、タクシー、

乗合タクシー、公共ライドシェア、日本版ライ
ドシェア等を地域住民や来訪者が利用できない
「交通空白」の解消に向け、国土交通省「交通
空白」解消本部（本部長：国土交通大臣）を立
ち上げた。この本部のもと、地方運輸局・運輸
支局等により課題を抱える自治体の首長を直接
訪問、現場担当者への伴走支援、関係業界との
橋渡し等に精力的に取り組んでいるほか、令和
６年度補正予算においては、自治体等が、「交
通空白」解消に向けて公共ライドシェアや日本
版ライドシェア等を導入する場合に、制度設計
段階からサービス開始まで、総合的に支援する
制度を新たに創設した。

さらに、同年11月には、「「交通空白」解消・
官民連携プラットフォーム」を設置し、令和
7年3月末時点で自治体、交通事業者、パート
ナー企業等計1,000超の団体が会員として参画
する等、官民関係者の幅広い連携をもとに、全
国各地の課題解決に取り組む体制を整えた。
今後、全国各地の「交通空白」の一つ一つの

解消等に向けて、令和７年度から９年度までを
「交通空白解消・集中対策期間」と定め、地方
運輸局・運輸支局による自治体や交通事業者に
対する伴走支援や、パイロットプロジェクトの
推進、民間の技術やサービスの導入、十分な財
政支援等、あらゆるツールを総動員し、地域交
通のリ・デザインを全面展開していくこととし
ている。

	 	ୈ̓અ�	 海洋政策（海洋立国）の推進

海洋基本計画の着実な推進
四方を海に囲まれている我が国では、海洋の
平和的かつ積極的な開発及び利用と海洋環境の
保全と調和を図る新たな海洋立国の実現を目指
して制定された「海洋基本法」に基づき、令和
５年４月に閣議決定された「第４期海洋基本計
画」、６年４月に総合海洋政策本部において決
定された「海洋開発等重点戦略」の下、関係機
関が連携し、海洋政策を推進しているところで
ある。
国土交通省においても、上記基本計画及び重
点戦略に基づき、総合的な海洋の安全保障の観
点から、海上保安能力の強化、旅客船の安全・

安心な運航の確保、離島の保全等、また、持続
可能な海洋の構築の観点から、洋上風力発電の
導入促進、ゼロエミッション船の開発等の各種
施策に取り組んでいる。そのほか、着実に推
進すべき施策として、海上輸送の確保や海洋
人材の育成等に取り組むとともに、ASV（小
型無人ボート）やAUV（自律型無人潜水機）、
ROV（遠隔操作型無人潜水機）等の「海の次
世代モビリティ」の社会実装、北極海航路の利
活用に関する調査、沿岸域の総合管理と持続可
能な開発に関する国際協調等、各般の施策を推
進している。

	 	ୈ̓અ�	 海洋政策（海洋立国）の推進	 海洋政策（海洋立国）の推進

1
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ίϥϜ
「海洋開発等重点戦略」に基づく取組推進
Column

令和６年４月、「海洋開発等重点戦略」が総合海洋政
策本部において決定されました。
これは、海洋政策全体の大きな方向性を定める「海洋

基本計画」に掲げられている施策のうち、フロンティア
である海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和を
通じた海洋立国の実現に向けて、我が国の総合的な国力
の向上、国益の観点から特に重要であって、府省横断で
取り組むべき以下６つの重要ミッションを実現するため
の戦略となっています。

①自律型無人探査機（AUV）の開発・利用の推進
②海洋状況把握（MDA）及び情報の利活用の推進
③洋上風力発電のEEZ展開に向けた制度整備の推進
④特定離島である南鳥島とその周辺海域の開発の推進
⑤管轄海域の保全のための国境離島の状況把握
⑥北極政策における国際連携の推進等

国土交通省は、上記の重要ミッション全てにおいて重
要な役割を担っており、内閣府総合海洋政策推進事務局
との緊密な連携の下、これら重要ミッションの着実な推
進に取り組んでいます。

【関連リンク】
海洋開発等重点戦略について
URL：https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/focus_strategy.html

我が国の海洋権益の保全
（１）領海及び排他的経済水域における海洋調

査の推進及び海洋情報の一元化
我が国の領海及び排他的経済水域には、調査
データの不足している海域が存在しており、海
上保安庁では、この海域において、海底地形、
地殻構造、底質及び低潮線等の海洋調査を重点
的に実施し、船舶交通の安全や我が国の海洋権
益の確保、海洋開発等に資する基礎情報の整備

を戦略的かつ継続的に実施している。
また、海洋情報の所在を一元的に収集・管

理・提供する「海洋情報クリアリングハウス」
を運用している。さらに、政府関係機関等が保
有する様々な海洋情報を地図上に重ね合わせて
表示できるウェブサービス「海洋状況表示シス
テム（海しる）」を構築し、平成31年４月から
運用を開始した。

2

第７節　海洋政策（海洋立国）の推進

第
�
章

࣌
୅
の
ཁ
੥
ʹ
͜
ͨ
͑
ͨ
ࠃ
౔
ަ
௨
ߦ
੓
の
ల
開

Ⅱ

国土交通白書　2025 149



ίϥϜ
海のデータの総合図書館　海しる（海洋状況表示システム）

Column
「海しる」はウェブブラウザ上で、様々な海洋に関す
る地理空間情報を一元的に閲覧することができる情報
サービスです。政府機関等が保有する250項目以上の海
のデータを地図上に重ねて見ることができます。また、
「海しる」上で見るだけでなく、外部のアプリやシステ
ムがデータを直接扱えるようAPIを公開しています。「海

しる」を通じて海上安全、海洋開発、環境保全、水産等
の分野を横断したデータの共有・連携が可能となり、海
洋教育といった新たな分野での利用シーンの拡大にもつ
ながっています。今後も「海のデータの総合図書館」と
して、様々な分野の利用者のニーズに応えられるよう、
掲載情報の充実や機能強化を進めていきます。

【関連リンク】
海しる
URL：https://www.msil.go.jp/

（２）大陸棚の限界画定に向けた取組
国連海洋法条約に基づき我が国が平成20年

11月に「大陸棚限界委員会」へ大陸棚の延長
を申請した。24年４月に同委員会から我が国
の国土面積の約8割に当たる4海域について大
陸棚の延長が認められる勧告を受領し、1海域
については勧告が先送りされた。これを受け、
大陸棚の延長が認められた海域のうち、四国海
盆海域及び沖大東海嶺南方海域を我が国の大
陸棚とするよう26年10月に政令で定めた。ま
た、関係国である米国との調整が進捗し、令和
6年7月には小笠原海台海域の大部分を我が国
の大陸棚とするよう同政令を改正した。
引き続き、関係国との調整が必要となる海域

及び勧告が先送りされた海域について、海上保
安庁では、内閣府総合海洋政策推進事務局の総
合調整の下、関係省庁と連携し、大陸棚の限界
画定に向けた対応を行っていく。

（３）沖ノ鳥島の保全、低潮線の保全及び活動
拠点の整備等

①沖ノ鳥島の保全・管理
沖ノ鳥島は、我が国最南端の領土であり、国

土面積を上回る約40万km2の排他的経済水域
の基礎となる極めて重要な島であることから、
基礎データの観測・蓄積や護岸等の点検、補修
等を行うほか、観測拠点施設の更新等を行い管
理体制の強化を図っている。
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②低潮線の保全
「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用
の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整
備等に関する法律（低潮線保全法）」等に基づ
き、排他的経済水域等の外縁を根拠付ける低潮
線の保全が必要な海域として185の低潮線保
全区域を政令で指定し、掘削等の行為規制を実
施している。また、防災ヘリコプターや船舶等
による巡視や衛星画像等を用いた低潮線及びそ
の周辺の状況の調査を行い、排他的経済水域及
び大陸棚の基礎となる低潮線の保全を図るとと
もに、保全を確実かつ効率的に実施していくた

めに、低潮線に関する各種情報を適切に管理し
ている。

③特定離島（南鳥島・沖ノ鳥島）における活動
拠点の整備・管理
「低潮線保全法」等に基づき、本土から遠隔
の地にある南鳥島・沖ノ鳥島において、排他的
経済水域及び大陸棚の保全及び利用に関する活
動拠点として、船舶の係留、停泊、荷さばき等
が可能となる港湾の施設の整備とともに、国に
よる港湾の管理を実施している。

	 	ୈ̔અ�	 海洋の安全・秩序の確保
（１）	近年の現況
尖閣諸島周辺海域においては、ほぼ毎日、中

国海警局に所属する船舶による活動が確認さ
れ、領海侵入する事案も発生しており、令和６
年には、尖閣諸島周辺の接続水域での中国海警
局に所属する船舶の年間確認日数が過去最多を
更新したことに加え、５年12月から６年７月
にかけて、接続水域における連続確認日数も過
去最長となった。また、７年３月には領海侵入
時間も過去最長を更新したほか、中国海警局に
所属する船舶が領海に侵入し、日本漁船等に近
づこうとする事案も繰り返し発生するなど、情
勢は依然として予断を許さない状況となってい
る。また、中国海警局に所属する船舶の大型
化、武装化が確認されており、中国の動向を引
き続き注視していく必要がある。海上保安庁で
は、現場海域に巡視船を配備するなど、我が国
の領土・領海を断固として守り抜くという方針
の下、冷静に、かつ、毅然として対応を続けて
いる。
また、東シナ海等の我が国排他的経済水域等

においては、外国海洋調査船による我が国の事
前の同意を得ない調査活動等も確認されてお
り、海上保安庁では、関係機関と連携しつつ、
巡視船・航空機による監視警戒等、その時々の

状況に応じて適切に対応している。
さらに、大和堆周辺海域では、外国漁船によ

る違法操業が確認されるなど、依然として予断
を許さない状況が続いており、海上保安庁で
は、同海域で操業する日本漁船の安全確保を最
優先とし、関係省庁と連携しつつ、これら外国
漁船に対して退去警告を行うなど、厳正に対応
している。

（２）	海上保安能力強化の推進
海上保安庁では、我が国周辺海域を取り巻く

情勢が一層厳しさを増していることを踏まえ、
令和４年12月に決定された「海上保安能力強

	 	ୈ̔અ�	 海洋の安全・秩序の確保	 海洋の安全・秩序の確保
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化に関する方針」に基づき、巡視船・航空機等
の増強整備等に加え、無操縦者航空機等の新技
術の積極的活用、警察、自衛隊、外国海上保安
機関等の国内外の関係機関との連携・協力の強
化、人材の確保・育成、処遇・職場環境の改善
等の取組を推進することにより、海上保安業務
に必要な能力を一層強化しているところであ
る。６年12月に開催された「海上保安能力強

化に関する関係閣僚会議」においても、これら
の取組を一層進めていくことが確認された。
なお、令和６年度は、大型巡視船３隻、大型

ジェット機１機、中型ヘリコプター１機が就役
したほか、高い国際航海能力及び乗船実習能力
を有する大型練習船「いつくしま」が就役し
た。

çਤදᶘ�1�8�2çɹւ্อ҆ೳྗڧԽͷਪਐ

海上保安能力強化に関する関係閣僚会議で
発言する石破総理大臣

令和６年度に就役した大型練習船「いつくしま」

（３）「自由で開かれたインド太平洋」の実現に
向けて

我が国は「自由で開かれたインド太平洋」
（FOIP＝Free and Open Indo-Pacific） の
実現に向け、①法の支配、航行の自由、自由貿
易等の普及・定着、②経済的繁栄の追求（連
結性、EPAや投資協定を含む経済連携強化）、
③平和と安定の確保（海上法執行能力の向上、
人道支援、災害救援、海賊対策等での協力）の
３点を「三本柱の施策」と定め、地域全体の平
和と繁栄を確保するため、各種取組を推進して
いる。
海上保安庁では、この「自由で開かれたイン

ド太平洋」の実現に向け、多国間及び二国間の
連携・協力の取組を強化するとともに、シー
レーン沿岸国等の海上保安機関の能力向上を支
援し、年々深化・多様化する国際業務に適切に
対応する体制を構築している。多国間の連携・
協力に関しては、グローバル化あるいはボーダ
レス化する傾向にある国際犯罪や、大規模化す

る事故や災害、環境汚染について、各国で連携
して対応していくことが重要であるという認識
の下、平成12年から北太平洋海上保安フォー
ラム（NPCGF）、16年からアジア海上保安機
関長官級会合（HACGAM）のほか、29年か
ら世界海上保安機関長官級会合（CGGS）を
日本の主導で開催し、海上保安機関間の連携・
協力を積極的に推進している。なお、令和６
年度は、７年ぶりの日本開催となる第24回
NPCGFを主催したほか、韓国で開催された
第20回HACGAMに参加した。加えて、「日
米韓」３か国による初の合同訓練や能力向上支
援、「日米比」３か国間の洋上交流プログラム
といった取組を推進し、「法の支配に基づく海
洋秩序維持の重要性」を地域の海上保安機関等
と共有するよう取り組んだ。
二国間の連携については、覚書や協定を締結

して二国間の枠組みを構築、引き続き共同訓練
等を実施していく。
また、増加する諸外国からの海上保安能力向

第８節　海洋の安全・秩序の確保 　
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上支援の要望に応えるため、平成29年に発足
した能力向上支援の専従部門である「海上保安
庁MCT（Mobile�Cooperation�Team）」を、
令和６年度末までに、23か国へ合計132回派

遣、８か国１機関に28回のオンライン研修を
実施したほか、各国海上保安機関等の職員を日
本に招へいして各種研修を実施するなど、各国
の海上保安能力向上を支援した。

	 	ୈ̕અ�	 土地政策の推進

土地政策の動向
人口減少等に伴い、相続件数の増加、土地の

利用ニーズの低下と所有意識の希薄化が進行し
ており、不動産登記簿等の公簿情報等を参照し
ても所有者の全部又は一部が直ちに判明せず、
又は判明しても所有者に連絡がつかず、円滑な
土地利用や事業実施の支障となる土地、いわゆ
る所有者不明土地や、適正な利用・管理が行わ
れず草木の繁茂や害虫の発生等、周辺の地域に
悪影響を与える管理不全土地の増加が懸念され
ている。
これらの課題に対し、平成30年に所有者不

明土地等対策の推進のための関係閣僚会議が立
ち上げられ、同年の「所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する特別措置法」（平成30年法律
第49号。以下「所有者不明土地法」という。）
の制定、土地に関する基本理念として土地の適
正な「管理」に関する土地所有者等の「責務」
や、所有者不明土地の円滑な利用及び管理の確
保に関する規定を追加した令和２年の「土地基
本法」（平成元年法律第84号）の改正、３年の
民事基本法制の総合的な見直し、４年の「所有
者不明土地法」の改正等、政府一丸となって所
有者不明土地等に対する取組を進めてきた。
こうした所有者不明土地等対策のための制度

の整備が進捗したことを踏まえ、地域における
取組を支援するモデル事業等を通じて得られた
知見の横展開等により、制度の円滑な運用を

図った。
また、「土地基本法」に基づき、関係省庁が

一体性を持って人口減少時代に対応した土地政
策を講じることができるよう基本的な方向性を
取りまとめる「土地基本方針」の変更を令和６
年６月11日に閣議決定した。今後は、共通す
る課題の多い所有者不明土地等対策と空き家対
策との一体的・総合的な推進を図るとともに、
「サステナブルな土地利用・管理の実現」に向
けて、限られた国土の有効利用や適正な管理を
進めるための施策を総合的に推進する。
地籍調査は、市町村等が土地の境界、面積、

所有者等を調査し明確にすることにより、災害
からの迅速な復旧・復興やインフラ整備の円滑
化等のほか、所有者不明土地の発生抑制等に貢
献するものであり、第７次国土調査事業十箇
年計画（令和２～ 11年度）に基づき推進して
いる。同計画の始期となる２年には、「国土調
査法」（昭和26年法律第180号）等を改正し、
地籍調査の円滑化・効率化に資する調査手続・
調査手法を導入した。さらに、６年の同計画の
中間見直しでは、現地調査等の通知に無反応な
所有者等がいる場合の調査手続の導入やリモー
トセンシングデータの適用エリアの拡大等を行
い、計画期間後期における地籍調査の加速化に
取り組んでいる。

	 	ୈ̕અ�	 土地政策の推進	 土地政策の推進

1

【関連リンク】
人口減少時代における土地政策の推進～所有者不明土地等対策～
URL：https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html
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年次報告の実施
土地白書は、「土地基本法」の規定に基づき、
毎年国会に報告するものである。令和６年版土
地白書では、令和５年度の不動産市場等の動向
や、サステナブル（持続可能）な土地利用・管

理に向けた取組、５年度に政府が土地に関して
講じた基本的施策、６年度に政府が土地に関し
て講じようとする基本的施策を取りまとめ、６
年６月に閣議決定・国会報告した。

		ୈ��અ�	 新たな国と地方、民間との関係の構築

官民連携等の推進
官民連携事業（PPP/PFI）の案件形成を推
進するため、地方公共団体等へのPPP/PFIの
普及啓発や案件形成支援を実施している。
令和６年度は、民間提案に基づく新たな官民
連携のモデルとなる手法の導入を推進するた
め、地方公共団体のニーズと合致した優良な提
案を行った民間事業者による調査検討を実施す

るとともに、先導的・モデル的な官民連携事業
について調査検討を行う地方公共団体を支援し
た。また、地方ブロックごとに設置されている
「地方ブロックプラットフォーム」において、
首長会議の開催、案件形成に向けた官民対話、
ノウハウの習得のための研修、官民交流イベン
トを開催した。

		ୈ��અ�	 政策評価・事業評価・対話型行政

政策評価の推進
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」
に基づく「国土交通省政策評価基本計画」によ
り、①各施策の達成状況を定期的に測定・評価
する政策チェックアップ、②特定テーマに絞り
込み詳細な分析を行う政策レビューの２つを基
本的な政策評価の方式として実施している。令
和６年度は、各方式で①116業績指標のモニ
タリングを実施、②３テーマについて評価を実
施した。加えて、個別公共事業、個別研究開発

課題、規制及び租税特別措置等の政策評価を政
策の特性に応じた政策評価の方式として実施し
ており、その結果を予算要求や新規施策等の立
案へ反映させている。また、「独立行政法人通
則法」に基づき、所管15独立行政法人の業務
実績の評価を、「中央省庁等改革基本法」に基
づき、実施庁である気象庁及び海上保安庁の実
績評価を実施している。

2

【関連リンク】
令和６年版土地白書
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/fi le000006.html

		ୈ��અ�	 新たな国と地方、民間との関係の構築	 新たな国と地方、民間との関係の構築

1

		ୈ��અ�	 政策評価・事業評価・対話型行政	 政策評価・事業評価・対話型行政

1

【関連リンク】
国土交通省　総合政策局　社会資本整備政策課ウェブサイト
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/index.html

【関連リンク】
国土交通省政策評価関係
URL：http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/hyouka/index.html
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事業評価の実施
個別の公共事業について、事業の効率性及び

実施過程における透明性の一層の向上を図るた
め、新規事業採択時評価、再評価及び完了後の
事後評価による一貫した事業評価体系を構築し
ている。
直轄事業等の評価結果については、新規採択

時・再評価時・完了後の事後評価時における費

用対効果分析のバックデータも含め、評価結果
の経緯が分かるように整理した事業評価カルテ
を作成し、インターネットで公表している。ま
た、新規事業採択時評価の前段階における国土
交通省独自の取組として、直轄事業等におい
て、計画段階評価を実施している。

国民に開かれた行政運営と対話型行政の推進	
（１）国土交通ホットラインステーション
国民生活に極めて密接に関わる国土交通行政

の推進に当たっては、国民からの意見・要望等
を幅広く把握し、国民に直結した行政を展開
することが重要である。このため、「国土交通
ホットラインステーション」を開設しており、
月平均約1,900件の意見等が寄せられている。

（２）消費者等に対する情報提供
従来の行政による監督に加え、消費者等によ

る適切な選択及び市場による監視を通じた安
全・安心の確保を図ることを目的に、住宅等の
建築物や公共交通機関に関する事業者等の過去
の行政処分等の履歴を集約した「ネガティブ情
報等検索サイト」を国土交通省ウェブサイト上
に公開している。

2

3
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第2章 観光立国の実現と美しい国づくり

	 	ୈ�અ�	 観光をめぐる動向

観光立国の意義
観光は、成長戦略の柱、地域活性化の切り札
である。人口減少を迎える我が国において、観
光を通じた国内外との交流人口の拡大を通じ

て、地域を活性化することは重要であり、「持
続可能な観光」の実現に向けて、引き続き、政
府一丸となって取り組む。

年次報告の実施
観光白書は観光立国推進基本法（平成18年
法律第117号）第８条第１項及び第２項の規
定に基づき、観光の状況及び政府が観光立国の
実現に関して講じた施策並びに観光に関して講

じようとする施策について、毎年国会に報告し
ているものであり、令和６年版観光白書は、令
和６年６月に閣議決定・国会報告した。

	 	ୈ̎અ�	 観光立国の実現に向けた取組

観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に
「明日の日本を支える観光ビジョン」や観光
立国推進基本計画（令和５年３月31日閣議決
定）を踏まえ、「持続可能な観光」、「消費額拡
大」及び「地方誘客促進」をキーワードに、地
方部での滞在を促進するためのコンテンツ造成
や持続可能な観光地域づくり等を推進し、政府
一丸となって取り組んできた。

（１）	魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・
開放

インフラを観光資源として活用・開放し、地域
振興を図るインフラツーリズムを推進している。

（２）	新たな交流市場・観光資源の創出
訪日外国人旅行消費額の向上や地方誘客の促

進に向け、地域固有の自然や文化、食等の観光
資源を活用したコンテンツの造成・磨き上げを
行った。

	 	ୈ�અ�	 観光をめぐる動向	 観光をめぐる動向

1

2

【関連リンク】
「令和５年度観光の状況」及び「令和６年度観光施策」（観光白書）について
URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000517_00001.html

	 	ୈ̎અ�	 観光立国の実現に向けた取組	 観光立国の実現に向けた取組

1

【関連リンク】
インフラツーリズムについて（インフラツーリズムポータルサイト）
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/infratourism/about/
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また、近年の働き方や住まいのニーズの多様
化等を踏まえ、反復継続した来訪を促進する
「第２のふるさとづくり」やテレワークを活用
したワーケーションの普及・定着といった国内
における新たな交流市場の開拓に向けてモデル
実証を実施した。

（３）地域周遊・長期滞在の促進
地方部での滞在の増加に資する取組をより一

層推進していく必要があることから、旅行者の
地域周遊・長期滞在を持続可能なあり方で促進
するため、調査、戦略策定、滞在コンテンツの
充実、受入環境の整備、旅行商品の流通環境の
整備、プロモーション等、地域が一体となって
行う取組を支援している。また、これら取組に
対する助言をするため、地域への専門家派遣を
支援している。
また、訪日外国人の移動の実態（利用交通機

関や周遊ルート等）を把握し周遊ルートの分析
や戦略的なプロモーション施策の企画立案・見
直しに活用できる訪日外国人流動データ（FF-
Data）を公表した。

（４）東日本大震災からの観光復興
福島県では教育旅行や外国人のべ宿泊者数の

回復に課題が残ることから、同県における観光
復興を最大限に促進するため、同県が実施する
風評被害対策及び震災復興に資するホープツー
リズム等の滞在コンテンツの充実・強化や国内
外へのプロモーション等に対して支援を行って
いる。
また、ALPS処理水の海洋放出による風評へ

の対策として、海の魅力を高めるブルーツーリ
ズムの推進を目的として、海水浴場等の受入環
境整備やプロモーションの実施等に対して支援
を行っている。

観光産業を革新し、国際競争力を高め、我が国の基幹産業に
（１）観光関係の規制・制度の適切な運用及び

民泊サービスへの対応
平成30年１月に施行された「通訳案内士法
及び旅行業法の一部を改正する法律」に基づき
導入された地域通訳案内士制度について、市
町村及び都道府県とも連携して育成を推進し、
令和６年４月１日時点で42地域にて導入し、
3,782名が登録されている。
また、旅行サービス手配業の登録制度につい
て、登録行政庁である都道府県等とも連携して
制度周知を図り、同年４月１日時点で2,617社
の登録がなされている。
また、「住宅宿泊事業法」に基づく住宅宿泊
事業の届出住宅数は、令和７年３月14日時点
で30,318件となった。健全な民泊サービスの
更なる普及に向けて、令和６年度は、宿泊日数
の算定方式等の考え方を明確化するためにガイ
ドラインの改正を行ったほか、営業日数を効率
的に集約するシステムの活用等により違法民泊

対策の実効性を向上させた。

（２）ポストコロナ時代を支える観光人材の育
成・強化

観光庁では、観光地・観光産業の高付加価値
化、持続可能な観光地域づくりを進めることが
必要であるとの認識の下、これからの時代に求
められる新たな観光人材の育成に向けて、令和
４年度に「ポストコロナ時代における観光人材
育成ガイドライン」を策定した。令和６年度
は、本ガイドラインに基づき開発した、教育プ
ログラムについてフォローアップを実施した。

（３）観光地域づくり法人（DMO）を核とす
る観光地域づくりの推進

観光地域のマネジメント及びマーケティング
を担う観光地域づくり法人（DMO）を司令塔
とする観光地域づくりを推進するため、令和７
年３月25日時点で353団体（登録DMOが

2
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323団体、候補DMOが30団体。）を登録する
とともに、観光地域づくり法人に対する各種情
報提供や観光地域づくり法人の体制強化の取組
に対する支援を行った。

（４）観光遺産産業化ファンド等の活用
観光庁では、㈱地域経済活性化支援機構

（REVIC）や地域金融機関等が組成した観光遺
産産業化ファンド等も活用し、関係事業者や関
係省庁、自治体と連携して、地域の観光資源の
磨き上げ等を図るための取組を行った。

（５）訪日旅行での高付加価値旅行者の誘致促
進

観光による地方創生や訪日外国人旅行者の旅
行消費額の拡大を目指し、消費単価の高い高付
加価値旅行者の誘致促進に取り組む全国14の
モデル観光地に対して、各地域のマスタープラ
ンに基づくコンテンツの磨き上げやプロモー
ション等の取組を支援している。

（６）戦略的な訪日プロモーション
2024年における訪日外国人旅行者数は過去
最高となったところであるが、「明日の日本を
支える観光ビジョン」（平成28年3月30日策
定）で掲げる2030年までに訪日外国人旅行者
数6,000万人の目標達成を見据え、日本政府観
光局を通じ、コロナ禍を経た旅行者の意識変化

を踏まえ、メディアやSNS、インフルエンサー
等を活用し、戦略的な訪日プロモーションを実
施している。
また、「2025年日本国際博覧会（大阪・関

西万博）」開催を契機とした日本各地の魅力発
信や、持続可能な観光、消費額拡大、地方誘客
促進をキーワードとした、国・地域ごとのニー
ズを踏まえたきめ細やかなプロモーションに取
り組んでいる。

（７）MICE 誘致の促進
MICEの更なる誘致・開催に向け意欲的な地

方都市に対する専門家の支援プログラムや誘致
ノウハウの提供、海外MICEイベント等への
出展支援を行った。また、MICE開催ニーズの
変化に対応するためMICE施設の受入環境の
整備を推進するとともに、ユニークベニューの
活用等、MICE開催地としての魅力向上のため
の実証事業を実施した。さらに、MICEの総消
費額及び経済波及効果の算出、MICE施設にお
けるコンセッション導入に向けた支援に取り組
んだ。

（８）ビザの戦略的緩和
更なるインバウンド需要の拡大に向けて、今

後のビザ緩和の実施について関係省庁間で検討
を行っている。

【関連リンク】
観光地域づくり法人（DMO）
URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/dmo/index.html

【関連リンク】
観光遺産産業化ファンド
URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics06_00001.html

【関連リンク】
訪日旅行での高付加価値旅行者の誘致促進
URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/kofukakachi.html

第２節　観光立国の実現に向けた取組 　

第
�
章

؍
ޫ
ཱ
ࠃ
の
࣮
ݱ
ͱ
ඒ
͠
͍
ࠃ
ͮ
͘
Γ

Ⅱ

国土交通白書　2025158



すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に	

注 ໿ׂ̏Ͱ͋Δͱ͜Ζɺྩ࿨̐೥ۉप༡ύε͸ɺैདྷฏޫ؍　1 11݄͔Β͸ɺฏ೔ͷΈͷར༻Λର৅ͱͯ͠߹ܭͰ໿ׂ͓̐
ಘͱͳΔ֦ॆાஔΛ࣮͍ͯ͠ࢪΔɻ

（１）訪日外国人旅行者の受入環境整備
観光地や公共交通機関等における多言語対

応、無料公衆無線LAN環境の整備、公衆トイ
レの洋式化や多様な移動手段の整備等に対する
支援を行った。また、宿泊施設におけるインバ
ウンド対応の取組への支援を実施した。外国人
旅行者向け消費税免税制度について、地方部免
税店数の拡大も含めた利用促進や、「リファン
ド方式」への移行に向けた必要な情報の周知広
報等に取り組んでいる。さらに「道の駅」につ
いて、外国人観光案内所のJNTO認定取得や
多言語表示の整備等のインバウンド対応を促進
し、地域のインバウンドの受入拠点とする取組
を推進した。

（２）急患等にも十分対応できる外国人患者受
入体制の充実

外国人患者を受け入れる医療機関について、
令和６年度に2,411（うち都道府県が指定する
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」
は1,910）の医療機関をリスト化し、情報発信
を行うとともに、多言語案内機能等の整備に対
する支援を行った。また、引き続き外国人旅行
者が医療費の不安なく治療が受けられるよう

に、旅行保険への加入を促進した。

（３）「地方創生回廊」の完備
バスタプロジェクトの全国展開を推進してい

る。その際、多様な交通モード間の接続を強化
し、MaaS等の新たなモビリティサービスにも
対応可能な施設としている。
「道の駅」において、観光等、更なる地方創
生に向けた取組を官民の力を合わせて実施して
いる。
訪日外国人旅行者をはじめ、すべての利用者

にわかりやすい道案内を実現するため、観光地
と連携した道路案内標識の改善等に取り組んで
いる。
高速道路会社等において、地域振興や観光振

興のため、周辺地域や観光関係事業者等と連携
し、一定の期間及びエリア内の高速道路が乗
り降り自由となる観光周遊パス注1を販売してい
る。

（４）クルーズ再興に向けた訪日クルーズ本格
回復への取組

クルーズの再興へ向け、「持続可能な観光」
「消費額拡大」「地方誘客促進」をキーワード

3

【関連リンク】
インバウンド受入環境整備高度化事業
URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/ukeire/kankochi/shien/kodoka.html

【関連リンク】
インバウンド安全・安心対策推進事業
URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo08_00008.html

【関連リンク】
宿泊施設インバウンド対応支援事業
URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankosangyokakushin/seibisokushin/shienseido.html

【関連リンク】
外国人患者を受け入れる医療機関の情報
URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_00012.html
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に、「観光立国推進基本計画（2023年３月31
日閣議決定）」で掲げた、日本におけるクルー
ズ再興に向けた2025年までの目標である「訪
日クルーズ旅客250万人」「外国クルーズ船の
寄港回数2,000回」「外国クルーズ船が寄港す
る港湾数100港」の達成に向け、引き続き訪
日クルーズ本格回復への取組を進めた。具体的
には、クルーズ船受入れに関するハード・ソフ
ト両面からの支援に加え、「全国クルーズ活性
化会議」等と連携したシンポジウムや市民向け
のイベント、海外船社とのクルーズセミナー等
を実施した。

（５）	公共交通利用環境の革新
「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際
観光の振興に関する法律（国際観光振興法）」
に基づき実施している外国人観光旅客利便増進
措置については、令和６年４月に同措置を講ず
べき区間等として、鉄道248区間・バス265
区間・旅客船36区間・旅客船ターミナル3港・
エアライン17事業者・空港ビル64空港を指定
しており、公共交通事業者等から外国人観光旅
客利便増進措置実施計画が提出され、公共交通
利用環境の革新等事業等を活用して取組を進め
ている。

日本政府観光局と連携して、手ぶら観光の
ウェブサイトを活用して手ぶら観光カウンター
認知度向上を図るとともに、手ぶら観光カウン
ターを36件新たに認定した。

（６）	サイクリング環境向上によるサイクルツー
リズムの推進

インバウンド効果を全国へ拡大するために、
自転車を活用した観光地域づくりは有望である
ものの、サイクリストの受入環境や走行環境の
整備は不十分な状況である。このため、官民連
携による先進的なサイクリング環境の整備を目
指すモデルルートを設定し、関係者等で構成さ
れる協議会において、走行環境整備、受入環境
整備、魅力づくり、情報発信を行う等、サイク
ルツーリズムの推進に取り組んでいる。
また、国内外のサイクリストの誘客を図るた

め、日本を代表し、世界に誇り得るサイクル
ルートを国が指定する「ナショナルサイクル
ルート制度」を創設し、令和元年11月につく
ば霞ヶ浦りんりんロード、ビワイチ、しまなみ
海道サイクリングロード、３年５月にトカプチ
400、太平洋岸自転車道、富山湾岸サイクリン
グコースをナショナルサイクルルートとして指
定した。

	 	ୈ̏અ�	 良好な景観形成等美しい国づくり

良好な景観の形成
（１）	景観法等を活用したまちづくりの推進
「景観法」に基づく景観行政団体は令和７年
３月末時点で822団体に増加し、景観計画は
675団体で策定、景観計画に基づく重点的な取
組は423団体で進められるなど、良好な景観

形成の取組が推進されている。また、「屋外広
告物法」に基づく条例を制定している景観行政
団体は、同年４月１日時点で233団体に増加
し、総合的な景観まちづくりが進められてい
る。

	 	ୈ̏અ�	 良好な景観形成等美しい国づくり	 良好な景観形成等美しい国づくり

1

【関連リンク】
景観まちづくり
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000021.html
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（２）	無電柱化の推進
良好な景観の形成や観光振興等の観点から、

新設電柱の抑制、低コスト手法の普及、事業期
間の短縮等により、無電柱化推進計画に基づき
無電柱化を推進している。

（３）	「日本風景街道」の推進
多様な主体による協働の下、道を中心に、地

域資源を活かした景観美化や修景等を進め、観
光立国の実現や地域の活性化に寄与することを
目的に「日本風景街道」を推進している。令和
７年３月末現在147ルートが日本風景街道と
して登録されており、「道の駅」との連携を図
りつつ、道路を活用した美しい景観形成や地域
の魅力向上に資する活動を支援している。

（４）	水辺空間等の整備の推進
地域の景観、歴史、文化、観光基盤等の「資

源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、
市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者
の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良
好な空間の形成を目指す「かわまちづくり」、
河川空間をオープン化する「河川敷地占用許可
準則の緩和措置」や更なる規制緩和に向けた社
会実験「RIVASITE」、ダムを活用した水源地
域活性化を図る「水源地域ビジョン」、広く一
般に向けて川の価値を見いだす機会を提供する
「ミズベリングプロジェクト」等により、水辺
空間を活用した賑わいの創出を推進している。
また、下水処理水のせせらぎ水路としての活

用等を推進し、水辺の再生・創出に取り組んで
いる。さらに、汚水処理の適切な実施により、
良好な水環境を保全・創出している。

çਤදᶘ�2�3�1çɹ͔Θ·ͪͮ͘Γʢ౦ژ౎ଟຎࢢʣ

脱・電柱社会 キーワードは低コスト化！
URL：https://www.youtube.com/watch?v=w0sJdcjKIh4動　画
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自然・歴史や文化を活かした地域づくり	
（１）我が国固有の文化的資産の保存・活用等

に資する国営公園等の整備
我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活
用等を図るため、国営公園等（22か所）の整
備及び維持管理を行っている。令和６年度に
は、首里城正殿の復元整備工事等を実施した。

（２）歴史的な公共建造物等の保存・活用
地域のまちづくりに寄与するために、長く地
域に親しまれてきた歴史的な官庁施設の保存・
活用を推進している。歴史的砂防関係施設（令
和６年12月31日現在、重要文化財３件、登録
有形文化財218件）については、土砂災害を
防止する施設及びその周辺環境一帯を地域の観
光資源として位置付け、環境整備を行うなどの
取組を推進している。

（３）歴史文化を活かしたまちづくりの推進
地域の歴史や伝統文化を活かしたまちづくり
を推進するため、「地域における歴史的風致の
維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり

法）」に基づき、98市町（令和7年3月31日
現在）の歴史的風致維持向上計画を認定し、計
画に基づく取組を支援している。また、良好な
景観や歴史的風致の形成を推進するため、景
観・歴史資源となる建造物の改修等の支援を
行った。

（４）グリーンインフラの活用推進
社会資本整備や土地利用等において、多様な

機能を有する自然資本（グリーンインフラ）の
活用を推進している。令和６年度は、グリーン
インフラの導入を目指す地域を対象に技術的・
財政的支援を行うとともに、企業によるグリー
ンインフラ関連技術の地域実証を支援した。さ
らに、グリーンインフラへの市場における民間
投資の促進に向けて、「グリーンインフラの事
業・投資のすゝめ」（グリーンインフラの市場
における経済価値に関する研究会）を発行した
ほか、グリーンインフラ官民連携プラット
フォームの活動を通じて、グリーンインフラの
社会実装に取り組んだ。

2

【関連リンク】
国営公園
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_kokuei.html

【関連リンク】
首里城公園
URL：https://oki-park.jp/shurijo/fukkou/

【関連リンク】
～我が国の歴史的な砂防施設を紹介します～
URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/sabo01_fr_000014.html

【関連リンク】
歴史まちづくり
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html

【関連リンク】
グリーンインフラ官民連携プラットフォーム
URL：https://gi-platform.com/

【関連リンク】
グリーンインフラの市場における経済価値に関する研究会　
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000034.html
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第3章 地域活性化の推進

	 	ୈ�અ�	 地方創生2.0に向けた取組
地方創生の取組が始まって10年が経過し、

我が国全体の人口減少が続く中、産業活性化、
出産・子育て支援、移住促進等の取組により、
人口が増加した地域もみられる。一方、東京一
極集中の大きな流れを変えるには至らず、若者
や女性が地方を離れる動きが加速している。我
が国の成長力を維持していくためには、都市も
地方も、楽しく、安心・安全に暮らせる持続可
能な社会を創っていく必要がある。それぞれの
地域の「楽しい」取組が拡がっていくよう、次
の10年を見据えた地方創生2.0を起動する必
要がある。国土交通省としても、地方創生の実
現に向け、総合的に取り組む。
まず、暮らしに必要な生活サービスを確保

し、若者・女性にも選ばれる地方を実現するた
め、地域生活圏の形成促進、コンパクト･プラ
ス･ネットワークの推進や地域資源を活用した
個性あるまちづくり、地域の足の確保等、「交
通空白」の解消、ジェンダー主流化に取り組む
とともに、地域の防災力を強化する。

また、地方への人や企業の分散に向けて、二
地域居住を促進するとともに、高規格道路やリ
ニア・整備新幹線等、都市と地方を結ぶ交通
ネットワークの整備等に取り組む。
また、活力ある地方経済の創出に向けて、地

域観光資源の磨き上げや観光地の高付加価値
化、建設業・物流業等の産業連携によるシナ
ジー効果の創出、再生可能エネルギーの地産地
消に取り組む。
これらの取組を進めるため、空き家を積極的

に活用することで二地域居住を促進する等、地
方への人の流れの創出に取り組む。未来社会を
地方から構築すべく、自動運転やドローン等の
新技術を積極的に取り入れることで新しい付加
価値を生み出すとともに、広域連携等によるメ
ンテナンス体制の強化や、地域の将来像を踏ま
えたインフラの集約・再編を進める。また、地
方の発展を支える強靱で効率的な人流・物流
ネットワーク（高規格道路、リニア・整備新幹
線等）の整備を計画的に進める。

	 	ୈ̎અ�	 地域活性化を支える施策の推進

地域や民間の自主性・裁量性を高めるための取組
（１）	地方における地方創生・地域活性化の取

組支援
地域の発展及び持続可能性の向上を図ること
を目的に、創意工夫を活かした自主的な優れた
地域づくり活動に対し、各団体と協働し「地域

づくり表彰（国土交通大臣表彰等）」を昭和59
年度より実施している。41回目となる令和６
年度は、全国より45件の推薦があり、計９件
を表彰した。
財政面の支援としては、新しい地方経済・生

	 	ୈ�અ�	 地方創生2.0に向けた取組	 地方創生2.0に向けた取組

	 	ୈ̎અ�	 地域活性化を支える施策の推進	 地域活性化を支える施策の推進

1

【関連リンク】
厚真町・勝浦町・薩摩川内市の地域づくり３団体が「国土交通大臣賞」を受賞
～ ｢新時代に地域力をつなぐ国土｣ を体現する９団体を令和６年度「地域づくり表彰」受賞団体に決定～
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001842525.pdf
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活環境創生交付金や、地方創生応援税制（企業
版ふるさと納税）等により、地方が地域全体で
共創する、地方創生に資する事業を実施できる
よう、支援を行っている。
また、全国各地の個性的で魅力ある地域づく

りに向けた取組を一層推進するため、社会イン
フラと関わりのある地域活性化の取組を「手づ
くり郷土賞（国土交通大臣表彰）」として昭和
61年度より表彰している。39回目となる令和
６年度は13件（一般部門11件、大賞部門２
件）が同賞を受賞した。

（２）民間のノウハウ・資金の活用促進
地方都市の成長力・競争力の強化を図るた

め、広域的地域活性化基盤整備計画に記載され
た重点地区の区域における拠点施設の整備に関
する民間都市開発事業で国土交通大臣認定を受
けた優良な民間都市開発事業等に対し、一般財
団法人民間都市開発推進機構による出資等の支
援を行った。あわせて、同機構が地域金融機関
や地方公共団体等との間で設立するまちづくり
ファンドを通じて、一定のエリア内において連
鎖的に行われるリノベーション事業、クラウド
ファンディングや寄付（ふるさと納税含む）を
活用した事業を出資等により支援した。
また、まちの魅力・活力の維持・向上を通じ

た地域参加型の持続可能なまちづくりの実現と
定着を図るため、民間まちづくり活動における
先進団体が持つ、活動を行う中で一定の収益を
継続的に得ることができるノウハウ等を、これ
から活動に取り組もうとする他団体に水平展開
するための普及啓発に関する事業等への支援
や、官民連携によるエリア価値向上の取組をよ
り一層推進するため先進的な取組や合意形成手
法等について普及啓発を行った。
さらに、まちなかにおける道路、公園、広場

等の官民空間の一体的な利活用等による「居心
地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を推進
するため、「都市再生特別措置法」等に基づき、
引き続き法律・予算・税制のパッケージで支援
した。
加えて、首都高速道路日本橋地区の地下化の

取組では、老朽化対策のみならず、その機能向
上を図るとともに、日本橋川周辺の水辺空間の
再生や都心のビジネス拠点の整備等の民間再開
発プロジェクトと連携している。あわせて、地
域の賑わい・交流の場の創出や道路の質の維
持・向上を図るため、立体道路制度等を活用し
た官民連携による取組を推進している。このほ
か、平成27年度に改正「構造改革特別区域法」
が施行され、民間事業者による公社管理有料道
路の運営が可能となった。

【関連リンク】
令和６年度 手づくり郷土賞（国土交通大臣表彰）13件を認定！
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000340.html

【関連リンク】
国土交通省「地域づくり表彰」ウェブサイト　
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001705457.pdf

【関連リンク】
手づくり郷土賞　
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/index.html

【関連リンク】
官民連携まちづくりポータルサイト　
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html
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（３）スモールコンセッションの推進
スモールコンセッション注1の推進のため、事
業の進め方が分からない、官民の連携体制が構
築できない等の課題を解消することを目的と
し、産官学金等の多様な関係者が参加・連携す
る「スモールコンセッションプラットフォー

注 1　ഇߍ౳ͷۭ͖ࢪઃ΍஍ํެஂڞମ͕ॴ༗͢ΔݹຽՈ౳ͷۭ͖Ոͷ׆༻ʹ͍ͭͯɺຽؒऀۀࣄͷ૑ҙ޻෉Λ࠷େݶʹ͍͔
ͨ͠খن໛ͳ̥̥̥ʗ̛̥̞ۀࣄΛ͜͏ߦͱʹΑΓɺ஍Ҭ՝୊ͷղܾ΍ΤϦΞՁ஋ͷ্޲ʹͭͳ͛Δऔ૊ɻ

ム」を令和６年12月16日に設立した。また、
スモールコンセッションの機運醸成・理解促進
のためのシンポジウム等の開催や、事例等を掲
載した専用のHPの開設を通じて、全国的な普
及・啓発を図った。

コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向けた総合的取組
都市のコンパクト化と公共交通網の再構築を

はじめとする都市の周辺等の交通ネットワーク
形成は、居住や都市機能の集積を図ることによ
り、住民の生活利便性の維持・向上、サービス
産業の生産性の向上等による地域経済の活性
化、行政サービスの効率化等による行政コスト
の削減等の具体的な行政目的を実現するための
有効な政策手段であり、中長期的な視野をもっ
て継続的に取り組む必要がある。
コンパクト・プラス・ネットワークの実現に

向けた市町村の取組を促進するため、経済的イ
ンセンティブによって居住と都市機能の立地誘
導を進める「立地適正化計画制度」を創設し
た。令和６年度末時点において、立地適正化計
画の作成については、907市町村が具体的な取
組を行っており、そのうち、636市町村が立地
適正化計画を作成・公表済みとなった。地域公
共交通計画については、令和６年度末におい
て、1,184件が公表済みとなった。

また、こうした市町村の取組が、医療・福
祉、住宅、公共施設再編、国公有財産の最適利
用等のまちづくりに関わる様々な関係施策との
連携による総合的な取組として推進されるよ
う、関係府省庁で構成する「コンパクト・プラ
ス・ネットワーク形成支援チーム」（事務局：
国土交通省）を通じ、現場ニーズに即した支援
施策の充実、モデル都市の形成・横展開、取組
成果の「見える化」等に取り組んでいる。
さらに、頻発・激甚化する自然災害に対応し

た安全なまちづくりを推進するため、災害ハ
ザードエリアにおける開発抑制、災害ハザード
エリアからの移転の促進、立地適正化計画と防
災との連携強化を進めるとともに、まちづくり
の将来像の実現に必要な都市の骨格となる基幹
的な公共交通軸を形成し、そのような公共交通
軸で結ばれる拠点内の回遊性や滞在快適性を向
上させ、持続可能な多極連携型のまちづくりの
取組を推進していく。

地域特性を活かしたまちづくり・基盤整備
（１）民間投資誘発効果の高い都市計画道路の

緊急整備
市街地における都市計画道路の整備は、沿道
の建替え等を誘発することで、都市再生に大き
な役割を果たしている。このため、残りわずか

な用地買収が事業進捗の隘路となっている路線
について、地方公共団体（事業主体）が一定期
間内の完了を公表する取組（完了期間宣言路線
（令和６年４月現在52事業主体134路線））を
通じ、事業効果の早期発現に努めている。

2

3
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（２）交通結節点の整備
鉄道駅やバスターミナル等の交通結節点に

は、様々な交通施設が集中し、大勢の人が集ま
るため、都市再生の核として高い利便性と可能
性を有する。
このため、品川駅や神戸三宮駅、虎ノ門ヒル

ズ駅等の交通結節点及びその周辺において、直
轄道路事業、又は社会資本整備総合交付金や国
際競争拠点都市整備事業、都市・地域交通戦略
推進事業、鉄道駅総合改善事業等の活用によ
り、交通機関相互の乗換え利便性の向上や鉄道
等により分断された市街地の一体化、駅機能の
改善等を実施し、都市交通の円滑化や交通拠点
としての機能強化等を推進している。

（３）交通モード間の接続（モーダルコネクト）
の強化

バスタ新宿をはじめとする集約型公共交通
ターミナル『バスタプロジェクト』について、
官民連携を強化しながら戦略的に展開して、多
様な交通モードが選択可能で利用しやすい環境
を創出し、人とモノの流れの促進や生産性の向
上、地域の活性化や災害対応の強化等のため、
バスを中心とした交通モード間の接続（モーダ
ルコネクト）の強化を推進している。
また、バスタ整備の推進に向け、運送事業者

専用の停留施設（特定車両停留施設）を道路附
属物に位置付けるとともに、施設運営に民間の
ノウハウを導入するコンセッションの活用を可
能とする「道路法｣ 等の改正法が、令和2年5
月に成立し11月に施行された。
令和６年度は、品川駅、近鉄四日市駅、神戸
三宮駅をはじめとする全国７か所で事業を推進
するとともに、15か所で交通拠点における機

能強化の必要性等の調査を推進した。
このほか、カーシェアリングやシェアサイク

ルといった新たな交通モードについて、道路空
間を有効活用しながら、公共交通との連携を強
化させる取組を推進している。東京都において
は、地下鉄大手町駅及び新橋駅付近に、カー
シェアリングステーションを設置し、公共交通
の利用促進の可能性を検証する社会実験を実施
している。今後は、この社会実験の結果を踏ま
えながら、道路空間の有効活用による道路利用
者の利便性向上に向けた検討を進めていく。

（４）企業立地を呼び込む広域的な基盤整備等
各地域が国際競争力の高い成長型産業を呼び

込み集積させることは、東アジアにおける競
争・連携及び地域活性化の観点から大きな効果
がある。このため、空港、港湾、鉄道や高規格
道路ネットワーク、半導体等の大規模な生産拠
点整備を支える周辺インフラ等、地域の特色あ
る取組のために真に必要なインフラへ集中投資
を行い、地域の雇用拡大・経済の活性化を支え
る施策を推進している。

①空港整備
国内外の各地を結ぶ航空ネットワークは、地

域における観光振興や企業の経済活動を支え、
地域活性化に大きな効果がある。アジア等の世
界経済の成長を我が国に取り込み、経済成長の
呼び水となる役割が航空に期待される中、我が
国全体の国際競争力や空港後背地域の地域競争
力強化のため、国際貨物輸送の拠点機能向上や
空港ターミナル地域再編による利便性向上等を
図っている。

【関連リンク】
品川駅西口駅前広場の将来イメージ　
URL：https://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/toukoku00018.html

【関連リンク】
バスタプロジェクト　
URL：https://www.mlit.go.jp/road/busterminal/
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②港湾整備
四方を海に囲まれている我が国においては、

海外との貿易の大部分を海上輸送が担ってお
り、国内においても、地域間の物流・交流等に
海上輸送が重要な役割を担っている。こうした
中で、港湾インフラは海外との貿易の玄関口で
あるとともに、企業活動の場として日本の産業
を支えている。物流効率化等による我が国の産
業の国際競争力の強化、雇用と所得の維持・創
出を図るため、地域の基幹産業を支える港湾に
おいて、国際物流ターミナルの整備等を行って
いる。

③鉄道整備
全国に張り巡らされた幹線鉄道網は、旅客・

貨物輸送の大動脈としてブロック間・地域間の
交流を促進するとともに、産業立地を促し、地
域経済を活性化させることで、地域の暮らしに
活力を与えている。特に全国一元的なサービス
を提供する貨物鉄道輸送は、ネット・ゼロの実
現やトラックドライバー不足の中で、環境に優
しく効率の高い大量輸送手段として大きな役割
が期待されている。

④道路整備
迅速かつ円滑な物流の実現等により国際競争

力を強化するとともに、地域活性化の観点から
高規格道路等の幹線道路ネットワークの形成を
進めている。

（５）地域に密着した各種事業・制度の推進
①道の駅
「道の駅」は道路の沿線にあり、駐車場、ト
イレ等の「休憩機能」、道路情報や地域情報の
「情報発信機能」、地域と道路利用者や地域間の

注 2　ྩ࿨ݩ೥ͷ ʮhಓͷӺʯୈ̏εςʔδͷఏݴʱʹࣔ͞Εͨ΋ͷͰɺྩ࿨̎೥͔ΒΛʮಓͷӺʯୈ̏εςʔδͱͯ͠Ґஔ
෇͚͍ͯΔɻ

交流を促進する「地域の連携機能」の３つを併
せ持つ施設で、令和７年３月末時点1,230駅が
登録されている。
近年、地元の名物や観光資源を活かして、多

くの人々を迎え、地域の雇用創出や経済の活性
化、住民サービスの向上にも貢献するなど、全
国各地で「道の駅」を地域活性化の拠点とする
だけではなく、災害時の防災拠点としての活用
や子育て応援施設の整備等の取組も進展して
いる。「地方創生・観光を加速する拠点」及び
「ネットワーク化で活力ある地域デザインにも
貢献」というコンセプトの実現に向けて、「ま
ち」と「道の駅」が一体で戦略的に連携する取
組を推進していく注2。

②高速道路の休憩施設の活用による拠点の作成
高速道路利用者だけの使用を前提とした「高

速道路の休憩施設」は、近年、ウェルカムゲー
トやハイウェイオアシス等により、沿道地域へ
の開放による地域活性化が図られており、その
促進のため、関係機関が連携の上、進捗状況に
応じた支援を実施している。

③官民連携による道路管理の充実
道路の管理は、これまでも地域の方々と協働

しながらボランティア・サポート・プログラム
（VSP）等により民間団体等の協力を得て進めて
いる。さらに「道路法」により指定された道路
協力団体は、地域の魅力向上のための道路の美
化活動やイベント等を実施し、オープンカフェ
等の収益活動により、道路管理の充実を図って
いる。なお、道路協力団体が行う道路に関する
工事や道路占用の手続について、業務内容の範
囲において柔軟化しており、令和７年３月末ま
でに直轄国道において45団体を指定している。

【関連リンク】
道の駅　
URL：https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/index.html

【関連リンク】
海の駅　
URL：https://www.umi-eki.jp/
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④「かわまちづくり」支援制度
河口から水源地まで様々な姿を見せる河川と

それにつながるまちを活性化するため、地域の
景観、歴史、文化、観光基盤等の「資源」や地
域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、
民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の
下、「かわまちづくり」計画を作成し、河川空
間とまち空間が融合した良好な空間形成を推進
している。令和６年８月末までに286か所が
「かわまちづくり」支援制度に登録している。

⑤地域住民等の参加による地域特性に応じた河
川管理
河川環境に関する専門的知識や豊かな川づく

りに熱意を有する人を河川環境保全モニターと
して委嘱し、河川環境の保全、創出及び秩序あ
る利用のための啓発活動等をきめ細かく行って
いる。
また、河川に接する機会が多く、河川愛護に

関心を有する人を河川愛護モニターとして委嘱
し、河川へのごみの不法投棄や河川施設の異常
といった河川管理に関する情報の把握及び河川
管理者への連絡や河川愛護思想の普及啓発に努
めている。

⑥海岸における地域の特色を活かした取組への
支援
海岸利用を活性化し、観光資源としての魅力

を向上させることを目的に、砂浜確保のための
養浜や海岸保全施設等の整備を行う海岸環境整
備事業の支援を行っている。海岸保全に資する
清掃、植栽、希少な動植物の保護、防災・環境
教育等の様々な活動を自発的に行う法人・団体
を海岸協力団体に指定することにより、地域と

の連携強化を図り、地域の実情に応じた海岸管
理の充実を推進しており、令和６年６月時点で
26団体が指定されている。

⑦港湾を核とした地域振興
地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の

活性化に資する「みなと」を核としたまちづく
りを促進するため、住民参加による地域振興の
取組が継続的に行われる施設を国土交通省港湾
局長が申請に基づき「みなとオアシス」として
登録している（令和7年3月31日時点、166
か所）。
「みなとオアシス」は、「みなとオアシス全国
協議会」等が主催する「みなとオアシスSea級
グルメ全国大会」等の様々な活動を通じ、地域
の賑わい創出に寄与している。
近年では、クルーズ船寄港時のおもてなし

等、港湾の多様化するニーズに対応するため、
官民連携による港湾の管理等を促進するなどの
目的で、港湾管理者が適正な民間団体等を指定
する「港湾協力団体」制度を活用し、みなとを
核とした地域の更なる活性化を図ることとして
いる（令和７年３月31日時点、45団体）。
また、令和４年12月には、港湾緑地等にお

いて収益施設の整備とそこから得られる収益を
還元して緑地等のリニューアルを行う民間事業
者に対し、緑地等の貸付けを可能とする港湾環
境整備計画制度（みなと緑地PPP）を創設し、
官民連携によるみなとの賑わい空間を創出する
こととしており、令和７年３月31日時点で２
件認定されている。

⑧プレジャーボートの利用振興
ボートの利用振興や市場拡大を目的に、既存

【関連リンク】
「みなとオアシス」の概要　
URL：https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk1_000001.html

【関連リンク】
「みなと緑地 PPP」の概要
URL：https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000061_2.html
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のマリーナや漁港等の施設を活用して、ボート
利用者がクルージング時に気軽に寄港して憩え
る「海の駅」の設置を推進しており、令和７年
３月末時点で180駅が登録されている。

（６）地籍整備の積極的な推進
災害後の迅速な復旧・復興、インフラ整備の

円滑化等に資する地籍整備を円滑かつ迅速に推
進するため、「第７次国土調査事業十箇年計画
（令和２年５月26日閣議決定）に基づき、地籍
調査を行う市町村等への財政支援のほか、新た

な調査手続や効率的な調査手法の活用促進、国
が実施する基本調査による先進的・効率的な調
査手法の事例の蓄積・普及、地籍調査以外の測
量成果の活用を推進している。

（７）大深度地下の利用
大深度地下の利用については、大深度地下使

用制度に関する内容をウェブサイトに掲載する
等、大深度地下の適正かつ合理的な利用を図っ
ている。

広域圏の自立・活性化と地域・国土づくり
（１）新時代に地域力をつなぐ国土・地域づくり
①広域的地域活性化のための基盤整備の推進
自立的な広域圏の形成に向け、広域にわたる
活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域
の活性化を図るため、令和６年度においては、
36府県が、２～４府県ごとに協働して33の共
通目標を掲げ、のべ80の府県別の広域的地域
活性化基盤整備計画を作成しており、同計画に
基づくハード・ソフト事業に対して、交付金を
交付した。

②官民連携による地域活性化のための基盤整備
推進支援事業
官民が連携して策定した広域的な地域戦略に
資する事業について、民間の意思決定のタイミ
ングに合わせ、機を逸することなく基盤整備の
構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やか
な移行を図るため、令和６年度においては、地
方公共団体が行う概略設計やPPP/PFI導入可
能性検討といった事業化に向けた検討に対し
て、16件の支援を行った。

③連携中枢都市圏等による活力ある経済・生活
圏の形成
地方圏の政令指定都市・中核市等を中心とす

る一定規模以上の人口・経済を擁する都市圏に
おいては、経済成長のけん引、高次都市機能の
集積・強化及び生活関連機能サービスの向上の
実現を目指す「連携中枢都市圏」の形成を促
進しており、令和６年４月１日時点で合わせ
て38圏域が形成されている。国土交通省では、
地域公共交通確保維持改善事業等について、連
携中枢都市圏で策定された都市圏ビジョンに基
づき実施される事業に対して一定程度配慮する
などの支援を行っている。

（２）地域の拠点形成の促進等
「多極分散型国土形成促進法」に基づく業務
核都市において、引き続き、業務施設の立地や
諸機能の集積の核として円滑に整備が実施さ
れるよう、必要な協力を行っている。さらに、
「関西文化学術研究都市建設促進法」に基づき、
文化・学術・研究の拠点形成を目指すため、地
元関係機関等と連携し、関西文化学術研究都市
の建設を推進している。

【関連リンク】
大深度地下利用
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/daisindo/index.html
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地域の連携・交流の促進
（１）地域を支える生活幹線ネットワークの形成
医療や教育等の都市機能を有する中心地域へ

の安全で快適な移動を実現するため、日常の暮
らしを支える道路網の整備や現道拡幅等による
隘路の解消を支援している。また、合併市町村
の一体化を促進するため、合併市町村内の中心
地や公共施設等の拠点を結ぶ道路、橋梁等の整
備について、社会資本整備総合交付金等により
推進している。

（２）都市と農山漁村の交流の推進
高規格道路等の整備による広域的な交流・連

携軸の形成、農山村地域、都市の近郊等におけ
る優良な住宅の建設を促進するための住宅・宅
地供給、交流の拠点となる港湾の整備等を実施
している。

（３）二地域居住等の推進
二地域居住等を促進するための「広域的地域

活性化のための基盤整備に関する法律の一部を
改正する法律」が、令和６年11月に施行され
た。これを基に、市区町村による「特定居住促
進計画」の策定を後押しするとともに、地域の
コーディネーター役となる「特定居住支援法
人」の育成を進めている。また、二地域居住等
の促進に当たって課題となる「住まい」「なり

わい」「コミュニティ」の解決のため、住宅、
コワーキングスペース、交流施設の整備等を支
援している。同年10月には地方自治体と多様
な民間事業者から構成される「全国二地域居住
等促進官民連携プラットフォーム」が発足し、
優良事例の共有や発信、更なる課題の解決に向
けた議論が行われている。

（４）地方版図柄ナンバーの導入について
地域・観光振興の促進を目的に「走る広告

塔」として、平成30年10月より、地方版図柄
入りナンバープレートを導入した。令和５年
10月には新たに10地域を追加し、全国73の
地域名表示で交付を行っている。７年５月には
全国５地域において新たな地域名表示の同ナン
バープレートの交付を予定している。申込時に
は寄付が可能であり、集まった寄付金は各地域
の交通改善や地域・観光振興等の取組に充てら
れる。
また、「2025年日本国際博覧会（大阪・関

西万博）」の開催機運の醸成を図ることを目的
に、大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート
を令和４年10月から７年12月まで交付する。
申込時には寄付が可能であり、集まった寄付金
は大阪・関西万博の開催に関連した交通サービ
スの充実等に充てられる。

地域の移動手段の確保	
（１）地域の生活交通の確保・維持・改善
地域交通は買い物、医療、教育といった日常

生活に不可欠なサービスを支えているほか、イ
ンバウンドの地方誘客を促す観点からも大変重
要であり、まさに「地方創生の基盤」である。
このため、地域公共交通確保維持改善事業に

おいて、多様な関係者の連携により、地方バス
路線、離島航路・航空路等の生活交通の確保・
維持を図るとともに、地域鉄道の安全性向上に

資する設備の整備、バリアフリー化等、快適で
安全な公共交通の構築に向けた取組を支援して
いる。
また、全国各地における喫緊の課題である

「交通空白」を解消するため、令和６年７月に
設置された国土交通省「交通空白」解消本部の
もと、首長等への訪問、自治体での事業者への
橋渡し、都道府県との連携した取組等、地方運
輸局による伴走支援等を行いつつ、同年11月

5
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には「交通空白」解消・官民連携プラット
フォームを立ち上げ、パイロット・プロジェク
トの創出・全国への浸透等といった国による総
合的な後押しにより、「地域の足」「観光の足」
の確保を強力に進めている。
さらに、地方公共団体における総合的な交通

施策の立案に当たって参考となるよう、デジタ
ル技術活用の事例等、地域交通確保のための必
要な調査を行い、今後の地域交通のあり方を検
討した。

（２）地域バス路線への補助
地域の需要規模や人口特性に応じた最適な生

活交通ネットワークの確保・維持が可能となる
よう、地域をまたがる地域間幹線バスや地域内
のバス交通・デマンド交通等の運行に対する支
援を強化するとともに、バス車両の更新への支
援を引き続き行う。また、キャッシュレス化の
推進等、バス事業者におけるDX化等の経営効
率化・経営力強化を図る取組等に対して支援を
行い、利便性・生産性・持続可能性が向上する
形で地域交通の再構築を促進する。

（３）地域の自家用車・ドライバーの活用
地域交通における「担い手」や「移動の足」

不足への対応のため、地域の自家用車・ドライ
バーを活用した日本版ライドシェアを令和５年
度に創設した。また、雨天・酷暑、イベント関
係時における時期・時間帯や車両数の拡大のほ

か、地方部においては電話・現金支払いによる
利用を可能とする等、地域の実情やニーズを踏
まえ、累次のバージョンアップを行った。
これにより、全47都道府県で日本版ライド

シェアが導入され、令和５年と導入後の令和６
年以降の配車アプリのマッチング率を月ごとに
比較すると、多くの時間帯で改善された。

（４）地域鉄道の活性化、安全確保等への支援
中小民鉄や第三セクターが運営する地域鉄道

は、通勤や通学の足として沿線住民の暮らしを
支えるとともに、観光等地域間の交流を支える
基幹的な公共交通として、重要な役割を果たし
ているが、その経営は極めて厳しい状況にあ
る。このため、鉄道施設総合安全対策事業費補
助や地域公共交通確保維持改善事業等及び税制
特例により、安全設備の整備等に対して支援し
ている。

（５）地方航空路線の維持・活性化
地域航空を持続可能なものとするため、国土

交通省では有識者からなる研究会等において検
討を行い、その結果、令和元年10月に九州の
地域航空３社（天草エアライン、オリエンタル
エアブリッジ、日本エアコミューター）及び大
手航空２社（全日本空輸、日本航空）が「地
域航空サービスアライアンス有限責任事業組
合」を設立し、様々な協業の取組を進めた。５
年10月には上記５社が同組合を発展させ、新

【関連リンク】
地域の関係者による連携・協働のカタログ
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001745860.pdf

【関連リンク】
地域のモビリティ確保支援
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000001.html

【関連リンク】
総合交通メールマガジン
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000005.html

【関連リンク】
地域公共交通確保維持改善事業　
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html

第２節　地域活性化を支える施策の推進
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たに「地域航空サービスアライアンス協議会」
（EAS�Alliance）を設立し、地域航空における
協業が一層効果的なものとなるよう取り組んで
いる。

（６）	離島との交通への支援
離島航路は、離島住民が日常生活を行う上で

必要不可欠な交通手段である。令和５年度は
283航路で輸送人員需要は約37百万人（ここ
５年で約12％減少）となっているが、その多
くは本土より深刻な人口減少、高齢化により、
航路の運営は極めて厳しい状況である。このた
め、唯一かつ赤字が見込まれる航路に対し、地

域公共交通確保維持改善事業により、運営費へ
の補助、離島住民向け運賃割引への補助、運航
効率のよい船舶建造への補助を行っている（令
和７年３月末現在の補助対象航路：125航路）。
離島航空路については、地域の医療の確保を

はじめ、離島の生活を支えるのに欠かせない交
通手段であることから、安定的な輸送の確保を
図るため、離島に就航する航空運送事業者に対
して、総合的な支援（予算：機体購入費補助、
運航費補助等　公租公課：着陸料の軽減、航空
機燃料税の軽減措置等）を講じている。なお、
令和６年度の離島航空路線の数は63路線、う
ち国庫補助対象は17路線となっている。

	 	ୈ̏અ�	 民間都市開発等の推進

民間都市開発の推進
（１）	特定都市再生緊急整備地域制度等による

民間都市開発の推進
都市の再生の拠点として都市開発事業等を通
じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべ
き地域として、全国54地域（令和７年３月末
時点）が「都市再生緊急整備地域」に政令指定
され、各地域で様々な都市開発事業が着々と進
行している。また、昨今の成長が著しいアジア
諸国の都市と比較し、我が国都市の国際競争力
が相対的に低下している中、国全体の成長をけ
ん引する大都市について、官民が連携して市街
地の整備を強力に推進し、海外から企業・人等
を呼び込むことができるような魅力ある都市拠
点を形成することが、重要な課題になってい
る。このため、特に都市の国際競争力の強化を
図る地域として、15地域（令和７年３月末時
点）が「特定都市再生緊急整備地域」に政令指
定され、多くの地域において、官民連携による
協議会により整備計画が作成されている。整備

計画に基づき、地域の拠点や基盤となる都市拠
点インフラの整備を重点的かつ集中的に支援す
る補助制度として、国際競争拠点都市整備事業
を設けている。

（２）	都市再生事業に対する支援措置の適用状況
①都市再生特別地区の都市計画決定
既存の用途地域等に基づく規制を適用除外と

した上で、自由度の高い新たな都市計画を定め
る「都市再生特別地区」は、令和７年３月末
現在で132地区の都市計画決定がなされ、う
ち95地区が民間事業者等の提案によるものと
なっている。

②民間都市再生事業計画の認定
国土交通大臣認定（令和７年３月末現在170

件）を受けた民間都市再生事業計画について
は、一般財団法人民間都市開発推進機構による
金融支援（メザニン支援事業）や税制上の特例

	 	ୈ̏અ�	 民間都市開発等の推進	 民間都市開発等の推進

1

【関連リンク】
都市再生緊急整備地域　
URL：https://www.chisou.go.jp/tiiki/toshisaisei/kinkyuseibi_list/index.html
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措置が講じられている。

（３）	大街区化の推進
我が国の主要都市中心部の多くは、戦災復興

土地区画整理事業等により街区が形成されてお
り、現在の土地利用や交通基盤、防災機能に対
するニーズ等に対して、街区の規模や区画道路

の構造が十分には対応できていない。大都市の
国際競争力の強化や地方都市の活性化、今日の
土地利用ニーズを踏まえた土地の有効高度利用
等を図るため、複数の街区に細分化された土地
を集約し、敷地の一体的利用と公共施設の再編
を推進している。

	 	ୈ̐અ�	 特定地域振興対策の推進

豪雪地帯対策
豪雪地帯は、「豪雪地帯対策特別措置法」に

基づき、全国で532市町村が指定され、国土
の51％に及ぶ広大な面積を占めており、毎年
の恒常的な降積雪によって住民の生活水準の向
上や産業の発展が阻害されてきた。このため、
同法及び「豪雪地帯対策基本計画」に基づき、
交通の確保、生活環境・国土保全関連施設の整

備、除排雪の担い手の確保及び親雪・利雪の取
組の促進等の対策を推進している。特に、除排
雪時の死傷事故が多発していることを踏まえ
「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金」により、
将来を見据えた戦略的な方針の策定と持続可能
な除排雪体制の整備等に取り組む自治体を支援
している。

離島振興
「離島振興法」に基づき、都道県が策定した
離島振興計画による離島振興事業を支援するた
め、公共事業予算の一括計上に加え、「離島活
性化交付金」により、離島における産業の育成
による雇用拡大等の定住促進、観光の推進等に
よる交流の拡大促進等の取組への支援を行って
いる。また、「離島広域活性化事業」により、

移住者受入れのための空き家の改修、シェアオ
フィスや交流施設の整備、安全な定住環境のた
めの避難施設の整備等への支援を行っている。
加えて、ICTやドローン等の新技術を離島の
課題解決に役立てる「スマートアイランド推進
実証調査」を行っているほか、離島と都市との
交流事業「アイランダー」を開催している。

奄美群島・小笠原諸島の振興開発
世界自然遺産に登録された自然環境をはじめ

とする様々な魅力を有する奄美群島や小笠原諸
島について、令和６年に「奄美群島振興開発特
別措置法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」
を延長・改正し、両地域の自立的で持続可能な

発展や定住の促進に加え、移住の促進を図るた
め、社会資本整備や、地域の特性に応じた産業
振興及び移住促進住宅の整備等の取組を支援し
ている。

【関連リンク】
民間都市再生事業計画に係る支援措置
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000016.html
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半島振興

注 3　�ओͱͯ͠೶ۀɾ܎ʹۀړΔੜ࢈ͷ৔ʢಛʹ֗ࢢ஍Ͱ͸ͳ͍ྖҬʣΛ͢ࢦɻੜۭؒ࢈͸ɺੜ࢈ͷΈͳΒͣɺޫ؍ɺ୤୸ૉ
Խʹ͢ࢿΔ৿ྛݯࢿɺ๛෋ͳ࠶ੜՄೳΤωϧΪʔಋೖϙςϯγϟϧɺͦͷ΄͔ଟ໘తɾެӹతػೳΛఏ͠ڙɺ๺ւಓͷ
Ձ஋ΛੜΈग़͍ͯ͠Δɻ

「半島振興法」に基づき、道府県が作成した
半島振興計画による半島振興施策を支援するた
め、半島振興対策実施地域（令和７年４月現在
23地域（22道府県194市町村））を対象とし
て、「半島振興広域連携促進事業」により、半
島地域における資源や特性を活かした交流促
進、産業振興、定住促進に資する取組への補助
を行っている。
また、半島への誘客促進、半島産品の認知度

向上、販路拡大等のための官民連携体制構築に
必要な実証調査を行うとともに、「半島税制」
による産業の振興等や、半島循環道路等の整備
を図っている。さらに、半島振興を引き続き実
施するため、法期限の延長と能登半島地震等の
教訓を踏まえた内容の拡充を行う同法の延長・
改正法律案が議員立法により令和７年３月26
日に成立した。

	 	ୈ̑અ�	 北海道総合開発の推進

北海道総合開発計画の推進
（１）	北海道総合開発計画について
我が国は、北海道の豊富な資源や広大な国土

を利用し、国全体の安定と発展に寄与するた
め、明治２年の開拓使設置以降、特別な開発政
策の下、積極的に北海道開発を推進してきた。
令和６年３月、新型コロナウイルス感染症の

拡大や2050年ネット・ゼロに向けた国の政策
展開、さらにはウクライナ情勢等を背景とした
食料安全保障問題の顕在化等、我が国を取り巻
く状況の変化を受け、計画期間を令和６年度か
らおおむね10年間とする「第９期北海道総合
開発計画」が閣議決定された。

（２）	第９期北海道総合開発計画の推進
第９期北海道総合開発計画は、次に掲げる２

つの目標達成に向け、諸施策を進めている。

①我が国の豊かな暮らしを支える北海道～食料
安全保障、観光立国、ゼロカーボン北海道
官民の垣根を越えた共創により、他で代替で

きない北海道の価値を最大化するため、食料安
全保障を支える農林水産業・食関連産業の持続
的な発展、観光立国を先導する世界トップクラ
スの観光地域づくり、地球温暖化対策を先導す
るゼロカーボン北海道の実現、地域の強みを活
かした成長産業の形成、自然共生社会・循環型
社会の形成等に向けた取組を進めている。

②北海道の価値を生み出す北海道型地域構造～
生産空間注 3の維持・発展と強靱な国土づくり
北海道の価値を生み出す生産空間の定住環境

を維持するため、デジタルの活用による生産空
間の維持・発展、多様で豊かな地域社会の形
成、北海道型地域構造を支え世界を見据えた人
流・物流ネットワークの形成、生産空間を守り

4

	 	ୈ̑અ�	 北海道総合開発の推進	 北海道総合開発の推進
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【関連リンク】
第９期北海道総合開発計画について　
URL：https://www.mlit.go.jp/hkb/hkb_tk7_000112.html
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安全・安心に住み続けられる強靱な国土づくり

注 ொʣɻ̐ࢢɺผւொɺதඪ௡ொɺඪ௡ொɺཏӓொʢ̍ࢢࣨࠜ　4

の取組を進めている。

特色ある地域・文化の振興
（１）アイヌ文化の振興等
アイヌ文化の復興・創造等の拠点であるウポ

ポイ（民族共生象徴空間）については、国内外
から多くの人々が訪れ、アイヌ文化に触れるこ
とを通じて理解を深めてもらえるよう、令和６
年３月に策定した「ウポポイ誘客促進戦略」に
基づき、園内コンテンツの充実や積極的な広報
活動をはじめとする誘客施策を実施している。
このほか「アイヌの人々の誇りが尊重される社
会を実現するための施策の推進に関する法律」
（平成31年法律第16号）に基づき、アイヌの
伝統等に関する知識の普及啓発等を推進してい

る。

（２）北方領土隣接地域の安定振興
領土問題が未解決であることから、望ましい

地域社会の発展が阻害されている北方領土隣
接地域注4を対象に、「北方領土問題等の解決の
促進のための特別措置に関する法律」に基づく
第９期北方領土隣接地域の振興及び住民の生活
の安定に関する計画（令和５年度～９年度）の
下、魅力ある地域社会の形成のために必要な施
策を総合的に推進している。

2

【関連リンク】
ウポポイ（民族共生象徴空間）　
URL：https://ainu-upopoy.jp/

アイヌ文化と出会う旅　
URL：https://www.youtube.com/watch?v=X18o6t6QBDk動　画

【関連リンク】
ウポポイ誘客促進戦略
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/hok01_hh_000062.html

【関連リンク】
北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する施策　
URL：https://www.mlit.go.jp/hkb/hoppo.html
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第4章 心地よい生活空間の創生

	 	ୈ�અ�	 豊かな住生活の実現

住生活の安定の確保及び向上の促進
（１）	目標と基本的施策
①「新たな日常」やDXの進展等に対応した新
しい住まい方の実現
働き方改革の進展やコロナ禍を契機として、

多様な住まい方、新しい住まい方への関心が高
まる中、地方、郊外、複数地域での居住等、国
民の新たな生活観をかなえる居住の場の多様化
を推進している。また、家族構成、生活状況、
健康状況等に応じて住まいを柔軟に選択できる
よう、既存住宅市場・賃貸住宅市場の整備を推
進している。さらに、社会経済のDXの進展等
を踏まえ、住宅分野においても、契約・取引
プロセスのDXや生産・管理プロセスにおける
DXを推進している。

②頻発・激甚化する災害新ステージにおける安
全な住宅・住宅地の形成と被災者の住まいの
確保
安全な住宅・住宅地の形成に向けて、ハザー

ドマップの整備・周知をはじめとする災害リ
スク情報の提供、防災・まちづくりと連携し、
ハード・ソフトを組み合わせた住宅・住宅地の
浸水対策の推進とともに、地震時等に著しく危
険な密集市街地の解消、住宅・住宅地のレジリ
エンス機能の向上等に取り組んでいる。また、
災害発生時には、今ある既存住宅ストックの活
用を重視して被災者の住まいを早急に確保する
こととしている。

③こどもを産み育てやすい住まいの実現
こどもを産み育てやすく良質な住宅が確保さ

れるよう、子育てしやすく家事負担の軽減に資
するリフォームの促進とともに、若年世帯・子
育て世帯のニーズに合わせた住宅取得の推進、
こどもの人数、生活状況等に応じた柔軟な住替
えの推進に取り組んでいる。また、良質で長期
に使用できる民間賃貸住宅ストックの形成と賃
貸住宅市場の整備を推進している。あわせて、
子育てしやすい居住環境の実現とまちづくりに
向けて、住宅団地の建替えや再開発等における
子育て支援施設・公園・緑地、コワーキングス
ペースの整備等、職住・職育が近接する環境の
整備とともに、地域のまちづくり方針と調和し
たコンパクトシティの推進等を行っている。

④多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安
心して暮らせるコミュニティの形成とまちづ
くり
高齢者、障害者等が健康で安心して暮らせる

住まいの確保に向けて、バリアフリー性能や良
好な温熱環境を備えた住宅の整備・リフォーム
を促進するとともに、サービス付き高齢者向け
住宅等について、地方公共団体の適切な関与を
通じての整備・情報開示を推進している。ま
た、三世代同居や近居、身体・生活状況に応じ
た円滑な住替えが行われるとともに、家族やひ
との支え合いで高齢者が健康で暮らし、多様な
世代がつながり交流するミクストコミュニティ
の形成等を推進している。

	 	ୈ�અ�	 豊かな住生活の実現	 豊かな住生活の実現
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⑤住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフ
ティネット機能の整備
住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障

害者、外国人等）の住まいの確保に向けて、公
営住宅の計画的な建替え等やストック改善を推
進するとともに、住宅確保要配慮者の入居を拒
まないセーフティネット登録住宅（令和６年度
末時点で943,143戸登録）の活用を進め、地
方公共団体のニーズに応じて家賃低廉化等の支
援を行っている。
また、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等へ

の円滑な入居を促進するため、地方公共団体の
住宅・福祉部局が居住支援法人（６年度末時点
で1,029法人を指定）、不動産関係団体、福祉
関係団体等、地域の様々な関係者と連携し設置
する居住支援協議会の設立（６年度末時点で
155協議会（全都道府県、117市区町村）が設
立）を促進し、住まいに関する相談窓口から入
居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉
の関係者が連携した地域における総合的・包括
的な居住支援体制整備を推進している。
さらに、単身世帯の増加、持ち家率の低下等

により、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住
ニーズが高まることが見込まれていることを背
景として、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住
宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正す
る法律」が６年５月に成立、同年６月に公布さ
れた。同法により、賃貸人と住宅確保要配慮者
の双方が安心して利用できる市場環境の整備
や、居住支援法人等が賃貸人と連携し、入居中
のサポートを行う賃貸住宅（居住サポート住
宅）の供給促進、住宅施策と福祉施策が連携し
た地域の居住支援体制の強化をより一層推進し
ていくことで、誰もが安心して暮らすことがで
きる居住環境の整備を進めることとしている。

⑥脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築
と良質な住宅ストックの形成

ʢΞʣطଘॅ୐ྲྀ௨ͷੑ׆Խ
既存住宅流通の活性化に向けて、基礎的な性

能や優良な性能が確保された既存住宅の情報が
購入者に分かりやすく提示される仕組みを改善
し、購入物件の安心感を高めていく。具体的に
は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
に基づき、住宅の構造や設備について、一定以
上の耐久性、維持管理容易性等の性能を備えた
住宅（長期優良住宅）の普及を図ってきたとこ
ろである（認定長期優良住宅のストック数（令
和５年度末時点）：159万戸）。また、既存住宅
に関する瑕疵保険の充実、既存住宅状況調査や
「安心Ｒ住宅」制度の普及、紛争処理体制の拡
充等により、購入後の安心感を高めるための環
境整備に取り組んでいる。
加えて、既存住宅流通の活性化には、良質な

既存住宅が適正に評価される環境を整備するこ
とも重要である。そのため、宅地建物取引業者
や不動産鑑定士の適正な評価手法の普及・定着
を進め、建物の性能やリフォームの状況が評価
に適切に反映されるよう取り組んでいる。ま
た、住宅ストックの維持向上・評価・流通・金
融等の仕組みを一体的に開発・普及等する取組
に対して支援を行っている。

ʢΠʣ௕ण໋Խʹ͚ͨ޲ద੾ͳҡ࣋؅ཧɾमસɺ
࿝ٺԽϚϯγϣϯͷ࠶ੜԁ׈Խ

適切な維持管理・修繕がなされるよう、住宅
の計画的な点検・修繕と履歴情報の保存を推進
している。加えて、耐震性・省エネ性能・バリ
アフリー性能等を向上させるリフォームや建替
えに対して補助・税制面での支援を行い、安
全・安心で良好な温熱環境を備えた良質な住宅
ストックへの更新を図っている。また、「マン
ションの管理の適正化の推進に関する法律」に

【関連リンク】
住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について
URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
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基づく管理計画認定制度等により、マンション
管理の適正化や長寿命化、再生の円滑化を推進
している。
一方で、マンションを巡っては、建物と居住

者の「２つの老い」が進行しており、外壁剥落
等の危険や集会決議の困難化等の課題が深刻化
する恐れがある。こうした状況を踏まえ、今後
のマンション政策のあり方を検討するため、令
和６年10月に「社会資本整備審議会　住宅宅
地分科会　マンション政策小委員会」を設置
し、７年２月に総合的な施策の方向性について
とりまとめが行われた。
これを踏まえ、新築から再生までのライフサ

イクル全体を見通して、管理・再生の円滑化等
を図るため、「老朽化マンション等の管理及び
再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等
に関する法律等の一部を改正する法律案」を令
和７年通常国会に提出した。

ʢ΢ʣੈ୅Λ௒͑ͯطଘॅ୐ͱͯ͠औҾ͞Εಘ
ΔετοΫͷܗ੒

2050年ネット・ゼロの実現に向け、2025
年までにすべての新築住宅への省エネ基準適合
の義務化を含め、より高い省エネ性能を有する
住宅が市場において選択される取組を強化する
ことで、ストックの質の向上を図っている。
既存住宅については、省エネ改修への支援
や、住宅の温熱環境と居住者の健康との関係を
調査・周知しており、これらの取組によって、
2050年にストック平均でZEH基準の水準の
省エネ性能の確保を目指している。
また、炭素貯蔵効果の高いCLT等の木材を
利用した住宅・建築物の推進により、まちにお
ける炭素の貯蔵を促している。

⑦空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利
活用の一体的推進
平成27年5月に施行された「空家等対策の

推進に関する特別措置法」に基づき、周辺の居
住環境に悪影響を及ぼす空き家（特定空家等）
の除却や、立地・管理状況の良好な空き家の多
様な活用の推進等、着実に取組は進展してき
た。
しかし、使用目的のない空き家はこの20年

間で約1.8倍に増加しており、今後も増加が見
込まれている。これを踏まえ、空き家の除却等
の更なる促進に加え、空き家が周囲に悪影響を
及ぼす前の段階から有効活用や適切な管理の確
保、所有者等の空き家の管理や活用を支援する
「空家等管理活用支援法人制度」の創設等、対
策を総合的に強化するため、「空家等対策の推
進に関する特別措置法の一部を改正する法律」
（令和５年法律第50号。以下、「改正空家法」
という。）が令和５年12月13日に施行された。
改正空家法に基づく取組をはじめ、地方公共

団体や民間事業者等による空き家の除却や活用
等に係る取組に対して支援することにより、空
き家対策を推進している。

⑧居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活
産業の発展
居住者の利便性や豊かさを向上させるために

欠かせない住生活産業については、平時・災害
時ともに担い手の確保・育成を図るとともに、
更なる成長に向けて新技術の開発や新分野への
進出等による生産性向上や海外展開しやすい環
境の整備に取り組んでいる。

【関連リンク】
社会資本整備審議会　住宅宅地分科会　マンション政策小委員会
URL：https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_mannsyonr601.html

【関連リンク】
住宅：空き家対策 特設サイト
URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/
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（２）施策の総合的かつ計画的な推進
①住宅金融
消費者が、市場を通じて適切に住宅を選択・

確保するためには、金利や家賃等に関する理解
を深め、変動型や固定型といった多様な住宅
ローンが安定的に供給されることが重要であ
る。
民間金融機関による相対的に低利な全期間固

定金利型住宅ローンの供給を支援するため、独
立行政法人住宅金融支援機構では証券化支援業
務（【フラット35】）を行っている。証券化支
援業務の対象となる住宅については、耐久性等
の技術基準を定め、物件検査を行うことで住宅
の質の確保を図るとともに、耐震性、省エネル
ギー性、バリアフリー性及び耐久性・可変性の
４つの性能のうち、いずれかの基準を満たした
住宅の取得に係る融資金利を引き下げる【フ
ラット35】Sや、こどもの人数等に応じて融資

注 1　ॴ༗͢Δॅ୐ٴͼ౔஍Λ୲อʹ༥ࢿΛड͚ɺຖ݄རଉͷΈΛࢧ෷͍ɺར༻ऀʢऀྸߴ౳ʣ͕ࢮ๢ͨ͠ͱ͖౳ʹɺ୲อෆ
ಈ࢈ͷॲ෼౳ʹΑͬͯۚݩΛҰׅͯ͠ฦ͢ࡁΔॅ୐ϩʔϯ঎඼ɻॅ୐ۚ༥ࢧԉߏػͷॅ୐༥ࢿอۀݥ຿΍ূ݊Խࢧԉۀ
຿ͷ࿮૊Έ੍౓Λ׆༻͢Δ৔߹͸ɺॅ୐ͷݐઃɾߪೖ౳ʹؔ͢Δ༥ݶʹࢿΒΕΔɻ

金利を引き下げる【フラット35】子育てプラ
スを実施している。
また、同機構は、高齢者が安心して暮らすこ

とができる住まいを確保するため、住宅融資保
険業務や証券化支援業務の枠組みを活用したリ
バースモーゲージ注1型住宅ローンの供給の支援
（【リ・バース60】）を行っている。

②住宅税制
令和７年度税制改正において、住宅ローン控

除については、子育て世帯等の住宅取得環境が
厳しさを増していること等を踏まえ、子育て世
帯・若者夫婦世帯の借入限度額の上乗せ、及び
床面積要件の緩和措置を令和７年も引き続き実
施することとした。既存住宅の子育て対応リ
フォームに係る特例措置についても、住宅ロー
ン控除と同様に、現行の措置を令和７年も引き
続き実施することとした。

良好な宅地の供給及び活用
（１）宅地供給の現状
良好な居住環境を備えた宅地の供給を促進す

るため、宅地開発に関連して必要となる公共施
設の整備に対する支援等を実施している。

（２）ニュータウンの再生
高度成長期等において大都市圏の郊外部を

中心に計画的に開発された大規模な住宅市街
地（ニュータウン）は、急速な高齢化及び人口
減少の進展を背景に地域の活力の低下等の課題
を抱えており、老朽化した住宅・公共施設の更
新や生活を支える機能の充実等を通じて、誰も
が暮らしやすい街へと再生を進めていく必要が

ある。また、ニュータウンの再生に資するため
の、住民・事業主・地権者等による主体的な取
組を推進するため、地方公共団体、民間事業者
等からなる「住宅団地再生」連絡会議を開催
し、推進の手法や取組事例に関する情報提供及
び意見交換等を行っている。
さらに、令和６年10月１日に、「地域再生法

の一部を改正する法律」を施行し、行政手続の
ワンストップ化を可能にする特例の拡充やワン
ストップ化に留まらない実質的な特例を追加す
る等の措置を設け、拡充した地域住宅団地再生
事業により、官民共創によるニュータウンの再
生を推進している。

2

第1節　豊かな住生活の実現

第
�
章

৺
஍
Α
͍
ੜ
׆
ۭ
ؒ
の
૑
ੜ

Ⅱ

国土交通白書　2025 179



	 	ୈ̎અ�	 快適な生活環境の実現

緑豊かな都市環境の形成
令和５年度末現在の都市公園等整備状況は、
115,327か所、約130,870haとなっており、

１人当たり都市公園等面積は約10.9m2となっ
ている。

歩行者・自転車優先の道づくりの推進
①人優先の安全・安心な歩行空間の形成
安全・安心な社会の実現を図るためには、歩

行者の安全を確保し、人優先の安全・安心な歩
行空間を形成することが重要である。幹線道路
等において安全性を一層高めつつ自動車交通を
生活道路から転換するとともに、生活道路にお
いて速度抑制や通過交通の進入抑制を図る面的
対策等を実施することにより、人優先の安全・
安心な歩行空間の形成を推進している。

②安全で快適な自転車利用環境の創出
自転車対歩行者の交通事故件数は近年増加傾

向にあり、また、電動キックボード等の新たな
モビリティの普及も進みつつあることから安全
で快適な自転車等の通行空間の整備が一層求め
られている。このため、警察庁と共同で「安全
で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を
踏まえた通行空間の整備や自転車の交通ルール
の啓発を進めている。

③多様なニーズに応える道路空間の実現
賑わいのある道路を構築するため、令和２年

度に歩行者利便増進道路（ほこみち）制度を創
設した。また、社会情勢の変化に伴い多様化す
る道路へのニーズに対応するため、道路空間の

柔軟な利活用等による「人中心の道路空間」の
実現に取り組んでいる。

④わかりやすい道案内の推進
地図を用いた案内標識（地図標識）を交通結

節点や観光地へ設置するなど、訪日外国人等の
公共交通機関の乗換えやまちあるき等の支援を
進めている。

⑤柔軟な道路管理制度の構築
自動車交通の一層の円滑化と安全に加え、安

全な歩行空間としての機能や地域の賑わい・交
流の場としての機能等の道路が有する多様な機
能を発揮し、沿道住民等のニーズに即した柔軟
な道路管理ができるよう、（ア）指定市以外の
市町村による国道又は都道府県道の歩道の新設
等の特例、（イ）市町村による歩行安全改築の
要請制度、（ウ）NPO等が設置する並木、街
灯等に係る道路占用の特例、（エ）道路と沿道
施設を一体的に管理するための道路外利便施設
の管理の特例、（オ）道路協力団体が設置する
施設等に係る道路占用の特例、（カ）道を活用
した地域活動における道路占用許可の弾力的な
運用等を実施している。

	 	ୈ̎અ�	 快適な生活環境の実現	 快適な生活環境の実現
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2

【関連リンク】都市公園データベース
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000156.html
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	 	ୈ̏અ�	 自転車の活用推進

注 2　�-JHIU�3BJM�5SBOTJU ͷུͰɺ௿চࣜं྆ʢ-37ʣͷ׆༻΍يಓɾిఀͷվྑʹΑΔ৐߱ͷ༰қੑɺఆ࣌ੑɺ଎ୡੑɺշద
ੑ౳ͷ໘Ͱ༏Εͨಛ௃Λ༗͢Δ࣍ੈ୅ͷيಓަܥ௨γεςϜɻ

自転車は、身近な交通手段であり、環境への
負荷の低減、災害時における移動手段の確保、
国民の健康の増進、交通の混雑の緩和等に資す
るものである。また、自転車は環境にやさしい
モビリティであるとともに、サイクリングを通
じた健康づくりや余暇の充実等、人々の行動を
広げ、地域とのふれあいや仲間とのつながりを
取り持つコミュニケーションツールでもある。
そのため、国では、官民が一体となって、自転
車の活用の推進に向けて、都市環境、国民の健
康増進、観光地域づくり、安全・安心といった
各種の分野において施策を進めている。
良好な都市環境の形成のため、歩行者、自転

車及び自動車が適切に分離された自転車通行空
間や駐輪場の計画的な整備に取り組んでいるほ
か、シェアサイクルの導入地域公共交通と自転
車との連携等を推進している。

また、国民の健康増進に向けて、事業者等に
対して自転車通勤導入を促すとともに「自転車
通勤推進企業」宣言プロジェクトを展開し、自
転車通勤に積極的に取り組む事業者等を認定し
ている。
観光地域づくりについては、サイクルツーリ

ズムの推進に向けて、サイクリング環境の整備
や世界に誇るナショナルサイクルルートの磨き
上げ等に取り組むほか、サイクルトレイン・サ
イクルバスの導入を促進している。
さらに、安全・安心について、警察と連携し

て整備形態に合わせた通行ルールの周知や交通
安全の啓発を行うほか、自転車損害賠償責任保
険等への加入を義務付ける条例の制定を促進し
ている。また、災害時における人々の移動や輸
送の手段として自転車の活用を図っている。

	 	ୈ̐અ�	 利便性の高い交通の実現
（１）	都市・地域における総合交通戦略の推進
安全で円滑な交通が確保された集約型のまち

づくりを実現するためには、自転車、鉄道、バ
ス等の輸送モード別、事業者別ではなく、利用
者の立場でモードを横断的にとらえる必要があ
る。このため、地方公共団体が公共交通事業者
等の関係者からなる協議会を設立し、協議会に
おいて目指すべき都市・地域の将来像と提供す
べき交通サービス等を明確にした上で、必要と
なる交通施策やまちづくり施策、実施プログラ
ム等を内容とする「都市・地域総合交通戦略」
を策定（令和7年３月末現在129都市で策定・

策定中）し、関係者がそれぞれの責任の下、施
策・事業を実行する仕組みを構築することが必
要である。国は、同戦略に基づき実施される
LRT注2等の整備等、交通事業とまちづくりが
連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を
支援することとしている。

（２）	公共交通の利用環境改善に向けた取組
地域公共交通の利用環境改善や訪日外国人旅

行者の受入環境整備を促進するために、LRT、
BRT、キャッシュレス決済手段の導入等を支
援している。

	 	ୈ̏અ�	 自転車の活用推進	 自転車の活用推進

【関連リンク】
GOOD CYCLE JAPAN　
URL：https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/good-cycle-japan/index.html

	 	ୈ̐અ�	 利便性の高い交通の実現	 利便性の高い交通の実現
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（３）都市鉄道ネットワークの充実
令和３年７月に取りまとめられた交通政策審

議会答申「東京圏における今後の地下鉄ネット
ワークのあり方等について」を踏まえ、東京メ
トロ有楽町線（豊洲～住吉）及び南北線（品川
～白金高輪）の延伸について、６年に両線の工
事の施行の認可を行い、東京メトロが工事に着
手した。また、６年10月に財務省及び都が保
有株式の50％を売却し、東京地下鉄株式会社
は上場した。引き続き、利用者サービスの向上
等を図るための完全民営化の促進等に向け、関
係者とも連携して必要な取組を推進する。この
ほか、７年１月、大阪・関西万博のアクセス
ルートとなる大阪メトロ中央線（コスモスクエ
ア～夢洲）が延伸開業した。
また、これまで大都市圏の鉄道において慢性

的に続いていた通勤混雑は、新型コロナウイル
ス感染症の影響による生活様式の変化等により
大きく改善したが、混雑状況が戻りつつあるこ
とから、誰でも安心して利用可能な快適な移動
の提供のため、継続的に混雑対策に取り組むこ
とが重要である。今後も、鉄道の利用動向を注
視しつつ、社会全体の取組として、鉄道利用の
時間的・空間的な分散・平準化を促すために必
要な施策を検討する。これらにより、国際競争
力の強化や豊かな国民生活に資する都市鉄道等
の実現を図る。

（４）都市モノレール・新交通システム・LRT
の整備

少子高齢化に対応した交通弱者のモビリティ
の確保を図るとともに、都市内交通の円滑化、
環境負荷の軽減、中心市街地の活性化の観点か

ら公共交通機関への利用転換を促進するため、
LRT等の整備を推進している。令和６年度は、
各都市において都市モノレール等の延伸事業や
路面電車のバリアフリー化が進められるなど、
公共交通ネットワークの整備等が進められてい
る。

（５）バス・タクシーの利便性の向上
人口減少により利用者も減少する中、バス・

タクシーを積極的に利用してもらうためには、
利便性の向上が重要であり、バスの位置情報を
提供するバスロケーションシステム、円滑な乗
降を可能とするキャッシュレス決済等のシステ
ム導入や、電気自動車の導入等によるクリーン
かつ快適な利用環境の提供を促進している。
また、高齢者や障害者、大きな荷物を持った

外国人旅行者等も含め、誰もが利用しやすいバ
ス・タクシーの利用環境を整備するため、地域
公共交通確保維持改善事業補助金や税制特例等
を活用し、ノンステップバス・ユニバーサルデ
ザインタクシー・福祉タクシー等の導入を促進
している。
さらに、令和５年10月に取りまとめられた

「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向け
た対策パッケージ」に基づいて、タクシーへの
複数アプリの導入の促進による実車率の向上、
連節バスやジャンボタクシー等、輸送力の大き
な車両導入の支援や観光スポットへの急行バス
の導入による混雑緩和等に取り組んでいるほ
か、地方の観光地へのゲートウェイとなる地方
空港や駅等の利用環境の刷新に資する取組を支
援し、二次交通手段等へのアクセス性の向上を
促進している。
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第5章 競争力のある経済社会の構築

	 	ୈ�અ�	 交通ネットワークの整備

幹線道路ネットワークの整備
（１）	幹線道路ネットワークの整備
幹線道路の整備は、昭和29年に策定された

「第１次道路整備五箇年計画」以来、現在に至
るまで着実に進められてきた。例えば、高速道
路等の幹線道路ネットワークの整備は、高速道
路のインターチェンジ周辺での工場の立地を促
すなど、地域経済の活性化に大きく寄与すると
ともに、地方部における広域的な医療サービス
の享受、災害等で幹線道路が途絶した場合の広
域的な迂回ルートの確保等が可能となるなど、

国民生活の質や安全の向上にも大きく貢献して
きた。
例えば、東京外かく環状道路（三郷南IC～

高谷JCT）は平成30年６月２日に15.5kmが
開通し、東京外かく環状道路の全体で約６割が
つながった。これにより、中央環状内側の首都
高（中央環状含む）の渋滞損失時間が約３割減
少した。このようなストック効果が最大限発揮
されるよう、幹線道路ネットワークの整備を引
き続き推進する。

	 	ୈ�અ�	 交通ネットワークの整備	 交通ネットワークの整備
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高規格道路ネットワーク図

日高自動車道
　日高厚賀～新冠　9km

北海道縦貫自動車道に並行
一般国道40号
　音威子府バイパス　19km

下北半島縦貫道路
　むつ南バイパス　5km

日本海沿岸東北自動車道に並行
一般国道7号
　二ツ井今泉道路　5km

日本海沿岸東北自動車道に並行
一般国道7号
　遊佐象潟道路　7km 

東北中央自動車道に並行
一般国道13号
　横堀道路　4km 

琵琶湖西縦貫道路
　小松拡幅　2km

上信自動車道
　渋川西バイパス　2km

東播磨道
　東播磨道北工区　4km

四国横断自動車道
　阿南～小松島南　3km

倉敷福山道路
  笠岡バイパス　３km ※2　

山陰自動車道に並行
　一般国道9号
　三隅・益田道路　15km ※1

西九州自動車道
　松浦～平戸　8km

熊本環状道路　
　池上工区　5km

大隅縦貫道　
　吾平道路　4km

下北半島縦貫道路
  横浜北バイパス　2km
　横浜南バイパス　7km

三遠南信自動車道
　東栄～鳳来峡　7km

奈良中部熊野道路
　高取バイパス　2km

小名浜道路　8km

東海環状自動車道
　本巣～大野神戸　7km 

凡　例

調 査 中

事 業 中

供 用 中
6車線　4車線　2車線

令和 ７ 年度
新規開通区間

注1.  ※1 大規模橋梁工事等が順調に進捗した場合
注2.  ※2 大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合
注3.  事業中区間のIC、JCT名称には仮称を含む
注4.  首都圏、中部圏、近畿圏、札幌、仙台、広島、北九州、福岡都市圏については、
　　一部の路線を図示していない

令和６年度末時点のネットワーク図に、
令和７年度新規開通箇所を旗揚げ（ ）
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札幌

千歳恵庭

苫小牧東

函館

帯広

本別

西原

許田

青森
浪岡

鰺ヶ沢

飯田
山本

小矢部
　砺波

四日市

浦河
広尾

根室

網走

紋別

稚内

留萌

江差

木更津
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豊岡出石

亀
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岩見沢

倶知安

盛岡

宮古中央

水沢

一関
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秋田中央

村上瀬波温泉

新庄

米沢中央

白河中央

能代東
大館南

仙台宮城 石巻
河南

会津若松

六日町
富山小松
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浜松
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福知山
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津山
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井川池田

高松中央

松山

安芸西須崎中央

四万十

大洲

宇部

久留米

佐賀
大和

熊本

人吉

大分

佐伯

宮崎

日南東郷

都城

小林

鹿屋串良鹿屋串良

薩摩川内水引薩摩川内水引

中津

日田

伊万里中佐世保中央

今治

長浜

南紀田辺

高山

魚津

高岡

七尾

茂原長南

水戸南

宇都宮
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前橋
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鶴
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姫
路
東

北見東

若宮

豊川

大鰐弘前

酒田中央酒田中央

気仙沼中央

宇和島
朝日

金沢西

新宮

大野神戸
本巣

尾鷲北
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一方で、全国においては未だ高速道路等の幹
線道路ネットワークが繋がっていない地域があ
ることから、計画的に整備を推進していく。
また、令和５年10月31日に社会資本整備審
議会道路分科会国土幹線道路部会が取りまとめ
た「高規格道路ネットワークのあり方　中間と
りまとめ」及び、国土交通省道路局として今後
取り組む具体的な政策を取りまとめた
「WISENET2050・政策集」の下、取組を進
める。

（２）道路のネットワークの機能を最大限発揮
する取組の推進

生産性の向上による経済成長の実現や交通安
全確保の観点から、必要なネットワークの整備
と合わせ、局所的・面的な渋滞対策等により、
ネットワークの階層に応じた道路のサービスレ
ベル向上を図り、道路ネットワーク全体の機能
を最大限に発揮する取組を推進している。特
に、平成27年８月より本格的な導入が開始さ
れたETC2.0がその取組を支えている。

①道路ネットワーク全体の機能を最大限に発揮
する取組を支える ETC2.0
ETC2.0とは、全国の高速道路上に約1,800

か所設置された路側機と走行車両が双方向で情
報通信を行うことにより、これまでのETCと

比べて、（ア）大量の情報の送受信が可能とな
る、（イ）ICの出入り情報だけでなく、経路情
報の把握が可能となるなど、格段と進化した機
能を有し、ITS推進に大きく寄与するシステム
である。

②賢い料金
平成28年４月及び令和４年４月に首都圏で、

平成29年６月及び令和６年６月に近畿圏で、
令和３年５月からは中京圏で新たな高速道路料
金を導入し、外側の環状道路への交通の転換
や、都心流入の分散化等の効果が発揮されてい
る。

③賢い投資
今あるネットワークの効果を、最小コストで

最大限発揮させる取組として、上り坂やトンネ
ル等の構造上の要因で、速度の低下や交通の集
中が発生する箇所を、ETC2.0等により収集し
たきめ細かい旅行速度データや加減速データ等
のビッグデータにより特定し、効果的に対策す
るピンポイント渋滞対策を実施している。これ
まで、関越自動車道の大泉JCT付近等13か所
で、既存の道路幅員の中で、付加車線等を設置
する運用を開始している。現在、関越自動車道
の高坂SA付近等14か所で、ピンポイント渋
滞対策を実施している。

幹線鉄道ネットワークの整備
（１）新幹線鉄道の整備
新幹線は、我が国の基幹的な高速輸送体系で

あり、地域間の移動時間を大幅に短縮させ、地
域社会の振興や経済活性化に大きな効果をもた
らす。また、新幹線は安全（昭和39年の東海
道新幹線の開業以来、鉄道事業者の過失による
乗客の死亡事故はゼロ）かつ環境にもやさしい

（鉄道のCO2排出原単位（g-CO2 /人キロ）は
航空機の1/5、自家用車の1/6）という優れた
特性を持っている。「全国新幹線鉄道整備法」に
基づき、昭和48年に整備計画が定められた、い
わゆる整備新幹線については、平成９年10月の
北陸新幹線（高崎・長野間）の開業を皮切りに、
これまで東北新幹線、九州新幹線、北陸新幹線、

【関連リンク】
WISENET（ワイズネット）2050・政策集
URL：https://www.mlit.go.jp/road/wisenet_policies/
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北海道新幹線が開業しており、令和６年３月に
は北陸新幹線（金沢・敦賀間）が開業した。
北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）につい

ては、令和７年３月に、「北海道新幹線（新函
館北斗・札幌間）の整備に関する有識者会議」
において、現時点では、完成・開業は概ね令和
20年度末頃となることが見込まれるが、トン
ネルの貫通に一定の目途が立った段階で、改め
て全体工程を精査し開業時期を定めることが適
切であることなどを内容とする報告書が取りま
とめられた。引き続き、沿線自治体等の関係者
の理解と協力を得て、着実な整備に努める。青
函共用走行区間における高速走行については、
青函トンネル内では、貨物列車の本数が少ない
時期に、新幹線と貨物列車の走行時間帯を区分
して実施しているところであるが、令和６年度
より、その速度を時速210kmから時速260km
に引き上げるなど、取組を進めている。
未着工区間である北陸新幹線（敦賀・新大阪

間）については、令和６年度に、詳細な駅位
置・ルートの案を公表した。一日も早い全線開
業に向けて、沿線自治体の皆様の理解を得られ
るよう、鉄道・運輸機構とともに、丁寧かつ着
実に取り組む。
また、九州新幹線（西九州ルート）について

は、九州地域、西日本地域の未来にとってどの

ような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も関係者と
の協議を引き続き進める。
基本計画路線については、「全国新幹線鉄道

整備法」に基づき、全国で計11路線が位置付
けられている。これまで幹線鉄道ネットワーク
等に関して調査を行ってきており、引き続き、
基本計画路線及び幹線鉄道ネットワークの地域
の実情に応じた諸課題について、方向性も含め
調査・検討を行う。
リニア中央新幹線については、東京・名古屋・
大阪の三大都市圏を一つの圏域とする「日本中
央回廊」を形成し、日本経済を牽引するととも
に、東海道新幹線とのダブルネットワークによ
るリダンダンシーの確保を図るものである。
平成28年には、建設主体の当時の令和27年

の東京・大阪間開業時期について、最大８年間
前倒し（最速令和19年）を図るため、財政投
融資を活用して平成28年～平成29年の２年間
で３兆円の長期・固定・低利の貸付を行った。
現在、国土交通大臣が認可した「中央新幹線品
川・名古屋間工事実施計画」に従い、JR東海
において、品川・名古屋間の早期開業に向け、
工事を進めているところであり、名古屋・大阪
間も含め、全線開業に向け、関係自治体やJR
東海と連携して、環境整備を進める。

航空ネットワークの整備
（１）航空ネットワークの拡充
①首都圏空港の機能強化等
訪日外国人旅行者の受入拡大、我が国の国際

競争力の強化等の観点から、首都圏空港（東京
国際空港（羽田空港）、成田国際空港（成田空
港））の機能強化は必要不可欠であり、両空港
で年間約100万回の発着容量とするための取
組を進めているところである。

具体的には、羽田空港において、令和２年３
月から新飛行経路の運用を開始し、国際線の発
着容量を年間約４万回拡大しているところであ
り、引き続き、騒音対策・落下物対策や、地域
への丁寧な情報提供に努めるとともに、新飛行
経路の固定化回避に向けた努力を継続する。ま
た、空港アクセス鉄道の基盤施設整備、国内
線・国際線間の乗継利便性向上のための人工地

【関連リンク】
全国の新幹線鉄道網の現状
URL：https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/001732043.pdf
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盤の整備、旧整備場地区の再編整備、地上支援
車両レベル４自動運転の実装のための整備等を
実施している。成田空港においては、地域との
共生・共栄の考え方の下、C滑走路新設等の年

注 ༌ૹۭߤࡍࠃΛਤΔͨΊɺ্޲૪ଅਐʹΑΔӡ௞௿Լ౳ͷαʔϏεਫ४ͷڝձࣾؒͷۭߤೖ΍૿ศɺࢀنձࣾͷ৽ۭߤ　1
ʹ͓͚Δۀا਺ɺ࿏ઢٴͼศ਺ʹ܎Δ੍໿Λ͔̎ؒࠃͰ૬ޓʹఫഇ͢Δ͜ͱɻ

間発着容量を50万回に拡大する取組を進める
とともに、旅客ターミナルの再構築や航空物流
機能の高度化等の検討を進めている。

çਤදᶘ�5�1�2çɹӋాۭߓͷ֓ཁ çਤදᶘ�5�1�3çɹ੒ాۭߓͷ֓ཁ

②関西国際空港・中部国際空港の機能強化
関西国際空港については国、地元自治体、経
済界、運営会社等の関係者が一体となった機能
強化を進めており、容量拡張を目的として令和
７年３月から新飛行経路の運用を開始するとと
もに、運営権者による民間の創意工夫を生かし
た機能強化として、令和７年３月の新国際線保
安検査場のオープン等の第１ターミナルの改修
事業を推進した。引き続き、国際線商業エリア
の拡張等の第１ターミナル改修事業等を進める。
中部国際空港については、引き続き第１旅客
ターミナルの処理能力向上を目的とした取組や
現滑走路の大規模補修時における継続的な空港
運用及び空港の完全24時間運用の実現等を目
的とした代替滑走路事業を推進する。

③地方空港の機能強化
福岡空港においては、滑走路処理能力の向上

を図るため、二本目の滑走路を令和７年３月20
日に供用開始した。北九州空港においては、国
際貨物輸送の拠点機能向上を図るため、屋久島

空港においては、首都圏からの直行便の就航に
よる交流人口の更なる拡大等を図るため、それ
ぞれ滑走路延長事業を実施している。また、那
覇空港においては、空港の利便性向上を図るた
め、国際線ターミナル地域再編事業を、新千歳
空港においては、航空機や除雪車両の混雑緩和
等を図るため、誘導路複線化等を実施している。
そのほかの地方空港においては、航空機の増

便や新規就航等に対応するため、エプロンの拡
張やターミナル地域の整備等を実施している。
また、航空機の安全運航を確保するため、老
朽化が進んでいる施設について予防保全型の維
持管理を踏まえた空港の老朽化対策を実施する
とともに、地震災害時における空港機能の確保
を図るため、滑走路等の耐震対策を進めている。

④航空自由化の戦略的推進による我が国の国際
航空網の拡充
国際航空網の拡充を図るため、我が国では航

空自由化（オープンスカイ）注1を推進している。
首都圏空港の厳しい容量制約を背景に、羽田空
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港を自由化の対象外とするなど一部制約が残る
が、我が国を発着する国際旅客便数は、成田空
港における二国間輸送を自由化の対象に追加し
た平成22年時点（2,649便/週注2）と比べて、
令和元年時点（5,516便/週注2）で2倍強に増
加した。
その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により、国際旅客便数は一時激減したが、水
際措置が大幅に見直された令和４年10月以降、
回復の傾向にある（６年10月末時点：5,178
便/週）。

⑤航空機操縦士等の養成・確保
我が国の航空業界においては、操縦士・整
備士共に50代あたりを中心とした年齢構成の
ピークがあり、将来の大量退職が見込まれてい
る。操縦士等が航空会社において第一線で活躍
するまでには長い時間を要することから、今後
の航空需要の増加に対応するためには、中長期
的な視点で計画的に操縦士等の養成・確保のた
めの取組を継続する必要がある。
このため、令和６年２月に学識経験者及び関
係団体等からなる「航空整備士・操縦士の人材
確保・活用に関する検討会」を設置し、７年３
月には、「最終とりまとめ」を公表した。今後
とも産学官の一層の連携のもと、航空大学校に
おける操縦士の着実な養成、航空業界における
女性活躍推進に向けた検討及びリソースの有効
活用等に資する資格や養成に係る制度の見直し
等に取り組む。

注 2　͍ͣΕ΋֤೥ͷՆظεέδϡʔϧͷୈ̍ि໨ͷܭۀࣄըศ਺ʢظट࣌఺Ͱͷ਺஋ɺԟ෮Ͱ̍ศͱΧ΢ϯτʣɻ

（２）空港運営の充実・効率化
①空港経営改革の推進
国管理空港等において、「民間の能力を活用

した国管理空港等の運営等に関する法律」（民
活空港運営法）を活用し、地域の実情を踏まえ
つつ民間の能力の活用や航空系事業と非航空系
事業の一体的経営等を通じた空港経営改革を推
進し、空港を活用した内外の交流人口拡大等に
よる地域活性化を図っていくこととしている。
具体的には、平成27年1月に但馬空港、28年
7月に仙台空港、30年4月に高松空港、神戸空
港、同年７月に鳥取空港、31年4月に福岡空
港、静岡空港、南紀白浜空港、令和2年4月に
熊本空港、同年6月より順次北海道内7空港、
3年7月に広島空港の運営委託が開始された。

② LCCの持続的な成長に向けた取組
平成24年３月に本邦初となるLCCが就航し

た。それ以降、令和６年冬ダイヤ当初計画時
点で、ピーチ・アビエーションは国内23路線
及び国際13路線、ジェットスター・ジャパン
は国内18路線及び国際５路線、スプリング・
ジャパンは国内８路線（貨物専用路線も含む）
及び国際４路線、ジップエア トーキョーは国
際９路線へネットワークを展開している。
政府は、国内各地域における、LCCを含む

国際線就航を通じた訪日外国人旅行客の増大や
国内観光の拡大等、新たな需要を創出するため
「令和７年の地方空港における国際線就航都市
数130都市」を目標とした施策を行っている。
また、様々な空港においても、政府の方針に
沿った取組が行われている。
具体的には、主に受入環境整備、空港経営改

【関連リンク】
航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk5_000146.html

【関連リンク】
我が国の LCC旅客数の推移等
URL：https://www.mlit.go.jp/koku/content/001763604.pdf
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革及び着陸料軽減措置を実施している。

③ビジネスジェットの受入推進
ビジネスジェットとは、数人から十数人程度

を定員とする小型の航空機であり、利用者のス
ケジュールに応じた時間設定や、プライバシー
が確保されるため搭乗中に商談等が可能となる
など、時間価値の高いビジネスマン等が利用の
対象となっている。
欧米では既にビジネスジェットがグローバル

な企業活動の手段となっている中、我が国にお
いても経済のグローバル化に伴い、従来より、
東京国際空港・成田国際空港を中心に、アジア
地域における経済成長の取り込みの観点から、
ビジネスジェットの振興は重要な課題であった
が、近年は高付加価値旅行者の取込み等インバ
ウンド拡大の観点からも重要性が増している。
そこで、我が国ではビジネス需要や高付加価値
旅行者の観光需要等に応えるべく、ビジネス
ジェットの利用環境の改善を図っている。例え
ば、令和６年度においては中部国際空港におい
て、ビジネスジェット専用動線を一部改修整備
し、ビジネスジェット利用者の利便性の向上を
図るなど、ビジネスジェットの利用環境改善を
着実に進めている。

④地方空港における国際線の就航促進
平成28年３月に策定された「明日の日本を

支える観光ビジョン」において掲げられてい
る、令和12年に訪日外国人旅行者数6,000万
人という目標の実現に向けては、国際線就航に
よる地方イン・地方アウトの誘客促進が重要で
ある。各地域における国際線就航の促進のた
め、グランドハンドリングや保安検査等の空港
業務の体制強化や、航空燃料供給不足への対応

注 3　೔ຊΛൃண͢Δ٬ཱྀࡍࠃఆظศʹ͍ͭͯɺ2023 ೥ౙμΠϠୈ̍ि໨ 4311�5 ศ � िͱ 2024 ೥ౙμΠϠୈ̍ि໨
5178ศ �िΛൺֱɻ

を実施している。空港業務については、令和５
年６月に公表した有識者会議の中間とりまとめ
を踏まえ、人材確保や処遇改善等を推進し、一
時は人員が感染症拡大前の８割程度まで減少し
ていたが、足下では感染拡大前の水準まで回復
しつつある。航空燃料供給不足については、経
済産業省と合同で令和６年６月に設置した官民
タスクフォースにおいて同年７月に「航空燃料
供給不足に対する行動計画」を取りまとめ、官
民一体となった取組の結果として、週900便
程度の国際旅客定期便の増便注3に対応してきて
いる。また、東京国際空港以外の国管理空港
（コンセッション空港を除く）・共用空港につい
て、国際線の着陸料の軽減措置を講じている。

（３）航空交通システムの整備
長期的な航空交通需要の増加やニーズの多

様化に対応するとともに、国際民間航空機関
（ICAO）や欧米等の動向も踏まえた世界的に
相互運用性のある航空交通システムの実現のた
め、「将来の航空交通システムに関する長期ビ
ジョン（CARATS）」を産学官の航空関係者に
より策定し、航空交通量の増大に対応するとと
もに、安全性や利便性の向上に取り組んでき
た。一方、脱炭素化に向けた社会的要請の高ま
り、ドローンや空飛ぶクルマの利用拡大等、我
が国の航空交通システムを取り巻く環境は大き
く変化しているため、令和６年度にCARATS
の見直しを行っているところである。今後、新
たなCARATSを指針として研究開発から社会
実装に至るまで推進し、安全・安心な空域の利
用を実現するとともに、利用者等にとってより
良いサービスを提供できる航空交通システムを
構築していく。

【関連リンク】
グランドハンドリングの体制強化
URL：https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr5_000059.html

【関連リンク】
我が国主要航空会社の操縦士の年齢構成
URL：https://safetyp.cab.mlit.go.jp/

【関連リンク】
我が国主要航空会社の整備士の年齢構成
URL：https://safetyp.cab.mlit.go.jp/
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（４）航空インフラの海外展開の戦略的推進
アジア・太平洋地域における航空市場は今後

も成長が見込まれる。このため、同地域の航空
ネットワークの強化に貢献するとともに、各国
の成長を我が国に積極的に取り込むべく、我が
国企業による海外空港整備・運営への参画及び
我が国企業が強みを有する個別技術の海外空港
への展開を推進している。

令和６年度は、エジプトにおいて、円借款で
整備したボルグ・エル・アラブ空港ターミナル
が完成した。また、タイにおいて、スワンナ
プーム国際空港の地上直接送信型衛星航法補
強システム（GBAS）の導入を推進した。加え
て、インド等において、我が国企業が有する技
術を紹介する航空技術セミナーを開催した。

空港への交通アクセス強化
空港への鉄道アクセスの更なる改善のため、

国際拠点空港等へのアクセス線の整備等に向け
た取組を推進している。
東京圏では、平成28年４月に取りまとめら

れた交通政策審議会答申「東京圏における今後
の都市鉄道のあり方について」を踏まえ、羽田
空港と多方面とを結ぶJR東日本の羽田空港ア
クセス線については令和５年３月に工事の施行
の認可を行い、JR東日本が同年６月に工事に
着手した。羽田空港発着列車の増発のための京
急空港線羽田空港第１・第２ターミナル駅引上
線（京急空港線引上線）については４年３月に
鉄道施設の変更を認可した。加えて、羽田空港
内においては、空港整備事業として、JR東日
本羽田空港アクセス線の鉄道基盤施設整備を引

き続き実施しているほか、京急空港線引上線の
鉄道基盤施設整備に本格着工した。そして、京
浜急行電鉄品川駅において、線路の増設やホー
ムドア設置、昇降施設の増設工事を進める等、
空港アクセス乗換駅等の利便性向上やバリアフ
リー化の推進を図った。また、新宿、渋谷、池
袋等と羽田空港とのアクセス利便性の向上等に
資する新空港線（矢口渡～京急蒲田）につい
て、都市鉄道等利便増進法に基づき、７年１月
に羽田エアポートライン及び東急電鉄から整備
構想及び営業構想の認定申請がなされた。
大阪圏では、関西国際空港と新大阪駅・大阪

都心部とのアクセス改善に向けて、なにわ筋線
の整備を引き続き推進していく。

4
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	 	ୈ̎અ�	 総合的・一体的な物流施策の推進

物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した
最適化

物流は、国民生活や経済を支える社会インフ
ラである一方、依然として多くの課題に直面し
ている。このような中、2024年４月からは、
トラックドライバーに時間外労働の上限規制が
適用される一方、何も対策を講じなければ物流
の停滞を生じかねないという、いわゆる物流の
「2024年問題」への対応が急務となっていた。
こうした状況を踏まえ、政府では2023年６
月の「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会
議」において決定した「物流革新に向けた政策
パッケージ」等に基づき、①商慣行の見直し、
②物流の効率化、③荷主・消費者の行動変容を
３つの柱とした抜本的・総合的な対策を講じて
きたところであり、今後も取組の一層の強化を
図っていく予定である。
このうち、物流の効率化に向けては、物流
DXや物流標準化の推進によるサプライチェー
ン全体の徹底した最適化が重要であり、物流拠

点間の幹線道路における自動運転トラックによ
るピストン輸送の実証や、自動運転車両の活用
に資する物流拠点の整備・最適化等を後押しす
るほか、「2030年度に向けた政府の中長期計
画」に基づき、デジタル化や自動化・機械化、
ドローン物流の社会実装、物流DXやその前提
となるパレットやデータ等の物流標準化を促進
していく。
また、2025（令和７年）３月の関係閣僚会

議において、総理から、輸送力不足が年々深刻
化する2030年までの期間を物流革新の「集中
改革期間」と位置付け、物流全体の適正化や生
産性向上、自動運転等の抜本的なイノベーショ
ンに向けて、「中長期計画」の見直しを反映し
た「総合物流施策大綱」の策定に向けた検討を
開始するよう指示があったところであり、この
検討の中で、更なる施策についても具体化を
図っていく。

時間外労働の上限規制の適用を見据えた労働力不足対策の加速と物流
構造改革の推進

生産年齢人口の減少や、トラックドライバー
への時間外労働の上限規制の適用を踏まえ、労
働力不足対策と物流構造改革の推進に向けて、
トラックドライバーや船員の働き方改革や、労
働生産性の改善に向けた革新的な取組の推進等
を図っていくこととしている。

（１）	物流分野における働き方改革
少子高齢化や人口減少を背景として、物流分
野においても、特にトラック業界、内航海運業
界を中心として高齢化が進んでおり、大量退職
や、生産年齢人口の減少に伴う人材確保が困難
になることへの対応が引き続き必要となる。

トラック運送事業については、「標準的運賃」
の周知・浸透に引き続き取り組むとともに、同
年11月に改組を行ったトラック・物流Ｇメン
による荷主・元請事業者への監視体制を強化し
ていく。加えて、トラック運送業における多重
取引構造の是正に向けて、昨年８月に立ち上げ
た「トラック運送業における多重下請構造検討
会」において、過度な多重取引構造の是正に向
けた対応策を検討していく。
休憩施設の駐車マス不足解消や使いやすさの

改善に向けた取組として、令和５年12月に高
速道路機構及び高速道路会社が取りまとめた整
備方針に基づき、休憩施設の駐車マス数の拡充
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等の対策を推進する。
内航海運業については、令和３年５月に成立

した「海事産業の基盤強化のための海上運送法
等の一部を改正する法律」に基づく、労務管理
責任者等による船員の労務管理の適正化や、オ
ペレーターに対する船員の労働時間を考慮した
運航計画の作成義務等を通じて、船員の働き方
改革を推進するほか、「海技人材の確保のあり
方に関する検討会」の中間とりまとめで示され
た快適な海上労働環境形成の促進に資する仕組
みの導入等の対応策の具体化に取り組んでい
く。

（２）高度化・総合化・効率化した物流サービ
ス実現に向けた更なる取組

物流分野における労働力不足、多頻度小口輸
送の進展等に対応し、物流事業の省力化及び環
境負荷低減を推進するため、関係者が連携した
物流の総合化・効率化に関する幅広い取組を支
援することを旨とした「物流総合効率化法」に
基づき、共同輸配送、モーダルシフト、輸送網
の集約等を内容とする合計543件（令和７年
３月現在）の総合効率化計画を認定し、運行経
費等補助の支援や税制特例措置等を講じた。ま
た、令和５年10月の「物流革新緊急パッケー
ジ」において、鉄道（コンテナ貨物）、内航
（フェリー・RORO船等）の輸送量・輸送分担
率を今後10年程度で倍増させることを目指す
としたことを踏まえ、大型コンテナ導入等に係
る支援を行った。
また、2030年度に不足する輸送力34％の解
消をより確かなものとすべく、従来のトラック
輸送から鉄道と内航海運へのモーダルシフトに
加えて、陸・海・空のあらゆる輸送モードを総
動員して、トラックドライバー不足や物流網の
障害等に対応するための「新たなモーダルシフ
トに向けた対応方策」を令和6年11月に取り

まとめており、ダブル連結トラック、自動運転
トラック、航空貨物輸送等の多様な輸送モード
も活用した新たなモーダルシフト（新モーダル
シフト）の推進に取り組むこととしている。
加えて、令和３年９月から開催している「官

民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科
会」において、標準的なパレットの規格と運用
やその推進方策等についての取りまとめを行っ
た。また、物流データの標準形式を定めた「物
流情報標準ガイドライン」の活用促進を図るた
め、「物流情報標準ガイドライン」を活用した
共同輸配送等の取組を支援した。

（３）地域間物流の効率化
複合一貫輸送等の推進に向け、港湾・貨物駅

等の物流結節点の整備等を進めている。貨物鉄
道輸送については、他の輸送モードとの連携
（モーダルミックス）が不可避であり、誰でも
いつでも利用できる体制づくり、貨物駅の高度
利用、貨物鉄道のスマート化の推進等を促進し
ていくこととしている。また、船舶大型化等に
応じた複合一貫輸送ターミナルの整備や次世代
高規格ユニットロードターミナルの形成に向け
た取組を推進している。

（４）都市・過疎地等の地域内物流の効率化　
荷さばきを目的とした路上駐車を抑制し、道

路交通の円滑化及び都市内物流の効率化のた
め、商業施設等の用途の建築物の新築等の際に
駐車場法に基づく条例で荷さばき駐車施設の附
置を義務づける規定を置くよう地方公共団体に
促しており、令和６年３月末現在で、91都市
において適用されている。近年の電子商取引の
増加等に伴う住宅への宅配便需要の増加や、共
同住宅の高層化及びセキュリティの向上等によ
り、配送効率の低下や長時間の路上駐車をせざ
るを得ない状況となっていることを踏まえて、

【関連リンク】
高速道路における SA・PAにおける利便性向上に関する検討会
URL：https://www.jehdra.go.jp/torikumi/ribenseikoujyou.html
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令和７年３月に標準駐車場条例（駐車場法に基
づき、地方公共団体が定めることができる附置
義務条例の参考）を改正して、共同住宅への荷
さばき駐車施設の附置に係る規定を追加し、地
方公共団体に通知するとともに、その旨周知を
行った。
トラックドライバー不足が深刻化する中、再

配達の削減に向けては、令和５年10月の関係
閣僚会議で決定した「物流革新緊急パッケー
ジ」を受け、消費者が再配達削減に取り組むよ
う促すため、再配達率削減緊急対策事業として
物流事業者やEコマース事業者のシステム改修
に係る費用を補助するとともに、消費者が物流
負荷軽減に資する受取方法等を選択した場合

に、ポイントが還元される仕組みを社会実装す
べく実証事業を実施した。今後は、消費者の更
なる行動変容に向けて、宅配ロッカー等の多様
な受取方法等の普及促進のための実証事業とし
て物流事業者やEコマース事業者のシステム改
修費の補助等を実施する。
無人航空機（いわゆるドローン等）は、離島

や山間部等における物流網の維持や買い物にお
ける不便を解消するなど、地域課題の解決手段
として期待されている。2023年３月に公表し
た「ドローンを活用した荷物等配送に関するガ
イドラインVer.4.0」も活用しながらドローン
物流の社会実装を推進した。

強靱性と持続可能性を確保した物流ネットワークの構築　
昨今激甚化・頻発化している自然災害等によ
るサプライチェーンの途絶等を踏まえ、強靱で
持続可能な物流ネットワークの構築に向けて、
物流ネットワークの強靱性・持続可能性の確保
を喫緊の課題としてとらえて、我が国産業の国
際競争力強化等に資する物流ネットワークの構
築のほか、脱炭素社会の実現という目標達成に
向けた取組を推進することとされている。

（１）物流上重要な道路ネットワークの戦略的
な整備・活用

国内輸送の約９割を担う貨物自動車による輸
送における効率的な物流ネットワークの構築は
極めて重要であり、三大都市圏環状道路や空
港・港湾へのアクセス道路等の整備を進めてい
る。平常時・災害時を問わない安定的な輸送を
確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道
路輸送網を「重要物流道路」として指定し、ト
ラックの大型化に対応した道路構造の強化や災
害時の道路の啓開・復旧の迅速化等の機能強化
及び重点支援を実施しており、令和４年４月１
日からは、調査中、事業中区間を重要物流道路
に追加指定している。また、重要物流道路のう

ち国際海上コンテナ車（40ft背高）の通行に
道路構造等の観点から支障のない区間を、特車
許可不要区間として追加指定している。
また、車両運行管理支援サービス等の、

ETC2.0を活用した取組を推進しているほか、
令和２年５月27日に公布された改正「道路法」
により創設された特殊車両通行確認制度を４年
４月１日に運用を開始した。また、道路情報の
電子化の推進や確認システム利用マニュアルの
作成等の確認制度の利用促進を行った。
さらに、複数のドライバーが長い輸送行程を
分担することで日帰り運行を実現する「中継輸
送」の拠点として、令和６年４月には、「コネ
クトパーキング岡山・早島」を新規事業化した。
トラック輸送の省人化を促進し、生産性向上

を図るため、１台で大型トラック２台分の輸送
が可能な「ダブル連結トラック」を平成31年
１月より本格導入し、令和６年９月には更なる
対象路線の拡充を行うなど、引き続き、利用を
促進する。また、物流危機への対応や温室効果
ガス削減に向けて、新たな物流形態として、自
動物流道路の社会実装に向けた検討を行ってい
く。

3
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加えて、高速道路と民間施設を直結する民間
施設直結スマートIC制度の活用を推進すると
ともに、引き続き、スマートICの整備を進め
るなど、既存の道路ネットワークの有効活用・
機能強化を図っていく。

（２）国際海上貨物輸送ネットワークの機能強化
経済のグローバル化が進展する中、世界的な

海上輸送量は年々増加してきており、大量一括
輸送による海上輸送の効率化の観点から、コン
テナ及びバルク貨物輸送船舶の大型化等が進展
している。
コンテナ貨物については、日本の港湾は、釜

山港や上海港といったアジア主要港に比較して
相対的に貨物量が少ないこと等により、船舶の
大型化が進む、北米・欧州等と日本とを結ぶ国
際基幹航路の寄港数が減少傾向にある。さら
に、新型コロナウイルス感染症拡大時期には、
北米西岸を中心とする港湾混雑等により船舶の
運航スケジュールに乱れが生じ、外航コンテナ
船社による、運航スケジュールの正常化に向け
た更なる寄港地の絞り込みが行われた結果、国
際基幹航路の日本への寄港数が減少した。
また、バルク貨物注4については大型船への対
応が遅れており、相対的に不利な事業環境によ
る国内立地産業の競争力低下等が懸念されてい
る。
このような状況を踏まえ、サプライチェーン
の安定化等に向けて、国際基幹航路の維持・拡
大に、より一層取り組む必要があるほか、主要
な資源・エネルギー等の輸入の効率化・安定化
に向けた取組を行っている。
また、このような取組とともに、引き続き、
国際・国内一体となった効率的な海上輸送ネッ
トワークを実現するための取組を推進するとと
もに、施策の更なる充実・深化を図ることとし
ている。

注 ౳ͷΑ͏ʹɺแ૷͞Εͣʹͦͷ··ધੵΈ͞ΕΔ՟෺ͷ૯শɻࡐ෺ɺమ߭ੴɺੴ୸ɺ༉ྨɺ໦ࠄ　4

①国際コンテナ戦略港湾の機能強化
国際基幹航路の我が国への寄港を維持・拡大
することにより、企業の立地環境を向上させ、
我が国経済・産業の国際競争力を強化するため、
国際コンテナ戦略港湾である京浜港・阪神港に、
国内外から貨物を集約する「集貨」、港湾背後
への産業集積による「創貨」、大水深コンテナ
ターミナル等の整備の推進等によるコストや利
便性の面での「競争力強化」の３本柱の施策を
進めている。その際、国際競争力強化にも資す
る港湾の脱炭素化や港湾におけるデジタル・ト
ランスフォーメーション等の取組を進めている。
「集貨」については、既存ストックを最大限
に活用しつつ、集貨を促進するため、国際コン
テナ戦略港湾において、複数のターミナル間に
おける国際基幹航路と国内外のフィーダー輸送
網等との円滑な接続・積み替え等に関する実証
事業を通じて課題を検証し、ターミナルの一体
利用に向けた機能強化を推進している。
「創貨」については、多様な物流ニーズに対
応するロジスティクス・ハブを形成し、新たな
貨物需要を創出するため、流通加工機能を有す
る物流施設のコンテナターミナル近傍への立地
の促進を図った。「競争力強化」については、
国際基幹航路に就航する大型船の入港を可能と
するため、国際コンテナ戦略港湾において、国
際標準の水深、広さを有するコンテナターミナ
ル等の整備を推進した。
さらに、「競争力強化」の一環として、コン

テナターミナルにおける生産性向上や労働環境
改善につながる新たな技術開発を推進するとと
もに、コンテナターミナルゲート前の混雑解消
等を目的としたシステムである「CONPAS」
の導入やゲートの高度化に対する取組への支
援、また、遠隔操作RTGの導入に対する支援
を行うなど、「ヒトを支援するAIターミナル」
の実現に向けた取組を推進している。
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②資源・エネルギー等の安定的かつ効率的な海
上輸送ネットワークの形成
我が国の産業や国民生活に不可欠な資源・エ

ネルギー・食糧の安定的かつ安価な輸入を実現
するため、企業間連携による大型船を活用した
共同輸送に対応可能となるよう、徳山下松港、
水島港、志布志港において岸壁等の整備を進め
ている。

（３）	国際競争力の強化に向けた航空物流機能
の高度化

我が国の国際航空貨物輸送については、今後
も伸びが期待されるアジア発着貨物を積極的に
取り込むため、首都圏空港の機能強化や関西国
際空港の貨物ハブ化の推進、中部国際空港の利
活用の促進に向けた取組等を進めている。

（４）	農林水産物・食品の輸出拡大に向けた物
流の改善

農林水産物・食品の輸出拡大に向けて、輸配
送の共同化や輸送網の集約等による物流の効率
化、輸出拠点となる港湾における温度・衛生管
理が可能な荷さばき施設の整備への支援等に取
り組むとともに、我が国の質の高いコールド
チェーン物流サービスの国際標準化を推進して
いる。

（５）	我が国物流システムの海外展開の推進
サプライチェーンのグローバル化が深化する

中、我が国の産業の国際競争力を維持・向上さ
せていくためには、質の高い国際物流システム
の構築が求められている。しかし、我が国の物
流システムのアジア地域への展開に当たって
は、相手国の制度上・慣習上等の課題が存在し
ている。
このため、物流パイロット事業、政府間での

政策対話、㈱海外交通・都市開発事業支援機構
（JOIN）による物流関連インフラ整備への資金
支援、人材育成事業、物流システムの国際標準
化の推進等を通じ、官民連携により物流システ
ムの海外展開に向けた環境整備を図っている。

（６）	国際物流機能強化に資するそのほかの施策
大都市圏における国際物流の結節地域である

国際港湾等周辺及び物流・産業の拠点である港
湾において物流拠点及び物流施設の整備・再整
備を推進することにより、大規模災害時におけ
る防災機能の向上を図りつつ、都市環境の改善
と併せた国際競争力の強化及び効率的な物流網
の形成を図る。
国際物流については、ウクライナ情勢の影響

や海外港湾の混雑等の様々なサプライチェーン
の途絶リスクを踏まえ、我が国企業にとって代
替的な輸送オプションを確保し、強靱なサプラ
イチェーンの構築を図るため、従来の輸送手
段・ルートを代替又は補完する輸送手段・ルー
トについて実態調査や実証輸送を実施してい
る。

	 	ୈ̏અ�	 産業の活性化

鉄道関連産業の動向と施策
（１）	鉄道事業の概況
鉄道の旅客輸送量は、1980年代後半にかけ

て大きく伸び、近年は人ベース、人キロベース
ともに緩やかな増加傾向にあったが、令和２年
度以降は新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、減少している。令和４年度時点の旅客輸送

量はコロナ禍前の令和元年と比べて、約８割程
度まで回復している。
令和４年度の鉄道の旅客輸送量は、人ベース

では対元年度比約17％減の約210億人、人キ
ロベースでは対元年度比約19％減の約3,528
億人キロとなっている。全国に218社ある事
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業者をカテゴリ別に分けて旅客輸送量を見る
と、人ベースでは、都市部に通勤路線等を多く
持つ大手民鉄（16社）やJR（６社）がそれぞ
れ約４割前後で多く、次に地方交通（175社）、
都市部で地下鉄や路面電車を運営する公営（11
社）である。一方、人キロベースでは、新幹線
をはじめ幹線輸送網を有するJRが６割を超え、
大手民鉄の約2倍となっている。

（２）鉄道事業
①鉄道分野の事業基盤強化に向けた取組
人材不足に対応し、特に経営の厳しい地域鉄

道におけるコスト削減等を図るため、踏切があ
るなどの一般的な路線での自動運転の導入促進
に向けた要素技術の開発、無線通信技術の活用
により信号機等の地上設備の削減を可能とする
地域鉄道向けの無線式列車制御システムの開
発、鉄道車両における屋根上検査業務の自動化
に向けた画像解析手法の開発等、鉄道分野にお
ける生産性向上に資する取組を推進する。
また、担い手確保のため、鉄道の運賃水準の

算定根拠となる収入原価算定要領について、賃
金上昇を適切に運賃に反映できるよう人件費の
算定方法等の見直しを行った。さらに、特定技
能制度の活用による外国人材の受入れ、動力車
操縦者試験の受験資格の見直し（年齢要件の引
下げ）等の取組を進めている。

② JRの完全民営化に向けた取組
かつての国鉄は、公社制度の下、全国一元的

な組織であったため、適切な経営管理や地域の
実情に即した運営がなされなかったこと等か
ら、巨額の長期債務を抱え経営が破綻した。こ
のため、昭和62年４月に国鉄を分割民営化し、
鉄道事業の再生が行われたところである。
令和６年４月には、JR各社の発足から37年

を迎えた。国鉄の分割民営化によって、効率的
で責任のある経営ができる体制が整えられた結
果、全体として鉄道サービスの信頼性や快適性
が格段に向上し、経営面でも、JR東日本、JR

西日本及びJR東海に続いてJR九州も完全民営
化されるなど、国鉄改革の所期の目的を果たし
つつある。一方で、JR北海道、JR四国及びJR
貨物については、未だ上場が可能となるような
安定的利益を計上できる段階には至っていない
ため、国としても、設備投資に対する助成や無
利子貸付け等、経営自立に向けた様々な支援を
行ってきた。しかしながら、JR北海道及びJR
四国については、地域の人口減少や他の交通手
段の発達、低金利による経営安定基金の運用益
の低下等に加え、新型コロナウイルスの感染拡
大後の利用者の行動変容により、その経営環境
はより一層厳しさを増している。また、JR貨
物については、近年は経常黒字を計上している
年度もあるものの、災害等の影響を受けやすい
など安定的な事業運営にはなお課題が残されて
いる。
こうした背景を踏まえ、令和３年度以降も各

社の経営状況に応じた適切な支援を講じ、各社
の完全民営化に向けた経営自立を図っていくこ
とを目的に、３年３月に「日本国有鉄道清算事
業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改
正する法律」（令和３年法律第17号）が可決・
成立し、各社への支援の期限が延長された。こ
れに基づき、３年度より、各社に対して経営安
定基金の下支え、安全に資する設備投資や修繕
費に対する助成金の交付、省力化・省人化に資
する設備投資のための出資、DES（債務の株
式化）等、経営自立に向けた支援を順次実施し
ている。

（３）鉄道車両工業
鉄道新造車両の生産金額は、国内向けは令和

３年度から増加傾向である一方、輸出向けはそ
の年の受注状況によって波がある。令和５年度
の生産金額は2,178億円（1,542両）であった。
生産金額の構成比は国内向け82.4％（1,794
億円）、輸出向け17.6％（383億円）であり、
前年度比は国内向け11.3％減少、輸出向け
26.2％減少であった。
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また、鉄道車両部品（動力発生装置、台車等）
の生産金額は4,347億円（前年度比15.2％増）、
信号保安装置（列車自動制御装置用品、電気連
動装置等）の生産金額は1,356億円（前年度比
5.8％増）となっている。

車両メーカー等は、鉄道事業者と連携し、高
速化、安全性・快適性等の向上、低騒音・バリ
アフリーといった様々な社会的ニーズを満たす
車両の開発を進めている。

自動車運送事業等の動向と施策
（１）旅客自動車運送事業
バス事業（乗合・貸切）、タクシー事業につ

いては、新型コロナウイルス感染症の拡大等に
より、輸送人員・運送収入が大きく減少し、依
然としてコロナ禍前の水準に戻っていないとこ
ろである。
こうした中で、バスの運転者については、令

和元年度から令和４年度において約2.4万人が
減少した。また、タクシーの運転者について
は、同期間において約５万人減少した一方、運
賃改定により経営基盤が回復したこともあり、
令和５年３月末に底を打ち増加傾向にある。い
ずれにせよ、バス・タクシー運転者の確保は、
依然として地域住民や観光客の移動手段確保の
観点から喫緊の課題である。
こうした運転者不足を解消するため、令和５

年度補正予算に引き続き、令和６年度補正予算
において、第二種運転免許取得支援を含む人材
確保支援を実施することとした。具体的には、
事業者が負担する第二種運転免許取得費用に加
え、人材確保セミナーの開催経費やPR資料の
作成等の広報業務等についても補助対象として
おり、不足する人員を事業者が確保するために
必要な支援を行うこととしている。
また、自動車運送事業の給与水準は他産業に

比べて低く、職業としての魅力を高めるために
も賃金を上げていくことが重要である。
そこで、乗合バスについては、令和５年度ま

でに、人件費の算出方法の見直しや地方運輸局
への認可権限の大幅な委任と申請書類の簡素化
による審査の迅速化を行い、事業者による賃上
げ等の労働条件改善を目的とした積極的な運賃
改定の実施を促し、令和２年４月以降令和６年
末までに、126事業者で運賃改定がされた。
また、タクシーについては、令和６年12月

に運賃ブロック見直したことにより、定期的な
改定を可能としており、令和２年４月以降令
和６年度末までに99地域で運賃改定を実施し、
賃金引上げに向けた取組を進めている。
また、貸切バスについても、令和５年８月に

新運賃の公示を行い、同年10月より順次適用
開始されたところであり、今後も定期的に公示
運賃の見直しを行うことにより、賃上げ等の労
働条件改善に向けた取組を後押ししていくこと
としている。
こうした取組により、バス運転者の平均年間

給与は令和４年の399万円から令和６年には
463万円に増加し、タクシー運転者の平均年間
給与は令和４年の361万円から令和６年には
418万円に増加した。このような賃金の引上げ
の状況が継続するよう、引き続き必要な支援を
していく。
他方、主に訪日外国人旅行者を相手として行

われる、道路運送法（昭和26年法律第183号）
に違反する自家用車を使用したタクシー行為、
いわゆる「白タク」行為については、関係機関

2

【関連データ】・乗合バスの輸送人員、営業収入の推移
　　　　　　・貸切バス事業の概況
　　　　　　・タクシー事業の現状
　　　　　　URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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と連携して対応してきたところであり、令和５
年度以降、訪日外国人旅行者が増加している状
況を踏まえ、主要空港等において白タク防止を
呼びかける啓発活動等を実施し、旅行者の安
全・安心を確保できるよう白タク行為防止対策
を強化しているところである。

（２）自動車運転代行業
自動車運転代行業は、飲酒時の代替交通手

段として活用されており、令和６年12月末現
在、総事業者数7,558者となっている。これま
で、自動車運転代行業の健全化及び利用者の利
便性・安心感の向上を図るための施策等を推進
している。令和６年度には、今後の運転代行業
の適正化について、自動車運転代行関係団体と
意見交換を実施した。

（３）貨物自動車運送事業（トラック事業）
トラック事業者数は長期にわたり増加してい

たが、平成20年度以降はほぼ横ばいで推移し
ており、足下では約63,000者となっている。
中小企業が99％を占めるトラック運送事業で
は、他産業と比較して、労働時間が長く、低賃
金にあることから、担い手不足が課題となって
いる。こうした中、物流産業を魅力ある職場と
するため、昨年４月よりトラックドライバーに
対し時間外労働の上限規制が適用された一方
で、何も対策を講じなければ物流の停滞が生じ
かねない「2024年問題」に直面している。こ
のため、昨年策定された「2030年度に向けた
政府の中長期計画」等に基づいて様々な取組を
進めており、「標準的運賃」については、周知・
浸透に取り組んでいるほか、昨年４月に成立し
た、物流効率化や取引環境適正化を図るための
規制を盛り込んだ改正物流法については、改正

内容の周知・徹底を行っている。加えて、同年
11月に改組を行ったトラック・物流Ｇメンに
よる荷主・元請事業者への監視体制を強化する
とともに、昨年８月に立ち上げた「トラック運
送業における多重下請構造検討会」において、
トラック運送業における過度な多重取引構造の
是正に向けた対応策を検討していく。

（４）自動車運送事業等の担い手確保・育成
ヒト・モノの輸送を担っている自動車運送事

業等は、日本経済及び地域の移動手段として重
要な社会基盤産業であり、深刻化する担い手不
足は、解決すべき喫緊の課題である。
自動車運送事業においては、職場環境改善に

向けた各事業者の取組を「見える化」するため
の運転者職場環境良好度認証制度の普及を推進
しているほか、業種別に様々な対策に取り組ん
でいる。バス・タクシーについては、賃金引上
げ実現に向けた運賃改定の円滑な実施や第二種
運転免許取得支援の導入等により、人材確保に
取り組んでいる。トラックについては、荷主や
消費者等も巻き込んだ「ホワイト物流」推進運
動や賃金引き上げに向けた標準的運賃の周知・
浸透、大型・けん引運転免許取得支援等に取り
組んでいる。このほか、2024年３月、特定技
能制度の対象分野に自動車運送業分野等、４分
野を新たに追加することが閣議決定されたこと
を受け、自動車運送業分野においては特定技能
１号評価試験を開始するなど、特定技能外国人
の早期受入れに向けて必要な対応を進めてい
る。自動車整備については、「自動車整備の高
度化に対応する人材確保に係る検討WG」を
設置し、産学官が協力して人材確保・育成に取
り組んでいる。

【関連データ】
トラック事業者数の推移
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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海事産業の動向と施策

注 ɻܭըͷೝఆ੍౓͕։࢝͞ΕͯҎ߱ͷྦྷܭ֤　5

（１）海事クラスターの強靱化
四面を海に囲まれる我が国には、海運業、造

船・舶用工業、船員を中核分野に、船舶貸渡
業、港湾関連業等、金融保険、教育機関など関
連分野の集積した「海事クラスター」が形成さ
れている。国際競争の激化等により、中核分野
のいずれが欠けても「海事クラスター」全体の
維持が困難となり、経済・国民生活・経済安全
保障等に大きな影響が生じる。環境技術・自動
運航技術を新たな競争力の源として、各種施策
とともに、海事クラスターの強靱化を図る必要
がある。
造船・海運分野の競争力強化に向け、令和３

年５月に成立した「海事産業の基盤強化のため
の海上運送法等の一部を改正する法律」に基づ
き、各種支援を行っている。
具体的には、造船・舶用事業者が生産性向

上等に取り組む「事業基盤強化計画」につい
て42件（58社）注5、事業基盤強化計画の認定を
受けた造船事業者が建造し、安全・低環境負荷
で船員の省力化に資する高品質な船舶を海運事
業者が導入する「特定船舶導入計画」について
78件（80隻） 注5をそれぞれ認定した。認定事
業者に対しては、税制特例及び政府系金融機関
からの長期・低利融資等の措置が必要に応じて
講じられている。
また、船員の働き方改革を推進するため、船
員の労務管理の適正化等に取り組むとともに、
「海技人材の確保のあり方に関する検討会」の
中間とりまとめで示された快適な海上労働環境
形成の促進に資する仕組みの導入等の対応策の

具体化を進めるほか、内航分野における内航海
運業者と荷主間の取引環境の改善や生産性の向
上に取り組んでいく。

（２）造船・舶用工業
①造船・舶用工業の現状
貿易を海上輸送に依存している我が国におい

て、造船・舶用工業は、経済安全保障上不可欠
であるとともに、地域経済・雇用に貢献してい
る。また、我が国の艦艇・巡視船はすべて国内
で建造・修繕されており、造船・舶用工業は我
が国の安全保障を支える重要な産業である。
船舶は我が国と中国・韓国で世界需要の９割

以上を建造しており、し烈な国際競争を繰り広
げている。そのような中、我が国の造船・舶用
工業は、ゼロエミッション船等の次世代船舶の
供給体制の構築及び人手不足の深刻化等、依然
として様々な課題に直面している。我が国船舶
産業がこれらの課題に立ち向かい、国際競争力
を高め、引き続き我が国の経済・社会を支えて
いくため、令和６年７月、産官学から成る「船
舶産業の変革実現に向けた検討会」において、
「2030年の次世代船舶受注量におけるトップ
シェア確保」という目標及びそれを実現するた
めのロードマップを作成した。今後は、目標達
成に向けて、以下の取組を推進していく。

②造船・舶用工業の国際競争力強化のための取組
今後の世界の造船市場においては、新造船の

建造需要が更に拡大すると見込まれており、そ
の中では、水素、アンモニア等を燃料とするゼ

3

【関連リンク】
「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000512.html

【関連リンク】
事業基盤強化計画・特定船舶導入計画（海事産業強化法）
URL：https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk5_000068.html
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ロエミッション船等の需要への対応が必要とな
る。一方で、我が国の人口減少に伴い、人手不
足が深刻化している。そのため、我が国船舶産
業においては、生産性の向上及び人材の確保・
育成等を推進する必要があるほか、我が国にお
ける安定的な海上輸送の確保という経済安全保
障上の課題にも対応していく必要がある。
ゼロエミッション船等の需要への対応につい

ては、それら船舶の供給体制を整えるため、令
和６年度から、環境省等と連携し、それらの新
燃料に対応した舶用機器の生産設備及び造船所
においてそれらの機器を艤装するための設備の
整備に対する支援を行っている。
我が国の造船・舶用工業の生産性向上に向け

ては造船所等のデジタル・トランスフォーメー
ション（DX）に関する技術開発等への支援を
行っている。令和７年度からは、ロボット等
により複雑な製造工程を自動化する技術（DX
オートメーション技術）の開発等への支援を
行っていく。
人材の確保・育成に関しては、船舶産業の魅

力の向上・発信及び新燃料船に対応する専門人
材の育成促進に向け、産学官による検討等を進
めている。
また、外国人材の多能工化に対応するため、
令和元年度より開始された「特定技能制度」に
ついて、６年３月に造船・舶用工業分野の業務
区分注6の再編を行い、外国人材が従事可能な作
業範囲を拡大したほか、現在の「技能実習制度」
に替わるものとして、９年４月から「育成就労制
度」の運用が開始される予定のところ、こうした
動きも踏まえつつ、引き続き、巡回指導の実施等
により、外国人材の適正な受入れを進めていく。
経済安全保障の観点からは、「経済施策を一
体的に講ずることによる安全保障の確保の推進

注 6　༹઀ɺృ૷ɺమ޻ɺ্͛࢓ɺػցՃ޻ɺిثػؾ૊ཱͯͷ̒ۀ຿۠෼͔Βɺ଄ધɺഫ༻ػցɺഫ༻ిثػࢠిؾͷ̏ۀ
຿۠෼΁ݟ௚͠͞Εͨɻ

注 7　੓෎ۚܥ༥ؔػʹΑΔધഫ༌ग़΁ͷ༥ࢿͷۚར΍ঈؐؒظ౳ʹؔ͢Δࡍࠃతͳϧʔϧɻ
注 8　ຖ೥ͷརӹʹԠͨ͡๏ਓ੫ֹͷࢉग़ʹ୅ΘΓɺધഫͷτϯ਺ʹԠͨ͡ҰఆͷΈͳ͠རӹʹ͍ͯͮج๏ਓ੫ֹΛࢉग़͢Δ

੫੍ɻੈքͷओཁւӡࠃʹ͓͍ͯ͸ɺಉ༷ͷ੫੍͕ಋೖ͞Ε͍ͯΔɻ

に関する法律」に基づき、特定重要物資に指定
された船舶用機関（エンジン）・航海用具（ソ
ナー）・推進器（プロペラ）について、安定的
な供給体制の確保を図るため、これまでに11
件の供給確保計画の認定を行い、設備投資に必
要な支援を講じている。引き続き、当該制度の
適切な運用を通じて、サプライチェーン強靱化
の取組を支援していく。
また、「デジタル技術を用いた高性能次世代

船舶開発技術」が同法に基づく特定重要技術の
１つとして位置付けられたことを受けて、船舶
の開発・設計・建造の効率や船舶の性能を革新
的に高める技術（バーチャルエンジニアリング
技術）の研究開発支援を行っていく。
加えて、激しい国際競争が繰り広げられる造

船分野において、公正な競争条件を確保するた
め我が国は、経済協力開発機構（OECD）造
船委員会において、コストを船価に適切に反映
しないような不当廉売の抑止や市場歪曲的な公
的支援の抑制に取り組んでいるほか、船舶関連
の公的輸出信用アレンジメント注7の改定の議論
を通じて環境に配慮した船舶の輸出促進に向け
ても取り組んでいる。

（３）海上輸送産業
①外航海運
外航海運は、経済安全保障の確保に重要な役

割を果たしていることから、日本船舶・日本人
船員を確保することは極めて重要である。この
課題に対処するため、「海上運送法」に基づき、
日本船舶・船員確保計画の認定を受けた本邦対
外船舶運航事業者が確保する日本船舶等（航海
命令発令時に日本籍化が可能である外国船舶
（準日本船舶）を含む。）について、トン数標準
税制注8を適用し、安定的な海上輸送の早期確保
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を図っている。
さらに、令和５年４月に成立した「海上運送

法等の一部を改正する法律」にて創設された外
航船舶確保等計画の認定制度が同年７月より施
行された。認定を受けた上記の計画に基づき導
入する一定の船舶について、特別償却率を最大
32％まで引き上げることにより、外航船舶の
日本船主による計画的な導入・確保を促進して
いる。

②国内旅客船事業
国内旅客船事業は地域住民の移動や生活物資

の輸送手段として重要な役割を担う一方、令
和５年度の国内旅客船事業の輸送需要は約74
百万人（４年度比約17％増）であるが、燃油
価格高騰等も相まって、経営環境は厳しい状況
にある。このため、独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構の船舶共有建造制度や税制
特例措置により省エネ性能の高い船舶の建造等
を促進している。さらに、海運へのモーダルシ
フトを一層推進するため、モーダルシフトに最
も貢献度の高かったと認められる事業者を表彰
する「海運モーダルシフト大賞」を元年度に創
設し、表彰を実施している。

③内航海運
令和４年度の内航海運の輸送量は1,540億ト

ンキロであり、国内物流の約４割、産業基礎物
資輸送の約８割を担っており、モーダルシフト
の受け皿としても重要である。
一方で、内航船舶は、船齢が法定耐用年数

（14年）以上の船舶が全体の約７割を占めてい
る。また、内航船員全体の年齢構成は徐々に若
返りが進んでおり、50歳以上の割合も他産業
と同水準に推移しているが、近年、若年船員が
増加傾向であり、定着促進が課題となってい
る。さらに、内航海運業者の99.7％が経営基

盤の脆弱な中小企業であり、寡占化された荷主
企業への専属化・系列化が固定化しているとい
う業界構造になっており、こうした状況の改善
が課題である。
これらの課題や環境の変化に対応するため、

令和４年４月に施行された改正内航海運業法で
は、内航海運業に係る契約の書面交付の義務
化、「荷主に対する勧告・公表制度」、「船舶管
理業の登録制度」等を創設し、例えば、船舶管
理業者については、347社（令和6年度末現在）
まで増加した。また、「内航海運業者と荷主と
の連携強化のためのガイドライン」の周知や、
荷主業界と内航海運業界との意見交換の場であ
る「安定・効率輸送協議会」等の開催に加え、
令和６年度は商慣習の改善を後押しするため本
ガイドラインの改訂を行うなど、取引環境の改
善や生産性向上等に取り組んでいる。

④港湾運送事業
港湾運送事業は、海上輸送と陸上輸送の結節

点として、我が国の経済や国民の生活を支える
重要な役割を果たしている。令和６年３月末現
在、「港湾運送事業法」の対象となる全国93港
の指定港における一般港湾運送事業等の事業者
数は846者（前年度より10者減）となってお
り、令和５年度の船舶積卸量は、全国で13億
4,300万トン（前年度比1.7％減）となっている。
また、近年、港湾運送事業においても生産年

齢人口の減少等を背景とした担い手不足の実態
にかんがみ、民間事業者による先進的取組事例
の共有、事業者間の協業の促進、適正な取引環
境の実現に向けた取組等を通じ、安定的な港湾
物流の確保を図ることとしている。

（４）船員
船員の確保・育成は我が国経済の発展や国民

生活の維持・向上に必要不可欠であり、国土

【関連データ】
国内旅客船事業者数及び旅客輸送人員の推移
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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交通省では我が国最大の船員養成機関として
独立行政法人海技教育機構（JMETS）を活用
し、優秀な船員を育成している。外航船員につ
いて、経済安全保障等の観点から、一定数の日
本人船員の確保・育成に取り組んでいる。内航
船員について、船員教育機関を卒業していない
者を対象とした短期養成課程の支援や船員を計
画的に雇用して育成する事業者への支援等、若
手船員確保に取り組んでおり、業界関係者の努
力も相まって、若手船員の割合は増加傾向にあ
る。
一方、厳しい労働環境等を背景に若手船員の
定着が課題となっていることから、労務管理責
任者制度の創設等による船員の労務管理の適正
化や船員の健康確保に関する新たな制度を通じ
て、船員の働き方改革の実現に取り組んでいる。

（５）海洋産業
浮体式洋上風力発電の導入拡大に向け、大型
構造物の設計・製造等の技術力や海に面した広

い敷地・製造設備等を有する我が国造船業への
期待が高まっている。国土交通省では、設置・
維持管理に必要な船舶の需要見通しや求められ
る性能等の検討等を行っている。

（６）海事思想普及、海事振興の推進
海洋立国である我が国において、国民の海洋

に対する理解や関心の増進や、暮らしや経済を
支える海事産業の認知度向上は、安定的な海上
輸送及びそれを支える人材の確保のために重要
な取組である。このため、国土交通省は、海事
関連団体等と連携して、海事振興事業及び海洋
教育事業を全国で展開している。令和６年度
には、海事振興事業として「海の日記念行事
2024」を開催し、海や船にまつわる各種ブー
スの展示やステージイベント等を行った。ま
た、海洋教育事業では、児童・生徒・教員・保
護者に対し、出前講座や体験型学習等の場を提
供することで、海洋や海事産業の理解増進を
図った。

航空事業の動向と施策
航空産業を取り巻く状況は、LCCの路線拡

充や訪日外国人の増加等もあり、航空旅客数は
国内・国際ともに７年連続で増加していた。令
和２年２月以降、新型コロナウイルス感染症の
影響により旅客数は大幅に減少したが、我が国

航空企業の輸送実績についてみると、３年度
以降は回復傾向にあり、５年度の国内旅客は
10,481万人（前年度比15.6％増）、国際旅客
は1,766万人（前年度比約85.7％増）となっ
ている。

貨物利用運送事業の動向と施策の推進
貨物利用運送事業は、運送事業者の行うト

ラックや船舶、鉄道、航空の運送を利用するこ
とで、多様な利用者のニーズに対応した貨物の
運送サービスの提供を行っている。近年は、荷
主企業のグローバル化に伴い、荷主企業のニー
ズを踏まえた国際輸送に関する貨物利用運送事

業への関心が高まっている。国際貿易の重要性
が一層高まり、その迅速性が求められる一方
で、輸送の安全確保も重要である。加えて、ト
ラックの輸送力不足や、2050年ネット・ゼロ
の実現の必要性も踏まえ、従来のトラック輸送
から鉄道や船舶へのモーダルシフトに加えて、

4

【関連リンク】
航空輸送統計調査
URL：https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00600360&metadata=1&data=1
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航空物流における定期便の空きスペース等の活
用等、多様な輸送モードを活用した“新モーダ
ルシフト”を推進することとされており、貨物
利用運送事業への参入がますます進展すること

が見込まれることから、国土交通省では監査等
を通じて事業者のコンプライアンスの徹底を図
るなど、安全で確実な物流サービスの確保に取
り組んでいる。

倉庫業の動向と施策
倉庫業は、豊かな国民生活や力強い経済活動
を支える不可欠な社会インフラであり、平時・
災害時を問わず重要な役割を担っている。近年
は、電気料金の高騰、労働力不足、ネット・ゼ
ロへの対応等が必要となっており、国土交通省
においては、引き続き「物流の革新に向けた政
策パッケージ」等を踏まえ、関係省庁等とも連
携して省人化や省CO2型省人化機器等及び再

生可能エネルギー設備の同時導入の支援や脱炭
素型自然冷媒機器の導入支援等の物流のDX・
GXを推進するとともに、新たに、「トラック・
物流Gメン」による倉庫業者からの情報収集
を開始し荷主との取引適正化を図るほか、地域
の産業振興等とも連携した営業倉庫を含む物流
拠点の整備に係る政策のあり方の検討等につい
ても取り組んでいる。

トラックターミナル事業の動向と施策
トラックターミナル事業は、幹線輸送と集
荷、配達とを行う結節点として、国民生活や物
流機能における重要な役割を果たしている。近
年は、高度化・多様化する物流ニーズに対応す

るため、効率的な輸配送に向けた配送センター
機能（仕分け・流通加工等）も有する施設の整
備が進んでいる。

不動産業の動向と施策
（１）不動産業をめぐる動向
①不動産業の動向
不動産業は、全産業の売上高の3.5％、法人

数の12.9％（令和５年度）を占める重要な産
業の１つである。

②地価の動向
令和７年地価公示（令和７年１月１日時点）

によると、全国の地価動向は、全用途平均・住
宅地・商業地のいずれも４年連続で上昇し、上
昇率が拡大した。
住宅地では、低金利環境の継続等により、引

き続き住宅需要は堅調であり、地価上昇が継続
しており、特に、東京圏や大阪圏の中心部等に
おいて高い上昇を示している。また、交通利便

性や生活利便性に優れ、転入者が多い地域で
は、堅調な住宅需要に支えられ、比較的高い上
昇が継続している。
商業地では、主要都市において、店舗・ホテ

ル等の需要が堅調であり、オフィスについても
空室率の低下傾向や賃料の上昇傾向によって収
益性が向上していることなどから、地価上昇が
継続している。また、駅周辺等、マンション需
要との競合が見られる地域では、高い上昇を示
しており、外国人を含めた観光客が増加した観
光地では、引き続き高い上昇となった地点が見
られる。
大手半導体メーカーの工場が進出している地

域では、関連企業も含めた従業員向けの住宅需
要のほか、関連企業の工場用地や事務所・ホテ

6

7

8
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ル・店舗等の需要も旺盛となっており、引き続
き住宅地、商業地、工業地ともに高い上昇と
なっている。

③既存住宅流通の動向
既存住宅の流通市場については、指定流通機

構（レインズ）における令和６年度の成約件数
が20.5万件（前年度比12.2％増）となった。

（２）不動産業の現状
宅地建物取引に係る消費者利益の保護と流通

の円滑化を図るため、「宅地建物取引業法」の
的確な運用に努めている。令和５年度末におい
て、宅地建物取引業者数は130,583業者であ
る。
国土交通省及び都道府県は、関係機関と連携

しながら苦情・紛争の未然防止に努めるととも
に、同法に違反した業者には、厳正な監督処
分を行っており、５年度の監督処分件数は167
件（免許取消97件、業務停止33件、指示37
件）となっている。
不動産管理業については、マンション管理

業・住宅宿泊管理業・賃貸住宅管理業それぞれ
法律に基づき管理業を営む者に係る登録制度を
設け、適正な業務運営を確保するための措置を
実施している。マンション管理業については、
立入検査や指導監督を行い管理の適正化を図る
とともに、令和６年度には管理業者が管理者と
なる方式の留意事項を示したガイドラインを整
備した。また、住宅宿泊管理業については、令
和５年に新設された講習制度を適切に運用する
とともに、立入検査等を行い関係法令等の遵守
徹底等を図っている。賃貸住宅管理業について
は、登録の義務化（令和３年６月施行）によ
り、法施行前の任意登録制度での登録数5,104
件を上回る9,881件の登録（令和７年３月末日

注 ɻܭ߹Λֹ࢈ࢿͼ౔஍ͷٴங෺ߏ෺ɺݐʹΛ΋ͱࢉܭࡁܦຽࠃ　9
注 10　+ ϦʔτɺืࢲϦʔτɺෆಈ࢈ಛఆڞಉۀࣄɻ
注 11　ෆಈ࢈ಛఆڞಉۀࣄʹ͍ͭͯ͸ɺྩ࿨̑೥౓຤࣌఺ͷ਺஋Λ࢖༻ɻ
注 12　τʔΫϯͱ͍͏ܗͰσδλϧԽ͞Εͨূ݊ɻ

時点）が行われており、立入検査や指導監督、
法律の解釈・運用の考え方の普及・啓発等によ
り、事業の適正な運営の確保に努めている。

（３）市場の活性化のための環境整備
①不動産投資市場の現状
我が国における不動産の資産額は、令和５年

末現在で約3,137兆円となっている注9。
国土交通省では、令和12年までにリート

等注10の資産総額を約40兆円にするという目標
を設定しているところ、不動産投資市場の中
心的存在であるJリートについては、令和７年
３月末現在、57銘柄が東京証券取引所に上場
されており、対象不動産の総額は約23.8兆円、
私募リートと不動産特定共同事業を合わせて約
32.2兆円注11となっている。
Jリート市場全体の値動きを示す東証REIT

指数は、令和６年４月から９月まではおおむね
1,700ポイント台から1,800ポイント台を推移
し、同年10月からは下落して1,600ポイント
台で推移した後、令和7年2月以降はやや上昇
して1,700ポイント前後を推移した。また、J
リートにおける令和６年度の１年間における資
産取得額は、約1.2兆円となった。

②不動産特定共同事業の推進
不動産特定共同事業の意義・活用のメリッ

トや好事例等をまとめた「不動産特定共同事
業（FTK）の利活用促進ハンドブック」を更
新・周知した。また、地域における不動産特定
共同事業の普及促進に向けたセミナーやウェビ
ナー、ネットワーク形成のための会議の開催や
不動産特定共同事業契約に基づく権利を表象し
たセキュリティトークン注12に関する情報提供
資料の公表等、民間の資金・アイデアを活用し
た老朽・遊休不動産の再生の推進に向けた取組
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を実施した。

③ ESG投資等による良好な不動産の形成促進
我が国不動産へのESG投資を促進するため、

不動産分野TCFD対応ガイダンス及び「社会
的インパクト不動産」の実践ガイダンスの普及
啓発を行うとともに、改修時期を迎えた中小ビ
ルについて、社会課題に対応する改修事例を調
査し、ESG改修投資の拡大加速を図る。また、
環境不動産等の良質な不動産の形成を促進する
ため、耐震・環境不動産形成促進事業において
は、令和６年度には約21.6億円の出資を決定
した。

④不動産に係る情報の環境整備
国土交通省では、不動産市場の透明化、不動

産取引の円滑化・活性化等を図るため、以下の
とおり、不動産に係る情報を公表している。

ʢΞʣෆಈ࢈৘ใϥΠϒϥϦ
地価公示等の価格情報、防災情報、都市計画

情報、周辺施設情報等の不動産に関するオープ
ンデータを利用者のニーズに応じて地図上に分
かりやすく表示するWebGISシステムを令和
６年４月１日より公開している（令和6年度時
点累計PV数:17,979,921回）。掲載情報の一
部については、API連携で民間事業者等へ提供
しており、不動産取引の円滑化に寄与してい
る。今後は、不動産取引の活性化や防災・まち
づくり等に資するシステムとするために、ユー
ザーニーズを踏まえながら、掲載コンテンツの
充実やシステムの基盤的な機能強化を行う。

ʢΠʣෆಈ࢈औҾՁ֨৘ใ
全国の不動産の取引価格等の調査を行ってい

る。調査によって得られた情報は、個別の物件
が特定できないよう配慮した上で、国土交通省

ホームページ（不動産情報ライブラリ）で、取
引された不動産の所在、面積、価格等を四半期
ごとに公表している（令和７年３月末現在の提
供件数は、約547万件）。

ʢ΢ʣෆಈ࢈Ձ֨ࢦ਺
国際通貨基金（IMF）等の国際機関が作成し

た基準に基づき、不動産価格指数（住宅）を毎
月、不動産価格指数（商業用不動産・試験運
用）を四半期ごとに公表している。即時的な動
向把握を可能とするため、令和２年６月より、
季節調整を加えた指数の公表を開始した。

ʢΤʣطଘॅ୐ൢചྔࢦ਺
令和２年４月より、建物の売買を原因とした

所有権移転登記個数を基に、個人が購入した既
存住宅の販売量に係る動向を指数化した「既存
住宅販売量指数」の公表（試験運用）を開始し
た。

ʢΦʣ๏ਓऔҾྔࢦ਺
令和４年３月より、建物の売買を原因とした

所有権移転登記件数を基に、法人が購入した既
存建物の取引量に係る動向を指数化した「法人
取引量指数」の公表（試験運用）を開始した。

⑤市場の活性化のための環境整備
既存住宅の流通促進を図るため、建物状況調

査（インスペクション）の活用促進や、建物状
況調査が行われた既存住宅であること等を示す
「安心Ｒ住宅」制度等を通じ、消費者が安心し
て既存住宅を取引できる市場環境の整備を推進
している。さらに、令和６年６月に「不動産業
による空き家対策推進プログラム」を公表し、
不動産取引に関するノウハウを有する不動産業
が、地域とともに新しい価値を創造していくこ
とを図るとともに、「全国版空き家・空き地バ

【関連リンク】
不動産情報ライブラリ
URL：https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
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ンク」の活用促進を通じて、空き家等の取引を
促進している。
加えて、「宅地建物取引業法」改正（令和４

年）により可能となった不動産取引における書
面の電磁的方法による提供等に関し、不動産事
業者向けの新たな導入・活用支援ツールの公
表、不動産取引契約に伴う各種業務や手続への
デジタル技術の導入・活用に係る実証事業の実
施等、不動産取引のオンライン化に係る環境整
備を行った。

⑥土地税制の活用
令和７年度税制改正においては、不動産市場

の資金調達力強化の観点から、一層の不動産証
券化の拡大を図るため、リート及び特定目的会
社が取得する不動産に係る特例措置を継続する
こととした。加えて、不動産特定共同事業にお
いて取得される不動産に係る特例措置について
は適用期限を延長するとともに、要件を一部見
直したうえ不動産取得後の着工までの期間の要
件を緩和することとした。
このほか、地域福利増進事業に係る固定資産

税等の課税標準の特例について適用期限の延長

を行った。

⑦「不動産 ID」の活用による不動産関連情報
の連携・活用促進
我が国の不動産については、各主体が保有す

る不動産データの住所や地番に表記ゆれが存在
するために物件情報の照合やデータ連携が困難
となっている。不動産IDは、全国の不動産そ
れぞれに番号（不動産ID）を付与し、不動産
IDを連携キーとして用いることにより、各不
動産情報の名寄せや連携をスムーズに行えるよ
うにするものである。令和６年度より、建物に
関する不動産ID（建物ID）については、日本
郵便株式会社の保有するデータを用いることと
しており、令和９年度中の一部試験運用の開始
を目指して検討を推進している。

⑧不動産鑑定評価の信頼性の向上
不動産市場を支える制度インフラである不動

産鑑定評価の信頼性を更に向上させるため、不
動産鑑定業者に対する立入検査等を内容とする
鑑定評価モニタリングを引き続き実施した。

公共工事の品質確保
国土交通省では、「公共工事の品質確保の促

進に関する法律（公共工事品確法）」、「公共工
事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
（入札契約適正化法）」、「建設業法」を改正する
「第三次・担い手３法」が令和６年６月に成立
したことを踏まえて、市町村をはじめとするす
べての公共工事の発注者が具体的な取組を進め
るよう求めている。

（１）発注者責務を果たすための取組
「第三次・担い手３法」の成立を受け、令和
６年12月には、「公共工事の入札及び契約の適
正化を図るための措置に関する指針」（適正化
指針）及び「公共工事の品質確保の促進に関す

る施策を総合的に推進するための基本的な方
針」の改正が閣議決定された。また、７年２月
には、「発注関係事務の運用に関する指針」が
改正された。国土交通省では、これらの指針を
踏まえた発注関係事務の適切な運用に向けて
様々な取組を行っている。また、各発注者にお
いて発注関係事務が適切に実施されているかに
ついて、毎年、「入札契約適正化法等に基づく
実態調査」等を行い、その結果を公表するとと
もに、これらの結果を「見える化」した「適正
化マップ」を作成している。

①地域の実情等を踏まえた発注
国土交通省では、直轄工事の発注にあたり、

9
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地域の実情を踏まえ、競争参加資格や発注規模
を適切に設定し、計画的に発注を行いつつ、企
業や技術者の技術力を評価する総合評価落札方
式の活用をはじめとして、多様な入札契約方式
を適切に選択している。また、地方公共団体等
の公共発注者に対しても、地域の実情に応じた
適切な規模での発注について働きかけている。

②適正な予定価格の設定
公共工事の品質確保と担い手の育成・確保に

必要な適正な利潤の確保のため、国土交通省直
轄工事では、予定価格の設定に当たっては、適
切に作成された仕様書及び設計図書に基づき、
賃金の上昇や資機材価格の高騰等を含む市場に
おける労務・資材等の最新の実勢価格を適切に
反映しており、地方公共団体に対しても適正な
予定価格の設定について様々な機会を通じて働
きかけを行っている。また、公共建築工事積算
基準とその運用に係る各種取組を取りまとめ
た「営繕積算方式」活用マニュアルを令和７年
３月に改訂するなど、積算に係る最新の各種基
準・マニュアル類の整備・周知にも努めてい
る。

③適正な工期設定
国土交通省では、直轄工事において適正な工

期を設定するための具体的かつ定量的な工期設
定指針を策定している。また、令和６年３月に
中央建設業審議会が改定した「工期に関する基
準」においては、時間外労働規制を遵守した適
正な工期設定や、猛暑日を作業不能日として考
慮すること等が明記された。これを踏まえ、週
休２日の確保や改正規定の周知徹底等、工期の
適正化に向けて発注者等に働きかけを行ってい
る。

④施工時期の平準化
繰越明許費や国庫債務負担行為の適切な活用

により、翌年度にわたる工期設定等の取組につ
いて国土交通省の事業において実施するととも

に、地方公共団体における平準化の進捗・取組
状況を把握・公表する「見える化」等により、
平準化の促進を図っている。

⑤ダンピング対策
ダンピング受注は建設業の健全な発達を阻害

することから、地方公共団体に対して低入札価
格調査制度及び最低制限価格制度の適切な活用
や、調査基準価格及び最低制限価格の見直しに
よりダンピング対策の実効性の確保をするよ
う、あらゆる機会を通じて求めてきた。この結
果、令和元年11月時点で95団体あった未導入
団体は、６年７月時点で69団体まで減少した。
また、各市区町村における工事・業務に関する
ダンピング対策の取組状況を把握・公表する
「見える化」等により、取組の適切な見直しを
求めている。

⑥適切な設計変更
国土交通省直轄工事では、設計図書に施工条

件を適切に明示するとともに、必要があると認
められたときは、適切に設計図書を変更してい
る。また、「入札契約適正化法」において、資
機材の高騰時等における受注者からの請負契約
の変更の申し出に対し、発注者が誠実に協議に
応じることが義務とされたほか、「適正化指針」
において、「設計変更ガイドライン」の策定・
公表及びこれに基づいた適正な手続の実施に努
めることが明記された。これらを踏まえ、地方
公共団体に対して適切な設計変更が実施される
よう、様々な機会を通じて働きかけを行ってい
る。

（２）発注者間の連携・支援
国土交通省では、公共工事の品質確保等に資

する各種取組について、「地域発注者協議会」、
「国土交通省公共工事等発注機関連絡会」、「地
方公共工事契約業務連絡協議会」等を通じて、
情報共有を実施し、発注者間の一層の連携に努
めている。また、都道府県公共工事契約連絡協
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議会との更なる連携体制の強化を通じて、市町
村等に対して直接入札制度の改善の働きかけを
行っている。

注 ʣɺྩ࿨ݴʢఏ͚ͯ޲ʹ෷͍ࢧඅͷద੾ͳܦΔ҆શӴੜ͚͓ʹࣄ޻ઃݐ　13 4೥ 6݄ 27೔ୈ 7ճݐઃࣄ޻ʹ͓͚Δ҆શ
Ӵੜܦඅͷ֬อʹؔ͢Δ࣮຿ऀݕ౼ձɻ

（３）受発注者間の意思疎通の緊密化等
「防災・減災、国土強靱化のための５か年加
速化対策」等による公共工事の円滑な施工確保
を図るため、地域の受発注者間の連携・意思疎
通を促している。

持続可能な建設産業の構築
（１）建設産業を取り巻く現状と課題
建設産業は、社会資本の整備を支える不可欠

の存在であり、都市再生や地方創生等、我が国
の活力ある未来を築く上で大きな役割を果たす
とともに、震災復興、防災・減災、老朽化対策
等、「地域の守り手」としても極めて重要な役
割を担っている。一方、建設業の現場では担い
手の高齢化が進んでおり、将来的な担い手の確
保が課題となっており、処遇改善、働き方改革
の推進、生産性向上等を推進するための取組を
進めていく必要がある。また、平成28年12月
に成立した「建設工事従事者の安全及び健康の
確保の推進に関する法律」及び同法に基づく基
本計画に基づき、安全衛生経費が下請まで適切
に支払われるような施策の検討を進めてきた検
討会の提言注13を踏まえ、安全衛生対策項目の確
認表及び安全衛生経費を内訳として明示するた
めの標準見積書の作成・普及等の取組を進める。

（２）建設産業の担い手確保・育成
建設産業は、多くの「人」で成り立つ産業で

ある。建設業就業者数は近年、横ばいで推移し

ているが、今後、高齢者の大量離職が見込まれ
ており、建設産業が地域の守り手として持続的
に役割を果たしていくためには、令和６年度か
らの時間外労働規制の適用も踏まえた働き方改
革を含め、引き続き、将来の担い手の確保・育
成に取り組んでいくことが重要である。
このため、長時間労働の是正を図るととも

に、賃金引き上げに向けた取組や社会保険への
加入徹底、建設キャリアアップシステムの活用
等による処遇改善に加え、教育訓練の着実な実
施による円滑な技能承継に取り組む。また、将
来の労働力人口の減少を踏まえ、建設プロセス
全体におけるICT活用、インフラ分野全体の
DX、技術者制度の合理化、重層下請構造の改
善、書類作成等の現場管理の効率化等による生
産性の向上も図っていく。
また、現下の建設資材の高騰等を反映した請

負代金や工期の設定が図られるよう、取組を進
めていく。
これらに加えて、現場技能者の賃金の原資と

なる労務費等がしわ寄せを受けないよう、高騰
分の適切な価格転嫁が求められているところ、

【関連リンク】
地方公共団体の入札契約適正化の取組状況「見える化」まとめ
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/nyukei-portal/

【関連リンク】
「発注関係事務の運用に関する指針」改正の概要
URL：https://www.mlit.go.jp/tec/content/001860708.pdf

【関連リンク】
『営繕積算方式』活用マニュアルの普及・促進について
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000009.html
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処遇改善、資材高騰による労務費へのしわ寄せ
防止、働き方改革と生産性の向上を大きな柱
に、「持続可能な建設業」の実現に向け、令和
６年６月、建設業法を改正した。
こうした取組を官民一体となって推進し、建

設業への入職を促進し、誇りを持って仕事に打
ち込めるような環境整備に取り組んでいく。
また、将来的に生産性向上や国内人材確保の

取組を行ってもなお不足すると考えられる労働
力を、外国人材の受入れによって中長期的に確
保する必要がある。令和元年度より特定技能
（建設分野）の在留資格で外国人材を受け入れ
ており、現在は38,578人（令和６年12月末
時点）が在留している。国際的な人材獲得競争
が激化する中、我が国が外国人材から「選ばれ
る国」であり続けるための施策を実施するとと
もに、外国人材の円滑な受入れ、適正な就労監
理に引き続き取り組むことで建設業の担い手の
確保を図る。

（３）建設キャリアアップシステムの推進
建設産業における中長期的な担い手の確保・

育成を図るためには、技能労働者がキャリアパ
スや処遇について将来の見通しを持ちながら、
働きがいや希望をもって働くことができる環境
を構築し、業界全体として人材への投資や賃金
設定が適切に行われる好循環を生み出すことが
重要である。
このため、担い手の技能・経験の見える化

や適正な能力評価を業界横断的に進めるため
の建設キャリアアップシステム（CCUS）に
ついて、建設産業の持続的な発展のための業界
共通の制度インフラとして普及を促進するとと
もに、更なる処遇改善等のメリットを技能労働
者が実感できる環境づくりを目指す。具体的に

注 14　ଞਓ͕༗͢Δചֻݖ࠴ͷอূ΍ݖ࠴ͷങऔΓΛ͍ߦɺͦ ͷݖ࠴ͷճऩΛۚ͏ߦ༥ۀࣄձࣾͷ͜ͱɻࡏݱɺۜ ɺܥձࣾࢠߦ
લ෷อূձࣾܥɺϦʔεձࣾܥ౳̔ࣾͷϑΝΫλϦϯάձ͕ࣾɺ౰ۀࣄΛӡӦ͍ͯ͠Δɻ

は、令和６年度からの３か年を「メリット拡大
フェーズ」と位置付け、官民一体となって取り
組む施策をまとめた「CCUS利用拡大に向け
た３か年計画」を令和６年７月に公表した。今
後、計画に掲げた取組の具体化を進め、処遇改
善や業務効率化のメリット拡大を図る。

（４）公正な競争基盤の確立
技術力・施工力・経営力に優れた建設業者が

成長していく環境を整備する上で、建設業者の
法令遵守の徹底をはじめとする公正な競争基盤
の確立が重要である。
そのため、従前より下請取引等実態調査や立

入検査等の実施、建設工事の請負契約を巡るト
ラブル等の相談窓口である「建設業取引適正化
センター」の設置、「建設業取引適正化推進期
間」の取組、また請負代金や工期等の契約内容
に関する実地調査の実施等により、発注者・元
請・下請間の取引の適正化に取り組んでいる。

（５）建設企業の支援施策
①地域建設業経営強化融資制度
地域建設業経営強化融資制度は、元請建設企

業が工事請負代金債権を担保に融資事業者（事
業協同組合等）から工事の出来高に応じて融資
を受けることを可能とすることにより、元請建
設企業の資金繰りの円滑化を推進するものであ
る。本制度では、融資事業者が融資を行うにあ
たって金融機関から借り入れる転貸融資資金に
対して債務保証を付すことにより、融資資金の
確保と調達金利等の軽減を図っている。

②下請債権保全支援事業
下請債権保全支援事業は、ファクタリング会

社注14が、下請建設企業等が元請建設企業に対

【関連データ】
建設投資、許可業者及び就業者数の推移
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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して有する工事請負代金等債権の支払保証又は
買取を行う場合に、保証、買取時における下請
建設企業等の保証料、買取料負担を軽減すると
ともに、保証債務履行時等のファクタリング会
社の損失の一部を補償することにより、下請建
設企業等の資金繰りの改善、連鎖倒産の防止を
図る事業である。なお、本事業は令和７年度に
おいても引き続き実施することとした。

③建設産業の担い手確保に向けた女性・若者の
入職・定着の促進事業
他産業を上回る高齢化が進行する建設業に

とって将来の担い手確保が喫緊の課題であり、
多様な人材が入職し、かつ、働き続けられる業
界とする取組が必要である。
こうした問題意識を踏まえつつ、女性活躍・

定着促進を切り口として、全ての人が働きやす
く働きがいのある魅力ある建設産業を実現し、
建設産業の担い手確保につなげていくため「建
設産業における女性活躍・定着促進に向けた実
行計画」を策定した。

（６）建設関連業の振興
社会資本整備・管理を行う上で、工事の上流

に当たる測量や調査設計の品質確保が重要であ
ることから、令和元年６月の改正で新たに、広
く公共工事品確法の対象として位置付けられた
ところであり、建設業だけでなく、建設関連業
（測量業、建設コンサルタント、地質調査業）
も重要な役割が求められている。
国土交通省では、建設関連業全体の登録業者

情報を毎月、その情報を基にした業種ごとの経
営状況の分析を翌年度末に公表しており、また
関連団体と協力し就職前の学生を対象に建設関
連業の説明会を開催するなど、建設関連業の健
全な発展と登録制度の有効な活用に努めてい
る。

（７）建設機械の現状と建設生産技術の発展
我が国における主要建設機械の保有台数は、

令和５年度で約109万台であり、建設機械の
購入台数における業種別シェアは、建設機械器
具賃貸業が約42％、建設業が約24％となって
おり、建設業とともに、建設機械器具賃貸業が
欠かせないものとなっている。i-Construction
の取組の一環として、ICT施工の普及促進を
推進しており、3次元データを活用した建設機
械の自動制御等により高精度かつ効率的な施工
を実現するマシンコントロール/マシンガイダ
ンス技術等の積極的な活用を図っている。ICT
施工の普及促進のためには、ICT建設機械等
の普及が必要である。

（８）建設工事における紛争処理
建設工事の請負契約に関する紛争を迅速に処

理するため、建設工事紛争審査会において紛争
処理手続を行っている。令和５年度の申請実績
は、中央建設工事紛争審査会では42件（仲裁
7件、調停29件、あっせん6件）、都道府県建
設工事紛争審査会では101件（仲裁32件、調
停61件、あっせん8件）である。
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第6章 安全・安心社会の構築

	 	ୈ�અ�	 ユニバーサル社会の実現

ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の実現
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」
というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ
た「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、
旅客施設等（旅客施設、車両等、道路、路外駐
車場、都市公園、建築物等）の新設等の際の
「移動等円滑化基準」への適合義務、既存の旅
客施設等に対する適合努力義務を定めるととも
に、この「バリアフリー法」に基づいたバリア
フリー整備目標を策定し、ハード・ソフト両面
での一層のバリアフリー化に取り組んでいる。
現在の同整備目標は、令和７年度までを期限と
しているものであり、８年度以降の新たな整備
目標の策定に向けて、令和６年５月から障害当
事者団体や有識者等が参画する検討会における
議論を開始した。
また、事業者による障害のある人への合理的

配慮の提供を義務化する「障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律」の令和６年４月
の施行に合わせて、障害当事者及び事業者双方
の関係者と意見交換を経て改正した「国土交通
省所管事業における障害を理由とする差別の解
消の推進に関する対応指針」及び「国土交通省
における障害を理由とする差別の解消の推進に
関する対応要領」を施行した。
また、令和６年７月、交通分野の取組にジェ

ンダーの視点を取り入れる ｢ジェンダー主流
化�｣ の推進について、国際的な議論を国内に

紹介するため、「ジェンダーと交通」セミナー
を開催した。同セミナーでは、国際交通フォー
ラム（ITF）による国際的な議論や取組の紹介
とともに、我が国交通企業の経営幹部から、女
性の移動ニーズを取り入れた交通サービスの提
供や、交通分野で働く従業員や管理職への女性
参画の促進について、各社の取組が共有され、
今後の課題と展望について議論が行われた。

（１）	公共交通機関のバリアフリー化
「バリアフリー法」に基づき、公共交通事業
者等に対して、旅客施設の新設・大規模な改良
及び車両等の新規導入の際に公共交通移動等円
滑化基準への適合を義務付け、既存施設につ
いては同基準への適合努力義務を課すととも
に、その職員に対し、バリアフリー化を図るた
めに必要な教育訓練を行うよう努力義務を定め
ている。また、一定の要件を満たす公共交通事
業者等に対して、施設整備、旅客支援等を盛り
込んだハード・ソフト取組計画の毎年度報告・
公表を義務付ける制度等により、ハード・ソフ
ト対策を一体的に推進している。さらに、旅客
船ターミナル、鉄道駅等の旅客施設のバリアフ
リー化やノンステップバス、リフト付きバス、
福祉タクシー等の車両の導入等に対する支援措
置を実施している。
また、鉄道における精神障害者割引につい

て、鉄道事業者に対して導入の働きかけを行っ

	 	ୈ�અ�	 ユニバーサル社会の実現	 ユニバーサル社会の実現

1

【関連データ】
公共交通機関のバリアフリー化の現状
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/fi le000010.html
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た結果、令和７年４月にJR旅客会社及び大手
民鉄全社等での導入が実現することとなった。

（２）居住・生活環境のバリアフリー化
①住宅・建築物のバリアフリー化
高齢者、障害者等が地域の中で安全・安心で

快適な住生活を営むことができるよう、一定の
バリアフリー性を満たした住宅を取得する際
の独立行政法人住宅金融支援機構の【フラッ
ト35】Sにおける融資金利の引下げ、バリアフ
リー改修工事に対する支援等によって住宅のバ
リアフリー化を促進しているほか、公営住宅や
建替え事業によって新たに供給する都市再生機
構賃貸住宅については、バリアフリー化を標準
仕様とするとともに、民間事業者等によるサー
ビス付き高齢者向け住宅の整備に対する支援等
を実施している。
また、公共施設や店舗等については、「バリ

アフリー法」に基づく建築物移動等円滑化基準
への適合義務付け制度や容積率の特例措置のほ
か、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮
した建築設計標準」の周知等を通じてバリアフ
リー化を促進している。官庁施設については、
不特定かつ多数の者が利用する施設について

「バリアフリー法」に基づく建築物移動等円滑
化誘導基準を満たした整備を推進している。
令和６年には建築物移動等円滑化基準及び建

築物移動等円滑化誘導基準のうち、「車椅子使
用者用便房」、「車椅子使用者用客席」及び「車
椅子使用者用駐車施設」の設置数に係る基準を
改正（７年６月より施行）した。

②歩行空間のバリアフリー化
駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広

場等において、高齢者・障害者をはじめとする
誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道
の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、踏切
道におけるバリアフリー対策、無電柱化、視覚
障害者誘導用ブロックの整備等による歩行空間
のユニバーサルデザイン化を推進している。

③都市公園等におけるバリアフリー化
都市公園等において、出入口や園路の段差解

消、高齢者や障害者等が利用しやすいトイレの
設置等のバリアフリー化を推進するため、「バ
リアフリー法」に基づく基準やガイドラインを
定めるとともに、それに基づく公園施設の整備
を支援している。

少子化社会の子育て環境づくり（こどもまんなかまちづくり等）
こどもや子育て世帯が安心・快適に日常生活

を送ることができるよう、こどもや子育て世帯
の目線や、住宅を起点とした「近隣地域」と
いった視点に立った、「こどもまんなか」の生
活空間を形成することが重要である。この考え
方に基づき、子育てを住まいと周辺環境の観点
から支援する「こどもまんなかまちづくり」を
進めるとともに、子育てにやさしい移動支援等
こどもや子育て当事者を社会全体で支える機運
を醸成するための取組を実施している。

（１）仕事と育児との両立の支援
①子育て世帯に適した住宅確保等の支援
子育てにやさしい住まいの拡充に向けて、子

育て環境の優れた公営住宅等や、子育て世帯に
向けた民間の空き家等の活用を進めるととも
に、全期間固定金利の住宅ローン【フラット
35】におけるこどもの人数に応じた金利引下
げ、入居や生活に関する相談等を行う居住支援
法人への支援等、住宅支援の強化に取り組んで
いる。

【関連リンク】
建築物におけるバリアフリーについて
URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html

2

第1節　ユニバーサル社会の実現

第
�
章

҆
શ
ɾ
҆
৺
ࣾ
ձ
の
ߏ
ங

Ⅱ

国土交通白書　2025 211



また、公的賃貸住宅と子育て支援施設等との
一体的整備に対して、地方公共団体を通じて支
援しているほか、こどもの安全確保や、親の孤
立・孤独防止に資する共同住宅の整備や子育て
世帯に適した住宅・居住環境を確保するため、
高齢者等が有する比較的広い住宅を子育て世帯
等向けの賃貸住宅として活用する取組を支援し
ている。

②テレワークの推進
令和６年６月21日に閣議決定された「デジ
タル社会の実現に向けた重点計画」等におい
て、テレワークの推進が位置付けられている。
テレワークは、働き方を変えるだけでなく、
人々の日常生活における時間の使い方に大きな
変化をもたらすものであり、その更なる導入・
定着は不可欠である。
国土交通省では、総務省、厚生労働省、経済
産業省とともにテレワーク関係４省をはじめと
する関係府省庁や関係団体からなる「テレワー
ク月間実行委員会」において、毎年11月を
「テレワーク月間」と定め、テレワークの普及
促進に向けた広報等を集中的に実施しており、
周知ポスターやチラシによるPRのほか、テレ
ワーク関連イベントの開催等を行った。
また、新たな働き方・住まい方への対応とし
て、職住近接・一体の生活圏の形成に向け、テ
レワーク拠点整備等の推進を行ったほか、テレ
ワークによる働き方の実態やテレワーク人口の
定量的な把握を行った。

（２）こどもがのびのびと安全に成長できる環
境づくり

「こどもまんなかまちづくり」を加速化させ

る観点から、こどもの遊び場の確保や、親同
士・地域住民との交流機会の創出に資する都市
公園の整備を推進している。また、こどもをは
じめとした公園利用者の安全・安心を確保する
ため、「都市公園における遊具の安全確保に関
する指針（改訂第３版）」等の指針について周
知を行うとともに、地方公共団体における公園
施設の改築等を支援している。

（３）高速道路のサービスエリアや「道の駅」
における子育て応援

全国の高速道路のサービスエリア及び「道の
駅」において、24時間利用可能なベビーコー
ナーや妊婦向け優先駐車スペース等の子育て応
援施設の整備を実施しており、高速道路の商業
施設のある全てのサービスエリアについては整
備が完了した。

（４）子育てにやさしい移動支援に関する取組
公共交通機関における子連れの方等への優先

的な取扱いに関する取組として、鉄道・バス車
内におけるベビーカー利用に適したフリース
ペース、駅構内における乳幼児用設備やこども
用トイレ等の設置を促進している。タクシーに
おいても、（一社）全国子育てタクシー協会に
よる子育てタクシードライバーの研修・育成に
取り組んでいる。また、公共交通機関・商業施
設におけるベビーカーの利用環境改善を図るた
め、ベビーカー使用者及び周囲の利用者に対
し、お互いの理解促進や協力を求めるベビー
カー利用に関するキャンペーンを実施してい
る。

【関連リンク】
子育て支援の取組について
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000092.html
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高齢社会への対応
（１）	高齢者が安心して暮らせる生活環境の整備
バリアフリー化された公営住宅等の供給とラ

イフサポートアドバイザーによる日常の生活相
談、緊急対応等のサービスを併せて提供するシ
ルバーハウジング・プロジェクトを実施してい
る。また、高齢者や子育て世帯等の多様な世帯
が安心して健康に暮らすことができる住環境を
実現するため、スマートウェルネス住宅等推進
事業等において、サービス付き高齢者向け住宅
の整備、住宅セーフティネット制度に基づく住
宅確保要配慮者専用賃貸住宅等への改修、先導
的な高齢者等向けの住まいづくり・まちづくり
及び高齢者や子育て世帯等の生活支援施設等を

導入する再開発事業に関する取組等を支援して
いる。

（２）	高齢社会に対応した輸送サービスの提供
高齢化が進展する我が国では、高齢者、障害

者等の自立した日常生活や社会参加の機会を確
保し、全ての人々が安心して生活することがで
きるユニバーサル社会の実現が求められてお
り、高齢者や障害のある人等の輸送をより便利
にするため、地域公共交通確保維持改善事業補
助金や税制特例等を活用し、ノンステップバ
ス・ユニバーサルデザインタクシー・福祉タク
シー等の導入を促進している。

歩行空間における移動支援サービスの普及・高度化
移動支援サービスの普及・高度化に向けて、

令和６年７月に歩行空間ネットワークデータ整
備仕様を改定したほか、バリアフリー施設等
データ整備仕様の策定に向けた検討を行った。
また、データ整備プラットフォームの試行運用

開始に向けた準備として、現地実証等の対応を
行った。そのほか、施策普及のための広報の取
組の一環として、令和７年１月に第２回「歩行
空間DX研究会シンポジウム」を開催した。

	 	ୈ̎અ�	 自然災害対策
我が国の国土は、気象、地形、地質等が極め

て厳しい状況下にあり、毎年のように地震、津
波、風水害・土砂災害等の自然災害が発生して
いる。令和6年も１月１日の能登半島地震から
始まり、9月にも再び能登半島で豪雨災害が発
生したほか、７月の梅雨前線や台風第10号等、

多くの災害が発生した。また、気候変動の影響
による水害・土砂災害の激甚化・頻発化、南海
トラフ巨大地震・首都直下地震等の巨大地震の
発生等も懸念されることから、自然災害対策の
重要性はますます高まっている。

防災減災が主流となる社会の実現
（１）	総力戦で挑む防災・減災プロジェクト
近年、毎年のように全国各地で地震災害や水

災害、火山災害等あらゆる自然災害が頻発し、
甚大な被害が発生しており、今後も気候変動の

3

4

【関連リンク】
歩行空間ナビ・プロジェクト - ほこナビ -
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_mn_000002.html

	 	ୈ̎અ�	 自然災害対策	 自然災害対策
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影響によって水災害の更なる激甚化・頻発化が
懸念される中、国民の命と暮らしを守り、我が
国の経済成長を確保するためには、防災・減
災、国土強靱化等の取組をさらに強化する必要
がある。
こうした状況を踏まえ、これまでの災害を教
訓とし、あらゆる自然災害に対し、国土交通省
として総力を挙げて防災・減災に取り組むべく、
国土交通大臣を本部長とする「国土交通省防災・
減災対策本部」を設置した。「国民目線」と「連
携」をキーワードとして施策の検討を進め、令
和２年７月に「総力戦で挑む防災・減災プロ
ジェクト」として主要10施策を取りまとめた。
その後、令和３年６月には「住民避難」と

「輸送確保」、４年６月には「再度災害の防止」
と「初動対応の迅速化・適正化」、令和５年６
月には、「首都直下地震等の大規模地震対策の
強化」と「デジタル等の新技術を活用した防災
施策の推進」を、特に強化すべきテーマとして
設定し、プロジェクトを取りまとめた。
これまで、プロジェクトのPDCAサイクル
を回しながら、施策の実行に必要な予算要求や
制度改正を行い、プロジェクトに盛り込んだ防
災・減災対策を着実に推進するとともに災害対
応等を踏まえ、プロジェクトの充実・強化を図
るなど、継続的に取組を推進し、施策の進捗状
況等を踏まえ、防災業務計画等への反映を図っ
ている。
令和６年度プロジェクトでは、「能登半島地

震を踏まえた防災対策の推進」をテーマとして
設定し、「（１）発災後に被害の影響を軽減する
ための応急対応」、「（２）被害を未然に防止する
ための事前対策」の２つに分けて取りまとめた。
引き続き、災害対応を踏まえ、プロジェクトに

ついて不断の見直しや改善を行い、防災・減災
に関する取組の更なる充実・強化を図っていく。

（２）気候変動を踏まえた水災害対策「流域治水」
の推進

気候変動による災害の激甚化・頻発化を踏ま
え、これに対応した治水計画への見直しを行う
とともに、施設管理者が主体となって行う河川
整備等の事前防災対策を加速化させることに加
え、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う
「流域治水」への転換を推進し、総合的かつ多
層的な対策を行っている。

ʢΞʣީؾมಈΛ౿·͑ͨܭըͷݟ௚͠
河川・下水道分野では、計画的に事前防災対

策を進めるために、気候変動の影響による将来
の降雨量の増加等を踏まえた治水計画への見直
しを順次進めている。
海岸分野では、平均海面水位の上昇や台風の

強大化等を踏まえ、「海岸保全基本方針」の変
更（令和２年）や海岸保全施設の技術上の基準
の見直し（令和３年）を実施した。これを受
け、各都道府県において気候変動を踏まえた海
岸保全基本計画の見直しを実施している。
また、砂防分野では、土砂災害発生数の増加

等の課題・解決の方向性をまとめた「気候変動
を踏まえた砂防技術検討会　令和５年度版とり
まとめ」を受け、これに基づいた適応策を検討
している。

ʢΠʣྲྀҬ࣏ਫͷՃ଎ԽɾਂԽ
河川管理者等が主体となって行う治水事業等

を強力に推進するとともにあらゆる関係者が協
働して、流域全体で治水対策に取り組む「流域

【関連リンク】
総力戦で挑む防災・減災プロジェクト
URL：https://www.mlit.go.jp/river/bousai/bousai-gensaiproject/bousai-gensaiproject.html

【関連リンク】
気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言 改訂版【概要】
URL：https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/pdf/r0304/00_gaiyou.pdf
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治水」を推進する。流域治水では、集水域と河
川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域
として捉え、地域の特性に応じ、堤防整備や河
道掘削、ダム、遊水地、砂防堰堤等の整備と
いった、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため
の対策に加えて、②被害対象を減少させるため
の対策や、③被害の軽減、早期復旧・復興のた
めの対策をハード・ソフト一体で総合的、か
つ、多層的に進めることとしている。
具体的には、各水系で重点的に実施する治水

対策の全体像を取りまとめた「流域治水プロ
ジェクト」について、気候変動の影響による降
雨量の増大を踏まえ、流域治水の取組を更に加
速化・深化させるため、令和５年度から令和６
年度にかけて、気候変動を踏まえた計画への見
直しに加え、まちづくりや内水対策等の流域対
策を充実させた「流域治水プロジェクト2.0」
に見直しを行った。また、流域治水の実効性を
高めるため、「特定都市河川浸水被害対策法」
に基づく特定都市河川を全国の河川に拡大し、
ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町
村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害
リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、
流域における貯留・浸透機能の向上等を推進し
ている。

（３）南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本
海溝・千島海溝周辺海溝型地震への対応

南海トラフ巨大地震が発生した場合、地震発
生後数分から数十分で津波高10m以上の巨大
な津波が関東から九州の太平洋側に押し寄せ、
沿岸部を中心に広域かつ甚大な被害の発生が想
定される。
また、首都直下地震が発生した場合、強い揺

れに伴う建物の倒壊や火災により、特に密集市
街地で甚大な被害の発生が想定される。
さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震

が発生した場合、巨大な津波が、北海道から千
葉県にかけての太平洋沿岸に襲来し、甚大な被
害の発生が想定される。特に、冬季には積雪寒
冷地特有の対応が必要となる。また、南海トラ
フ及び日本海溝・千島海溝沿いでは、M７ク
ラス以上の地震が発生した後に続けてM８ク
ラス以上の大規模地震が発生する可能性があ
り、被害が拡大する恐れがある。
これらの切迫する地震に対し国土交通省で
は、「応急活動計画」と「発生に備え推進する
対策」の２本柱で構成される「国土交通省南海
トラフ巨大地震対策計画」、「国土交通省首都直
下地震対策計画」及び「国土交通省日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震対策計画」について、
近年の地震における知見等を踏まえ、適宜計画
を見直しながら、地震防災対策を推進している。

（４）複合災害への備えの強化
令和６年１月に発生した能登半島地震からの

復旧・復興の途上にあった被災地では、同年９
月に発生した記録的な豪雨により、再度、甚大
な被害が発生した。
南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の大規

模地震の発生が切迫していること、気候変動に
よる水害・土砂災害の発生頻度が高まっている
ことを踏まえると、先発の自然災害の影響が
残っている状態で後発の自然災害が発生するこ
とで、単発の災害に比べて大きな被害が発生す
るという「複合災害」は、今後、その発生頻度
が高まっていくことが想定される。
このため、能登半島での地震、大雨を教訓と

【関連リンク】
「流域治水」の基本的な考え方
URL：https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf

【関連リンク】
国土交通省における南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策
URL：https://www.mlit.go.jp/river/bousai/earthquake/index.html
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して、複合災害への備え等を強化するべく、「能
登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災
害対策検討会」を令和７年１月に設置し、複合
災害等による被害を効率的・効果的に防止、軽

減させるため、複合災害の発生に備えるための
先発の自然災害発生後の応急対応及び地震後の
豪雨によって発生した土砂・洪水氾濫等、土砂、
流木等への備えについて、検討を行っている。

災害に強い安全な国土づくり・危機管理に備えた体制の充実強化
（１）水災害対策
我が国の大都市の多くは洪水時の河川水位よ

り低い低平地に位置しており、洪水氾濫に対す
る潜在的な危険性が極めて高い。これまで、洪
水を安全に流下させるための河道拡幅、築堤、
ダムの整備等の治水対策により、治水安全度は
着実に向上してきている。しかしながら、令和
６年も、７月の梅雨前線や台風第10号、９月
20日からの大雨等の能登半島での豪雨等によ
り水災害が発生しており、近年毎年のように水
災害が発生している。今後の気候変動の影響に
よる水災害の頻発化・激甚化も踏まえ、河川・
ダムの整備等を加速化するとともに、流域全体
を俯瞰し、国・都道府県・市町村、地元企業や
住民等あらゆる関係者が協働してハード・ソフ
ト対策に取り組む「流域治水」の取組を強力に
推進する必要がある。

①計画的に実施する治水対策
気候変動等に伴う水害の激甚化・頻発化を踏

まえて、事前防災対策を計画的に実施すること
が重要である。このため、築堤、河道掘削、遊
水地、放水路、ダム等の整備を計画的に推進し
ている。そのうち、既存ストックの有効活用と
して、ダムの貯水容量を増加させるためのかさ
上げや放流設備の増設による機能向上等のダム
再生、大雨が見込まれる場合に利水容量の一部
を事前に放流して空き容量を確保する事前放流
等に取り組んでいる。
また、人口・資産が高密度に集積している首
都圏・近畿圏のゼロメートル地帯等の低平地に
おいて、堤防決壊による甚大な被害を回避する
ため高規格堤防の整備を実施している。高規格

堤防はまちづくりと一体となって整備を行い、幅
を広くなだらかな勾配で堤防を整備することに
より、堤防の決壊を防ぐとともに、高台の避難
場所としての機能や良好な住環境・都市空間が
提供されるなど多様な効果の発揮が期待される。

②地下空間を活用した治水対策の推進
気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化

に対応するため、全国の水系で河川整備基本方
針等の見直しを進めているが、新たな河道掘削
等の治水対策は、地形条件、社会的影響等から
一定の限界があることも想定される。
治水対策の一つとして河川の地下空間の活用

は有効な対策となり得るが、活用状況は限定的
であることから、効率的な整備や維持管理に向
け、最新の技術的知見を集積することを目的
に、「浸水被害軽減に向けた地下空間活用勉強
会」を設置し、令和６年６月に「浸水被害軽減
に向けた地下空間活用のあり方」に関する提言
が取りまとめられた。
引き続き、提言を踏まえ、施工、維持管理も

踏まえた基準類の充実等を図るとともに地下空
間を活用した治水対策を推進していく。

③水害の再度災害防止対策
激甚な水害の発生や床上浸水の頻発により、

人命被害や国民生活に大きな支障が生じた地域
等において、再度災害の防止を図るため、河川
の流下能力を向上させるための河道掘削や築堤
等を短期集中的に実施している。

2
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④流域の特性等を踏まえた様々な治水対策
ʢΞʣྲྀҬ͕ؔऀ܎࿈ྲྀͨ͠ܞҬͰͷऔ૊
集水域においては、公共に加え、民間による

雨水貯留浸透施設の整備促進や水田に降った雨
を一時的に貯留する取組（「田んぼダム」）、た
め池の活用、また特定都市河川流域における貯
留機能保全区域の指定等により流域での貯留を
強化し、河川への雨水の流出を抑制することで
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策を推
進しており、令和6年度に全国で初めての貯留
機能保全区域の指定がなされた。また、氾濫域
における土地利用や住まい方についての対応も
重要である。例えば、災害危険区域の指定や、
特定都市河川流域における浸水被害防止区域の
指定等により、災害リスクを抱えた地域におい
て発災前の段階からより安全なエリアへの住居
や施設の移転、人口動態や土地利用等を踏まえ
た居住誘導、立地適正化計画の防災指針に基づ
く居住の安全性強化等の防災対策を推進し、安
全なまちづくりを促進していく。

ʢΠʣ಺ਫରࡦ
近年、計画規模を上回る局地的な大雨等の多

発や、都市化の進展による雨水流出量の増加
等、内水氾濫の被害リスクが増大している。こ
のため、河道掘削等の水位を下げる取組や、雨
水幹線やポンプ施設等の下水道整備をはじめ、
雨水流出抑制対策等のハード対策の加速化に加
え、特定都市河川制度を活用した浸水リスクが
高い区域における土地利用・住まい方の工夫、
内水ハザードマップの作成、止水板や土のうの
設置等のソフト対策の充実により、流域のあら
ゆる関係者が一体となった総合的な浸水対策を
推進している。

⑤水防体制の強化
水防管理団体等と連携し、出水期前に洪水に

対しリスクの高い区間の共同点検を実施すると
ともに、水防技術講習会、水防演習等を実施
し、水防技術の普及を図るなど、水害による被

害を最小限にするための水防体制の強化に向け
た支援を行っている。
また、市町村地域防災計画に位置付けられた

浸水想定区域内の地下街等（建設予定・建設中
のものを含む。）、要配慮者利用施設、大規模工
場等における避難確保・浸水防止計画作成等の
取組を支援している。

⑥自衛水防の取組の推進
市町村地域防災計画に定められた高齢者施設

等の要配慮者利用施設については、「水防法」
及び「土砂災害防止法」により、当該施設管理
者等に洪水等に対する避難確保計画の作成及び
避難訓練の実施が義務付けられている。また、
令和３年の「水防法」及び「土砂災害防止法」
の改正により、要配慮者利用施設における避難
の実効性確保のため、避難確保計画や避難訓練
の結果報告を受けた市町村長が施設管理者等に
対して必要な助言・勧告を行うことができる制
度が創設された。国土交通省としては、水災害
の防止・軽減を図るため、こうした自衛水防の
取組を推進している。

⑦洪水時の予報・警報の発表や河川情報の提供
国土交通大臣又は都道府県知事は、流域面積

が大きい河川で洪水によって国民経済上重大又
は相当な損害が生じるおそれのある河川を洪水
予報河川として指定し、気象庁長官と共同して
水位又は流量を示した洪水予報を発表してい
る。令和５年５月31日に公布された「気象業
務法及び水防法の一部を改正する法律」によ
り、国から都道府県に対して都道府県管理河
川の水位予測情報を提供する仕組みが構築さ
れ、都道府県管理河川でもバックウォーターを
考慮した長時間先の水位予測情報の活用が可能
となることにより、新たな洪水予報河川の指定
促進、洪水予報の早期化が期待される。また、
洪水予報河川以外の主要な河川を水位周知河川
として指定し、洪水時に氾濫危険水位（洪水特
別警戒水位）への到達情報を発表している。令
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和６年３月末現在、洪水予報河川は429河川、
水位周知河川は1,803河川が指定されている。
さらに、国が管理する洪水予報河川を対象に洪
水情報のプッシュ型配信も行っている。このよ
うな河川を対象にした情報のほか、洪水によっ
て災害が起こるおそれがある場合に、国土交通
省令で定める予報区を対象に気象庁は洪水警報
等を発表している。
雨量観測については、適切な施設管理や防災

活動等に役立てるために、高分解能・高頻度に
集中豪雨や局地的な大雨を的確に把握できる国
土交通省XRAIN（高性能レーダー雨量計ネッ
トワーク）での観測を行っており、インター
ネット上でもほぼリアルタイムにレーダー雨量
情報の提供を行っている。
また、国管理河川においては、災害の切迫感

をわかりやすく伝えるため、雨量や観測水位を
基に、河川の上下流連続的な水位を推定し、堤
防等の高さとの比較により危険度を表示する、
洪水の危険度分布（水害リスクライン）を公表
している。また、洪水予報河川以外の河川を対
象に、河川の上流域の降雨が地表面や地中を
通って河川を流れ下る流量を指数化し、過去の
災害時の指数値と比較して洪水危険度を表した
「洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）」を公
表しており、これらの洪水危険度を気象庁ウェ
ブサイトにおいて一体的に表示している。な
お、この「洪水キキクル（洪水警報の危険度分
布）」においても、危険度が上昇したときに、
希望者向けのプッシュ型通知を民間事業者と協
力して実施している。
河川の水位やカメラ画像、洪水予報、水防警

報等の河川情報や、河川の水位に影響を及ぼす
雨量等の気象データや気象警報等の発表状況に
ついては、国土交通省「川の防災情報」ウェブ
サイトより、リアルタイムで河川管理者、市町
村、住民等に提供を行っており、洪水時の警戒

注 1　ྩ࿨̒೥݄̕຤ࡏݱɻ
注 2　ྩ࿨̒೥݄̕຤ࡏݱʢߑਫਁਫ૝ఆ۠Ҭ͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔՏ઒͕ଘ͢ࡏΔ۠ࢢொଜʹ͓͍ͯɺ̍Տ઒Ҏ্ͷਁਫ૝ఆ۠

ҬਤʹରԠͨ͠ϋβʔυϚοϓΛެද͍ͯ͠Δ۠ࢢொଜ਺ʣɻ

や避難等に役立てられている。
また、河川の水位等の河川情報をデータ配信

し、民間企業によりウェブサイトやアプリを通
じて配信する等、メディア等と連携した防災情
報の発信を推進するとともに、アプリ等を活用
して離れて暮らす家族の住む地域の防災情報を
プッシュ型で入手し、直接電話をかけて避難を
呼びかける「逃げなきゃコール」等により、住
民の適切な避難行動等を支援する取組の高度化
を図っている。

⑧水害リスク情報の充実
令和３年の「水防法」改正により、住宅等の

防護対象のあるすべての一級・二級河川につい
て、想定最大規模の降雨に対応した洪水浸水想
定区域の指定・公表の対象に追加された。
都道府県が実施する洪水浸水想定区域の指

定・公表及び市町村が実施する洪水ハザード
マップの作成・公表について、防災・安全交付
金により支援する。
洪水浸水想定区域については、全ての洪水予

報河川及び水位周知河川で指定・公表済みであ
り、それ以外の住宅等の防護対象のある一級・
二級河川（以下「中小河川」という。）の約
52％注1において指定・公表済みである。洪水
ハザードマップ（想定最大規模の降雨）につい
ては、中小河川の洪水浸水想定区域が指定され
ている市区町村の約70％注2で作成済みである。
ハザードマップは、住民の避難に役立つこと

が期待されており、ハザードマップを見なが
ら、避難先の確認や避難準備をするなど、住民
一人ひとりが取るべき行動を時系列で整理す
る「マイ・タイムライン」の作成支援を行って
いる。その一方で、情報の理解には一定のハー
ドルがあるとともに、利用者の多様な特性に対
応する必要があるため、ハザードマップのユニ
バーサルデザインに関する検討会を行い「わか
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る・伝わる」ハザードマップのあり方について
報告書を取りまとめ、公表するとともに、「水
害ハザードマップ作成の手引き」を改定し、市
町村へ周知している。この取組の一環として
「重ねるハザードマップ」のウェブサイトを改
良し、誰でも簡単に災害リスクと災害時に取る
べき行動が分かるよう公開している。
また、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかり

やすく図示した「水害リスクマップ（浸水頻度
図）」について外水に加え内水も考慮したもの
の整備を推進し、水害リスク情報の充実を図り、
防災・減災のための土地利用等の促進を図る。
さらに、このような水害リスク情報等の提供

を通じて、民間企業における「気候関連財務情
報開示タスクフォース」（TCFD）への対応等
の気候変動リスク開示の取組を支援する。

⑨災害伝承の取組
水災害から命を守り、被害を最小化にするた

めには、住民一人ひとりが水災害リスクを「自
分事」として考え、主体的な避難行動や防災行
動をとっていただくことが重要であるとの観点
から、「地域で発生した災害の状況をわかりや
すく伝える施設」や「災害の教訓を伝承する
語り部といった活動」等を「NIPPON防災資
産」として、内閣府防災担当大臣及び国土交通
大臣が認定する制度を令和６年５月に新たに創
設し、９月には、22件（優良認定：11件、認
定：11件）を初めて認定した。本認定制度を
通じ、各地域において、過去の災害の教訓や今
後の備えに対する理解を深めてもらうことで、
水害リスクの自分事化を図るとともに、地域の
防災力の更なる向上につなげていく。

⑩河川の戦略的な維持管理について
樋門、水門、排水機場等の河川管理施設が洪

水時等に所要の機能を発揮できるよう、施設の
状態を把握し、適切な維持管理を行う必要があ
る。河川整備の推進により管理対象施設が増加

してきたことに加え、今後はそれら施設の老朽
化が加速的に進行する中、「河川法」では、管
理者が施設を良好な状態に保つように維持・修
繕し、施設の点検を適切な頻度で行うことが明
確化されている。
このことから、河川管理施設等の維持管理

は、機能に支障が生じてから対策を行う従来の
事後保全型から、点検等により状態を把握して
適切な時期に対策を行う予防保全型への転換を
図りつつ、主要な河川構造物については長寿命
化計画を策定し、計画的に施設の修繕や更新等
を行うこととしている。あわせて、長寿命化の
ために必要な技術開発等を進めるとともに、中
小河川についても適切な維持管理が進むよう、
維持管理に関する技術基準等の検討を都道府県
等と連携して進めている他、各地方整備局等に
相談窓口を設け、技術支援等を行っている。

⑪河川における不法係留船対策
河川において不法係留船は、河川管理上の支

障（河川工事実施の支障、洪水時の流下阻害、
河川管理施設の損傷、燃料漏出による水質汚
濁、河川利用の支障等）となるため、その所有
者等に対し、適法な係留・保管施設への移動を
指導するとともに、必要に応じて所有者に代わ
り行政代執行等を実施して、不法係留船の解消
に取り組んでいる。
なお、これまでの放置艇対策を踏まえ、令和

６年３月に「三水域（港湾・河川・漁港）にお
けるプレジャーボートの適正な管理を推進する
ための今後の放置艇対策の方向性」を策定し、
取組を推進しているところである。

⑫道路における洪水・冠水対策
道路においては、近年の豪雨被害を踏まえ、

渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流
失防止対策を行うとともに、各道路管理者、警
察、消防等とアンダーパス等の冠水危険箇所に
関する情報を共有し、情報連絡及び通行止め体
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制を構築するとともに、冠水の警報装置や監視
施設の整備、ウェブサイト注3による冠水危険箇
所の公開等を推進している。

⑬上下水道の耐水化
水道では、近年頻発する豪雨等に伴い発生す
る浸水被害や、給水停止のおそれが強く、かつ
重要性の高い浄水場に対し、防水扉の整備を図
る等、大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減
させる対策を実施している。下水道では、令和

注 3　ʮಓ࿏๷ࡂ৘ใ΢ΣϒϚοϓʯ΢ΣϒαΠτɿ
IUUQT���XXX�NMJU�HP�KQ�SPBE�CPTBJ�EPSP@CPTBJKPIP@XFCNBQ�JOEFY�IUNM

元年東日本台風や令和２年７月豪雨において、
河川からの氾濫や内水氾濫の発生により、下水
処理場、ポンプ場の浸水に伴う機能停止等の被
害が発生したことを踏まえ、耐水化を検討する
上での浸水深の設定方法や効率的・効果的な対
策手法等を通知するとともに、令和3年度まで
に耐水化計画を策定し、早期にポンプ設備等の
耐水化を目指すとともに、浸水への備えを盛り
込むなどのBCP（業務継続計画）の見直しを
実施している。

（２）土砂災害対策
我が国は、平地が少な

く急峻な地形と脆弱な地
質が広く分布しており、
さらに経済の発展・人口
の増加に伴い、丘陵地や
山麓斜面にまで宅地開発
等が進展している。その
結果、土砂災害のおそれ
のある箇所は令和６年３
月末時点で約70万か所
存在することが明らかと
なっており、多くの人々
が土砂災害の危険に曝さ
れている。また、豪雨や
地震等に伴う土砂災害
は、過去10年（平成26年～令和５年）の平均
で、１年間に約1,499件発生しており、６年も
1,433件の土砂災害が発生し、死者が56名と
なるなど、多大な被害が生じている。
今後の気候変動に伴う降雨の増加による土砂

災害の頻発化・激甚化や令和６年能登半島地
震・9月20日からの大雨を踏まえ、従来の土
砂災害防止施設整備による事前防災対策や、土
砂災害警戒区域等の指定及び標識の設置等によ
る土砂災害リスクに関する周知に加えて、林野

部局と連携した流域流木対策や、防災まちづく
りの計画と一体的に実施する土砂災害対策、道
路や上下水道施設等の公共インフラ・ライフラ
イン保全対策等、関係部局と連携した効率的・
効果的な土砂災害対策を推進している。
また、人工衛星等を活用した土砂災害状況等

の把握も強化しており、令和６年能登半島地
震・9月20日からの大雨では、宇宙航空研究
開発機構（JAXA）との協定に基づいて人工衛
星による被災地域の緊急観測を実施し、土砂移

çਤදᶘ�6�2�1çɹ͍ͷͪͱ͘Β͠ΛकΔ౔࠭֐ࡂରࡦͷਪਐ
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動等が発生したと推定される箇所を早期に把握
し、地方整備局による迅速な被災状況調査を実
施した。

①根幹的な土砂災害防止施設の整備
近年の大規模な土砂災害では、人命だけでな

く道路やライフライン等の公共インフラが被災
し、応急対策や生活再建に時間を要する事例が
多数生じている。土石流や土砂・洪水氾濫等の
大規模な土砂災害から、人命はもちろん地域の
社会・経済活動を支える公共インフラ・ライフ
ラインを保全するため、土砂災害防止施設の整
備を推進している。

②土砂災害発生地域における緊急的な土砂災害
対策
土砂災害により人命被害や国民の生活に大き

な支障が生じた地域において、安全・安心を確
保し、社会経済の活力を維持・増進していくた
め、再度災害防止を目的とした土砂災害防止施
設の集中的な整備を推進している。

③要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保
自力避難が困難な高齢者や幼児等は、日本の

人口の約３割（総務省統計局『人口推計（2023
年（令和５年）10月１日現在）』より算出）に
もかかわらず過去20年間の土砂災害による死
者行方不明者の約半分を占めている。このため
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律」（土砂災害防止法）に
基づき、土砂災害警戒区域内に位置する要配慮
者利用施設のうち、市町村地域防災計画に名称

及び所在地等を定められた施設の管理者等に対
し避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の
実施・報告を義務づけている。また、それらの
報告を受けた市町村長が施設管理者等に対して
必要な助言・勧告を行うことができる制度とす
ることで、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の
確保が図られるよう支援を行っている。

④市街地に隣接する山麓斜面における土砂災害
対策
山麓斜面に市街地が接している都市におい

て、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都
市環境と景観を保全・創出するために、市街地
に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして一
連の樹林帯の形成を図っている。

⑤道路の法面・盛土の土砂災害防止対策
高度化された点検手法等により把握した災害リ

スク等に対し、法面・盛土対策を実施している。
また、令和６年能登半島地震を踏まえた盛土

対策を実施している。

⑥地域防災力向上に資する土砂災害対策
土砂災害リスクが高い地域において、地域社

会の維持・発展を図るため、人命を守るととも
に、避難場所や避難路、役場等の地域防災上重
要な役割を果たす施設を保全する土砂災害防止
施設の整備を推進している。また、リスク情報
の提示等、避難体制の充実・強化に係る取組
や、「ダイナミックSABOプロジェクト」によ
り砂防を活用した防災啓発・地域活性化の取組
に対して支援している。

【関連リンク】
砂防設備の効果事例
URL：https://www.mlit.go.jp/river/sabo/shisetsu_kouka/koukajirei/index.html

【関連データ】
土砂災害による死者・行方不明者に占める高齢者、幼児等の割合（平成 17年～令和６年）
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html

【関連リンク】
ダイナミック SABOプロジェクト
URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/dynamic_sabo.html
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⑦土砂災害警戒区域等の指定等による土砂災害
対策の推進
「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害が発
生するおそれがある土地の区域を明らかにする
ため、法に基づく基礎調査を行い、土砂災害に
より住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそ
れのある区域を土砂災害警戒区域に、建築物に
損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害
が生ずるおそれのある区域を土砂災害特別警戒
区域に指定している。土砂災害警戒区域にかか
る基礎調査は令和元年度末までに一通り完了
し、それらの箇所については３年度末までに区
域指定をおおむね完了している。また、近年の
土砂災害の発生状況等を踏まえた社会資本整備
審議会からの答申を受け、２年８月に土砂災害

対策基本指針を変更し、土砂災害警戒区域等の
指定基準を満たす箇所の抽出精度を向上させる
ため、今後の基礎調査においてより詳細な地形
図データを用いることとした。さらに、土砂災
害警戒区域等の認知度向上を図るため、標識の
設置等の取組を推進している。
土砂災害警戒区域においては、市町村地域防

災計画に避難場所、避難経路等に関する事項を
定める等により警戒避難体制の整備を図るとと
もに、土砂災害特別警戒区域においては、一定
の開発行為の制限、建築物の構造規制等を図る
などのソフト対策を講じている。また、警戒避
難体制の整備やハザードマップの作成のための
ガイドラインや事例集を示し、市町村における
土砂災害に対する取組を促進している。

çਤදᶘ�6�2�2çɹ౔࠭ܯ֐ࡂռ۠Ҭ౳ͷΠϝʔδਤ

⑧大規模な土砂災害への対応
河道閉塞（天然ダム）や火山噴火に伴う土石

流等のおそれがある場合には、「土砂災害防止
法」に基づく緊急調査を行い、被害が想定され
る土地の区域及び時期の情報を市町村へ提供し
ている。近年、雨の降り方の激甚化・頻発化に

伴い土砂災害が発生しているため、緊急調査を
含め災害対応力向上を図る訓練や関係機関との
連携強化を推進している。

⑨土砂災害警戒情報の発表
大雨による土砂災害発生の危険度が高まった

【関連リンク】
警戒避難体制の構築
URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/keikaihinan.html

【関連リンク】
土砂災害警戒情報・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
URL：https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html

【関連リンク】
土砂災害警戒情報
URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/sabo_ken_link.html
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時に、市町村長が警戒レベル４避難指示を発令
する際の判断や住民の自主避難の参考となる情
報を対象となる市町村等を特定し、土砂災害警
戒情報として都道府県と気象庁が共同で発表し
ている。さらに、都道府県知事に対しては、土
砂災害警戒情報の関係市町村長への通知及び一
般への周知を義務付けており、情報伝達体制の
確立を図っている。また、土砂災害警戒情報を
補足する情報として、土砂災害発生の危険度を
より詳細に示したメッシュ情報等を提供してい
る。

（３）火山災害対策
①活発な火山活動に伴う土砂災害への対策
火山噴火活動に伴い発生する火山泥流や降雨

による土石流等に備え、被害を防止・軽減する
砂防堰堤や導流堤等の整備を進めている。ま
た、継続的かつ大量の土砂流出により適正に機
能を確保することが著しく困難な施設は、除石
等を行い機能の確保を図っている。
火山噴火活動に伴う土砂災害は、大規模とな

るおそれがあるとともに、あらかじめ噴火位置
や規模を正確に予測することが困難であること
から、被害が大きくなる傾向にある。このた
め、活発な火山活動等があり噴火に伴う土砂災
害のおそれがある50火山を対象として、事前
の施設整備とともに噴火状況に応じた機動的な
対応によって被害を軽減するため「火山噴火緊
急減災対策砂防計画」の策定、及び訓練等を通
じ見直しを進めている。また、「活動火山対策
特別措置法」においては、火山防災協議会の構
成員となる都道府県及び地方整備局等の砂防部
局が、噴火に伴う土砂災害の観点から火山ハ
ザードマップの検討を行うこととなった。その

ため、「火山砂防ハザードマップ（火山ハザー
ドマップのうち、土砂災害に関するもの）」を
整備することにより、火山防災協議会における
一連の警戒避難体制の検討を支援している。
火山噴火の際に噴火前後の比較による迅速な

状況把握を可能とするため、測量用航空機に搭
載したSAR観測機器を用いて、全国の活動的
な火山を対象とした周期的な観測を実施してい
る。
また、火山噴火リアルタイムハザードマップ

システムの整備を行い、浅間山や富士山をはじ
めとした16火山を対象に運用するなど（令和
６年度末時点）、噴火時に自治体を支援する取
組を推進している。

②活発な火山活動に伴う降灰対策
道路においては、噴火に伴う路上への降灰が

交通の支障になるなど、社会的影響が大きいこ
とから、路面清掃車による迅速かつ的確な除灰
作業を行うための体制整備を推進している。

③気象庁における取組
火山噴火災害の防止と軽減のため、全国111

の活火山について、火山活動の監視を行い、噴
火警報等の迅速かつ的確な発表に努めている。
そのうち50火山については、観測施設を整備
し、24時間体制で火山活動を監視している（常
時観測火山）。
また、平成26年９月の御嶽山の噴火災害を

踏まえた「活動火山対策特別措置法」の改正等
による火山防災協議会の必須構成員として、警
戒避難体制の整備に必要な事項である噴火警戒
レベルについて、常時観測火山のうち火山災害
警戒地域が指定されている49火山で運用する

【関連リンク】
火山噴火緊急減災対策砂防計画策定済み火山
URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/kazan_kinkyugensai_all.pdf

【関連リンク】
火山の監視
URL：https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/gyomu/index92.html
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とともに改善を進めている。

④海上保安庁における取組
南方諸島及び南西諸島の海域火山について、

航空機による変色水等の観測を行い、航行船舶
に情報を提供している。また、海域火山の活動
状況を把握するための基礎資料とするため、測
量船による海底地形、地質構造等の調査を行っ
ている。
令和６年７月18日に、須美寿島において、

火山活動の活発化を示す変色水を観測したた
め、航行船舶への情報提供として航行警報を発
出した。９月18日の観測では、変色水の規模
がさらに拡大したため、航行警報を再度発出し
た。その後９月24日に鳥島近海（須美寿島付
近）を震源とする地震と津波が発生した。海上
保安庁では直ちに震源付近の航空機観測を実施
し、火山噴火等で見られる軽石等は浮遊してお
らず、船舶の航行に影響がないことを確認し
た。なお、同地震・津波と須美寿島で観測され
た変色水との関連性は不明である。海上保安庁
では、今後も海域火山観測を実施していく。

⑤国土地理院における取組
ʢΞʣՐ׆ࢁಈ؍ଌɾࢹ؂ମ੍ͷڧԽ
全国の活動的な火山において、電子基準点

（GNSS注4連続観測施設）や可搬型GNSS連続
観測装置（REGMOS）等によるGNSS連続観
測、自動測距測角装置による連続観測を実施
し、地殻の三次元的な監視を行っている。さら
に、他機関のGNSS観測データを合わせた統
合解析や、陸域観測技術衛星２号（だいち２
号）のデータを使用したSAR干渉解析注5によ
り、火山周辺の地殻変動をより詳細に監視して
いる。

注 4　(MPCBM�/BWJHBUJPO�4BUFMMJUF�4ZTUFNɿશٿଌҐӴ੕γεςϜɻ
注 5　ਓ޻Ӵ੕ͰӉ஦͔Β஍ٿද໘ͷมಈΛ͢ࢹ؂Δٕज़ɻ

ʢΠʣՐࢁपลͷ஍ཧۭؒ৘ใͷ੔උ
火山特有の地形等を詳細に表した火山基本図

や火山の地形分類を表した火山土地条件図の整
備・更新を行っている。

ʢ΢ʣՐࢁ෾Ր౳ʹ൐͏ࣗવ֐ࡂʹؔ͢Δڀݚ౳
GNSSや干渉SAR等の観測と解析の精度を

向上する研究や、それらの観測データの解析結
果から火山活動のメカニズムを解明する研究を
行っている。

（４）高潮・侵食等対策
①高潮・高波対策の推進
頻発する高潮や高波による災害等から人命や

財産を守るため、海岸堤防の整備等のハード対
策を行うとともに、「水防法」に基づく水位周
知海岸及び高潮浸水想定区域の指定等のソフト
対策を推進しており、令和３年には高潮浸水想
定区域の指定対象を拡大し、浸水リスク情報の
空白域を解消するために、「水防法」が改正さ
れた。この「水防法」改正を踏まえ、高潮浸水
想定区域図作成の手引きを改定した。７年３月
末までに23都道府県で高潮浸水想定区域図が
公表されている。
また、物流・産業・生活機能が集積し、様々

な関係者が存在する港湾において、気候変動に
伴う高潮・高波の増大への適応を図るため、す
べての関係者が気候変動への適応水準や適応時
期に係る共通の目標等を定めるとともに、協定
等に基づきハード・ソフト一体の各種施策を進
める「協働防護」を推進する。

②海岸侵食対策の推進
様々な要因により全国各地で海岸侵食が生じ

ていることから、離岸堤・突堤等の整備や養浜

【関連リンク】
日本列島の地殻変動
URL：https://www.gsi.go.jp/kanshi/
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等に加え、河川、海岸、港湾、漁港の各管理者
間で連携したサンドバイパス注6やサンドリサイ
クル等注7の侵食対策を進めている。

③高潮にかかる防災気象情報の提供
気象庁では、高潮による災害のおそれがある

場合には高潮特別警報、高潮警報、高潮注意
報を発表して警戒・注意を呼びかけるととも
に、高潮にかかる防災気象情報の改善を進めて
いる。台風や発達した低気圧等の接近に伴う高
潮災害では、潮位が上昇する前に風が強まり屋
外への立退き避難が困難な状況となることがあ
り、暴風が吹き始める前に避難を完了すること
が重要である。このため、警戒レベル４避難指
示を発令する目安となる高潮警報について、暴
風が吹き始める時間帯も考慮して十分なリード
タイムを確保して発表する運用をしている。

（５）津波対策
①津波対策の推進
南海トラフ巨大地震等による大規模な津波災

害に備え、最大クラスの津波に対しては「津波
防災地域づくりに関する法律」に基づき、ハー
ドとソフトの施策を組み合わせた多重防御によ
る対策を進めており、津波浸水想定の設定、ハ
ザードマップの作成、津波災害警戒区域等の指
定、推進計画の作成、避難計画の立案等におい
て地方公共団体を支援している。
また、地方公共団体の津波防災地域づくりに

関する取組を支援する相談窓口を国に設け、ワ
ンストップで相談・提案を行う体制を構築して
いる。
海岸の津波対策においては、堤防の損傷等を

軽減する機能を発揮する粘り強い構造の海岸堤
防等の整備や耐震化、水門・陸閘等の統廃合や
自動化・遠隔操作化等のハード対策を行うとと
もに、水門・陸閘等の安全かつ確実な操作体制

注 6　ւ؛ͷߏ଄෺ʹΑͬͯ࠭ͷҠಈ͕அͨΕͨ৔߹ʹɺ্खଆʹଯੵͨ͠౔࠭ΛɺԼखଆւ؛ʹ༌ૹɾ͠څڙɺ࠭඿Λ෮ݩ
͢Δ޻๏ɻ

注 7　ྲྀΕͷԼखଆͷւ؛ʹଯੵͨ͠౔࠭Λɺ৵৯Λड͚͍ͯΔ্खଆͷւ؛ʹ໭͠ɺ࠭඿Λ෮͢ݩΔ޻๏ɻ

の構築等のソフト対策を推進している。水門・
陸閘等については、「海岸法」において操作規
則の策定を義務付けるとともに、平成28年4
月に補訂した「津波・高潮対策における水門・
陸閘等管理システムガイドライン」により、現
場操作員の安全の確保を最優先した上で、津
波・高潮等の発生時に水門等の操作を確実に実
施できる管理体制の構築を図っている。
港湾の津波対策においては、大規模津波発生

時にも港湾機能を維持するため、「粘り強い構
造」の防波堤の整備や航路啓開訓練、大規模災
害発生後における緊急物資・救援部隊の輸送等
の海上支援ネットワークの形成等、防災・減災
対策を推進している。また、津波防災等の分野
で顕著な功績を挙げた方々を表彰する「濱口梧
陵国際賞」授賞式を開催し、津波防災に係る普
及啓発活動を行っている。
道路の津波対策においては、避難誘導標識シ

ステムの整備、地域住民の方々と避難訓練等を
実施し、防災機能の強化を図っている。
空港の津波対策においては、津波被災の可能

性のある空港において、津波被災後に早期に緊
急物資・人員の輸送拠点機能を確保するため
の、地震・津波に対応する避難計画・早期復旧
計画を策定し、計画に基づき避難訓練等の取組
や関係機関との協力体制構築等の取組を推進し
ている。
鉄道の津波対策においては、南海トラフ巨大

地震等による最大クラスの津波からの避難の基
本的な考え方（素早い避難が最も有効かつ重要
な対策であること等）を踏まえた津波発生時に
おける鉄道旅客の安全確保への対応方針と具体
例等を取りまとめており、鉄道事業者における
取組を推進している。
そのほか、切迫する巨大地震・津波等に備

え、津波浸水リスクの高い地域等において、河
川堤防のかさ上げ、液状化対策、復興まちづく
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りの事前準備等を推進している。

②津波に係る防災情報の提供
津波による災害の防止・軽減を図るため、気

象庁は、全国の地震活動を24時間体制で監視
し、津波警報、津波情報等の迅速かつ的確な発
表に努めている。また、海底津波計、GPS波
浪計及び沿岸の津波観測点のデータを監視し、
津波警報の更新や津波情報等に活用している。
令和６年度には、「長時間継続する津波に関す
る情報提供のあり方検討会」の報告書を踏まえ
て解説の充実等を実施したほか、令和６年11
月から、国立研究開発法人防災科学技術研究所
が高知県沖から日向灘に整備した「南海トラフ
海底地震津波観測網（N-net）」沖合システム
の津波観測データの活用を開始し、津波警報等
の更新、津波情報の発表の迅速化や精度向上を
図った。
今後の取組として、聴覚障害者や遊泳中の方

等への情報伝達手段として「津波フラッグ（赤
と白の格子模様の旗）」の全国的な周知・普及
を一層推進する。
船舶の津波対策に役立てるため、海上保安庁

は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等によ
る津波の挙動を示した津波防災情報図を作成、
提供した。

③津波避難対策
将来、南海トラフ巨大地震をはじめとする巨

大地震の発生による津波被害が懸念されること
から、都市計画の基礎的なデータを活用した避
難施設等の適正な配置を行うための方法を取り
まとめた技術的な指針を平成25年６月に策定
し、公表するとともに、都市防災総合推進事業
等を通じて、地方公共団体が実施する避難場
所・避難経路等の整備を支援している。

④避難地となる防災公園等の整備
立地適正化計画に定める防災指針等において

津波又は風水害からの避難地としての機能を確

保することが位置付けられた防災公園等の整備
を推進している。

⑤官庁施設における津波対策
「津波対策の推進に関する法律」（平成23年
法律第77号）の制定を受け、「大津波等を想
定した官庁施設の機能確保の在り方について」
（平成25年２月社会資本整備審議会答申）にお
いて、津波襲来時における人命の安全確保、防
災拠点としての機能維持と行政機能の早期回復
を図ることを目標とし、ソフト対策（避難計画
の策定等）とハード対策（改修等）の一体的な
実施により津波防災機能強化を図る考え方が示
された。同答申を踏まえ、官庁施設を運用管理
する機関と連携しつつ、官庁施設の総合的かつ
効果的な津波対策を推進している。

（６）地震対策
①住宅・建築物の耐震・安全性の向上
令和17年までに耐震性が不十分な住宅を、

12年までに耐震性が不十分な要緊急安全確認
大規模建築物を、それぞれおおむね解消とする
目標等を掲げ、「建築物の耐震改修の促進に関
する法律」に基づく、耐震診断の義務付けのほ
か、地方公共団体と連携し、耐震化に向けた普
及啓発、耐震診断・耐震改修等に要する費用の
補助、税制優遇、融資等による支援を行ってい
る。ブロック塀等については、所有者等に向け
た安全点検チェックポイントの周知を行うとと
もに、耐震診断や除却・改修等に要する費用へ
の支援等により、安全確保の推進を図ってい
る。

②宅地耐震化の推進
地震等による盛土造成地の滑動崩落や宅地の

液状化による被害を防ぐため、宅地耐震化推進
事業により地方公共団体が実施する変動予測調
査を支援するとともに、大規模盛土造成地にお
ける宅地被害の再度災害防止等、宅地の安全性
確保についての対策を支援している。
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③被災地における宅地の危険度判定の実施
地震等により被災した宅地における二次災害

を防止し、住民の安全確保を図るため、被災後
に迅速かつ的確に宅地の危険度判定を実施でき
るよう、都道府県・政令市から構成される被災
宅地危険度判定連絡協議会と協力して体制整備
を図っている。

④密集市街地の改善整備
防災・居住環境上の課題を抱えている密集

市街地の早急な改善整備は喫緊の課題であり、
「地震時等に著しく危険な密集市街地（危険密
集市街地）」（約1,662ha、令和６年度末）に
ついて令和12年度までに最低限の安全性を確
保し、おおむね解消することとしている。
また、地域防災力の向上に資するソフト対策

について、令和７年度までに、すべての危険密
集市街地で実施されることを目標とし、令和５
年度末に実施地区率100％を達成している。
この実現に向け、幹線道路沿道建築物の不燃

化による延焼遮断機能と避難路機能が一体と
なった都市の骨格防災軸（防災環境軸）や避難
地となる防災公園の整備、防災街区整備事業、
住宅市街地総合整備事業、都市防災総合推進事
業等による老朽建築物の除却と合わせた耐火建
築物等への建替え、避難や消防活動に資する狭
あい道路の拡幅等のハード対策及び感震ブレー
カーの設置や防災マップの作成、訓練の実施等
の地域防災力の向上に資するソフト対策を推進
している。

⑤オープンスペースの確保
防災機能の向上により安全で安心できる都市

づくりを図るため、地震災害時の復旧・復興拠
点や物資の中継基地等となる防災拠点、市街地
火災等から避難者の生命を保護する避難地等と
して機能する防災公園等の整備を推進してい

る。また、防災公園と周辺市街地の整備改善を
一体的に実施する防災公園街区整備事業を実施
している。

⑥防災拠点等となる官庁施設の整備の推進
官庁施設については、災害応急対策活動の拠

点としての機能を確保するとともに人命の安全
を確保する必要があることから、官庁施設の
耐震基準を満足する割合を令和７年度までに
100％とすることを目標とし、所要の耐震性能
を満たしていない官庁施設について、耐震改修
等による耐震化を推進している。また、地方公
共団体をはじめとする様々な関係者との連携の
下、大規模災害の発生に備え、防災拠点等とな
る官庁施設の整備を推進している。

⑦公共施設等の耐震性向上
河川事業においては、いわゆるレベル２地震

動においても堤防、水門等の河川構造物が果た
すべき機能を確保するため、耐震照査を実施す
るとともに、必要な対策を推進している。
道路事業においては、地震による被災時に円

滑な救急・救援活動、緊急物資の輸送、復旧活
動に不可欠な緊急輸送を確保するため、緊急
輸送道路上の橋梁及び同道路をまたぐ跨道橋、
ロッキング橋脚橋梁の耐震補強対策や無電柱化
を実施している。
海岸事業においては、ゼロメートル地帯等に

おいて地震により堤防等が損傷し、大規模な浸
水が生じないよう、また、南海トラフ地震等に
おいて、津波到達前に堤防等の機能が損なわれ
ないよう、施設の機能や背後地の重要度等を考
慮して、耐震対策を推進している。
港湾事業においては、災害時に陸上輸送機能

が低下した場合でも、必要となる緊急物資輸送
を実施できるようにするとともに、発災直後か
ら企業活動の継続性を確保するため、耐震強化

【関連リンク】
密集市街地の整備改善について
URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001887685.pdf
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岸壁の整備、臨港道路の耐震化及び民有港湾施
設の耐震化支援等を推進している。
空港事業においては、地震発生後における緊

急物資等輸送拠点としての機能確保、航空ネッ
トワークの維持及び背後圏経済活動の継続性確
保と首都機能維持に必要となる滑走路等の耐震
対策を実施している。
鉄道事業においては、首都直下地震や南海ト

ラフ地震等の大規模地震に備え、地震時におけ
る、鉄道ネットワークの維持や鉄道利用者の安
全確保等を図るため、主要駅や高架橋等の鉄道
施設の耐震対策を推進している。また、令和４
年３月に発生した福島県沖を震源とする地震に
よる東北新幹線の脱線及び施設被害を契機に立
ち上げた検証委員会の中間とりまとめを踏ま
え、地震に対する更なる安全性の向上に向けた
対策を推進するため、5年３月に「特定鉄道等
施設に係る耐震補強に関する省令」等を改正
し、新幹線鉄道については７年度、新幹線鉄道
以外については９年度までに前倒しする形で、
優先的に耐震補強を進めている。
上下水道事業においては、地震時においても

上下水道が果たすべき役割を確保するため、重
要な上下水道施設の耐震化を図る「防災」と、
被災を想定して被害の最小化を図る「減災」を
組み合わせた総合的な地震対策を推進してい
る。上下水道施設の耐震化にあたっては、能登
半島地震の教訓を踏まえ、浄水場や下水処理場
等の「急所施設」や、避難所等の重要施設に接
続する水道・下水道の管路等について、「上下
水道耐震化計画」を策定することにより、計画
的・集中的に進めている。

⑧大規模地震に対する土砂災害対策
南海トラフ地震等の大規模地震に備え、防災

拠点や重要交通網等への影響、孤立集落の発
生が想定される土砂災害警戒区域等において、
ハード・ソフト一体となった総合的な土砂災害
対策を推進している。
また、大規模地震発生後は、関係機関と連携

を図り、災害状況等を迅速に把握するととも
に、応急対策を的確に実施することが重要であ
る。このため、衛星等を活用した状況把握の迅
速化や関係機関等と実践的な訓練を行うなど危
機管理体制の強化を図っている。

⑨気象庁における取組
地震による災害の防止・軽減を図るため、全

国の地震活動及び南海トラフ沿いの地殻変動を
24時間体制で監視し、緊急地震速報、地震情
報、長周期地震動に関する情報、南海トラフ地
震に関連する情報、北海道・三陸沖後発地震注
意情報等の迅速かつ的確な発表に努めている。
令和６年度には、令和６年能登半島地震の継

続する地震活動に対して地震情報等を適切に発
表するとともに、令和６年８月８日の日向灘の
地震及び令和７年１月13日の日向灘の地震に
対して南海トラフ地震臨時情報等を適時・適切
に発表した。また、阪神・淡路大震災から30
年等、節目を捉えて、各種情報や地震・津波へ
の備えについて普及啓発を推進した。

⑩海上保安庁における取組
巨大地震発生メカニズムの解明のため、海溝

型巨大地震の発生が将来予想されている南海ト
ラフ等の太平洋側海域において、海底地殻変動
観測を実施し、想定震源域におけるプレート境
界の固着状態の把握に努めている。これまでの
観測で南海トラフの強固着域の沖側における
「ゆっくりすべり」の検出及び東北地方太平洋
沖地震後の経時的な地殻変動メカニズムの理解
に貢献している。

⑪国土地理院における取組
ʢΞʣ஍֪มಈ؍ଌɾࢹ؂ମ੍ͷڧԽ
全国及び南海トラフ沿いの地域等において、

電子基準点等約1,300点によるGNSS連続観
測、だいち２号の観測データを使用したSAR
干渉解析、水準測量等による地殻変動の監視を
強化している。
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ʢΠʣ๷ࡂ஍ཧ৘ใͷ੔උ
主要な活断層が存在する地域や、人口や社会

インフラが集中している地域を対象に、活断層
の位置情報及び土地の自然条件等に関する防災
地理情報を整備・更新している。

ʢ΢ʣ஍਒ʹ൐͏ࣗવ֐ࡂʹؔ͢Δڀݚ౳
GNSS、干渉SAR、水準測量等の測地観測

成果から、地震の発生メカニズムを解明すると
ともに、観測と解析の精度を向上する研究を
行っている。また、国土の基本的な地理空間情
報と震度を組み合わせて解析し、災害時におけ
る迅速な情報の提供に関する研究開発及び評価
を行っている。さらに、観測・研究に携わる機
関が参加し、地殻活動（地震活動・地殻変動
等）のモニタリング結果と地震発生の予知・予
測に関わる研究についての情報交換とそれらに
基づく学術的な検討を行う地震予知連絡会、地
殻変動研究を目的として関係行政機関等が観測
した潮位記録の収集・整理・提供を行う海岸昇
降検知センターを運営している。

⑫帰宅困難者対策
大都市において大規模地震が発生した場合、
都市機能が麻痺し多数の帰宅困難者が発生する
ことが予想されることから、人口・都市機能が
集積した地域における滞在者等の安全確保のた
め、平成24年に都市再生安全確保計画制度を
創設し、都市再生緊急整備地域（全国54地域：
令和７年３月末現在）において、都市再生安全
確保計画の作成や、都市再生安全確保施設に関
する協定の締結、各種規制緩和等により、官民
の連携による都市の防災性の向上を図っている。
また、主要駅周辺等も補助対象地域としている
都市安全確保促進事業により、都市再生安全確
保計画等の作成や計画に基づくソフト・ハード
両面を総合的に支援している。加えて、帰宅困
難者等への対応能力を都市機能として事前に確
保するため、「災害時拠点強靱化緊急促進事業」
により、防災拠点の整備を支援している。

⑬災害時の業務継続機能の確保
大都市の業務中枢拠点において、世界水準の

ビジネス機能・居住機能を集積し、国際的な投
資と人材を呼び込むためには、大都市の災害に
対する脆弱性を克服していくことが必要であ
る。このため、災害に対する対応力の強化とし
て、災害時の業務継続に必要なエネルギーの安
定供給が確保される業務継続地区の構築を行う
ため、エネルギー面的ネットワークの整備を推
進している。

⑭地下街の安心安全対策
都市内の重要な公共的空間である地下街は、

大規模地震等災害発生時に利用者等の混乱が懸
念されるとともに、施設の老朽化も進んでいる
ことから、「地下街の安心避難対策ガイドライ
ン」を策定し、利用者等の安心避難のための防
災対策を推進している。

（７）雪害対策
①冬期道路交通の確保（雪寒事業）
冬期の道路交通確保のため、道路管理者と関

係機関で構築した情報連絡本部等で策定したタ
イムラインに基づき、出控え等の行動変容を促
すとともに、必要に応じて、並行する高速道路
と国道の同時通行止めを含む計画的・予防的な
通行止めや集中除雪等を実施している。また、
立ち往生等の発生が懸念される箇所の事前把握
や消融雪施設等の整備、除雪機械の確保や適切
な配置、AI技術を活用したカメラ画像の解析
による交通障害自動検知の推進、関係機関及び
民間企業との災害時における協定の締結等を推
進している。さらに、通行止めが長時間見込ま
れる際は乗員保護を実施することとしている。

②豪雪地帯における雪崩災害対策
全国には、約21,000か所の雪崩危険箇所が

あり、集落における雪崩災害から人命を保護す
るため、雪崩防止施設の整備を推進している。
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③大雪に関する防災気象情報の提供
気象庁では大雪による災害の防止や交通障害

等の雪による社会的な混乱を軽減するために、
警報・注意報や気象情報等を発表し段階的に警
戒や注意を呼びかけている。５日先までに警報
級の大雪が予想されている時には、「早期注意
情報（警報級の可能性）」を発表して注意を呼
びかけ、冬型の気圧配置により日本海側で数日
間降雪が持続するようなときなどで精度良く予
測が可能な場合には48時間先からの24時間予
想降雪量を情報発表して、早めの対策を呼びか
けている。社会的影響の大きい災害が起こるお
それのある時には、そのおおむね３～６時間前
に「大雪警報」を発表して警戒を呼びかけ、短
時間に顕著な降雪が観測され今後も継続すると
見込まれる場合には、「顕著な大雪に関する気
象情報」を発表し大雪への一層の警戒を呼びか
けている。
加えて、積雪の深さと降雪量について24時

間前の状況から６時間先までの面的な分布を一
体的に確認できる、「今後の雪（降雪短時間予
報）」を気象庁ホームページで公開しており、
外出予定の変更や迂回経路の選択等の行動判断
を支援する資料となっている。

（８）防災情報の高度化
①防災情報の集約
「国土交通省防災情報提供センター」注8では、
国民が防災情報を容易に入手・活用できるよ
う、保有する雨量等の情報を集約・提供してい

注 8　ʮࠃ౔ަ௨ল๷ࡂ৘ใఏڙηϯλʔʯ΢ΣϒαΠτɿIUUQT���XXX�NMJU�HP�KQ�TBJHBJ�CPTBJKPIP�
注 9　ʮϋβʔυϚοϓϙʔλϧαΠτʯɿIUUQT���EJTBQPSUBM�HTJ�HP�KQ�

るほか、災害対応や防災に関する情報がワンス
トップで入手できるよう公開している。

②ハザードマップの整備
災害発生時に住民が適切な避難行動をとれる

よう、市町村によるハザードマップの作成及び
住民への周知・活用を促進するとともに、防災
に役立つ様々なリスク情報や全国の各種ハザー
ドマップを検索閲覧できるハザードマップポー
タルサイト注9を整備し、公開している。

③防災気象情報の改善
気象庁では、気象災害を防止・軽減するため

に、特別警報・警報・注意報や気象情報等を発
表し段階的に警戒や注意を呼びかけるととも
に、実際にどこで危険度が高まっているかリア
ルタイムで予測し地図上で確認できるキキクル
（大雨・洪水警報の危険度分布）等を提供して
いる。また、国土交通省や都道府県と共同で土
砂災害警戒情報、指定河川洪水予報を発表して
いる。
令和６年度は、線状降水帯による大雨の半日

程度前からの呼びかけについて、対象地域をこ
れまでの地方単位から府県単位に絞り込んで呼
びかけを行う運用を開始した。また、防災気象
情報の複雑化が指摘されていることを踏まえ、
河川・砂防・海岸部局等との緊密な連携の下、
「防災気象情報に関する検討会」を開催し、防
災気象情報全体の体系整理について、令和６年
６月に検討成果を取りまとめた。

【関連データ】
ハザードマップの整備状況　
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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ίϥϜ
防災気象情報の体系整理

Column
シンプルでわかりやすい防災気象情報の再構築に向

け、情報の体系整理や個々の情報の見直し・改善方策、
情報のより一層の活用に向けた取組等について検討を
行うため、気象庁と国土交通省水管理・国土保全局が
共同で、学識者、報道関係者等を構成員とする「防災
気象情報に関する検討会」（以下、「検討会」という。）
を令和４年１月から開催し、令和６年６月に検討の成
果が取りまとめられました。
検討会では、住民の避難行動の参考となる「警戒レ

ベル相当情報」の整理を中心に議論が行われました。
現行の警戒レベル相当情報には、洪水等、土砂災害、
及び高潮に関する情報がありますが、これらには、情
報名称がわかりにくい、同じ現象を対象とした情報で
も相当する警戒レベルによって発表主体や発表基準が
異なる、といった課題がありました。
検討会ではこのような課題を踏まえ、①わかりやす

い情報名称案、②現象ごとの情報発表基準の考え方の
統一、③関係機関が協力した情報発表、④新たな技術
を活用した情報の高度化、等が議論されました。結果、
表に示す通り、各警戒レベルに一つの情報を位置付け、
その名称については、相当する警戒レベルを連想しや
すい名称となるよう、住民アンケートを実施の上、こ
の結果を重視し、社会に定着した「特別警報」「警報」「注
意報」のワードを活かしつつ名称の「横並び」を揃え
る形を基本とする案が示されました。
このような新たな警戒レベル相当情報を含む、検討

会の取りまとめを受けた新たな防災気象情報につい
て、気象庁及び国土交通省水管理・国土保全局では、
令和８年度出水期の運用開始を目指して準備を進めて
います。加えて、利用者が情報の意味合いを適切に理
解できるよう、周知広報活動についても着実に進めて
まいります。

੔ཧͱ໊শҊܥռϨϕϧ૬౰৘ใͷମܯձʹΑΓࣔ͞Εͨ౼ݕ

・ 情報名称の最終決定は、法制度や実際の情報の運用、伝え方なども踏まえ、気象庁・国土交通省が行う。
※1 警戒レベル相当情報への位置づけについては、関係機関で今後の課題として検討。
※2 発表単位をどうすべきかについては、情報利用者の視点も踏まえつつ、引き続き関係機関で検討。
※3 洪水予報河川または水位周知河川、高潮に関する情報の対象沿岸において氾濫の発生を確認した場合、その旨を氾濫特別警報または高潮特別警報

の文章情報等に明記。
※4 警戒レベル相当情報とは、国・都道府県が発表する防災気象情報のうち、居住者等が自ら行動をとる際の判断に参考となる防災気象情報と５段階の

警戒レベルとを関連付けるものである。警戒レベル相当情報が発表されたとしても必ずしも同時刻に同じレベルの避難情報が発令されるものでない。

【関連リンク】
防災気象情報に関する検討会
URL：https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/kentoukai/bousaikishoujouhou/bousaikishoujouhou_kentoukai.html

（９）	危機管理体制の強化
自然災害への対処として、災害に結びつく

おそれのある自然現象の予測、迅速な情報収
集、災害時の施設点検・応急復旧、海上におけ
る救助活動、被災自治体の支援等の初動対応体

制を構築するとともに、災害対応の更なる迅速
化・高度化を図るため、「統合災害情報システ
ム（DiMAPS）」等を用いて災害初動期の情報
収集・共有体制を強化するなど、災害対応力の
向上を図っている。
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① TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）によ
る災害対応
令和６年度はこれまで17の災害に対して、

のべ約8,000人・日のTEC-FORCEの派遣を
行っている。
このうち、７月25日からの大雨では、秋田

県や山形県で土砂崩れや浸水等の被害が発生
し、被災自治体へTEC-FORCEを派遣したほ
か、９月20日からの大雨では、土砂崩れや浸
水等による道路寸断、断水、停電が発生したた
め、石川県の奥能登地域の被災自治体へTEC-
FORCEを派遣した。
これらの災害においては、警察、消防、自衛

隊による救命救助活動の支援や被害拡大防止の
ために道路啓開や排水ポンプ車による湛水排除
を行ったほか、被災自治体の被害状況や支援
ニーズの把握のためのリエゾンやJETT等の派
遣、支援ニーズに応じた散水車（給水装置付）
による給水支援や照明車による避難所への電源
支援等、防災ヘリコプター等による広域被災状
況調査やドローン等を活用した効率的な被災状
況調査等を実施し、被災地の早期の復旧を支援
した。
令和６年能登半島地震に対して、継続して支

援ニーズの把握や被災状況、給水支援等を実施
し、被災地の早期の復旧・復興を支援した。
また、能登半島地震での対応等も踏まえ、

高度な専門性を有する官民の多様な主体との
連携や資機材・装備品等の強化など、TEC-
FORCE等の災害対応力の強化に取り組むこと
とした。

②業務継続体制の確保
首都直下地震発生時に防災対策業務を遅滞な

く実施するとともに、業務停止が社会経済活動
に重大な影響を及ぼす業務の継続性を確保する
ことを目的に、令和６年12月に国土交通省業務
継続計画（第５版）を取りまとめた。また、業
務の継続体制確保に向け、首都直下地震を想定
した職員非常参集訓練等を毎年実施している。

③災害に備えた情報通信システム・機械等の配備
災害時の情報通信体制を確保するため、本

省、地方整備局、関係機関等の間で、マイクロ
回線と光ファイバを用いた信頼性の高い情報通
信ネットワーク整備に加え、災害現場からの
情報収集体制を強化するために衛星通信回線
を活用した通信機器や臨時回線を構築可能な
i-RAS、公共BBといった通信機器も全国に配
備し、機動性の高い運用体制を整えている。ま
た、大規模災害が発生した場合、全国の地方
整備局等に配備している災害対策用ヘリコプ
ター、移動型衛星通信設備（Car-SAT）、衛星
通信車、排水ポンプ車、照明車等の災害対策用
機械を迅速に派遣できる体制をとっており、令
和６年度に発生した災害時においてこれらの災
害対策用機械を現地へ派遣し、復旧活動の支援
等を行った。

④実践的・広域的な防災訓練の実施
「水防月間」（５月、北海道は６月）におい
て、全国９か所にて各地域の特性に応じた総合
水防演習を実施し、水防技術の向上・伝承及び
水防団の士気高揚を図るとともに、幅広い主体
の参加による地域社会全体の防災意識の向上、
災害対処能力の更なる向上を図った。
さらに、「津波防災の日」「世界津波の日」

（11月５日）に際し、11月４日に和歌山県和
歌山市下津港を含む４会場で国・府県・市町の
参加の下、南海トラフ巨大地震を想定した大規
模津波防災総合訓練を実施し、住民等の避難訓
練、救助訓練等に加え、能登半島地震での教訓
も踏まえ、海上輸送をした重機を用いた、道路
啓開訓練等を行った。

⑤海上保安庁による災害対策
海上保安庁では、組織力・機動力を活かし、

海上で発生した災害のほか、陸域で発生した災
害に対しても巡視船艇・航空機や特殊救難隊等
を出動させ、人命救助や被害状況調査を実施す
るとともに、被災地域の状況やニーズに合わせ
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情報発信を行いつつ、被災者支援を実施してい
る。
令和６年も自然災害による被害が各地にもた

らされ、行方不明者の捜索のほか、多数の漂流
物等に関する航行警報や海の安全情報による情

報提供、さらには、電気等のライフライン確保
のため、協定に基づく電力会社の人員及び資機
材の搬送や、給水支援による被災者支援を実施
した。

çਤදᶘ�6�2�3çɹւ্อ҆ிʹΑΔ֐ࡂରԠͷঢ়گ

⑥地方整備局及び北海道開発局の体制の確保
国土交通省の現場を支える地方整備局及び北

海道開発局は、災害からの復旧・復興や新たな
社会資本整備等に努めてきたところであり、近
年の激甚化・頻発化する自然災害やインフラ老
朽化対策に対応する中で、その役割や地域から
の期待も大きくなっている。
一方で、地方整備局等については、避難につ

ながる迅速な情報提供や災害発生時の機敏な初
動対応等、国民の命と暮らしを守るための的確
な対応を行う上で多くの課題に直面している。
こうした中、数多くの自然災害からの復旧・

復興や、防災・減災、国土強靱化への取組等に
対応するため、地方整備局等に必要な体制を確
保していく。

（10）	ICT を活用した施設管理体制の充実強化
危機に備えるため、ICTを活用した公共施

設管理体制の充実強化を図っている。具体的に
は、インターネット等を活用した防災情報の提
供等、安全な道路利用のための対策を進めてい
るほか、排水機場等の河川管理施設や下水処理

場・ポンプ場等の遠隔監視・操作、河川の流況
や火山地域等の遠隔監視を実施するなど、管理
の高度化を図っている。
さらに、津波・高潮等による災害に対して、

水門・陸閘等を安全かつ迅速、確実に閉鎖する
ため、衛星通信等を利用した水門・陸閘等の自
動化、遠隔操作化について、防災・安全交付金
により支援している。

（11）	公共土木施設の災害復旧等
令和６年の国土交通省所管公共土木施設（河

川、砂防、道路、海岸、水道、下水道、公園、
港湾等）の被害は、「令和６年能登半島地震」
や「令和６年梅雨前線豪雨」等、全国的に災害
が頻発したことにより令和７年３月末時点で約
１兆6,316億円（13,625か所）と報告されて
いる。
これらの自然災害による被害について、被災
直後から現地にTEC-FORCEを派遣し、被災
調査等を実施したほか、災害復旧や改良復旧の
計画立案を支援するため、本省防災課の職員や
技術専門家を派遣し、復旧方針、工法等の技術
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的助言等、被災自治体への支援を実施している。
大規模災害時においては、災害時に急増する

業務を円滑に遂行することが困難な状況となる
ため、様々な災害査定の効率化（机上査定限度
額の引上げ、設計図書の簡素化等）やデジタル
技術の活用を行っている。特に石川県において
は、地震と豪雨の２つの激甚災害が発生したこ
とを受け、机上査定限度額の更なる引上げや２
つの災害の一体的な査定の実施等により、被災
地域における迅速な災害復旧に向け取り組んだ。
また、災害復旧においては、原形復旧のみな
らず、再度災害を防止するため、施設の機能を
強化する改良復旧の観点から取り組んでいる
他、特に技術職員が不足する市町村における、
新たな査定方式として「早期確認型査定注10」の
本格運用を開始した。
さらに、農林水産省及び環境省と連携し、宅
地、道路、農地等にまたがって堆積した土砂等
の一括撤去が可能なスキームを構築し、関係機
関が緊密に連携することにより、市町村が行う
土砂等の撤去の迅速化に努めている。加えて、
地方公共団体からの要請に基づき、直轄権限代
行による災害復旧事業を支援している。
このほか、「令和６年梅雨前線豪雨」等によ
り被災した地域や事前防災・減災対策を図る必
要の生じた地域等76地区において、緊急的か
つ機動的に防災・減災対策等強化事業推進費を
配分し、住民等の安全・安心の確保を図ってい
る。

（12）盛土による災害防止に向けた取組
①盛土による災害防止に向けた対策の推進
令和３年７月に静岡県熱海市伊豆山で発生し
た土石流災害を契機とする盛土による災害防止
対策については、同年12月に有識者会議であ
る「盛土による災害の防止に関する検討会」に
おいて取りまとめられた提言を踏まえ、危険な

注 10　ਃ੥࣌͸ੵࢉΛෆཁͱ͠ɺैདྷͷࠪఆΑΓ΋ߋʹૣ͍ஈ֊Ͱඃ֬ࡂೝΛ͜͏ߦͱͰɺख໭Γͷͳ͍γʔϜϨεͳઃܭ
Λ࣮͠ݱɺ֐ࡂ෮ࣄ޻چணख౳ͷεϐʔυΞοϓΛਤΔࠪఆํࣜɻ

盛土箇所に関する対策や、危険な盛土等を規制
するための新たな法制度の創設等、関係府省の
緊密な連携の下、提言に位置付けられた施策の
推進に全力で取り組んでいる。

②盛土の安全確保対策の推進
盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわ

らず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的
に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」
の円滑な運用のため、農林水産省及び林野庁と
連携し、基礎調査実施要領や盛土等の安全対策
に必要なガイドライン、不適切な盛土等の対策
のためのガイドライン等の内容周知に加え、地
方公共団体への必要な助言や情報提供等を行っ
た。
引き続き、本法に基づく規制が実効性を持っ

て行われるよう、地方公共団体が行う盛土等に
伴う災害の防止のための基礎調査や、危険な盛
土等に対する安全性把握調査、安全対策等の取
組を支援するなど、盛土等による災害防止に向
けて取り組む。

ʢݐઃ͔ࣄ޻Βൃੜ͢Δ౔ͷൖग़ઌͷ໌֬Խ౳ʣ
盛土等に伴う災害防止を促進するため、盛土

等の行為に関する規制（盛土規制法）と併せ
て、建設発生土の搬入・搬出プロセスに着目
し、必要な対策を講ずる。具体的には、工事の
発注段階で建設発生土の搬出先を指定するなど
指定利用等を進めるとともに、「資源有効利用
促進法」等に基づく計画制度の強化やストック
ヤード運営事業者登録制度の創設により搬出先
の明確化を図っている。令和6年6月からは、
建設発生土が不法・危険な盛土等に利用される
ことがないよう、建設発生土を搬出する工事を
請け負う元請業者等が、最終搬出先まで確認す
ることの義務づけを実施している。
引き続き、制度の浸透・徹底が図られるよ
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う、元請業者や登録ストックヤード運営事業者
等に対し、制度浸透状況の調査や制度周知等に
取り組む。

（13）災害危険住宅移転等
自然災害の発生した地域又は災害のおそれの

ある区域内の住居について、防災集団移転促進
事業や、がけ地近接等危険住宅移転事業により
移転を促進している。

災害に強い交通体系の確保
（１）多重性・代替性の確保等
風水害・土砂災害・地震・津波・噴火・豪

雪・原子力災害等が発生した直後から、救命・
救助活動等が迅速に行われ、社会経済活動が機
能不全に陥ることなく、また、制御不能な二
次災害を発生させないこと等を目指し、高規格
道路の未整備区間の整備及び暫定２車線区間の
４車線化、高規格道路と代替機能を発揮する直
轄国道とのダブルネットワークの強化、災害時
の道路閉塞を防ぐ無電柱化等を推進し、災害に
強い道路ネットワークの構築を進め、鉄道・港
湾・空港等の施設の耐災化、地震を想定した代
替海上輸送に関する訓練の実施や緊急輸送体制
の確立を図ることにより多重性・代替性を確保
するとともに、利用者の安全確保に努めている。

（２）道路防災対策
大規模災害時の救急救命活動や復旧支援活動

を支えるため、災害に強い国土幹線道路ネット
ワークの構築、レーザープロファイラ等を活用
した土砂災害等の危険箇所の把握及び防災対策
や、令和６年能登半島地震を踏まえた盛土対策
（法面・盛土対策等）、震災対策（耐震補強等）、
雪寒対策（防雪施設の整備等）、道路施設への

防災機能強化（道の駅及びSA・PAの防災機
能の付加、避難路・避難階段の整備）等を進め
るとともに、大規模地震に備えた道路啓開計画
の実効性を向上するため、令和７年４月に改
正された「道路法」（昭和27年法律第180号）
等に基づき、令和７年度内に、法定協議会での
協議を経た上で、地方整備局単位の道路啓開計
画を策定する。更に、啓開計画策定の指針を示
したガイドラインを策定し、必要な内容を盛り
込んだ計画作りを推進し、計画に基づいた実践
的な啓開訓練を実施する。また、平成26年11
月の「災害対策基本法」の改正を踏まえ、道路
管理者による円滑な車両移動のための体制・資
機材の整備を推進している。
さらに、発災時には、道路管理用カメラ等に

よる状況把握や官民のプローブデータ等も活用
した「通れるマップ」により関係機関に通行可
否情報の共有・提供を実施している。
能登半島地震においては、防災道の駅「のと

里山空港」（石川県輪島市）が支援物資の集配
拠点や道路啓開活動の拠点として機能したほ
か、停電や断水状況下でも使用可能な防災コン
テナ型トイレを防災道の駅「うきは」（福岡県
うきは市）より被災地へ派遣するなど、「道の

【関連リンク】
防災集団移転促進事業の概要
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001609106.pdf

【関連リンク】令和６年１月８日プレスリリース
「水道施設の早期復旧を支援するため地方整備局等の職員を被災地に派遣」
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000549.html

【関連リンク】令和６年１月５日プレスリリース
「水道施設の早期復旧を支援するため職員を被災地に派遣」
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000548.html
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駅」が防災拠点としての役割を果たした。
また、令和６年３月までに、近年の自然災害

の頻発化・激甚化を踏まえ、災害時に防災拠点
としての利用以外の禁止・制限等が可能となる
防災拠点自動車駐車場として、道の駅366か
所、SA・PA 146か所を指定した。能登半島
地震においては、防災拠点自動車駐車場に指定
されている道の駅「千枚田ポケットパーク」の
駐車場の一部で道路法に基づく一般利用の制限
を行い、道路復旧作業に活用した。
このほか、地方公共団体のニーズを踏まえ
た、津波や洪水による浸水から避難するため、
道路の高架区間等の活用が可能な箇所におい
て、避難階段等の整備を推進している。また、
津波被害を軽減するための対策の一つとして、
標識柱等へ海抜表示シートを設置し、道路利用
者への海抜情報の提供を推進している。

（３）無電柱化の推進
道路の防災性の向上や安全で快適な通行空間
の確保、良好な景観の形成、観光振興の観点か
ら、無電柱化推進計画に基づき無電柱化を推進
しており、道路事業等実施時の原則無電柱化、
狭隘道路等への占用制限の拡大、既設電柱の占
用制限等の取組を行う。
今後は市街地等で防災上重要な区間を優先し
つつ、観光地等にも配慮し整備を推進する。ま
た、「無電柱化のコスト縮減の手引き（R6.3）」
の活用、新技術・新工法の導入促進によるコス
ト縮減や設計・施工・関係者調整等を一体的に
実施する一括発注等によるスピードアップに取
り組む。

（４）各交通機関等における防災対策
空港については、平成30年の台風第21号や
北海道胆振東部地震や令和元年房総半島台風に
より空港機能やアクセス機能が喪失し、多くの

注 ըܭଓܧۀࣄͷߓͷ໾ׂ෼୲౳Λ໌֬Խۭͨؔ͠ػ܎໨ඪ࣌ؒ΍͚ؔͨ޲ʹچ෮ظͼૣٴೳอ࣋ػશମͱͯ͠ͷߓۭ　11
ʢ"2ʢ"EWBODFE�"JSQPSUʣ�#$1ʣɻ

滞留者が発生したことを踏まえ、このような大
規模自然災害による多様なリスクに対し、アク
セス事業者を含めた関係機関が一体となって対
応する「統括的災害マネジメント」の実現によ
る自然災害に強い空港作りを目指している。
そのため、耐震対策や浸水対策等のハード対

策に加え、ソフト対策として「統括的災害マネ
ジメント」の考え方を踏まえ、各空港で策定さ
れた空港BCP注11に基づき、災害時の対応を行
うとともに、訓練の実施等による空港BCPの
実効性強化に取り組んでいる。
鉄道については、旅客会社等が行う落石・雪

崩対策等の防災事業や、開通以来30年以上が
経過する青函トンネルについて、独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う先進導
坑や作業坑に発生している変状への対策等に対
し、その費用の一部を助成している。
また、風水害・雪害等からの鉄軌道の安全確

保を図るため、トンネル、雪覆、落石覆そのほ
かの災害等防止設備等の点検や、除雪体制の整
備、災害により列車の運転に支障が生ずるおそ
れのある場合の当該路線の監視等の適切な実
施、適切な計画運休等の実施等、災害に強く安
全な鉄道輸送の確保のために必要な対応を行っ
ている。加えて、近年、豪雨災害が激甚化・頻
発化していることを踏まえ、貨物鉄道ネット
ワークも含めた豪雨対策等を推進している。
さらに、令和２年12月に取りまとめられた

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速
化対策」に基づき、豪雨対策や浸水対策、耐震
対策、老朽化対策を７年度までの間に集中的に
実施することとしている。
被災した鉄道に対する復旧支援については、

「鉄道軌道整備法」に基づく災害復旧事業費補
助により、地震や豪雨等の災害で被災した鉄道
の早期復旧を支援している。また、特に大規模
な災害で甚大な被害を受けた鉄道において、事
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業構造を変更し、公的主体が鉄道施設を保有す
る場合に、国の支援を手厚くし、復旧を強力に
支援している。
港湾については、「令和６年能登半島地震を

踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方」（令
和６年７月交通政策審議会答申）において、災
害時の海上からの円滑な輸送のため、災害時の
海上支援ネットワークの形成のための防災拠点
機能の確保を進めていくことが必要とされたと
ころ、港湾施設の耐震化の更なる推進や、大規
模災害時でも港湾機能を維持するため、関係機
関と連携し、地方港湾を含めた港湾BCP・広
域港湾BCPの策定・改訂やそれに基づく防災
訓練の実施、衛星・ドローン・カメラ等を活用
した港湾における災害関連情報の収集・集積の
高度化等、災害対応力強化に取り組んでいる。

（５）	円滑な支援物資輸送体制の構築等
首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の広域

かつ大規模な災害が発生し、物流システムが寸
断された場合、国民生活や経済活動へ甚大かつ
広域的な影響が生じることが想定される。被災
者の生活の維持のためには、必要な支援物資を
確実・迅速に届けることが重要であることか
ら、災害時における円滑な支援物資物流を実現
するため、引き続き、地方ブロックごとに国、
地方公共団体、物流事業者団体等の関係者が参
画する協議会等の開催、物流専門家の派遣を含
む地方公共団体、物流事業者団体等との災害時
協力協定の締結の促進、「ラストマイルにおけ
る支援物資輸送・拠点開設・運営ハンドブッ
ク」の活用促進に向けた周知、新たな民間物資
拠点のリストアップの促進を行った。また、災
害時等におけるサプライチェーンの維持、円滑
な支援物資の流通確保のため、非常用電源設備
の導入を推進し、物流施設の災害対応能力の強
化を図るため、非常用電源設備導入の支援を
行っている。

	 	ୈ̏અ�	 建築物の安全性確保
（１）	住宅・建築物の安全性の確保
構造・防火安全性等が確保されたストック形

成、既存ストックの有効活用等の観点から、建
築基準及び関係規定等の適切な運用及び見直し
に継続的に取り組んでいる。
具体的には、近年のビル火災等を踏まえ、令

和４年12月に「直通階段が一つの建築物等向
けの火災安全改修ガイドライン」を策定すると
ともに、５年度より建築物の火災安全改修に係
る支援制度を新たに設けるなど、既存建築物の
火災安全対策の推進に取り組んでいる。また、
４年６月公布の改正建築基準法が７年４月に施

行され、省エネ化に伴い重量化している建築物
の構造安全性を確保するために、木造２階建て
住宅等の構造審査が始まる。
さらに、令和６年能登半島地震による被害の

発生を受けて、６年２月に建築構造の専門家等
からなる「令和６年能登半島地震における建築
物構造被害の原因分析を行う委員会」を国立研
究開発法人建築研究所とともに設置し、被害の
特徴と要因の分析を行うとともに、対策の方向
性を示した中間とりまとめを６年11月に公表
した。

	 	ୈ̏અ�	 建築物の安全性確保	 建築物の安全性確保

【関連リンク】
令和 6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会
URL：https://www.nilim.go.jp/lab/hbg/iinkai/notohantouzisinniinnkai/notoiinkai.html

【関連リンク】
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 69号）について
URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html
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（２）	昇降機や遊戯施設の安全性の確保
昇降機（エレベーター、エスカレーター）や

遊戯施設の事故原因究明のための調査並びに地
方公共団体及び地方整備局職員を対象とした安
全・事故対策研修を引き続き行うとともに、昇

降機の適切な維持管理に関する指針等の積極的
な活用及び既設エレベーターへの戸開走行保護
装置の設置の促進等についての周知を行い、安
全性の確保に向けた取組を引き続き進める。

	 	ୈ̐અ�	 交通分野における安全対策の強化

運輸事業者における安全管理体制の構築・改善
「運輸安全マネジメント制度」は、運輸事業
者に安全統括管理者の選任と安全管理規程の作
成を義務付け、経営トップのリーダーシップの
下、会社全体が一体となった安全管理体制を構
築することを促し、国土交通省が運輸安全マネ
ジメント評価（運輸事業者の取組状況を確認
し、必要な助言等を行うもの）を行う制度であ
り、JR西日本福知山線列車脱線事故等の教訓
を基に、平成18年10月に導入されたものであ
る。
令和６年度においては、運輸安全マネジメン

ト評価を、のべ277者（鉄道43者、自動車95
者、海運128者、航空11者）に対して実施し
た。
また、同制度への理解を深めるため、国が運

輸事業者を対象に実施する運輸安全マネジメン
トセミナーについては、令和６年度において
2,910人が受講した。加えて、中小事業者に対
する同制度の一層の普及・啓発等を図るため、
平成25年７月に創設した認定セミナー制度
（民間機関等が実施する運輸安全マネジメント
セミナーを国土交通省が認定する制度）に関し
ては、令和６年度において5,338人がセミナー
を受講した。そのほか、運輸事業の安全に関す
るシンポジウム等も実施した。
さらに、知床遊覧船事故を受け、小型旅客船

事業者に対し、運輸安全マネジメントの取組の
強化を通じ、経営トップの安全意識の底上げ・
向上を図ることや、効果的な評価実施のため国
の体制強化を図ることが急務となっている。特
に、小型旅客船不定期航路事業者に対しては、
令和５年３月に策定した「小型旅客船事業者に
対する運輸安全マネジメント評価の実施方法に
ついて」に基づき、経営トップの交代があった
事業者や重大な事故を発生させ又は行政処分を
受けた事業者等の評価を優先するとともに、令
和９年度末までにすべての事業者の評価を実施
しており、令和６年度は24者に対して実施し
た。
加えて、テロへの対応について、先進事例の

情報収集を行い集約した知見を事業者間で共有
し、その対応が求められる事業者を中心に評価
を実施するとともに、感染症への対応について
も、効果的な手法を検討し評価を実施した。
また、昨今の自然災害の頻発化・激甚化を受

け、運輸安全マネジメント制度の中に自然災害
対応を組み込むことにより運輸事業者の取組を
促進するため、運輸安全マネジメント評価にお
いては、「運輸防災マネジメント指針」を活用
し、防災マネジメントに関する評価を実施して
いる。これらの取組により、運輸安全マネジメ
ント制度の強化・拡充を図った。

	 	ୈ̐અ�	 交通分野における安全対策の強化	 交通分野における安全対策の強化
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運輸安全マネジメント制度の内容

国土交通省

①安全方針の策定・周知②安全重点施策の策定、見直し③教育・訓練の実施
等、全１４項目にわたる。

各事業法に基づき、以下の義務づけ
①安全管理規程の作成
②安全統括管理者（役員以上）の選任
経営トップのリーダーシップの下、自主的な安全管理体制を構築・運営

運輸事業者

＜安全管理体制の主な内容＞

 運輸安全マネジメント評価
本省・地方運輸局の評価チームが事業者に赴き、輸送の安全に関する取組状況を確認し、

継続的改善に向けて評価を実施
 セミナー、シンポジウムの実施

全国各地で中小事業者を中心に普及・啓発を実施し、事業者の自主的な取組みを促進

評価
啓発

PLAN

DOCHECK

ACT

鉄軌道交通における安全対策

注 12　ྻंͷӡߦຊ਺͕ଟ͍࣌ؒଳʹ͓͍ͯɺ౿੾ःஅ͕࣌ؒ 40෼ʗ࣌Ҏ্ͱͳΔ౿੾ɻ

鉄軌道交通における運転事故件数は、自動列
車停止装置（ATS）等の運転保安設備の整備
や踏切対策の推進等を行ってきた結果、長期的
には減少傾向にあるが、ひとたび列車の衝突や
脱線等が発生すると、多数の死傷者を生じるお
それがあることから、引き続き安全対策の推進
が必要である。

（１）鉄軌道の安全性の向上
過去の事故等を踏まえて、必要な基準を制定

するなどの対策を実施し、これを鉄軌道事業者
が着実に実行するよう指導するとともに、保安
監査等を通じた実行状況の確認や、監査結果等
のフィードバックによる更なる対策の実施を通
じて、鉄軌道の安全性の向上を促している。
また、鉄軌道事業者に対し、計画的に保安監

査を実施するほか、重大な事故、同種トラブル
等の発生を契機に臨時に保安監査を実施するな
ど、メリハリの効いた効果的な保安監査を実施
することにより、保安監査の充実を図っている。

（２）踏切対策の推進
都市部を中心とした「開かずの踏切」注12等は、
踏切事故や慢性的な交通渋滞等の原因となり、
早急な対策が求められている。このため、道路
管理者と鉄道事業者が連携し、「踏切道改良促
進法」及び「第11次交通安全基本計画」に基
づき、立体交差化、歩道拡幅等の構造改良、横
断歩道橋等の歩行者等立体横断施設の整備、特
定道路等を優先とした踏切道におけるバリアフ
リー対策、踏切遮断機等の踏切保安設備の整備
等により踏切事故の防止に努めている。
令和６年度は、「踏切道改良促進法」に基づ

き、改良すべき踏切道として、新たに117か
所を指定した。指定した踏切道をはじめ、課題
のある踏切道については、地方踏切道改良協議
会等を適宜開催し、道路管理者と鉄道事業者
が、地域の実情に応じた踏切対策の一層の推進
を図った。
また、災害時の管理方法の指定制度に基づ

き、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道と

2
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して16か所を指定した。指定した踏切道につ
いては、道路管理者と鉄道事業者が、災害時に
長時間遮断が生じないよう、連絡体制や優先開
放の手順等の管理方法の策定に向けた協議を行
い、取組を推進した。さらに、道路管理者と鉄
道事業者が連携して作成・公表している「踏切
道安全通行カルテ」を更新し、踏切対策の「見
える化」を進めた。
令和７年度は、引き続き、改良すべき踏切道

を国土交通大臣が機動的に指定し、立体交差化
や構造改良、踏切周辺道路の整備、第４種踏切
道等の統廃合、踏切保安設備の整備、踏切道へ
の車両進入抑制対策等の早期効果発現対策、特
定道路等を優先とした踏切道におけるバリアフ
リー対策等を推進し、特に構造改良において
は、列車と車両等の衝突による事故を減らすた
め、狭小な踏切道や歩道が無い踏切道の拡幅、
事故が多発する構造等に課題のある踏切道の対
策等を含めた総合的かつ一体的な対策を推進す
る。また、災害時の管理の方法を定めるべき踏
切道として指定した緊急輸送道路上等の踏切道
について、管理の方法の策定や定期訓練等の取
組を推進するとともに、災害時の踏切優先開放
等の措置を確実に実施する取組を促進する。あ
わせて、改良後の踏切対策の評価により、着実
なフォローアップを実施する。加えて、指定さ
れた改良すべき踏切道以外についても、第４種
踏切道を横断する歩行者の安全対策の観点か
ら、安全対策を簡易かつ効果的に実施できる設
備の導入を推進する。

（３）ホームドアの整備促進
視覚障害者等をはじめとしたすべての駅利用

者の安全性向上を図ることを目的に、ホームか
らの転落等を防止するホームドアの整備を促進
しており、「交通政策基本計画」（令和３年５月
28日閣議決定）及び「移動等の円滑化の促進

に関する基本方針」（２年12月25日）に基づ
き、令和７年度までに、優先度が高い3,000番
線、うち平均利用者数が10万人/日以上の駅
で800番線を整備することとしている。５年
度末時点において、駅全体で2,647番線、うち
平均利用者数が10万人/日以上の駅で559番
線が整備された。この整備目標の達成に向け、
都市部では鉄道駅バリアフリー料金制度（７年
３月末時点で17社より届出）、地方部では予算
措置による重点的支援と、それぞれの特性に応
じた措置を活用しながら、全国の鉄道駅のバリ
アフリー化を推進していくこととしている。

çਤදᶘ�6�4�2çɹϗʔϜυΞ

（４）鉄道施設の戦略的な維持管理・更新
鉄道の橋梁やトンネル等の老朽化が進んでお

り、これらの鉄道施設を適切に維持管理するこ
とが課題となっている。鉄道利用者の安全確保
及び鉄道の安全・安定輸送の確保を図るため、
地域の人口減少が進み経営環境が厳しさを増す
地方の鉄道事業者に対して、鉄道事業の継続性
等を確認した上で、将来的な維持管理費用を低
減し長寿命化に資する鉄道施設の改良・補強を
支援するとともに、広域的・戦略的なインフラ
メンテナンス実現に向け、鉄道事業者の技術力
向上、検査業務体制の再構築を推進している。
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海上交通における安全対策
（１）船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全

確保
①知床遊覧船事故を受けた安全・安心対策
令和４年４月に発生した知床遊覧船事故を受
け、国土交通省では、このような痛ましい事故
が二度と起きることがないよう、旅客船の安
全・安心対策として、抜き打ち監査の実施や通
報窓口の設置等の対策を行うとともに、改正海
上運送法に基づき、６年４月に船員の資質の向
上に係る制度を導入したほか、７年４月より改
良型救命いかだ等の旅客船への搭載を義務化す
るなど、各対策を着実に進めている。利用者の
皆様に安心してご乗船いただけるよう、各対策
の進捗に応じフォローアップも行っていくこと
により、引き続き、旅客船の安全・安心対策に
万全を期していく。

②船舶の安全性の向上
船舶の安全に関しては、国際海事機関（IMO）
を中心に国際的な基準が定められており、我が
国はIMOにおける議論に積極的に参画してい
る。また、我が国で航行する船舶の安全を確
保するため、日本籍船に対する船舶検査を実
施し、国際基準等への適合性を確認している。
ヒューマンエラーの防止による海上安全の向上
や船員の労働環境改善が期待される自動運航船
については、令和12年頃までの本格的な商用
運航の実現を目指し、６年６月に設置された
「自動運航船検討会」を通じて国内制度の検討・
整備を進めるとともに、IMOにおける国際ルー
ル策定作業を主導している。

③船舶航行の安全確保
船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準
に関する国際条約（STCW条約）に準拠した
「船員法」及び「船舶職員及び小型船舶操縦者
法」に基づき、船員に必要な資格・教育訓練等
を定めるとともに、小型船舶操縦者の資格及び

遵守事項について定め、人的な面から船舶航行
の安全を確保するとともに、運航労務監理官に
よる監査を通じて、関係法令の遵守状況等の確
認を行い、関係法令に違反していることが判明
した事業者等に対して、行政処分等を行うこと
により再発防止を図っている。また、小型船舶
の安全確保のため、小型船舶操縦者が遵守すべ
き事項として、酒酔い等操縦の禁止、危険操縦
の禁止、ライフジャケットの着用等を義務づけ
ており、これらについて、小型船舶乗船者を中
心に規制内容の説明やリーフレットの配布を行
う等、関係省庁、団体と連携して周知・啓発を
図るとともに、違反者への再教育講習を行って
いる。
また、「水先法」に基づき、水先人免許の資

格を定め、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確
保することにより、船舶交通の安全を図るとと
もに、水先人の安定的な確保・育成に向けた施
策を推進している。
海難審判所では、職務上の故意又は過失に

よって海難を発生させた海技士、小型船舶操縦
士及び水先人等に対して「海難審判法」に基づ
く調査、審判を実施しており、令和６年には
230件の裁決を行い、海技士、小型船舶操縦士
及び水先人等計308名に対する業務停止（１
から２か月）及び戒告の懲戒を行うなど、海難
の発生防止に努めている。
海上保安庁では、５年間ごとに取り組むべき

海上安全行政の方向性と具体的施策を「交通ビ
ジョン」として位置付けており、令和５年３月
に策定された「第５次交通ビジョン」に基づき
各種施策を推進している。
令和６年における船舶事故の特徴として、船

舶種類別では、プレジャーボート、漁船、貨物
船の順で船舶事故隻数が多く、プレジャーボー
トの船舶事故隻数は約５割を占めている。ま
た、プレジャーボートの船舶事故について事故
種類別でみると、運航不能（機関故障）が最も

3
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多く発生しており、プレジャーボートの船舶事
故全体の約２割を占めている。
このため、海上保安庁では、プレジャーボー

トの機関故障対策として、海事局等の関係機関
と連携し海難防止講習会や訪船指導等のあらゆ
る機会を通じて、発航前検査のみでなく、整備
事業者等による定期的な点検整備の実施及び
ユーザーによる整備記録の管理を呼び掛けてい
る。
また近年、カヌー、SUP（スタンドアップ

パドルボード）、ミニボート等のマリンレジャー
が盛んになっている状況を踏まえ、関係機関、
民間団体、販売店等の事業者及び海難防止活動
に協力的なマリンレジャー愛好家と連携し、広
く安全啓発活動を実施している。
このほか、海上保安庁が運用している総合安

全情報サイト「ウォーターセーフティガイド」
において、マリンレジャーの事故防止のための
情報を掲載し、周知することで愛好者の安全意
識の向上を図っている。
加えて「海の安全情報」では、避難勧告等の

緊急情報、全国各地の灯台等で観測した気象現
況等の海難防止に資する情報を海事関係者から
マリンレジャー愛好者まで幅広く提供してい
る。
平成30年９月の台風21号の影響により発生

した関西国際空港連絡橋への船舶衝突事故を受
け、走錨事故対策のために、レ令和５年度まで
に大阪湾北部海域の監視及び情報提供体制の強
化を完了したほか、３年７月に施行された「海
上交通安全法等の一部を改正する法律」に基づ
き６年の台風接近時においても、大型船等の一

注 ࿈ւ༸๏৚໿ୈࠃ　13 43৚ʹ͖ͮجԊࠃ؛ͱւڦར༻ࠃͷྗڠΛੈքͰॳΊͯ۩ମԽͨ͠΋ͷͰɺྗڠϑΥʔϥϜɺϓ
ϩδΣΫτௐ੔ҕһձٴͼߦߤԉॿࢪઃۚجҕһձͷ̏ཁૉͰߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ

注 14　ϚϥοΧɾγϯΨϙʔϧւڦʹઃஔ͞Ε͍ͯΔ౮୆౳ͷߦߤԉॿࢪઃͷ୅ସຢ͸मસ౳ʹཁ͢ΔܦඅΛ࿫͏ͨΊʹ૑
ઃ͞Εͨۚجɻ

定の船舶に対する、湾外等の安全な海域への避
難等の勧告制度やバーチャルAIS（Automatic
Identification System：船舶自動識別装置）
航路標識の緊急表示制度を運用するなどして、
船舶交通の安全確保に努めた。
また、来島海峡航路西側海域において、令和

３年及び５年に死者・行方不明者を伴う船舶同
士の衝突事故が相次いで発生したことから、同
種事故の再発防止の徹底を図るため、６年７月
から来島海峡航路西口の入出航に係る経路を指
定するとともに安芸灘南航路第四号灯浮標を廃
止した。引き続き、同海域における安全対策を
推進していく。
海図については、電子海図情報表示装置

（ECDIS）の普及に伴い、重要性の増した電子
海図の更なる充実を図っている。このほか、航
路、港湾施設、潮汐等に関する情報を水路書誌
として刊行するとともに、水路通報、航行警報
等により最新の情報提供を行っている。
航路標識については、海水の浸入を防止する

対策及び電源喪失時における予備電源設備の整
備等、船舶交通の環境及びニーズに応じた効果
的かつ効率的な整備を行っており、令和６年度
に292か所の改良・改修を実施した。
我が国にとって輸入原油の９割以上が通航す

る極めて重要な海上輸送路であるマラッカ・シ
ンガポール海峡については、船舶の航行安全確
保が重要であり、沿岸国及び利用国による「協
力メカニズム」注13の下、我が国として航行援助
施設基金注14への資金拠出等の協力を行ってい
る。今後も官民連携して同海峡の航行安全・環
境保全対策に積極的に協力していく。
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ίϥϜ
次世代航海情報の利活用に向けて

Column
近年海洋分野でもDXが進んでいます。
海洋分野のDXを支えるべく、国際水路機関は、電

子海図にリアルタイムデータを含む様々なデータを重
畳できる次世代航海情報の新規格「S-100シリーズ」
を開発しています。国内でも（一財）日本船舶技術研
究協会及び産官学の団体が、日本財団の助成により内
航船の無人化・省人化に資する航海情報サービス（海

洋ダイナミックマップ）の研究開発を進めており、海
上保安庁が提供する航海情報への期待が高まっていま
す。海上保安庁は令和６年度より同協会の連絡会に参
加し、関係機関との連携・調整を行っており、国内・
国際動向を踏まえつつ、次世代航海情報の提供を目指
して海洋分野のDXに貢献します。

次世代航海情報では、電子海図上に様々な情報を重ね合わせることが可能

（２）乗船者の安全対策の推進
乗船者の事故における死者・行方不明者のう

ち約４割は海中転落によるものである。転落後
に生還するためには、まず海に浮いていること、
その上で速やかに救助要請を行うことが必要で
ある。小型船舶（漁船・プレジャーボート等）
からの海中転落による乗船者の死亡率は、ライ
フジャケット非着用者が着用者の約４倍と高
く、ライフジャケットの着用が海中転落事故か
らの生還に大きく寄与していることが分かる。
また、通報時に携帯電話のGPS機能を「ON」
にしていることで、緊急通報位置情報通知シス
テムにより遭難位置を早期に把握することがで
き、救助に要する時間の短縮につながる。
このため、海上保安庁では、海での痛ましい

事故を起こさないために①ライフジャケットの

常時着用、②防水パック入り携帯電話等の連絡
手段の確保、③118番・NET118の活用とい
う「自己救命策3つの基本」のほか「家族や友
人・関係者への目的地等の連絡」について講習
会やメディア等を活用して周知・啓発を行って
いる。

（３）救助・救急体制の強化
海上保安庁では、迅速かつ的確な救助・救急

活動を行うため、緊急通報用電話番号「118番」
の運用を行っているほか、「海上における遭難
及び安全に関する世界的な制度（GMDSS）」
により、24時間体制で海難情報の受付を行う
など、事故発生情報の早期把握に努めている。
また、海上において発生した海難や人身事故に
適切に対応するため、特殊救難隊、機動救難
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士、潜水士等の救助技術・能力の向上を図ると
ともに、救急救命士及び救急員が実施する救急
救命処置等の質を医学的・管理的観点から保障
するメディカルコントロール体制の構築、巡視

注 15　٬੮਺͕ 100ຢ͸࠷େ཭཮ॏྔ͕̑ສΩϩάϥϜΛ௒͑ΔػۭߤΛۭߤͯ͠༺࢖ӡૹۀࣄΛܦӦ͢Δຊ๜ۭߤӡૹࣄ
ΔɻݶʹނࣄΔ܎ʹऀۀ

船艇・航空機の高機能化、関係機関及び民間救
助組織との連携を推進するなど、救助・救急体
制の充実・強化を図っている。

航空交通における安全対策
（１）航空の安全対策の強化
①航空安全プログラム（SSP）
国土交通省航空局は、航空事故等を継続的に

低減するために国際民間航空条約第19附属書
に従い、航空安全プログラム（SSP）を定め、
平成26年から実施しており、関係省庁や航空
業務提供者と協力して安全に関する法令及び規
定類の策定、安全情報の収集、分析及び共有、
監査及び検査活動、安全文化に係る啓蒙活動を
行っている。また、我が国の航空の安全上の課
題を特定し、これに対処するための具体的取組
等を取りまとめた、我が国における国家航空安
全計画（NASP）（仮称）を策定することとし
ている。
そのほか、報告が義務づけられていない航空

の安全情報の収集のため、平成26年より航空
安全情報自発報告制度（VOICES）を運用し
ており、航空の安全性向上に向けた提言が得ら
れている。

②航空輸送安全対策
本邦航空会社において、航空機に起因する

乗客の死亡事故は昭和61年以降発生していな
い注15が、安全上のトラブルに適切に対応する
ため、会社における安全管理体制の強化を図

り、予防的安全対策を推進するとともに、事業
参入時・事業拡張時の事前審査及び抜き打ちを
含む厳正かつ体系的な立入監査を的確に実施し
ている。また、外国航空会社に対しても、日本
に乗り入れる航空機に対する立入検査等によ
り、航空機の運航及び機体の安全性について監
視している。
航空機からの落下物対策については、平成

29年９月に落下物事案が続けて発生したこと
を踏まえ、30年３月に「落下物対策総合パッ
ケージ」を策定した。同パッケージに基づき、
同年９月に「落下物防止対策基準」を策定し、
本邦航空会社のみならず、日本に乗り入れる外
国航空会社にも対策の実施を義務付けており、
本邦航空会社は31年１月から、外国航空会社
は同年３月から適用している。
また、平成29年11月より、国際線が多く就

航する空港を離着陸する航空機に部品欠落が発
生した場合、外国航空会社を含むすべての航空
会社等から報告を求めている。報告された部品
欠落情報については、原因究明の結果等を踏ま
えて国として航空会社への情報共有や指示、必
要に応じて落下物防止対策基準への対策追加等
を実施しており、再発防止に活用している。引
き続き「落下物対策総合パッケージ」に盛り込

4

【関連リンク】
航空安全プログラムについて
URL：https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000005.html

【関連データ】
本邦航空会社の事故件数及び発生率
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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まれた対策を関係者とともに着実かつ強力に実
施していく。
平成30年10月末以降、本邦航空会社の航空

従事者の飲酒に係る不適切事案が相次いで発生
したことを踏まえ、31年１月から令和元年７
月にかけて厳格な飲酒基準を策定し、こうした
基準が適切に遵守されるよう、監査等を通じて
指導・監督を実施してきたところである。しか
しながら、最近においても運航乗務員等の飲酒
に係る不適切事案が発生したことを踏まえ、飲
酒検査体制の強化、アルコール教育の適切な実
施（効果測定含む。）及び組織的な飲酒傾向の
把握等が図られるよう、引き続き指導・監督を
実施していく。

③航空機等の安全性審査
国土交通省では、米国・欧州の航空当局等と

密接に連携するとともに、安全性審査を担当す
る職員の能力維持・向上等を図ることにより、
「空飛ぶクルマ」を含む国産及び輸入航空機の
安全・環境基準への適合性の審査を適切かつ円
滑に実施している。また、無人航空機につい
て、産業界及び諸外国の動向を踏まえた基準の
策定や、機体の審査等を実施している。

④無人航空機等の安全対策
無人航空機については、「航空法」において、

注 16　Ϩϕϧ̐ඈߦɿ༗ਓ஍ଳʢୈ্ۭऀࡾʣͰͷิॿऀͳ͠໨ࢹ֎ඈߦɻ
注 17　Ϩϕϧ 3�5 ඈߦɿσδλϧٕज़ͷ׆༻ʢ্ػͷΧϝϥʹΑΔาऀߦ౳ͷ༗ແͷ֬ೝʣʹΑΓิॿऀ΍؃൘ͷ഑ஔͱ͍ͬ

ͨैདྷͷཱೖ؅ཧાஔΛఫഇ͢Δͱͱ΋ʹɺແਓػۭߤͷૢॎϥΠηϯεͷอ༗ٴͼอݥ΁ͷՃೖʹΑΓಓ࿏΍మಓ
౳ͷԣஅΛ൐͏ඈߦΛ༰қͱ͢Δඈܗߦଶɻ

注 18　ଟ਺ػಉ࣌ӡߤɿૢॎऀ͕ૢॎऀΑΓ΋ଟ਺ͷແਓػۭߤΛࣗಈૢॎ౳ʹΑΓಉ࣌ӡͤ͞ߤΔ͜ͱɻ

飛行禁止空域や飛行の方法、これらの空域にお
ける飛行や規定の飛行の方法によらない飛行の
ための許可・承認等の基本的なルールを定めて
いる。また、令和４年には、無人航空機の所有
者等の把握や安全上問題のある機体の排除を通
じた飛行の更なる安全性向上を図るために、機
体登録を義務化し、レベル４飛行注16の実現の
ために、機体認証制度や操縦者技能証明制度等
を導入した。これらの取組に加え、５年には
レベル3.5飛行注17の制度を導入したとともに、
７年３月に多数機同時運航注18を安全に行うた
めのガイドラインを策定し、無人航空機の事業
化を推進している。また、いわゆる「空飛ぶク
ルマ」については世界各国で機体開発の取組が
進められているが、我が国においても、都市部
での送迎サービスや離島や山間部での移動手
段、災害時の救急搬送等の活用を期待し、世界
に先駆けた実現を目指している。７年の大阪・
関西万博における二地点間運航の実現に向け
て、機体や運航の安全基準、操縦者の技能証明
や離着陸場に関する基準に基づき、安全性の審
査を実施するとともに、６年度には交通管理に
必要な情報提供・モニタリング等を行うための
施設整備等を進めた。今後、万博以降の運航拡
大に向けて、多様な機体や高度な運航等に対応
するための制度整備等を進めていく。
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ίϥϜ
大阪・関西万博における空飛ぶクルマの運航の実現に向けた取組について

Column
大阪・関西万博は、イノベーションの誘発や社会実

装の推進のための様々な挑戦の場とする「未来社会の
実験場」をコンセプトに、最先端のモビリティ技術を
会場内外で実証・導入することで、スマートモビリティ
を推進、社会実装につなげていくこととしております。
「空飛ぶクルマ」は、そのコンセプトを体現する重
要なプロジェクトと位置付けられており、国内外の複
数の機体による万博会場周辺の飛行や万博会場内外の

二地点間運航を実現することで、空飛ぶクルマが実際
に運航される姿を国内外に発信し、社会受容性の向上
や更なる事業発展につながることが期待されています。
国土交通省としても、安全性の審査や交通管理のた

めの施設整備等、運航の実現に向けた取組を進め、空
飛ぶクルマの社会実装による「空の移動革命」の実現
を目指しています。

（公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会公表資料より引用）

【関連リンク】
2025年大阪・関西万博アクションプランVer. ７
URL：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/expo_suisin_honbu/pdf/apver7_honbun.pdf

【関連リンク】
大阪・関西万博における空飛ぶクルマの各社検討（2025年４月３日現在）
URL：https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/eaeefa7047a393cf8e6bba86b8fbbe0a.pdf
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⑤小型航空機の安全対策
平成28年12月に有識者や関係団体等から構

成される「小型航空機等に係る安全推進委員会」
を立ち上げ、「新技術の活用」、「操縦士に対す
る指導監督の強化」及び「安全情報の発信強化」
の三つの柱で、安全対策を推進している。
「新技術の活用」においては、令和５年８月
に「小型航空機用FDM導入ガイドライン」を
策定し、同ガイドラインによりFDMの普及促
進に取り組んでいる。「操縦士に対する指導監
督の強化」では、特定操縦技能審査を行う技能
審査員への指導・監督を強化しているほか、安
全講習会の開催、違反者への行政指導等によ
り、操縦士の技能向上や法令遵守を徹底してい
る。また、メールマガジンやSNSによる安全
情報の発出、実際に発生した事故等の概要や対

注 19　ใࠂॻɹIUUQT���KUTC�NMJU�HP�KQ�BJSDSBGU�SFQ�BDDJ�""2024�7�2�+"603"�QEG
注 20　ใࠂॻɹIUUQT���KUTC�NMJU�HP�KQ�BJSDSBGU�SFQ�BDDJ�""2024�6�2�+632367&6$22�QEG
注 21　ใࠂॻ֓ཁɹIUUQT���KUTC�NMJU�HP�KQ�SBJMXBZ�Q�QEG�3"2024�2�1�Q�QEG

策、教訓等を盛り込んだ安全啓発動画や空港ご
との最終進入時に注意すべき点や地上走行する
際の注意すべき点をまとめた参考動画の配信等
により、「安全情報の発信強化」を図っている。

（２）安全な航空交通のための航空保安システ
ムの構築

航空の安全・安心確保のため、令和６年６月
24日に公表された「羽田空港航空機衝突事故
対策検討委員会」の中間取りまとめで提言され
た対策を着実に講じていく。また、将来的な航
空需要の増加も踏まえたデジタル技術等の活用
による滑走路誤進入検知システムの強化、航空
交通管理の高度化に向けた調査・研究を推進し
ていく。

航空、鉄道、船舶事故等における原因究明と事故等防止
運輸安全委員会は、独立性の高い専門の調査

機関として、航空・鉄道・船舶の事故及びイン
シデント（事故等）の調査により原因を究明
し、国土交通大臣等に再発防止及び被害の軽減
に向けた施策等の実施を求めている。
令和６年度中、調査対象となる事故等は、航

空35件、鉄道14件、船舶623件発生した。
また、同年度中、航空28件、鉄道13件、船舶
699件の調査報告書を公表した。

①令和６年度中に調査報告書を公表した主な事案
航空事故等では、令和５年１月、成田国際空

港で、貨物機が駐機位置への移動のための地上
走行中、駐機場の凍結路面で滑り、地上作業車
両に衝突して機体が損傷した事案について、駐
機場に散布された凍結防止剤の散布範囲及び散
布量が十分ではなく、当該機の走行速度が路
面の状態に適した速度ではなかったことによ

り発生したことを明らかにした（６年９月公
表注19）。また、制度改正の後、初の無人航空機
（ドローン）に係る報告書を公表した（６年８
月公表注20）。
鉄道事故等では、令和５年６月、高知県で、

線状降水帯による豪雨で斜面が崩壊し、線路内
へ流入した土砂に列車が乗り上げて脱線した事
案について、雨量が規制値に到達しても速やか
に運転規制を行わず、様子を見てから判断する
ことが常態化していたこと等により発生したこ
とを明らかにした。この事案の再発防止を図る
ため、当該事業者に対し、規制値の雨量を観測
したときは、運転状況を常に監視している運転
指令員から速やかに運転規制の通告ができる仕
組みを構築すること等を勧告した（６年７月公
表注21）。
船舶事故等では、令和５年８月、沖縄県宮古

島市下地島沖で、ダイビング船が転覆した事案

5
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について、波が打ち込みやすい船尾形状への変
更のほか、甲板上への潜水器材の積載による復
原性の低下、船長による気象・海象の悪化前に
避難する判断の遅れ等の複合的な要因により発
生したことを明らかにした。また、ダイビング
船の事故防止に役立つ情報を簡潔にまとめた安
全啓発資料注22を関係者に提供した（６年９月
公表注23）。

②事故等防止に関する普及啓発活動
事故等の再発防止に係る安全提言や各種統計

に基づく分析及び参考にすべき事故事例をまと
めた「運輸安全委員会ダイジェスト」等を発
行しており、また安全啓発のための特集ペー
ジ注24をホームページ上で作成、公開している。
船舶事故等調査報告書については、地図上から
検索できる「船舶事故ハザードマップ」注25（モ

注 22　҆શࢿൃܒྉɹIUUQT���KUTC�NMJU�HP�KQ�CVOTFLJ�LBOLPVCVUV�LFJIBUVMFBqFU�JNBHFT�EJWJOH�20TIJQ@MFBqFU�QEG
注 23　ใࠂॻ֓ཁɹIUUQT���KUTC�NMJU�HP�KQ�TIJQ�Q�QEG�."2024�9�2�Q�QEG
注 24　҆શ΁ͷπʔϧɹIUUQ���KUTC�NMJU�HP�KQ�CVOTFLJ�IUNM
注 25　ધഫނࣄϋβʔυϚοϓɹIUUQT���KUTC�NMJU�HP�KQ�IB[BSENBQ�IUNM
注 ���γεςϜɹIUUQT���KUTC�NMJU�HP�KQ�IB[BSENBQ�FUTTࡧݕোނؔػ　26

খܕધഫނؔػোࡧݕγεςϜɹIUUQT���KUTC�NMJU�HP�KQ�IB[BSENBQ�T@FUTT�
注 27　ӡ༌҆શҕһձ೥ใ 2025

IUUQT���KUTC�NMJU�HP�KQ�CVOTFLJ�LBOLPVCVUV�KUTCBOOVBMSFQPSU�BOOVBMSFQPSU@2025�KUTCBOOVBMSFQPSU@2025�IUNM

バイル端末対応）や船舶の機関故障部位から検
索できる「機関故障検索システム」注26を公開し
ている。

③デジタル技術の活用
多様な交通分野で情報化・自動化等が進んで

おり、また次世代モビリティの実用化が計画さ
れている中、より適確な事故調査・原因究明を
行うため、最新技術に関する情報を調査・研究
し、事故等調査能力の強化を推進する。
また、ドローン、3Dスキャン装置、CTス

キャン装置等を活用し、より多様な事故現場又
は事故対象物品に対して高精度なデータを取得
するなど、今後も新たな調査手法の導入により
科学的かつ客観的な解析能力の強化を推進す
る注27。

公共交通における事故による被害者・家族等への支援
令和６年度においても、公共交通事故発生

時には、被害者等へ相談窓口を周知するととも
に被害者等からの相談を聞き取って適切な機関
を紹介し、平時には、支援に当たる職員に対す
る教育訓練の実施、外部の関係機関とのネッ
トワークの構築、公共交通事故被害者等支援

フォーラムの開催、公共交通事業者による被害
者等支援計画の策定の働きかけ等を行っている。
平成28年に発生した軽井沢スキーバス事故

や令和４年に発生した知床遊覧船事故について
は被害者等との意見交換会や情報提供の場を設
けるなどの支援を継続して実施している。

道路交通における安全対策
令和６年の交通事故死者数は、2,663人で前

年比15人、0.6%の減少となった。しかし、交
通事故死者の約半数が歩行中・自転車乗用中
で、その約半数が自宅から500m以内の身近な

場所で発生するなど依然として厳しい状況であ
る。このため、更なる交通事故の削減を目指し、
警察庁等と連携して各種対策を実施している。

6
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（１）道路の交通安全対策
①ビッグデータ等を活用した幹線道路・生活道
路の交通安全対策の推進
道路の機能分化を推進することで自動車交通

を安全性の高い高速道路等へ転換させるととも
に、幹線道路については、安全性を一層高める
ために都道府県公安委員会と連携した「事故危
険箇所」の対策や「事故ゼロプラン（事故危険
区間重点解消作戦）」により、効果的・効率的
に事故対策を推進している。
一方、生活道路については、車両の速度抑制

や通過交通進入抑制による安全な歩行空間の
確保等を目的として、警察庁と国土交通省は、
「ゾーン30プラス」として設定し、人優先の安
全・安心な通行空間の整備を推進している。
具体的には、警察と道路管理者は検討段階か

ら緊密に連携して、最高速度30キロメートル
毎時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組
合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域
を「ゾーン30プラス」として設定し、ハンプ
や狭さくの設置等による車両の速度抑制対策や
通過交通の進入抑制対策、外周幹線道路の交通
を円滑化するための交差点改良等を推進してい
る。これらの交通安全対策の立案等にあたって
は、急減速や速度超過等の潜在的な危険箇所を
見える化するため、ビッグデータ等の活用を推
進している。また、自転車対歩行者の事故件数
が近年増加傾向であり、車道通行を基本とする
自転車と歩行者が分離された形態での整備を推
進している。

②通学路等の交通安全対策の推進
通学路については、平成24年に発生した集

団登校中の児童等の死傷事故を受け、通学路緊
急合同点検を実施し、学校、教育委員会、道路
管理者、警察等の関係機関が連携して、交通安
全対策を実施した。その後、継続的な通学路の
安全確保のため、市町村ごとの「通学路交通安
全プログラム」の策定等により、定期的な合同
点検の実施や対策の改善・充実等の取組を推進

しており、「通学路交通安全プログラム」に位
置付けられた交通安全対策事業への支援を重点
的に実施している。
また、令和元年に発生した園児等の死傷事故

を受け決定された「未就学児等及び高齢運転者
の交通安全緊急対策」（元年６月18日関係閣僚
会議決定）に基づき行われた緊急安全点検の結
果を踏まえた交通安全対策事業への支援も重点
的に実施している。
さらに、令和３年６月に発生した下校中の小

学生の死傷事故を受け決定された「通学路等に
おける交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係
る緊急対策」（３年８月４日関係閣僚会議決定）
に基づき通学路合同点検を実施し、この結果を
踏まえ、学校、教育委員会、警察、道路管理者
等の関係者が連携し、ハード・ソフトの両面か
ら必要な対策を推進している。また、こどもの
安全性を更に高めるべく、小学校周辺のゾーン
30内にある通学路に着目し、事故の状況、交通
規制、自動車走行速度等のデータ分析・評価を
基に、ゾーン30プラスの導入等の面的な対策
を、警察や学校、地域等とも連携して実施する。

③高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向
上する取組
令和元年９月に策定した「高速道路における

安全・安心基本計画」等を踏まえ、利用者視点
の下、新技術等を活用しつつ、高速道路の安全
性、信頼性や使いやすさを向上する取組を計画
的に推進していく。
具体的には、暫定２車線区間における走行性

や安全性の課題を効率的に解消するため、時間
信頼性の確保や事故防止、ネットワークの代替
性確保の観点から選定した優先整備区間の中か
ら財源確保状況も踏まえ、計画的に４車線化等
を実施していく。また、正面衝突事故防止対策
として、土工部及び中小橋においては令和４年
度にワイヤロープ設置が概成しており、長大
橋及びトンネル区間においては、車両の逸脱
防止性能等を満たす区画柵を全国51か所（約
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14km）の実道で令和３年度より試行設置し、
効果検証を推進していく。
また、世界一安全な高速道路の実現を目指

し、事故多発地点での集中的な対策に取り組む
だけでなく、高速道路での逆走事故対策とし
て、逆走事案発生箇所の約４割を占める分合流
部・出入口部等へのカラー舗装や路面標示等の
対策を推進、また、道路管理設備（CCTV等）
の充実やDX関連技術の進展等の変化を踏ま
え、道路管理設備を活用した逆走検知や車両側
で逆走検知、通知できる新規技術の実用化を推
進する。

（２）安全で安心な道路サービスを提供する計
画的な道路施設の管理

全国には道路橋が約73万橋、道路トンネル
が約1万本存在し、高度経済成長期に集中的に
整備した橋梁やトンネルは、今後急速に高齢化
を迎える。こうした状況を踏まえ、平成26年
より、全国の橋やトンネル等について、国が定
める統一的な基準により、5年に1度の頻度で
点検を行っている。30年度までに実施した橋
梁、トンネル等の一巡目点検の結果、橋梁では
次回点検までに措置を講ずべきものが全国に約
7万橋存在する。このうち、地方公共団体管理
の橋梁では修繕が完了したものが約66％（令
和５年度末時点）に留まることを踏まえ、「道
路メンテナンス事業補助制度」により計画的か
つ集中的に支援している。
今後、地方公共団体が計画的に措置できるよ
う、具体的な対策内容を盛り込んだ長寿命化修
繕計画の策定・公表を促すとともに、直轄診
断・修繕代行による支援、地域単位での一括発
注の実施、修繕に係る研修の充実等、技術的に
も支援していく。さらに、高速道路の老朽化に
対応するため、大規模更新・修繕事業を計画的
に進めているほか、跨線橋の計画的な維持及び
修繕が図られるよう、あらかじめ鉄道事業者等
との協議により、跨線橋の維持又は修繕の方法
を定め、第三者被害の予防及び鉄道の安全性確

保等に取り組んでいる。

（３）バスの重大事故を受けた安全対策の実施
平成28年の軽井沢スキーバス事故等を踏ま

え、二度とこのような悲惨な事故を起こさない
よう、安全対策を取りまとめ、着実に実施して
きた。令和４年10月には静岡県の県道におい
て観光バスが横転し、乗客が亡くなる痛ましい
事故が発生したところ、貸切バスの安全性向上
に関する関係法令等の改正を行い、令和６年４
月より貸切バスの安全対策の強化を開始した。
引き続き、事業者に対する指導や監査により法
令遵守を改めて徹底し、必要な安全対策を講じ
ていく。

（４）事業用自動車の安全プラン等に基づく安
全対策の推進

「事業用自動車総合安全プラン2025」を
令和３年３月に策定し、７年までに事業用自
動車の事故による24時間死者数を225人以
下、重傷者数を2,120人以下、人身事故件数を
16,500件以下、飲酒運転を0件とする事故削
減目標を掲げ、その達成に向けた各種取組を進
めている。

①業態ごとの事故発生傾向、主要な要因等を踏
まえた事故防止対策
輸送の安全の確保を図るため、トラック・バ

ス・タクシーの業態ごとの特徴的な事故傾向を
踏まえた事故防止の取組について評価し、更な
る事故削減に向け、必要に応じて見直しを行う
等、フォローアップを実施している。

②運輸安全マネジメントを通じた安全体質の確立
平成18年10月より導入した「運輸安全マネ

ジメント制度」により、事業者が社内一丸と
なった安全管理体制を構築・改善し、国がその
実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価
を、令和６年度は自動車運送事業者95者に対
して実施した。特に、平成29年７月の運輸審
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議会の答申を踏まえ、令和３年度までにすべて
の事業者の運輸安全マネジメント評価を行うと
した貸切バス事業者については、すべての評価
を終了した。その後、新規許可を受けた貸切バ
ス事業者や一定規模以上の貸切バス事業者につ
いて優先的に評価を実施している。

（５）自動車の総合的な安全対策
①今後の車両安全対策の検討
第11次交通安全基本計画（計画年度：令和

３～７年度）を踏まえ、交通政策審議会陸上交
通分科会自動車部会において、今後の車両の安
全対策のあり方、車両の安全対策による事故削
減目標等について審議され、令和３年６月に報
告書が取りまとめられた。報告書では「歩行
者・自転車等利用者の安全確保」、「自動車乗員
の安全確保」、「社会的背景を踏まえて重視すべ
き重大事故の防止」及び「自動運転関連技術の
活用・適正利用促進」を今後の車両安全対策の
柱とするとともに、12年までに、車両安全対
策により、年間の30日以内交通事故死者数を
1,200人削減、重傷者数を11,000人削減する
との目標が掲げられた。また、高齢運転者の事
故防止対策として、ペダルの踏み間違い等、運
転操作ミス等に起因する高齢運転者による事故
が発生していることや、高齢化の進展により運
転者の高齢化が今後も加速していくことを踏ま
え、「安全運転サポート車（サポカー）」の普及
促進に取り組む等により、先進的な安全技術を
搭載した自動車の性能向上と普及促進に取り組
んだ。さらに、ペダル踏み間違い時加速抑制装
置について性能評価・公表を行っており国際基
準について日本が議論を主導し、合意された。

②安全基準等の拡充・強化
自動車の安全性の向上を図るため、国連の自

動車基準調和世界フォーラム（WP.29）にお
いて日本が副議長を担うなど議論を主導してお
り、例えば、事故時のデータを記録する「事故
情報計測・記録装置（EDR）」について、国連

基準化を通じ、バスやトラック等の大型車への
搭載を義務付けるなど、保安基準の拡充・強化
を行った。さらに、障害物の手前で停止中に
誤ってアクセルを踏み込んだ時に急発進や急加
速を抑制する、日本発の技術である「ペダル踏
み間違い時加速抑制装置」は、日本が提案、国
際議論を主導し、令和６年11月に国連基準の
合意に至った。引き続き、自動車の安全性向上
に向けて、更なる安全基準の拡充・強化を図っ
ていく。

③先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・
普及の促進
産学官の連携により、先進技術を搭載した自

動車の開発と普及を促進し、交通事故削減を目
指す「先進安全自動車（ASV）推進プロジェ
クト」では、令和3年度から７年度の５年間に
わたる第７期ASV推進検討会において「自動
運転の高度化に向けたASVの更なる推進」を
基本テーマに掲げ、６年度は、誰もが使用する
技術となったASVの正しい理解・利用の徹底
と効果的な普及を図るための動画の作成、ドラ
イバー異常時対応システム作動時の車外への報
知性改善のためのガイドライン改訂に向けた検
討等を行った。

④自動車アセスメントによる安全情報の提供
安全な自動車及びチャイルドシートの開発や

ユーザーによる選択を促すため、これらの安全
性能を評価し結果を公表している。令和６年
度は、6車種について、衝突安全性能、予防安
全性能等の評価に取り組み、「自動車安全性能
2024」として結果を公表した。さらに交差点
に対応した衝突被害軽減ブレーキ及び新しいオ
フセット前面衝突（相手車への加害性を考慮し
た対向車との部分衝突）について、評価を開始
した。

⑤自動運転の実現に向けた取組
より高度な自動運転の実現に向け、国連
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WP.29における議論を主導し、令和６年６月、
自動運転車が有するべき機能要件や自動運転車
の認証方法に関する国際ガイドラインが策定さ
れた。
また、自動運転機能等の故障による事故を防

ぐため、令和６年10月より自動車の検査に電
子装置の機能確認（OBD検査）を導入した。

⑥自動車型式指定制度
自動車型式指定制度においては、保安基準へ

の適合性及び生産過程における品質管理体制等
の審査を独立行政法人自動車技術総合機構交通
安全環境研究所と連携して実施し、自動車の安
全・環境性の確保を図っている。令和６年度の
自動車型式指定件数は1,360件、装置型式指定
件数は401件であった。
また、近年相次いで発覚した型式指定申請に

おける不正事案を踏まえ、審査・監査の強化を
はじめとした不正事案の抑止、早期発見のため
の手法について、多角的に検討を行い、必要な
措置を講ずることとしている。

⑦リコールの迅速かつ着実な実施・ユーザー等
への注意喚起
設計・製造過程における問題を原因とした自

動車の事故・トラブルを未然に防止するため、
リコール制度を運用し、自動車製作者等から届
出された情報について、ウェブサイト等を通じ
て発信している。令和５年度のリコール届出件

数は349件、対象台数は810万台であった。
この制度の的確な運用のため、不具合情報等

について、自動車製作者等及びユーザーからの
収集に努めるとともに、安全・環境性に疑義の
ある自動車について、独立行政法人自動車技術
総合機構交通安全環境研究所において技術的検
証を行い、自動車製作者等への確認・指導を
行っている。
また、収集した不具合情報や事故・火災情報

等を公表し、ユーザーへの注意喚起が必要な事
案や適切な使用及び保守管理、不具合発生時の
適切な対応について、ユーザーへの情報提供を
実施している。令和５年度は、電動車の加減速
時における特性についての啓発動画を作成し、
注意喚起を行った。冬季の冬用タイヤやチェー
ンの適切な使用については、季節に合わせた報
道発表やX（旧Twitter）を通じて、ユーザー
等への注意喚起を行った。

⑧自動車の整備・検査の高度化
令和２年４月に施行された「道路運送車両法

の一部を改正する法律」により、高度な整備技
術を有するものとして国が認証を与えた整備工
場（認証工場）でのみ作業が可能な整備の範囲
を拡大することで、自動車の使用者が安心して
整備作業を整備工場に委託できる環境作りを進
めている。具体的には、これまで「対象装置の
取り外しを行う整備（分解整備）」がその対象
であったのに対し、対象装置に「自動運行装

【関連リンク】
自動車の型式指定制度等の概要
URL：https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001610987.pdf

【関連リンク】
車の異常を連ラクダ！自動車のリコール・不具合情報サイト
URL：https://www.mlit.go.jp/RJ/

【関連リンク】
令和４年度の自動車不具合情報について
URL：https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/common/data/r4-defects.pdf

【動画】
電動車等の特性を理解して運転しましょう～電動車を運転するときの注意点をビデオで解説します～
URL：https://youtu.be/b6xSocRravE動　画
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置」等を加えるとともに、取り外しは行わずと
も制動装置等の作動に影響を及ぼすおそれがあ
る作業を対象に含め、特定整備と改称した。
また、自動運転機能等の先進安全技術の機能

確認を行うため、令和６年10月より自動車の
検査に電子装置の機能確認（OBD検査）を導
入した。

（６）	被害者支援
①自動車損害賠償保障制度による被害者保護
自動車損害賠償保障制度では、クルマ社会の

支え合いの考えに基づき、自賠責保険の保険金
支払いとともに、自動車事故対策事業として、
ひき逃げ・無保険車事故による被害者の救済
（保障事業）や、重度後遺障害者への介護料の
支給や療護施設の設置・運営等（被害者保護増
進等事業）を実施している。今後も「被害者保
護増進等事業に関する検討会」を通じた施策の
効果検証等を踏まえ、被害者支援等の更なる充
実に取り組むとともに、自動車事故被害者への
情報提供の充実、自動車損害賠償保障制度に係
る自動車ユーザーの理解促進にも取り組み、安
全・安心なクルマ社会を実現していく。

②交通事故相談活動の推進
地方公共団体に設置されている交通事故相談

所等の活動を推進するため、研修や実務必携の
発刊を通じて相談員の対応能力の向上を図ると
ともに、関係者間での連絡調整・情報共有のた
めの会議やホームページで相談活動の周知を行
うなど、地域における相談活動を支援してい
る。これにより、交通事故被害者等の福祉の向
上に寄与している。

（７）	機械式立体駐車場の安全対策
機械式駐車装置の安全性に関する基準につい

て、国際的な機械安全の考え方に基づく質的向
上と多様な機械式駐車装置に適用するための標
準化を図るため、平成29年５月にJIS規格を
制定しており、令和５年５月に更なる安全性向
上を図るため、ワイヤーロープの強度及び安定
性に関する基準等について一部改正した。
また、平成29年12月の社会資本整備審議会

「都市計画基本問題小委員会都市施設ワーキン
ググループ」取りまとめを踏まえ、30年７月
に策定した「機械式駐車設備の適切な維持管理
に関する指針」について、近年、機器等の交換
が適切に実施されなかったことによる機械式駐
車設備の事故が発生している状況を踏まえ、令
和３年９月に指針の一部見直しを行っており、
機械式駐車装置設置後の点検等による安全確保
を推進している。

	 	ୈ̑અ�	 危機管理・安全保障対策
鉄道、航空機等における多数の死傷者を伴う

事故や船舶からの油流出事故等の事故災害が発
生した場合には、国土交通省に災害対策本部を
設置し、迅速かつ的確な情報の収集・集約、関
係行政機関等との災害応急対策が実施できるよ
う体制整備を行っている。海上における事故災
害への対応については、巡視船艇・航空機・大

型浚渫兼油回収船等の出動体制の確保、防災資
機材や救助資機材の整備等を行うとともに、合
同訓練等を実施し、関係機関等との連携強化を
図っている。また、油等防除に必要な沿岸海域
環境保全情報を整備し、海洋状況表示システム
（海しる）を通じて提供している。

【関連リンク】
自動車の電子的な検査（OBD検査）について
URL：https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_OBD.html　　

	 	ୈ̑અ�	 危機管理・安全保障対策	 危機管理・安全保障対策
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犯罪・テロ対策等の推進

注 খԽ͢ΔͨΊͷࣗӴાஔʢւ଑࠷ຢ͸͠ࢭΛ๷֐੒͞ΕͨιϚϦΞւ଑ʹΑΔඃ࡞ւӡձٞॴ౳ւӡஂମʹΑΓࡍࠃ　28
ҝͷճආાஔɺધ಺ͷආ೉۠ըʢγλσϧʣͷ੔උ౳ʣΛఆΊͨ΋ͷɻߦ

（１）各国との連携による危機管理・安全保障
対策

①セキュリティに関する国際的な取組
主要国首脳会議（G7）、国際海事機関

（IMO）、国際民間航空機関（ICAO）、アジ
ア太平洋経済協力（APEC）等の国際機関・
フォーラムにおける交通セキュリティ分野の会
合やプロジェクトに参加し、我が国のセキュリ
ティ対策に活かすとともに、国際的な連携・調
和に向けた取組を進めている。平成18年に創
設された「陸上交通セキュリティ国際ワーキン
ググループ（IWGLTS）」には、現在16か国
以上が参加しており、陸上交通のセキュリティ
対策に関する枠組みとして、更なる発展が見込
まれているほか、日米、日EUといった二国間
会議も活用し、国内の保安向上、国際貢献に努
めている。

②海賊対策
国際海事局（IMB）によると、令和６年に
おける海賊及び武装強盗事案の発生件数は98
件であり、地域別では、ソマリア周辺海域が8
件、西アフリカ（ギニア湾）が18件及び東南
アジア海域が72件となっている。
平成20年以降、ソマリア周辺海域において

凶悪な海賊事案が急増したが、各国海軍等によ
る海賊対処活動、商船側によるベスト・マネジ
メント・プラクティス（BMP）注28に基づく自衛
措置の実施、商船の民間武装警備員の乗船等国
際社会の取組により、近年は低い水準で推移し
ていた。しかしながら、令和６年１月以降同海
域で海賊事案が続発するようになり、商船の航
行にとって予断を許さない状況が続いている。
このような状況の下、我が国としては、「海

賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法

律」に基づき、海上自衛隊の護衛艦により、ア
デン湾において通航船舶の護衛を行うと同時
に、P-3C哨戒機による警戒監視活動を行って
いる。国土交通省においては、船社等からの護
衛申請の窓口及び護衛対象船舶の選定を担うほ
か、一定の要件を満たす日本船舶において民間
武装警備員による乗船警備を可能とする「海賊
多発海域における日本船舶の警備に関する特別
措置法」の運用を適切に行い、日本船舶の航行
安全の確保に万全を期していく。
海上保安庁においては、ソマリア沖・アデン

湾における海賊対処のために派遣された護衛艦
に、海賊行為があった場合の司法警察活動を行
うため海上保安官を同乗させ、海上自衛官とと
もに海賊行為の監視、情報収集等を行ってい
る。また、同周辺海域沿岸国の海上保安機関と
の間で海賊の護送と引渡しに関する訓練等を実
施している。
東南アジア周辺海域等においては、巡視船や

航空機を派遣し、公海上でのしょう戒のほか、
寄港国海上保安機関等と連携訓練や意見・情報
交換を行うなど連携・協力関係の推進に取り組
んでいる。

③中東地域における対応
我が国に輸入される原油の９割以上を中東地

域に依存しており、中東地域における船舶の安
全確保は必要不可欠である。しかしながら、中
東地域においては、高い緊張状態が継続してお
り、令和元年6月13日には、オマーン湾にお
いて、我が国海運事業者が運航する船舶が攻撃
を受ける事態が発生した。
また、令和5年11月19日には、紅海におい

て、我が国海運事業者が運航する船舶が「拿
捕」される事案が発生した。「拿捕」事案以降

1
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も紅海・アデン湾を通航する船舶への攻撃が相
次いだ。
我が国としては、令和６年11月に閣議決定

にて一部変更した「中東地域における日本関係
船舶の安全確保に関する政府の取組について」
を踏まえ、引き続き、更なる外交努力や航行安
全対策の徹底、自衛隊による情報収集活動を行
い、我が国関係船舶の航行安全の確保に万全を
期していく。

（２）公共交通機関等におけるテロ対策の徹底・
強化

国際的なテロの脅威は極めて深刻な状況であ
り、公共交通機関や重要インフラにおけるテロ
対策の取組を進めることは重要な課題である。
本年４月からの大阪・関西万博や令和９年３月
からの国際園芸博覧会の開催を見据え、国土交
通省では、所管の分野においてハード・ソフト
の両面からテロ対策を強化するなど、引き続
き、関係省庁と連携しつつ、取組を進める。

①鉄道におけるテロ対策の推進
令和３年10月に発生した京王線車内傷害事
件等を受けて同年12月に取りまとめた対応策
等を踏まえ、各種非常用設備の表示の共通化ガ
イドラインの運用、非常時の通報装置の活用や
危険物の持ち込み制限の利用者への呼びかけ実
施等に取り組んでいる。また、他人に危害を及
ぼすおそれのある行為等を抑止する効果を高め
るため、「鉄道運輸規程及び軌道運輸規程の一
部を改正する省令」を令和５年10月に施行し、
新幹線や利用者の多い在来線の新造車両に車内
防犯カメラの設置を義務付けた。また、大阪・
関西万博開催に備えて2025年2月に「鉄道テ
ロへの対応ガイドライン」を一部改正し、鉄軌
道事業者に対して列車内への危険品持込み規制
の内容について利用者に周知するよう指導し
た。

注 29　৽ઍߓۭࡀɺ੒ాߓۭࡍࠃɺ౦ߓۭࡍࠃژɺத෦ߓۭࡍࠃɺେߓۭࡍࠃࡕɺؔ੢ߓۭࡍࠃɺ෱Ԭۭߓɺಹ೼ۭߓɻ

②船舶・港湾におけるテロ対策の推進
「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確
保等に関する法律」に基づく国際航海船舶から
の船舶保安情報の確認、保安規程の承認・船舶
検査、国際港湾施設の保安規程の承認、入港船
舶に関する規制、国際航海船舶・国際港湾施設
に対する立入検査及びポートステートコント
ロール（PSC）を通じて、保安の確保に取り
組んでいる。
海上保安庁においては、多客期における旅客

ターミナル、フェリー等の警戒強化を実施する
とともに、官民が参画する「海上・臨海部テロ
対策協議会」を開催するなど、官民一体となっ
たテロ対策を推進する。

③航空におけるテロ対策の推進
国際民間航空条約に規定される国際標準や航

空法に基づき策定している危害行為防止基本方
針等に従って、関係者と連携を図りながら、航
空保安対策を推進している。具体的には、各空
港において、車両及び人の侵入防止対策として
フェンス等にセンサを設置するなど、侵入が
あった場合の迅速な対応を可能とする対策を講
じているほか、先進的な保安検査機器の導入を
促進するなど航空保安検査の高度化を図ってい
る。
加えて、令和2年7月に「重要施設の周辺地

域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に
関する法律」に基づき８空港注29を対象空港と
して指定し、当該空港周辺での小型無人機等の
飛行を禁止するとともに、これに違反して飛行
する小型無人機等に対する退去命令や飛行妨害
等の措置を警察官等により行うことができるよ
う体制整備を行っている。また、上記８空港以
外の空港についても、同年9月より、空港の機
能を確保する観点から、空港の設置者に対し、
空港周辺における無人航空機の飛行等の行為に
関し、行為が禁止されていることの周知や場周
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警備の一環としての巡視の実施、違反行為が確
認された場合の連絡体制の構築等を義務付け、
空港の設置者においてこれらの実施のための体
制整備を行っている。

④自動車におけるテロ対策の推進
車内の点検、営業所・車庫内外における巡回

強化、警備要員等の主要バス乗降場への派遣、
防犯カメラの設置、不審者・不審物発見時の警
察への通報や協力体制の整備等、テロの未然防
止対策を推進している。さらに、バスジャック
対応訓練の実施等についても推進している。

⑤重要施設等におけるテロ対策の推進
河川関係施設等では、河川・砂防・海岸等の

点検・巡視時における不審物等への特段の注
意、ダム管理庁舎及び堤体監査廊等の出入口の
施錠強化等を行っている。道路関係施設では、
高速道路や直轄国道の点検・巡視時における不
審物等への特段の注意、休憩施設のごみ箱の集
約等を行っている。都市公園関係施設では国営
公園における、巡回警備の強化、貼り紙掲示等
による注意喚起等を行っている。

（３）物流におけるセキュリティと効率化の両立
航空貨物に対する保安体制については、荷主
から航空機搭載まで一貫して航空貨物を保護す
ることを目的に、ICAOの国際基準に基づき制
定されたKS/RA制度注30を運用している。
また、主要港のコンテナターミナルにおいて
は、トラック運転手等の本人確認及び所属確認

注 ऀۀӡૹ୅ཧళۭߤຢ͸ಛఆऀۀࣄ՟෺ར༻ӡૹۭߤલ·Ͱʹɺಛఆՙओʢ,OPXO�4IJQQFSʣɺಛఆࡌ౥ػۭߤ　30
ʢ3FHVMBUFE�"HFOUʣຢ͸ۭߤձࣾʹ͓͍ͯ͢΂ͯͷۭߤ՟෺ͷ҆શੑΛ֬ೝ͢Δ੍౓ɻ

等を確実かつ迅速に行うため、出入管理情報シ
ステムを導入し、平成27年１月より本格運用
を開始しているほか、CONPAS（新・港湾情
報システム）における入場受付にもPS（Port
Security）カードを活用することでゲート処理
時間の短縮を図っている。また、感染症が流行
した際においても、港湾物流事業を継続する必
要があるため、セキュリティを確保しつつ本人
確認及び所属確認等を非接触に行えるよう出入
管理情報システムの改修を進めている。
さらに、令和５年７月の名古屋港のコンテナ

ターミナルに対するサイバー攻撃事案を受け、
港湾の情報セキュリティ対策等の強化を図るた
め、港湾運送事業法、サイバーセキュリティ基
本法及び経済安全保障推進法の観点から制度的
措置を講じたほか、港湾運送事業者等のサイ
バーセキュリティ対応能力の向上に係る支援に
取り組んでいる。

（４）サイバーセキュリティ対策
近年、重要インフラ事業者を中心とした民間

企業へのサプライチェーン・リスクを突いた攻
撃やゼロデイ攻撃等、新たな脅威が増大してい
る。
国土交通省においては、所管する独立行政法

人や重要インフラ事業者等とともにサイバーセ
キュリティ対策の強化に取り組んでおり、内閣
サイバーセキュリティセンター（NISC）等と
の連携の下、サイバー攻撃への対処態勢の充
実・強化等の取組を推進している。

事故災害への対応体制の確立
海上における船舶の海難に伴って発生する油
等の汚染や難破物除去等の損害に関し、船舶油
濁等損害賠償保障法により、船舶所有者等の賠

償責任、船舶所有者に対する保険者との保障契
約締結義務が課せられており、地方運輸局等に
おいて、保障契約証明書の交付、入港予定の外
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航船舶から通報される保障契約情報の確認によ
り、無保険船舶の排除を行うとともに、船舶の
海難等からの被害者保護を図り、海上輸送の健
全な発達に寄与している。
また、タンカーの事故により油濁損害が発生

した際、船舶所有者等の賠償責任を超える被害

に対する補償を行うなどの国際的な枠組みであ
る国際油濁補償基金（IOPCF）において、我
が国は主要拠出国として、基金の運営をリード
し、世界各地で発生する油濁損害対応に大きく
貢献している。

海上における治安の確保
（１）テロ対策の推進
テロの未然防止措置として、原子力発電所や

石油コンビナート等の重要インフラ施設に対し
て、巡視船艇・航空機による監視警戒を行って
いるほか、旅客ターミナル、フェリー等のいわ
ゆるソフトターゲットにも重点を置いた警戒を
実施している。
また、新たなテロの脅威として、ドローンを
使用したテロの発生も懸念されていることから、
関係機関と連携して不審なドローン飛行に関す
る情報を把握するとともに、ドローン対策資機
材を活用するなど複合的な対策を講じている。
さらに、テロ対策については、官民の連携が
重要であるところ、海上保安庁では、官民が参
画する「海上・臨海部テロ対策協議会」を定期
的に開催しており、令和７年の大阪・関西万博
など、ソフトターゲットへのテロ対策を官民一
体となり推進している。

（２）不審船・工作船対策の推進
不審船・工作船は、覚醒剤の運搬や工作員の
不法出入国等の重大犯罪に関与している可能性
が高く、我が国の治安を脅かすこれらの活動を
未然に防止することは重大な課題である。
海上保安庁では、巡視船艇・航空機により不
審な船舶に対する監視警戒を行うとともに、海
上自衛隊との共同訓練を含む各種訓練を通じて
事案対処能力の維持・向上にも努めている。引
き続き、関係機関等との連携を一層強化して、
不審船・工作船に対して厳格に対処していく。

（３）海上犯罪対策の推進
最近の海上犯罪の傾向として、国内密漁事犯

では、密漁者と買受業者が結託した組織的な形
態で行われるものや、暴力団が資金源として関
与するもの等が見受けられる。海上環境事犯で
は、発覚を逃れるため沖合に廃船を不法投棄す
るものや、企業が設備整備への投資を惜しんで
汚水を不法排出するもの等が発生している。外
国漁船による違法操業事犯では、我が国領海内
において徘徊していた外国漁船が、巡視船艇の
停船命令に従わずに逃走し、海上保安官による
立入検査を忌避した事件が発生している。密輸
事犯では、海上貨物への隠匿や瀬取りにより、
一度に大量の違法薬物や金地金を密輸する事件
が発生しており、密輸手法の多様化が伺える。
密航事犯では、旅客船に潜伏した不法出国等が
発生している。
このような各種海上犯罪については、その様

態が悪質・巧妙化しており、依然として緊張感

3
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をもった取締りが求められているところ、海上
保安庁では、巡視船艇・航空機を効率的かつ効
果的に運用することで監視・取締りや犯罪情報
の収集・分析、立入検査を強化するとともに、

国内外の関係機関との情報交換等、効果的な対
策を講じ、厳正かつ的確な海上犯罪対策に努め
ている。

安全保障と国民の生命・財産の保護
（１）北朝鮮問題への対応
我が国では、「特定船舶の入港の禁止に関す

る特別措置法」に基づき、すべての北朝鮮籍船
舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第
三国籍船舶及び日本籍船舶並びに国際連合安全
保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象と
された船舶が入港禁止措置の対象とされている
が、令和７年４月８日の閣議において、国際情
勢にかんがみ、当該入港禁止措置の期限を令和
９年４月13日まで延長することが決定された。
国土交通省・海上保安庁では、本措置の確実

な実施を図るため、これら船舶の入港に関する
情報の確認等を実施しているほか、関係行政機
関と緊密に連携し、「国際連合安全保障理事会
決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施
する貨物検査等に関する特別措置法」に基づく
対北朝鮮輸出入禁止措置の実効性確保に努めて
いる。
国土交通省・海上保安庁及び気象庁では、累

次の北朝鮮関係事案の発生を踏まえ、関係省庁
との密接な連携の下、即応体制の強化、北朝鮮
に対する監視・警戒態勢の継続をしているとこ
ろであり、弾道ミサイル等発射事案や核実験に
おいても、関係する情報の収集や必要な情報の
提供を行うなど、国民の安全・安心の確保に努
めている。特に、北朝鮮の弾道ミサイル等が我
が国周辺に発射された場合等には、我が国周辺
の航空機や船舶に対して直接、又は、事業者等
を通じて迅速に情報を伝達し、注意を促すこと
としている。

（２）国民保護計画による武力攻撃事態等への
対応

「武力攻撃事態等における国民の保護のため
の措置に関する法律」及び「国民の保護に関す
る基本指針」を受け、国土交通省・観光庁、国
土地理院、気象庁及び海上保安庁において「国
民の保護に関する計画」を定めている。
国土交通省・観光庁では、地方公共団体等の

要請に応じ、避難住民の運送等について運送事
業者である指定公共機関との連絡調整等の支援
等を実施すること、国土地理院では、地理空間
情報を活用した被災状況や避難施設等に関する
情報を関係省庁等と連携して国民に提供するこ
と、気象庁では、気象情報等について関係省庁
等と連携して国民に提供すること、海上保安庁
では、警報及び避難措置の指示の伝達、避難住
民の誘導等必要な措置を実施することを定めて
いる。

（３）総合的な防衛体制の強化に資する公共イ
ンフラ整備

令和４年12月に閣議決定された国家安全保
障戦略に基づき、国土交通省は関係省庁と連携
して、総合的な防衛体制の強化に資する公共イ
ンフラ整備に取り組んでいる。この取組では、
自衛隊・海上保安庁が平素から必要な空港・港
湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者と
の間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け、
これらを「特定利用空港・港湾」とし、「特定
利用空港・港湾」においては民生利用を主とし
つつ、自衛隊・海上保安庁の艦船・航空機の円
滑な利用にも資するよう、必要な整備や既存事
業を促進することとしている。また、令和７年
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４月１日時点で、全国で11空港及び25港湾を 「特定利用空港・港湾」としている。

重篤な感染症及び影響の大きい家畜伝染病対策	
（１）感染症対策
感染症対策については、関係省庁と緊密に連

携し対応している。
特に新型インフルエンザ・新型コロナウイル

ス等対策については、「新型インフルエンザ等
対策特別措置法」において、国土交通省を含む
指定行政機関は自ら新型インフルエンザ等対策
を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体
及び指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅
速に支援することにより、国全体として万全の
態勢を整備する責務を有するとされている。
国土交通省では、「国土交通省新型インフル

エンザ等対策行動計画」において、新型インフ
ルエンザ等対策について国土交通省が行うべき
対応や、地方公共団体や所管の指定公共機関に
対する支援の内容等を規定している。
令和６年度においては、新型インフルエンザ

等対策について政府が行うべき対応を示した
「新型インフルエンザ等政府行動計画」が新型
コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ抜本
的に改定された（令和６年７月閣議決定）こと

等を受け、「国土交通省新型インフルエンザ等
対策行動計画」についても水際対策の内容を見
直すなど所要の改定を行った。

（２）影響の大きい家畜伝染病対策
影響の大きい家畜伝染病対策については、平

成30年９月、岐阜県の養豚場において、26年
ぶりとなる豚熱の発生が確認され、令和７年３
月31日までに、24都県で計97事例の発生が
確認されている。また、６年10月、北海道の
養鶏場において、我が国では前年度に引き続き
高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、
６年シーズンでは14道県で51事例の発生が確
認されている。
国土交通省では、地方公共団体が実施する防

疫措置に必要となる資機材の提供、同地方公共
団体が行う防疫措置についての関係事業者に対
する協力要請を行うなど、更なる感染拡大の防
止のため、関係省庁と緊密に連携して必要な対
応を講じている。
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第7章 美しく良好な環境の保全と創造

	 	ୈ�અ�	 地球温暖化対策の推進

地球温暖化対策の実施等
気候変動の影響により、自然災害が激甚化・
頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に喫
緊の課題となっている。世界平均気温は上昇傾
向にあり、1970年以降、過去2000年間のど
の50年間よりも気温上昇は加速している。世
界気象機関（WMO）の報告によると、2024
年においては、世界の年平均気温が過去175
年間の観測史上最も高く、工業化以前1850 ～
1900年の平均気温を1.55℃（±0.13）上回
り、1.5℃以上上回った最初の年となった。
我が国においては、2050年ネット・ゼロ
の実現及び2013年度比で2030年度温室効果
ガス46％削減、さらに50％の高みに向けた
挑戦を続けるとともに、2035年度60％削減、
2040年度73％削減という野心的な目標を掲げ

ている。また、令和５年７月に閣議決定した
「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」を改訂
し、既に始動しているGXの取組を2040年に
向けて大きく飛躍させるための政策を具体化し
た「GX2040ビジョン」を令和7年2月に閣議
決定するなど、GX（グリーントランスフォー
メーション）に係る取組を加速化させている。
こうした中で、地域のくらしや経済を支える

幅広い分野を所管する国土交通省では、民生・
運輸部門の脱炭素化等に貢献するため、住宅・
建築物や公共交通・物流等における省エネ化、
インフラを活用した太陽光や水力、バイオマス
等の再エネの導入・利用拡大（創エネ）、輸送・
インフラ分野における非化石化等を推進してい
る。

地球温暖化対策（緩和策）の推進
（１）	まちづくりのグリーン化の推進
2050年ネット・ゼロの実現に向けて、脱炭

素に資する都市・地域づくりを推進していくた
め、「まちづくりのグリーン化」に取り組んで
いる。具体的には、都市のコンパクト・プラ
ス・ネットワークや「居心地が良く歩きたくな
る」空間づくりを進め公共交通の利用の促進等
を図ることでCO2排出量の削減につなげる「都
市構造の変革」、エネルギーの面的利用や環境
に配慮した民間都市開発等を推進することでエ
ネルギー利用の効率化につなげる「街区単位で
の取組」、グリーンインフラの社会実装の推進

等により都市部のCO2吸収源拡大につなげる
「都市における緑とオープンスペースの展開」
の３つの柱で取組を進めている。
さらに、まちづくりGXとして、都市緑地の

多様な機能の発揮及び都市開発における再生
可能エネルギーの導入促進やエネルギーの面
的利用の推進を図る取組等を進めるとともに、
各取組を評価する優良緑地確保計画認定制度
（TSUNAG）や脱炭素都市再生整備事業に係
る計画認定制度により、民間主体によるこれら
の取組を推進する。

	 	ୈ�અ�	 地球温暖化対策の推進	 地球温暖化対策の推進

1

2

第1節　地球温暖化対策の推進 　

第
�
章

ඒ
͠
͘
ྑ
޷
ͳ
؀
ڥ
の
อ
શ
ͱ
૑
଄

Ⅱ

国土交通白書　2025260



（２）環境にやさしい自動車の開発・普及、最
適な利活用の推進

環境性能に優れた自動車の普及を促進するた
め、燃費基準による自動車の燃費・電費の向上
促進やエコカー減税等による税制優遇措置を実
施している。また、地球温暖化対策等を推進す
る観点から、関係省庁とも連携し、トラック・
バス・タクシー事業者等に、燃料電池自動車、
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車等
の導入に対する補助を行っている。また、車載
用蓄電池のリユースや車両からの給電設備の整
備を促進し、再生可能エネルギーの有効活用に
貢献する。

（３）道路におけるネット・ゼロ実現に向けた
取組

ネット・ゼロの実現に貢献し、道路の脱炭素
化の取組を推進するため、「道路分野の脱炭素
化政策集Ver.1.0」を策定した。充電・水素充
てんインフラの整備促進、安全・安心な歩行空
間や自転車等通行空間の整備等による自動車交
通量の減少等を通じたCO2排出の削減、ダブ
ル連結トラックの利用環境の整備や自動物流道
路の実現に向けた検討等による低炭素な物流へ
の転換、渋滞対策等の推進、LEDの道路照明
への導入や低炭素な材料の導入促進による道路
のライフサイクル全体の低炭素化等により、道
路分野の脱炭素化を推進している。

（４）公共交通機関の利用促進
自家用乗用車からCO2排出の少ない公共交

通機関へのシフトは、地球温暖化対策の面から
推進が求められている。自家用車だけに頼るこ
となく移動しやすい環境整備を図る観点から、
MaaSやコンパクト・プラス・ネットワークの
推進、まちづくりと連携した公共交通ネット
ワークの再編、バリアフリー化の促進等による
公共交通サービスの更なる利便性向上を図ると
ともに、エコ通勤優良事業所認証制度を活用し
た自治体・事業者によるエコ通勤の普及促進に

取り組んだ。
今後、全国各地の「交通空白」の一つ一つの

解消等に向けて、令和７年度から９年度までを
「交通空白解消・集中対策期間」と定め、地方
運輸局・運輸支局による自治体や交通事業者に
対する伴走支援や、パイロットプロジェクトの
推進、民間の技術やサービスの導入、十分な財
政支援など、あらゆるツールを総動員し、地域
交通のリ・デザインを全面展開していくことと
している。
また、「リ・デザイン」の全面展開を進める

ため、地域交通分野におけるDXを推進する。
具体的には、MaaSや配車アプリ等のデジタル
技術を活用した交通サービスの高度化など、地
域交通におけるデジタル技術の活用を一体的に
進めるため、ベストプラクティス創出や標準化
の推進等を行う。

（５）高度化・総合化・効率化した物流サービ
ス実現に向けた更なる取組

国内物流の輸送機関分担率（輸送トンキロ
ベース）はトラックが最大であり、５割を超え
ている。トラックのCO2排出原単位は、大量
輸送機関の鉄道、内航海運より大きく、物流部
門におけるCO2排出割合は、トラックが太宗
を占めている。
国内物流を支えつつ、CO2の排出を抑制す

るために、トラック単体の低燃費化や輸送効率
の向上と併せ、鉄道、内航海運等のエネルギー
消費効率の良い輸送機関の活用を図ることが
必要である。更なる環境負荷の小さい効率的
な物流体系の構築に向け、大型CNGトラック
等の環境対応車両の普及促進、港湾の低炭素
化の取組への支援や冷凍冷蔵倉庫において使
用する省エネ型自然冷媒機器の普及促進等を
行っている。また、共同輸配送やモーダルシ
フトの促進、省エネ船の建造促進等内航海運・
フェリーの活性化に取り組んでいる。加えて、
「エコレールマーク」（令和７年４月現在、商品
180品目（155件）、取組企業100社を認定）
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や「エコシップマーク」（７年３月末現在、荷
主235者、物流事業者263者を認定）の普及
に取り組んでいる。貨物鉄道においては、４年
７月の「今後の鉄道物流の在り方に関する検討
会」における提言を踏まえ、貨物鉄道が物流に
おける諸課題の解決を図る重要な輸送モードと
して、その特性を十分に活かした役割を発揮で
きるよう、指摘された課題の解決に向けて関係
者と連携して取り組んでいる。
また、港湾においては、我が国の港湾や産業

の競争力強化と脱炭素社会の実現に貢献するた
め、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や水
素・アンモニア等の受入環境の整備等を図る
カーボンニュートラルポート（CNP）の形成
を推進しており、水素を燃料とする荷役機械の
導入促進の検討、低炭素型荷役機械の導入支援
等を行った。さらに、国際海上コンテナターミ
ナルの整備、国際物流ターミナルの整備、複合
一貫輸送に対応した国内物流拠点の整備等を推
進することにより、貨物の陸上輸送距離削減を
図っている。
このほか、関係省庁、関係団体等と協力し

て、グリーン物流パートナーシップ会議を開催
し、荷主と物流事業者の連携による優良事業者
への表彰や普及啓発を行っている。総合物流施
策大綱（2021 ～ 2025年度）策定後は、「物
流DXや標準化の推進によるサプライチェーン
全体の徹底した最適化」、「労働力不足対策の推
進と物流構造改革の推進」、「強靱で持続可能な
物流ネットワークの構築」の３つの柱に即した
取組も表彰対象とし、物流分野全般の課題解決
に資する取組を幅広く周知している。

（６）鉄道・船舶・航空・港湾における脱炭素
化の促進

①鉄道分野における脱炭素化の取組
鉄道分野については、令和５年５月に出され

た「鉄道分野におけるカーボンニュートラル加
速化検討会」の最終とりまとめにおいて、鉄道
分野のカーボンニュートラルが目指すべき姿
と、それに向けて取り組むべき施策の方向性を
整理したところであり、同とりまとめを踏ま
え、関係省庁とも連携しながら、エネルギー効
率の高い鉄道車両の導入、水素燃料電池鉄道車
両の開発やバイオディーゼル燃料の導入等を推
進するほか、鉄道アセットを活用した再生可能
エネルギーの導入拡大、環境優位性のある鉄道
の利用促進等の取組を進める。
具体的には、鉄道事業の低炭素化に係る補助

制度等鉄道事業者の積極的な取組を後押しする
とともに、鉄道の脱炭素に関心を持つ幅広い主
体が参加する「鉄道脱炭素官民連携プラット
フォーム」における情報共有、協力体制の構築
を通じて、鉄道分野における脱炭素化の取組を
推進していく。

②海運における省エネ・低脱炭素化の取組
国際海運分野においては、国際海事機関

（IMO）において令和５年に合意された「2050
年頃までにGHG排出ゼロ」等の目標を達成す
るための新たなルールの策定に向けた検討が進
められているところ、日本はこれまで各国と協
力し、具体的な条約改正案を提案するなど、燃
料GHG強度の段階的な規制やゼロエミッショ
ン燃料へのインセンティブ制度等のルール策定
の議論の着実な進展に貢献している。加えて、
３年度より、グリーンイノベーション基金を活

【関連リンク】
カーボンニュートラルポート（CNP）
URL：https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000054.html

【関連リンク】
海事：内航船省エネルギー格付制度について - 国土交通省
URL：https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk7_000021.html
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用して水素・アンモニア等を燃料とするゼロエ
ミッション船の技術開発を行っており、６年８
月には世界初の商用アンモニア燃料船（タグ
ボート）が竣工した。内航海運分野において
は、荷主等と連携した離着桟・荷役等の運航全
体で省エネとなる連携型省エネ船の開発・導入
や、省エネルギー性能の見える化（内航船省エ
ネルギー格付制度（６年３月末時点で172隻
認定））を推進している。また、LNG等のガス
燃料船、メタノール燃料船、水素燃料電池船、
バッテリー船等の導入・実証を推進している。
さらに、既存船舶にも利用可能なバイオ燃料を
はじめとする代替燃料の利用に向けた環境整備
を図る等、関係省庁と連携して、一層の船舶の
低・脱炭素化を推進している。
造船・舶用工業分野については、令和６年度

から、ゼロエミッション船等の建造に必要とな
るエンジン、燃料タンク、燃料供給システム等
の生産設備及びそれらの機器等を船舶に搭載す
るための設備等の整備への支援を実施してい
る。

③航空分野のCO2 排出削減の取組
航空の脱炭素化に向けて、航空会社や空港会
社による主体的・計画的な脱炭素化の取組を後
押しすることが重要であり、航空法等に基づく
「航空運送事業脱炭素化推進計画」及び「空港
脱炭素化推進計画」の認定等を進めている。
具体的な取組として、航空機運航分野におい
ては、2050年カーボンニュートラルの実現に
向け、官民協議会の場等を活用して関係省庁や
民間事業者と連携しながら、SAF（Sustainable
Aviation Fuel：持続可能な航空燃料）の導入
促進、管制の高度化等による運航の改善、機
材・装備品等への環境新技術の導入等に取り組
んでいる。特にCO2削減効果の高いSAFにつ
いては、2030年時点の本邦航空会社による燃
料使用量の10％をSAFに置き換えるという目
標を設定しており、経済産業省等と連携し、国
際競争力のある価格で安定的に国産SAFを供

給できる体制の構築や、国産SAFの国際認証
取得に向けた支援等に取り組んでいる。
空港分野においては、2025年3月末時点で

48空港の空港脱炭素化推進計画が策定され、
空港施設・車両等からのCO2の排出削減、空
港の再エネの導入等に取り組む。また、「空港
の脱炭素化に向けた官民連携プラットフォー
ム」を活用し、空港関係者等と情報共有や協力
体制を構築するとともに、空港関係者の意識醸
成や空港利用者への理解促進を図る。

④港湾におけるカーボンニュートラルポート
（CNP）形成の推進
港湾においてはCNPの形成を推進してお

り、港湾管理者が作成する港湾脱炭素化推進
計画について作成費補助等の支援を行うと共
に、横浜港・神戸港における水素を燃料とする
荷役機械の実証事業について手続や機材調達等
を進めたほか、メタノールバンカリング拠点の
形成に向けた検討会開催による知見取りまと
め、九州・瀬戸内地域及び大阪湾・瀬戸内地域
のLNGバンカリング船等、LNGバンカリング
拠点の整備、低炭素型荷役機械の導入、船舶に
陸上電力を供給する設備の導入を推進した。ま
た、これらの取組を見える化し港湾のターミナ
ル全体の脱炭素化を促進するため、CNP認証
を創設した。更に、CNPの形成に資する水素
等の受入環境整備に向けた取組については、水
素等サプライチェーンの構築の促進のため、水
素・アンモニア等の受入環境整備に関するガイ
ドライン作成等に取り組んだ。加えて、ブルー
カーボンの活用、洋上風力発電の導入等を推進
した。

（７）住宅・建築物の省エネ性能の向上
2022年６月の建築物省エネ法の改正によ

り、2025年までに原則すべての新築住宅・
非住宅に省エネ基準適合が義務化されること
となった。当該改正法の円滑な施行のため、
2024年10月から12月にかけて住宅・建築物
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の設計・施工等に携わる方を対象に、全国講習
会等を開催した。また、省エネ性能が市場にお
いて適切に評価されるよう、住宅・建築物の販
売・賃貸事業者に対して、告示に規定する省エ
ネラベルを用いて表示する制度が2024年４月
に施行された。また、省エネ性能の詳細な評価
が困難な既存住宅については省エネ性能の向上
に資する改修等を行った部位を表示する省エネ
部位ラベルを新たに設定し、同年11月より開
始した。加えて、再エネ設備導入促進のための
措置として、市町村が定めた促進区域内では、
建築士から建築主に対する再エネ設備について
の説明義務や建築基準法の形態規制が緩和され
る制度を同年４月より開始した。定めた促進区
域内では、建築士から建築主に対する再エネ設
備についての説明義務や建築基準法の形態規制
が緩和される制度を同年４月より開始した。
さらに、省エネ基準より高い省エネ性能を有

する住宅等への支援は、国土交通省・環境省・
経済産業省が連携し行う、住宅省エネキャン
ペーンにおけるZEH水準住宅の新築や省エネ
リフォーム等への補助制度、住宅ローン控除等
の税制措置、独立行政法人住宅金融支援機構の
【フラット35】SにおけるZEH等への融資金利
引下げ等を実施している。
また、建築物への支援は、ZEB等の省エネ

性能の高い建築物に対する支援や、省エネ・省
CO2等に係る先導的なプロジェクトを実施し
ている。

（８）上下水道における脱炭素化の推進
水道事業においては、省エネルギー・高効率
機器の導入、ポンプのインバータ制御化等の省
エネルギー設備の導入及び施設の広域化・統廃
合・施設配置の最適化（上流からの取水等）に
よる省エネルギー化の推進や、小水力発電、太
陽光発電等の再生可能エネルギー発電設備の導

入を実施している。
下水道事業においては、高効率機器の導入等

による省エネ対策、下水汚泥のバイオガス化等
の創エネ対策、下水汚泥の高温焼却等による一
酸化二窒素の削減を推進している。

（９）建設機械の環境対策の推進
燃費基準値を達成した油圧ショベル、ブル

ドーザ等の主要建設機械を燃費基準達成建設機
械として認定する制度を運営しており、令和７
年３月現在で196型式を認定している。一方、
これらの建設機械の購入に対し低利融資制度等
の支援を行っている。
また、2050年目標である建設施工における

ネット・ゼロの実現に向けて、動力源の抜本的
な見直しが必要であり、GX建設機械（電動等）
の導入拡大を図るため、令和5年10月にGX
建設機械認定制度を創設した。令和７年３月現
在で19型式を認定している。

（10）都市緑化等によるCO2 の吸収源対策の
推進

都市緑化等は、パリ協定に基づく我が国の温
室効果ガス削減目標の吸収源対策に位置付けら
れており、令和６年12月に策定した「緑の基
本方針」等に基づき、都市公園の整備や公共施
設の緑化、民有地における緑地の確保を推進し
ている。また、地表面被覆の改善等、熱環境改
善を通じた都市の低炭素化や緑化によるCO2
吸収源対策の意義や効果に関する普及啓発にも
取り組んでいる。

（11）ブルーカーボンを活用した吸収源対策の
推進

CO2吸収源の新しい選択肢として、海洋生
態系により吸収・固定される炭素（ブルーカー
ボン）が注目されている。国土交通省では藻

【関連リンク】
ブルーカーボンとは
URL：https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk6_000069.html
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場・干潟等及び生物共生型港湾構造物を「ブ
ルーインフラ」と位置付け、ブルーカーボンを
活用したCO2吸収源の拡大によるネット・ゼ
ロの実現への貢献や生物多様性による豊かな海

の実現を目指し、「命を育むみなとのブルーイ
ンフラ拡大プロジェクト」の取組を推進すると
ともに、ブルーカーボン由来のカーボン・クレ
ジット制度の活用促進等に取り組んでいる。

再生可能エネルギー等の利活用の推進
（１）海洋再生可能エネルギー利用の推進
洋上風力発電の導入に関し、港湾区域内にお

いて港湾管理者が事業者を選定済みの全国６港
のうち、石狩湾新港内において、令和６年１月
に、我が国２か所目となる大型商用洋上風力発
電の運転が開始された。また、一般海域におい
ても、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整
備に係る海域の利用の促進に関する法律」に基
づき令和６年９月に「秋田県秋田市沖」、「和歌
山県沖（東側）」及び「和歌山県沖（西側・浮
体）」の３区域について新たに「準備区域」と
して整理された。同年12月には、経済産業省
及び国土交通省が新たに「青森県沖日本海（南
側）」及び「山形県遊佐町沖」の計２区域にお
いて事業者を選定し、事業者選定済みの海域は
計10海域となり、洋上風力発電の導入が進ん
でいる。
さらに洋上風力発電設備の設置及び維持管理

に利用される港湾（基地港湾）について、これ
まで国土交通大臣が５港を指定し、必要な整備
を実施している。このうち、令和6年9月に、
秋田港に続いて北九州港においても港湾法に基
づく賃貸借契約が締結され、洋上風力発電設備
の設置工事に活用されている。７年２月には、
基地港湾の一時的な利用に関する協議を行うた
めの協議会制度等の創設等を位置づけた、「港
湾法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、
第217回国会に提出した。
また、今後普及拡大が期待される浮体式洋上

風力発電について、令和６年５月には浮体式洋

上風力発電の海上施工等に関する課題につい
て、官民が連携し横断的な議論を促進すること
を目的とした「浮体式洋上風力発電の海上施工
等に関する官民フォーラム」を設置し、同年８
月には取組方針を取りまとめた。また、７年１
月には浮体式洋上風力発電の大量急速施工や合
理的な建設コストを実現するための建設システ
ムの確立を目的とした「浮体式洋上風力建設シ
ステム技術研究組合（FLOWCON）」を国土
交通大臣が認可した。同年３月には排他的経済
水域への拡大のための制度的措置として「海洋
再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域
の利用の促進に関する法律の一部を改正する法
律案」を閣議決定し、第217回国会に提出し
た。

（２）未利用水力エネルギーの活用
気候変動への適応・ネット・ゼロ実現に向け

た対応のため、ダムによる治水機能の強化と
水力発電の促進を両立する「ハイブリッドダ
ム」の取組を推進している。この取組の一環と
して、国が管理する治水等多目的ダム等におい
て最新の気象予測技術を活用した洪水後期放流
の活用、非出水期水位の弾力的運用等のダム運
用の高度化を76ダムで試行的に行うとともに、
既設ダムへの発電施設の新増設へ向け３ダムで
公募を開始するなど未利用エネルギーの徹底的
な活用を図ることとしている。
また、河川等における取組として、登録制に

よる従属発電の導入、現場窓口によるプロジェ

3

【関連リンク】
洋上風力発電
URL：https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_mn6_000005.html

第1節　地球温暖化対策の推進

第
�
章

ඒ
͠
͘
ྑ
޷
ͳ
؀
ڥ
の
อ
શ
ͱ
૑
଄

Ⅱ

国土交通白書　2025 265



クト形成支援、砂防堰堤における小水力発電の
導入事例の共有、技術的支援及び発電設備の導
入支援等を実施し、小水力発電の導入促進を
図っている。

（３）下水道バイオマス等の利用の推進
国土交通省では、下水汚泥のエネルギー利

用、下水熱の利用等を推進している。平成27
年５月には、「下水道法」が改正され、民間事
業者による下水道暗渠への熱交換器設置が可能
になったほか、下水道管理者が下水汚泥をエネ
ルギー又は肥料として再生利用することが努力
義務化された。バイオガス利用等による下水汚
泥のエネルギー利用、再生可能エネルギー熱で
ある下水熱の利用について、PPP/PFI等によ
り推進している。

（４）太陽光発電等の導入推進
公的賃貸住宅、官庁施設や、道路、空港、港

湾、鉄道・軌道施設、公園、ダム、上下水道等
のインフラ空間等を活用した太陽光発電等につ
いて、施設等の本来の機能を損なわないよう、
また、周辺環境への負荷軽減にも配慮しつつ、
可能な限りの導入拡大を推進している。

（５）水素社会実現に向けた国土交通省におけ
る水素政策

①燃料電池自動車の普及促進
商用車に重点を置いた燃料電池自動車の普及

を進めるため、関係省庁とも連携し、民間事業
者等による燃料電池自動車の導入事業について
支援している。

②水素燃料船の開発
令和３年度より、グリーンイノベーション基

金を活用して、水素燃料船のコア技術である水
素燃料エンジン等の技術開発を行っており、９
年までの実証運航開始を目指している。

③水素燃料電池鉄道車両の導入・普及の推進
水素燃料電池鉄道車両等の水素を活用した鉄

道車両の実用化に当たっては、技術課題の解決
及び社会実装に向けた量産化・コスト低減が必
要不可欠であり、今後の水素の供給量や更なる
技術開発の動向、水素供給拠点等のインフラの
整備状況を見極めつつ、制度面での措置を含め
た官民一体の取組を進めることが重要である。
このため、鉄道に関する技術基準に水素燃料

電池鉄道車両の満たすべき構造を策定するとと
もに、国と鉄道事業者等から構成される「水素
燃料電池鉄道車両等の導入・普及に関する連絡
会」を設置し、水素の利活用に関する検討状況
等を共有するなど、必要な情報を収集・整理
し、我が国の鉄道における水素燃料電池鉄道車
両等の導入・普及の推進を図った。

地球温暖化対策（適応策）の推進
気候変動による様々な影響に備えるための取
組は、「気候変動適応法」（平成30年法律第50
号）に基づき策定された、政府の「気候変動適

応計画」（令和３年10月22日閣議決定）に基
づいて、総合的かつ計画的に推進している。

4
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	 	ୈ̎અ�	 循環型社会の形成促進

建設リサイクル等の推進

注 ݝ෎̐̎ـۙ　1 ɻۀࣄ࿷ͷடং͋Δ੔උΛਤΔߓ෺౳Λɺւ໘ຒཱʹΑΓదਖ਼ʹॲ෼͠ɺغொଜ͔Βൃੜ͢Δഇࢢ169

（１）	建設リサイクルの推進
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律（建設リサイクル法）」に基づき、全国一
斉パトロール等による法の適正な実施の確保に
努めている。
また、循環経済への移行の推進に向けて、建

設廃棄物由来の再生資材の需給等の実態調査を
踏まえ、水平リサイクルの推進やCO2排出抑
制等のリサイクルの質の向上や需要拡大のため
の取組を推進するとともに、建設発生土の現場
内・工事間利用等の有効利用や適正処理を推進
している。

（２）	下水汚泥資源の肥料利用等の推進
国土交通省と農林水産省は令和４年度に「下
水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討

会」を共同で設置し、取組の方向性として、肥
料の国産化と安定的な供給、資源循環型社会の
構築を目指し、農林水産省、国土交通省等が連
携し、安全性・品質を確保しつつ、下水汚泥資
源の肥料利用の大幅な拡大に向けて総力を挙げ
て取り組むとして方向性を取りまとめた。５年
３月には、下水汚泥の処理を行うに当たって
は、肥料としての利用を最優先し、最大限の利
用を行うことを基本方針として明確化するとと
もに、下水道管理者に通知した。
令和６年度には、下水汚泥の重金属や肥料成

分の分析（35処理場）、肥料の流通確保に向け
た案件形成（19団体）を行うとともに、５自
治体の下水道施設において、下水処理過程から
のリン回収に関する技術実証を行い、下水汚泥
資源の肥料利用の推進を行っている。

循環資源物流システムの構築
（１）	海上輸送を活用した循環資源物流ネット

ワークの形成
循環型社会の構築に向けて循環資源の「環」
を形成するため、循環資源の広域流動の拠点と
なる港湾をリサイクルポート（総合静脈物流拠
点港）として全国で22港指定している。リサ
イクルポートでは、岸壁等の港湾施設の確保、
循環資源取扱支援施設の整備への助成、官民連
携の促進、循環資源の取扱いに関する運用等の
改善を行っている。サーキュラーエコノミーへ
の移行に向け、令和６年度には、有識者等から
なる検討会を設置し、循環経済拠点港湾（サー
キュラーエコノミーポート）のあり方について

検討を行っている。
また、大規模災害時に発生する災害廃棄物を

適正かつ円滑・迅速に処理するため、災害廃棄
物の仮置場や輸送拠点等としての港湾の活用可
能性について関係機関等と連携して検討を行っ
ている。

（２）	廃棄物海面処分場の計画的な確保
港湾整備により発生する浚渫土砂や内陸部で

の最終処分場の確保が困難な廃棄物等を受け入
れるため、海面処分場の計画的な整備を進めて
いる。特に大阪湾では、大阪湾フェニックス計
画注1に基づいて広域処理場を整備し、大阪湾圏

	 	ୈ̎અ�	 循環型社会の形成促進	 循環型社会の形成促進

1

【関連リンク】
建設リサイクル推進計画 2020 ～「質」を重視するリサイクルへ～
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000247.html
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域から発生する廃棄物等を受け入れている。ま
た、首都圏で発生する建設発生土をスーパーフェ

注 2　ट౎ݍͷݐઃൃੜ౔ΛશࠃϨϕϧͰௐ੔͠ɺຒཱ༻ࡐΛඞཁͱ͢Δߓ࿷ʹ͓͍ͯߓ࿷ݐઃݯࢿͱͯ͠༗ޮར༻͢Δ࢓૊
Έɻ

注 3　ण໋ʹୡͨ͠ધഫ͸ɺղମ͞Εɺͦͷେ෦෼͸߯ࡐͱͯ͠׆࠶༻͞ΕΔɻ

ニックス計画注2に基づき海上輸送し、全国の港
湾等の埋立用材として広域利用を行っている。

自動車・船舶のリサイクル
（１）自動車のリサイクル
「使用済自動車の再資源化等に関する法律
（自動車リサイクル法）」に基づき、使用済自動
車が適切にリサイクルされたことを確認する制
度を導入している。また、「道路運送車両法」
の抹消登録を行う際、自動車重量税還付制度も
併せて実施し、使用済自動車の適正処理の促進
及び不法投棄の防止を図っている。なお、令和
５年度において、自動車リサイクル法に基づき
解体が確認され、永久抹消登録及び解体届出が
なされた自動車は1,045,946台である。

（２）船舶のリサイクル
船舶の再資源化解体（シップ・リサイクル）注3

は、インド、バングラデシュ等の開発途上国を
中心に実施されており、労働災害と環境汚染等
が問題視されてきた。この問題を国際的に解決
するため、我が国は世界有数の海運・造船国と
して国際海事機関（IMO）における議論及び
条約起草作業を主導し、「2009年の船舶の安

全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際
条約（シップ・リサイクル条約）」が採択され
た。
我が国は、平成31年３月に同条約を締結す

るとともに、同条約の早期発効に向けて各国に
対して締結を働きかけてきた。令和５年４月に
は、最大の船舶解撤国であるバングラデシュと
の首脳会談において同国の早期条約締結の必要
性を確認し、国土交通省と同国工業省の間で協
力覚書を締結した。その後、令和５年６月に同
国及びリベリアが同条約を締結したことによ
り、条約の発効要件が充足され、７年６月に同
条約が発効することとなった。これを受け、円
滑な条約の発効に向けた国際協力を推進するた
め、JICAを通じてバングラデシュへの技術協
力（長期専門家派遣）等を実施しているほか、
日本国内においては、同条約の国内法である
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法
律」（シップ・リサイクル法）の円滑な施行に
向けて、執行準備を進めている。

グリーン調達に基づく取組
「国等による環境物品等の調達の推進等に関
する法律（グリーン購入法）」に基づく政府の
基本方針の一部変更を受け、「環境物品等の調
達の推進を図るための方針（調達方針）」を令

和７年１月28日に策定した。これに基づき、
公共工事における資材、建設機械、工法、目的
物等のグリーン調達を積極的に推進している。

3
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木材利用の推進

注 4　೶ྛਫ࢈ল༧ࢉͷҕ೚Λड͚ࠃ౔ަ௨ল͕੔උΛ࣮ࢪɻ

木材は、加工に要するエネルギーが他の素材
と比較して少なく、多段階における長期的利用
が地球温暖化防止、循環型社会の形成に資する
など環境にやさしい素材であることから、公共
工事等において木材利用の推進を図っている。
令和3年10月1日に施行された「脱炭素社

会の実現に資する等のための建築物等における
木材の利用の促進に関する法律」（通称：都市
（まち）の木造化推進法）により、法律の対象
が公共建築物から建築物一般に拡大された。ま
た、同法等に基づき、自ら整備する公共建築物
において木造化、内装等の木質化、CLTの活
用等に取り組むとともに、木材利用に関する技
術基準、手引き等の作成及び関係省庁や地方公
共団体等への普及に努めている。
また、森林資源の循環により温室効果ガスの

吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材
需要の約４割を占める建築物分野における取組
が求められている。このような中、建築物分野
における木材利用の更なる促進に資する規制の
合理化等も盛り込んだ「脱炭素社会の実現に資
するための建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律等の一部を改正する法律」を令和
４年６月17日に公布し、令和７年４月１日に
全面施行された。
さらに、木造化の普及に資する中大規模木造

建築物の整備等に対して支援しているほか、国
産木材を多く活用する住宅で使用量を表示する
仕組み（国産木材活用住宅ラベル）の運用を通
じて、木材利用の一層の促進を図っている。

	 	ୈ̏અ�	 豊かで美しい自然環境を保全・再生する国土づくり

生物多様性の保全のための取組
令和４年12月にカナダ・モントリオールで

開催されたCOP15において、「昆明・モント
リオール生物多様性枠組」が採択され、さら
に令和５年３月に「生物多様性国家戦略2023-
2030」が策定されたことを受け、グリーンイン
フラを含め、河川、都市の緑地、海岸、港湾等

において生物の生息・生育地の保全・再生・創
出等の取組を引き続き推進することとした。特
に、都市の緑地については、量・質両面での都
市の緑地の確保等を進めるまちづくりGXを通
じて、生息・生育空間の保全・再生・創出によ
る生物多様性の確保を進める。

5

çਤදᶘ�7�2�1çɹ໦ࡐར༻ͷྫࣄ

農林水産研修所つくば館水戸ほ場庁舎 研修本館
（木造化） 注 4
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豊かで美しい河川環境の形成
（１）良好な河川環境の保全・再生・創出
①多自然川づくり、生態系ネットワークの形成
河川整備に当たっては、河川全体の自然の営

みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化と
の調和にも配慮し、河川が本来有している生物
の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を
保全・創出する「多自然川づくり」を基本とし
ており、「多自然川づくり基本指針」を令和６
年６月に改定し、河川環境の目標を定量的に設
定するなどの取組を推進している。
また、自然再生事業による湿地再生、魚道整

備による魚類の遡上・降下環境の改善等を図る
とともに、多様な主体と連携した生態系ネット
ワークの形成による流域の生態系の保全・創出
を推進している。

②河川における外来種対策
生物多様性に対する脅威の１つである外来種

は、全国の河川において生息域を拡大してい
る。この対策として、「地域と連携した外来植
物防除対策ハンドブック（案）」等の周知を行
うなどの対策を実施している。

（２）河川水量の回復のための取組
良好な河川環境を保全するには、豊かな河川

水量の確保が必要である。このため、河川整備
基本方針等において動植物の生息・生育環境、
景観、水質等を踏まえた必要流量を定め、この
確保に努めているほか、水力発電所のダム等の
下流の減水区間における清流回復の取組を進め

ている。また、ダム下流の河川環境を保全する
ため、洪水調節に支障を及ぼさない範囲で洪水
調節容量の一部に流水を貯留し、活用放流する
ダムの弾力的管理及び弾力的管理試験を行って
いるほか、河川の形状等に変化を生じさせる中
規模フラッシュ放流の取組を進めている。さら
に、平常時の自然流量が減少した都市内河川で
は、下水処理場の処理水の送水等により、河川
流量の回復に取り組んでいる。

（３）流域の源頭部から海岸までの総合的な土
砂管理の取組の推進

土砂の流れの変化による河川環境の変化やダ
ム堆砂、海域への土砂供給の減少、沿岸漂砂の
流れの変化等による海岸侵食等が進行している
流砂系について、流域の源頭部から海岸まで一
貫した総合的な土砂管理の取組を関係機関が連
携して推進している。具体的には、砂防、ダ
ム、河川、海岸等における土砂の流れに関する
問題に対応するため、適正な土砂管理に向けた
総合土砂管理計画の策定や、土砂を適切に下流
へ流すことのできる透過型砂防堰堤の設置並び
に既設砂防堰堤の改良、ダムにおける土砂バイ
パス等による土砂の適切な流下、河川の砂利採
取の適正化、サンドバイパス、養浜等による砂
浜の回復等の取組を行っている。

（４）河川における環境教育
川は身近に存在する自然空間であり、環境学

習や自然体験活動等の様々な活動が行われてい

2

【関連リンク】
多自然川づくり基本指針（令和６年６月改定）
URL：https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/05/051013/02.pdf

【関連リンク】
総合的な土砂管理と流砂系
URL：https://www.mlit.go.jp/river/sabo/sougoudoshakanri/sougoudosyatowa.pdf

【関連リンク】
子どもの水辺再発見プロジェクト・水辺の楽校プロジェクト
URL：https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/play/kawanimanabu.html
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る。安全に川で学び、遊ぶためには、河川への
理解を深めるとともに、正しい知識が不可欠で
あることから、教育関係者や一般利用者向けの
学習支援素材の作成や、市民団体が中心となっ

て設立された特定非営利活動法人「川に学ぶ体
験活動協議会（RAC）」等と連携した川の指導
者の育成等を推進している。

海岸・沿岸域の環境の整備と保全
津波、高潮、高波等から海岸を防護しつつ、

生物の生息・生育地の確保、景観への配慮や海
岸の適正な利用の確保等が必要であり、「防護」
「環境」「利用」の調和のとれた海岸の整備と保
全を推進している。また、「美しく豊かな自然
を保護するための海岸における良好な景観及び
環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等
の処理等の推進に関する法律（海岸漂着物処理
推進法）」に基づき、関係機関と緊密な連携を
図り、海岸漂着物等に対する実効的な対策を推

進している。
また、海岸に漂着した流木等が異常に堆積

し、これを放置することにより海岸保全施設の
機能を阻害する場合は、海岸管理者に対して
「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」
により支援している。なお、海岸保全施設の機
能の確保や海岸環境の保全と公衆の海岸の適正
な利用を図ることを目的に、放置座礁船の処理
や海域において異常に堆積しているヘドロ等の
除去についても支援している。

港湾行政のグリーン化
（１）今後の港湾環境政策の基本的な方向
我が国の港湾が今後とも物流・産業・生活の

場としての役割を担い、持続可能な発展を遂げ
ていくためには、過去に劣化・喪失した自然環
境を少しでも取り戻し、港湾のあらゆる機能に
ついて環境配慮に取り込むことが重要である。
そのため、港湾の開発・利用と環境の保全・再
生・創出を両輪としてとらえた「港湾行政のグ
リーン化」を図る。

（２）良好な海域環境の積極的な保全・再生・
創出

港湾整備で発生する浚渫土砂等を有効に活用
した干潟造成、覆砂、深掘跡の埋め戻し、生物
共生型港湾構造物の普及方策の検討を引き続き
実施するとともに、行政機関、研究所等の多様

な主体が環境データを登録・共有することがで
きる環境情報データベースを構築し、環境デー
タの収集・蓄積・解析・公表を図りつつ、沿岸
域の良好な自然環境の保全・再生・創出に積極
的に取り組む。
また、自然環境の大切さを学ぶ機会の充実を

図るため、保全・再生・創出した場を活用した
「海辺の自然学校」を全国各地で実施する。

（３）放置艇対策の取組
令和６年３月に策定した「三水域（港湾・河

川・漁港）におけるプレジャーボートの適正な
管理を推進するための今後の放置艇対策の方向
性」に基づき、各水域が所在する地域の実情を
踏まえ、プレジャーボートの適正管理及び利用
環境の改善を推進している。

3

4

【関連リンク】
河川水難事故防止ポータルサイト
URL：https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/play/anzenriyou.html
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道路の緑化・自然環境対策等の推進
道路利用者への快適な空間の提供、周辺と一
体となった良好な景観の形成、地球温暖化や
ヒートアイランドへの対応、良好な都市環境の
整備等の観点から、道路の緑化は重要である。
このため、道路緑化に係る技術基準に基づき、
良好な道路緑化の推進及びその適切な管理を
図っている。

	 	ୈ̐અ�	 健全な水循環の維持又は回復

水循環政策の推進
（１）	水循環基本法に基づく政策展開
令和６年６月、水循環基本法に基づき、「水

循環白書」を閣議決定、国会報告した。「水循
環白書」は、政府が水循環に関して講じた施策
について、毎年、国会に報告するものであり、
今回は、「一人一人の生活と健全な水循環の結
び付き」と題して健全な水循環における上下水
道の役割を特集するとともに、５年度に政府が
講じた施策を報告した。
また、令和６年８月に新たな水循環基本計画

が閣議決定され、重点的に取り組む主な内容に
「代替性・多重性等による安定した水供給の確
保」、「施設等再編や官民連携による上下水道一
体での最適で持続可能な上下水道への再構築」、
「2050年カーボンニュートラル等に向けた地
球温暖化対策の推進」、「健全な水循環に向けた
流域総合水管理の展開」等が位置づけられた。
流域のあらゆる関係者が協働し、「水災害によ
る被害の最小化」、「水の恵みの最大化」そして
「水でつながる豊かな環境の最大化」を目指す
「流域総合水管理」を各流域の特性を踏まえつ

つ順次展開していく。

（２）	流域マネジメントの推進
流域の森林、河川、農地、都市、湖沼、沿岸

域、地下水盆等において、人の営みと水量、水
質、水と関わる自然環境を適正で良好な状態に
保持又は改善するために、流域において関係す
る行政等の公的機関、有識者、事業者、団体、
住民等の様々な主体がそれぞれ連携して活動す
る「流域マネジメント」についても流域総合水
管理を踏まえつつ一層の推進を図ることとして
いる。
令和６年度は、各地域の水循環に係る計画の

うち、10計画を「流域水循環計画」として公
表した（７年３月時点で合計84計画）。
また、流域マネジメントに関する知識や経験

を有するアドバイザーから、流域水循環計画の
策定・実施に必要となる技術的な助言・提案等
を行うことを目的とした「水循環アドバイザー
制度」により、14の地方公共団体への支援を
実施した。

5
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水の恵みを将来にわたって享受できる社会を目指して
水資源政策については、平成27年３月国土

審議会答申に基づき、安全で安心できる水を確
保し、安定して利用できる仕組みをつくり、水
の恵みを将来にわたって享受することができる
社会を目指した取組が進められている。人口及
び産業活動が集中する水資源開発水系では、平
成29年５月国土審議会答申を受けて需要主導
型の「水資源開発の促進」から、危機的な渇水、

大規模自然災害、大規模事故等のリスクに対し
ての「水の安定供給」を実現するため、ソフト・
ハード両面で対策するリスク管理型の水資源開
発基本計画へと順次見直しを進めており、令和
6年度に見直しを行った豊川水系含め、令和７
年３月末時点において、利根川水系・荒川水系、
豊川水系、淀川水系、吉野川水系、筑後川水系
の６水系５計画の見直しが完了している。

水環境改善への取組
（１）水質浄化の推進
水環境の悪化が著しい全国の河川等において

は、地方公共団体、河川管理者、下水道管理者
等の関係機関が連携し、河川における水質浄化
対策や下水道整備による生活排水対策等、水質
改善に取り組んでいる。

（２）水質調査と水質事故対応
良好な水環境を保全・回復する上で水質調査

は重要であり、令和５年は一級河川109水系
の1,086地点を調査した。また、市民と協働で
水質調査マップの作成や水生生物調査等を実施
した。
油類や化学物質の流出等による河川の水質事

故は、令和５年に一級水系で627件発生した。
水質汚濁防止に関しては、河川管理者と関係機
関で構成される水質汚濁防止連絡協議会を109
水系のすべてに設立しており、水質事故発生時
の速やかな情報連絡や、オイルフェンス設置等
の被害拡大防止に努めている。

（３）閉鎖性海域の水環境の改善
東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海等の

閉鎖性海域では、陸域からの汚濁負荷量は減少
しているものの、藻場・干潟の消失による海域
の浄化能力の低下等により、依然として赤潮や
青潮が発生し漁業被害等が生じている。
また、漂流ごみ・油による環境悪化や船舶へ
の航行影響等が生じている。このため、海洋環
境整備船による漂流ごみや油の回収を行うとと
もに、漁業者等の関係者と連携しつつ、海域環
境の改善を図っている。あわせて、海洋環境整
備船を設計標準化することで地域間の相互補完
機能の強化を図り、災害対応力の向上を目指す。
加えて、きれいで豊かな海を取り戻すため、

①汚泥浚渫、覆砂、深掘跡の埋め戻しによる底
質改善、②藻場・干潟の再生や生物共生型港湾
構造物の普及による生物生息場の創出、③海洋
環境整備船による漂流ごみ・油の回収、④下水
道整備等による汚濁負荷の削減、⑤多様な主体
が連携・協働して環境改善に取組む体制の整備
等の取組を推進する。また、大阪湾において

2

【関連リンク】
リスク管理型の水資源政策の深化・加速化について 提言
URL：https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/water02_sg_000164.html

3

【関連リンク】
令和５年全国一級河川の水質現況（令和６年７月９日発表）
URL：https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/suisitu/r5_suisitu.html
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は、これらの取組を引き続き推進するため、令
和６年６月に大阪湾再生推進会議において「大
阪湾再生行動計画（第三期）」を策定した。

（４）下水道における戦略的な水環境管理
豊かな海の再生や生物の多様性の保全に向

け、近傍海域の水質環境基準の達成・維持等を
前提に、冬期に下水放流水に含まれる栄養塩類
の濃度を上げることで不足する窒素やリンを供
給する、栄養塩類の能動的運転管理を進めてい
る。合流式下水道の改善は、令和５年度までに

全国一律の基準の達成に向けた緊急改善対策が
完了しており、引き続き地域の望ましい水環境
の創造に向け、水域の特性や水環境へのニー
ズ・利用用途に応じた改善対策の強化を進めて
いる。
このような、豊かな海等、水環境に対する新

たなニーズの高まりに加え、人口減少社会への
対応や脱炭素社会への貢献等、下水道における
水環境施策が大きな転換期にあることを踏ま
え、望ましい水環境管理のあり方について検討
を行っている。

水をはぐくむ・水を上手に使う
（１）水資源の安定供給
水利用の安定性を確保するためには、需要と

供給の両面から地域の実情に応じた多様な施策
を行う必要がある。具体的に、需要面では水の
回収・反復利用の強化、節水意識の向上等があ
り、供給面ではダム等の水資源開発施設の建
設、維持管理、老朽化対策、危機管理対策等が
ある。
また、地下水の適正な保全及び利用、雨水・

再生水の利用促進のほか、「水源地域対策特別
措置法」に基づいて、水源地域の生活環境、産
業基盤等を整備し、併せてダム貯水池の水質汚
濁の防止等に取り組んでいる。
さらに、気候変動の影響により、渇水がより

深刻化し、渇水による社会生活や経済への更な
る影響が発生することが懸念されている。この
ため、渇水による被害を防止、軽減する対策を
推進するべく、既存施設の水供給の安全度と渇
水リスクの評価を行うとともに、渇水被害を軽
減するための対策等を定める渇水対応タイムラ
イン（時系列の行動計画）の作成を促進する。
渇水による影響が大きい水系から渇水対応タイ
ムラインの作成を進め、令和６年度末に国が管
理する32水系34河川で運用を開始している。

（２）水資源の有効利用
①下水処理水の再利用拡大に向けた取組
下水処理水は、都市内において安定した水量

が確保できる貴重な水資源である。下水処理水
全体のうち、約1.6％が用途ごとに必要な処理
が行われ、再生水としてせせらぎ用水、河川維
持用水、水洗トイレ用水等に活用されており、
更なる利用拡大に向けた取組を推進している。

②雨水利用等の推進
水資源の有効利用を図り、併せて下水道、河

川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与する
ため、雨水の利用を推進する取組を実施してい
る。具体的には、雨水を一時的に貯留し水洗ト
イレ用水や散水等へ利用する取組を推進してお
り、これらの利用施設は、令和５年度末におい
て4,300施設あり、その年間利用量は約1,259
万m3である。

（３）安全で良質な水の確保
安全で良質な水道水の確保のため、河川環境

や水利用に必要となる河川流量の確保や、水質
事故等の不測の事態に備えた河川管理者や水道
事業者等の関係機関の連携による監視体制の強
化、下水道、集落排水施設、浄化槽の適切な役
割分担の下での生活排水対策の実施により、水

4
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道水源である公共用水域等の水質保全に努め
た。

（４）雨水の浸透対策の推進
近年、流域の都市開発による不浸透域の拡大

により、降雨が地下に浸透せず短時間で河川に
流出する傾向にある。降雨をできるだけ地下に
浸透させることにより、豪雨による浸水被害等
を軽減させるとともに、地下水の涵養や湧水の
復活等の健全な水循環系の構築にも寄与する雨
水貯留浸透施設の整備を推進・促進している。

（５）地下水の適正な保全及び利用
地下水の減少や汚染による地下水障害はその

回復に極めて長時間を要し、特に地盤沈下は不
可逆的な現象である。このため、地下水障害の
防止や生態系の保全等を確保しつつ、地域の地
下水を守り、水資源等として利用していくこと
が求められている。これらの課題に対応するた
め、より一層地域の実情に応じた地下水マネジ
メントの推進を支援する。

ίϥϜ
上下水道一体での復旧支援

Column
国土交通省では、被災自治体にて検討されるまちづ

くり等の復興方針と整合をとりながら、能登半島の地
域の特性を考慮し、持続可能な上下水道一体となった
復興に向けた支援を行うため、令和６年４月１日に石
川県七尾市に国土技術政策総合研究所『能登上下水道
復興支援室』を設置し、上下水道の技術職員を常駐さ
せ、技術的にサポートする体制を構築しました。
あわせて、令和６年能登半島地震や能登半島におけ

る令和６年９月20日からの大雨では、上下水道一体
となった災害対応を行うため、国土交通省の職員を派
遣し復旧に関する全体調整や被災市町の長や担当部局
への定期訪問を行い、緊密なコミュニケーションをす

るなどし、災害対応の支援を実施しました。

水道の基盤強化

（１）水道の基盤強化に向けた改正水道法に基
づく取組の実施

水道は、災害時においても安定した給水を
確保することが求められるライフラインであ
り、その普及率は2023（令和5）年度末時点で
98.2％に達している。一方で、その多くが高度
経済成長時代の1970年代に集中的に整備され
たものであり、施設の老朽化や管路の耐震化の
遅れ、人口減少等による料金収入の減少といっ
た課題に直面しており、また、多くの水道事業
者が小規模で経営基盤が脆弱であり、計画的な

更新のための備えが不足している状況にある。
このような状況を踏まえ、2013（平成25）

年3月に新水道ビジョンを策定し、「安全」、
「強靱」、「持続」の3つの観点から、取組の目
指すべき方向性を示した上で、各種施策の推進
を図ってきたほか、水道の基盤強化を目的とす
る「水道法の一部を改正する法律」（平成30年
法律第92号）が2018（平成30）年12月6日
に成立し、2019（令和元）年10月1日から施
行されている。この改正水道法により、国は、
広域連携の推進を含め、水道の基盤強化のため

5
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の基本方針を定めることとされるとともに、都
道府県は、水道事業者等の広域的な連携を推進
するよう努めなければならないものとされ、水
道基盤強化計画を定めることや広域的連携等推
進協議会を設けることができることとされた。
また、水道事業者等の置かれた状況に応じ、

長期的な視点に立って、優れた技術、経営ノウ
ハウを有する民間企業や、地域の状況に精通し
た民間企業と連携することは、水道の基盤強化
を図る上で有効な選択肢の一つである。国土交
通省では、PPP/PFI推進アクションプラン（令
和６年改定版）において導入拡大を図ることと
なっているウォーター PPPも含め、先進的に
官民連携に取り組んでいる事例の紹介や、「水
道分野における官民連携推進協議会」の開催等
により、官民連携の取組を支援している。さら
に、水道施設等の適切な資産管理を進める観点
から、改正水道法において、水道事業者等に対
し、水道施設を良好な状態に保つため、水道施
設の点検を含む維持・修繕の実施に関する規定
に加え、水道施設台帳の作成・保管に関する規
定を設けている。
また、水道施設の計画的な更新や事業の収支

見通しの作成・公表に関する努力義務規定を設
けている。国土交通省では、これらに関連する
指針やガイドラインの作成・公表等を行い、適
切な資産管理を推進している。加えて、水道事
業に対する国民の理解増進を図るべく、水道事
業経営等についてわかりやすくまとめたパンフ
レットを作成し、国土交通省ホームページに掲
載している。

（２）全ての国民が安心しておいしく飲める水
道水の供給

国土交通省では、環境省と連携し、安全で良
質な水道水の確保を図るため、水道事業者等に
おける水安全計画の策定や、クリプトスポリジ

ウム等の耐塩素性病原生物の対策指針等に基づ
いた対策の徹底を促進するとともに、貯水槽水
道の管理水準の向上に向けた取組を促進してい
る。
令和６年度においては、水道におけるPFOS

及びPFOAに関する全国調査を行うとともに、
水道事業者等がPFOS及びPFOAに対応する
際、参考となる資料を提供するため、「水道事
業者等によるこれまでのPFOS及びPFOA対
応事例について」を公表した。

（３）東日本大震災からの復興に関する取組
東日本大震災に伴い、累計で約257万戸に

及ぶ大きな断減水が発生した。津波の被災地域
や東京電力福島第一原子力発電所の事故による
帰還困難区域を除いては復旧がおおむね完了
し、復旧未完了地域についても、国土交通省や
県、水道事業者、公益社団法人日本水道協会等
の関係団体から構成される「東日本大震災水道
復興支援連絡協議会」において、現地の課題や
支援ニーズの把握に努め、早期復興に向けた取
組を支援している。

çਤදᶘ�7�4�1ç ਫಓܦۀࣄӦ౳ʹ͍ͭͯΘ͔Γ΍
͘͢·ͱΊͨύϯϑϨοτ

第４節　健全な水循環の維持又は回復 　

第
�
章

ඒ
͠
͘
ྑ
޷
ͳ
؀
ڥ
の
อ
શ
ͱ
૑
଄

Ⅱ

国土交通白書　2025276



下水道整備の推進による快適な生活の実現
（１）下水道による汚水処理の普及
汚水処理施設の普及率は令和４年度末におい

て、全国で93.3％（下水道の普及率は81.4％）
となったものの、地域別には大きな格差があ
る。特に人口５万人未満の中小市町村における
汚水処理施設の普及率は84.0％（下水道の普
及率は54.8％）と低い水準にとどまっている。
今後の下水道整備においては、人口の集中した
地区等において重点的な整備を行うとともに、
地域の実情を踏まえた効率的な整備を推進し、
普及格差の是正を図ることが重要である。

①汚水処理施設の早期概成に向けた取組
汚水処理施設の整備を進めるに当たっては、

汚水処理に係る総合的な整備計画である「都道
府県構想」において、経済性や水質保全上の重
要性等の地域特性を踏まえ、適切な役割分担を
定めることとしている。令和８年度末までの汚
水処理施設整備の概成を目指して整備を促進し
ており、人口減少等の社会状況変化を踏まえ、
汚水処理手法の徹底的な見直しを推進している。
また、早期かつ安価な整備を可能とするた
め、地域の実情に応じた新たな整備手法を導入
するクイックプロジェクトの導入や、民間活力
を活用して整備を推進するための官民連携事業
の導入等、整備手法や発注方法の工夫により、
未普及地域の解消を推進している。

（２）下水道事業の持続性の確保
①ストックマネジメントの推進
下水道は、49万km（令和５年度末）、終末
処理場約2,200か所（令和４年度末）に及ぶ膨
大なストックを有している。これらは、高度経
済成長期以降に急激に整備されたことから、今
後急速に老朽化施設の増大が見込まれている。

小規模なものが主ではあるが、管路施設の老朽
化や硫化水素による腐食等に起因する道路陥没
等が年間に約2,600か所（令和４年度末）で発
生している。下水道は人々の安全・安心な都市
生活や社会経済活動を支える重要な社会インフ
ラであり、代替手段の確保が困難なライフライ
ンであることから、効率的な管路点検・調査手
法や包括的民間委託の導入検討を行うととも
に、予防保全管理を実践したストックマネジメ
ントの導入に伴う計画的かつ効率的な老朽化対
策を実施し、必要な機能を持続させることが求
められている。平成27年５月には「下水道法」
が改正され、下水道の維持修繕基準が創設され
た。これを受け、腐食のおそれが大きい排水施
設については、５年に１度以上の適切な頻度で
点検を行うこととされ、持続的な下水道機能の
確保のための取組が進められている。また、本
改正においては、下水道事業の広域化・共同化
に必要な協議を行うための協議会制度が創設さ
れるなど、地方公共団体への支援を強化するこ
とにより、下水道事業の持続性の確保を図って
いる。

②下水道の広域化の取組
下水道の持続可能な事業運営に向け、すべて

の都道府県において令和４年度末までに広域
化・共同化計画が策定された。国土交通省とし
ても、平成30年度に創設した「下水道広域化
推進総合事業」やマニュアルの策定、先行して
取り組む事例の水平展開等により、引き続き財
政面、技術面の双方から支援を行っていく。

③経営健全化の促進
下水道は、国民生活に不可欠なインフラであ

るが、その経営は汚水処理費（公費で負担すべ

6

【関連リンク】
都市規模別汚水処理人口普及率
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001759707.pdf
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き部分を除く）を使用料収入で賄うことが原則
とされている。人口減少等に伴う収入の減少や
老朽化施設の増大等、課題を克服し、将来に
渡って下水道サービスを維持するため、経営に
関する的確な現状把握や中長期収支見通しを含
む経営計画の策定、定期検証に基づく収支構造
の適正化を促すなど、経営健全化に向けた取組
を推進している。

（３）	下水道分野における PPP/PFI（官民連携）
	の推進

ウォーター PPP（コンセッション方式と、
同方式に準ずる効果が期待できる管理・更新一
体マネジメント方式の総称）について、下水道
分野においては、国費による定額支援制度によ
り、ウォーター PPPを導入しようとする地方
公共団体の検討費用の補助を行うほか、地方公

注 ͷऔ૊͸ɺୈࠃզ͕͚ͨ޲ʹݮ࡟ւӡ͔ΒͷԹࣨޮՌΨεʢ()(ʣࡍࠃ�　5 8ষୈ 2અ 2ʢ4ʣᶃࡍࠃւؔػࣄͷ߲໨Λࢀরɻ
注 6　�ધഫʹΑΔԚછͷ๷ࢭͷͨΊͷࡍࠃ৚໿ɻ

共団体等向けの検討会において情報提供や意見
交換を実施した。加えて、下水道分野における
ウォーター PPPガイドライン策定検討委員会
を設置して、ガイドラインを策定し、上下水道
一体の契約書例等を追加した。

（４）	下水道分野の広報の推進
下水道の使命を果たし、社会に貢献した好事

例を平成20年度より「国土交通大臣賞（循環
のみち下水道賞）」として表彰しその功績を称
えるとともに、広く発信することで全国的な普
及を図っている。また、先進的な下水道広報活
動の事例を各地方公共団体と共有し全国展開を
図るほか、将来の下水道界を担う人材の育成や
下水道の多様な機能の理解促進を目的に、広報
素材を提供するなど下水道環境教育を推進して
いる。

	 	ୈ̑અ�	 海洋環境等の保全
（１）	船舶からの排出ガス対策注 5

船舶の排ガス中の硫黄酸化物（SOx）によ
る人や環境への悪影響低減のため、MARPOL
条約注6により、船舶用燃料油の硫黄分濃度の上
限が規制されている。同条約に基づき令和２年
１月１日から、基準値が従来の3.5％から0.5％
へ強化されている。
国土交通省としては、規制適合油が適切に使

用され、安全に運航が行われるよう、引き続き
状況の把握に努めていく。

（２）	大規模油汚染等への対策
大規模な油汚染への対応策として策定してい

る「油等汚染事件への準備及び対応のための国

家的な緊急時計画」及び「排出油等防除計画」
を見直し、本邦周辺海域で発生した大規模油流
出事故における防除体制等を整えるとともに、
大型浚渫兼油回収船による迅速かつ確実な対応
体制を確立している。
さらに、MARPOL条約において船舶からの

油や廃棄物等の排出が規制されていることを受
け、国土交通省では、港湾における適切な受入
れを確保するため、港湾管理者の参考となるよ
う「港湾における船内廃棄物の受入れに関する
ガイドライン（案）」を策定している。

【関連リンク】
国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」
URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000908.html

	 	ୈ̑અ�	 海洋環境等の保全	 海洋環境等の保全
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（３）	船舶を介して導入される外来水生生物問
題への対応

水生生物が船舶のバラスト水注7に混入し、移
動先の海域の生態系に影響を及ぼす問題に対応
すべく、IMOにおいて平成16年に船舶バラス
ト水規制管理条約が採択され、29年に発効し
た。本条約は、規制対象船舶に対して、有害水
バラスト処理設備を用いてバラスト水中の水生
生物を除去するなどのバラスト水管理の実施を
求めている。現在、IMOでは、当該条約の実
運用を通じて確認された課題を踏まえた条約改
正の検討が行われており、我が国は合理的な改
正により課題の解決が図られるよう議論に参画
している。

注 7　ओʹધഫ͕ۭՙͷ࣌ʹɺધഫΛ҆ఆͤ͞ΔͨΊɺॏ͠ͱͯ͠ੵ͢ࡌΔւਫ౳ɻ
注 Δધ͕͋Γɺ͜͏ͨ͠ધΛʮαϒελ͍ͯ͠ߦߤ··४Λຬ଍͠ͳ͍جΘΕͣɺ৚໿ͷٕज़ߦ͕ࠪݕΑΔे෼ͳʹࠃض�　8

ϯμʔυધʯͱݺΜͰ͍Δɻ
注 ધഫͷ؂ಜɻࠃ֎ΑΔʹࠃߓد　9

（４）	条約実施体制の確立
船舶事故や海洋汚染の大きな要因となり得る

サブスタンダード船注8を排除するため、国際船
舶データベース（EQUASIS）の構築等、国際
的な取組に積極的に参加するとともに、日本へ
の寄港船舶に立入検査を行って基準に適合して
いるかを確認するポートステートコントロール
（PSC）�注9を実施している。また、サブスタン
ダード船を排除するため、IMOは、国際条約
で求められている必要な措置の確実な実施状況
について、平成28年よりすべての加盟国に対
し、監査を実施している。なお、我が国の船舶
検査やPSC等は、ISO9001に基づく品質管理
システムを導入し、国際的な水準での条約実施
体制を確立している。

	 	ୈ̒અ�	 大気汚染・騒音の防止等による生活環境の改善

道路交通環境問題への対応
（１）	自動車単体対策
①排出ガス低減対策
新車の排出ガス対策に関しては、四輪車及び

二輪車について国際調和排出ガス試験法を導入
しており、世界的にトップレベルの排出ガス規
制を適用している。
また、ディーゼル乗用車等の型式認証におけ

る路上排出ガス試験法について、国際基準を令
和６年に導入し、排出ガス規制値の強化を実施
した。

②騒音対策
自動車騒音対策に関しては、四輪車及び二輪

車の騒音に係る国際基準を導入している。ま
た、定常走行時の騒音への寄与率が高い四輪車
のタイヤに関しては、タイヤ単体の騒音に係る
国際基準を導入している。

（２）	交通流対策等の推進
①大気汚染対策
自動車からの粒子状物質（PM）や窒素酸化

物（NOx）の排出量は、発進・停止回数の増
加や走行速度の低下に伴い増加することから、
沿道環境の改善を図るため、バイパス整備によ
る市街地の通過交通の転換等を推進している。

	 	ୈ̒અ�	 大気汚染・騒音の防止等による生活環境の改善	 大気汚染・騒音の防止等による生活環境の改善

1

【関連データ】
自動車からの粒子状物質（PM）、窒素酸化物（NOx）の排出量と走行速度の関係　
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/fi le000010.html
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②騒音対策
交通流対策とともに、低騒音舗装の敷設、遮

音壁の設置、環境施設帯の整備等を進めている。
また、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」

に基づき、道路交通騒音により生ずる障害の防
止等に加えて、沿道地区計画の区域内におい
て、緩衝建築物の建築費又は住宅の防音工事費
への助成を行っている。

空港と周辺地域の環境対策
これまで我が国では、低騒音型機の導入等に
よる機材改良、夜間運航規制等による発着規
制、騒音軽減運航方式による運航方法の改善や
空港構造の改良、防音工事や移転補償等の周辺
環境対策からなる航空機騒音対策を着実に実施
してきたところである。近年、低騒音機の普及
等により、航空機の発着回数が増加する中で

も、空港周辺地域への航空機騒音による影響は
軽減されてきている。
今後も、航空需要の変動等、状況の変化に応

じ、地域住民の理解と協力を引き続き得ながら
総合的な航空機騒音対策を講じることで、空港
周辺地域の発展及び環境の保全との調和を図っ
ていく必要がある。

鉄道騒音対策
新幹線の騒音については、昭和50年環境庁
告示「新幹線鉄道騒音に係る環境基準につい
て」に基づき、環境基準が達成されるよう、音
源対策では防音壁の設置や嵩上げ等を引き続き
推進している。

また、在来線の騒音については、平成7年環
境庁通達「在来鉄道の新設又は大規模改良に際
しての騒音対策の指針」に基づき、指針を満た
すよう、音源対策ではロングレール化等を引き
続き推進している。

ヒートアイランド対策
ヒートアイランド現象とは、都市の中心部の
気温が郊外に比べて島状に高くなる現象であ
る。1927年からの統計において、日本の年平
均気温は、都市化の影響の比較的小さい地点で
は、主に地球温暖化の影響により100年あた
り約1.7℃の割合で上昇している。一方、日本
の大都市では、100年当たり約2～ 3℃の割合
で上昇しており、地球温暖化の傾向に都市化の
影響が加わり、気温の上昇は顕著に現れてい

る。総合的・効果的なヒートアイランド対策を
推進するため、関係省庁の具体的な対策を体
系的に取りまとめた「ヒートアイランド対策
大綱」（平成16年策定、25年改定）に基づき、
空調システムや自動車から排出される人工排熱
の低減、公共空間等の緑化や水の活用による地
表面被覆の改善、「風の道」に配慮した都市づ
くり、ヒートアイランド現象に関する観測・監
視及び調査等の取組を進めている。

シックハウス等への対応
（１）シックハウス対策
住宅に使用する内装材等から発散する化学物

質が居住者等の健康に影響を及ぼすおそれがあ

るとされるシックハウスについて、「建築基準
法」に基づく建築材料及び換気設備に関する規
制や、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

2

3

4

5
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に基づく性能表示制度等の対策を講じている。
また、官庁施設の整備に当たっては、化学物

質を含有する建築材料等の使用の制限に加え、
施工終了時の室内空気中濃度測定等による対策
を講じている。

（２）	ダイオキシン類問題等への対応
「ダイオキシン類対策特別措置法」で定義さ
れているダイオキシン類について、全国一級水
系で水質・底質調査を実施している。令和５年
度は、水質は約96％（188地点／ 196地点）、
底質はすべての地点で環境基準を満たした。
なお、河川や港湾では、「河川、湖沼等にお

ける底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」
や「港湾における底質ダイオキシン類対策技術
指針（改訂版）」に基づき、必要に応じてダイ
オキシン類対策を実施している。

（３）	アスベスト問題への対応
アスベスト問題は、人命に係る問題であり、

アスベストが大量に輸入された1970年代以降
に造られた建物が今後解体期を迎えることか
ら、被害を未然に防止するための対応が重要で
ある。アスベスト含有建材の使用実態を的確
かつ効率的に把握するため、平成25年度に創
設（平成30年からは厚生労働省・環境省と共
管）の「建築物石綿含有建材調査者講習」制度
に基づき、調査者の育成を行っている。また、
「建築基準法」により、建築物の増改築時にお
ける吹付けアスベスト等の除去等を義務付けて
おり、既存建築物における吹付けアスベスト等
の除去等を推進するため、社会資本整備総合交
付金等の補助制度を行っているほか、各省各庁
の所管の既存施設における吹付けアスベスト等
の除去・飛散防止の対策状況についてフォロー
アップを実施している。さらに、アスベスト含
有建材情報のデータベース化、建築物のアスベ
スト対策の普及啓発に係るパンフレット等によ
り情報提供を推進している。

建設施工における環境対策
公道を走行しない建設機械等に対し、「特定

特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」等
により排出ガス（NOx、PM等）対策を実施

している。また、最新の排出ガス規制等に適合
する環境対策型建設機械の購入に対して低利融
資制度等の支援を行っている。

	 	ୈ̓અ�	 地球環境の観測・監視・予測

地球環境の観測・監視
（１）	気候変動の観測・監視
気象庁では、地球温暖化の原因となる温室効

果ガスの状況を把握するため、大気中のCO2
等を国内２地点で観測しているほか、北西太
平洋の洋上大気や表面海水中のCO2を海洋気
象観測船で観測している。また、世界気象機関
（WMO）温室効果ガス世界資料センターとし
て、世界中の温室効果ガス観測データの収集・
提供を行っている。

（２）	異常気象の観測・監視
気象庁は、我が国や世界各地で発生する異常

気象を監視して、極端な高温・低温や多雨・少
雨等が観測された地域や気象災害について、定
期及び臨時の情報を取りまとめて発表してい
る。
また、社会的に大きな影響をもたらした異常

気象が発生した場合は、特徴と要因、見通しを
まとめた情報を随時発表している。さらに、気

6
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象庁では、アジア太平洋地域の気候情報提供業
務支援のため、世界気象機関（WMO）の地
区気候センターとしてアジア各国の気象機関に
対し、異常気象の監視・解析等の情報を提供す
るとともに、研修や専門家派遣を通じて技術支
援を行っている。

（３）静止気象衛星による観測・監視
気象庁は、静止気象衛星「ひまわり８号・９

号」の運用を継続して実施している。「ひまわ
り８号・９号」の２機体制によって長期にわた
る安定的な観測体制を確立し、東アジア・西太
平洋地域の広い範囲を、24時間常時観測して
いる。これらの衛星では、台風や集中豪雨等に
対する防災機能の向上に加え、地球温暖化をは
じめとする地球環境の監視機能を世界に先駆け
て強化している。

（４）海洋の観測・監視
海洋は、大気と比べて非常に多くの熱を蓄え

ていることから地球の気候に大きな影響を及ぼ
しているとともに、人類の経済活動により排出
されたCO2を吸収することによって、地球温
暖化の進行を緩和している。このことから、地
球温暖化をはじめとする地球環境の監視のため
には、海洋の状況を的確に把握することが重要
である。気象庁では、国際的な協力体制の下、
海洋気象観測船により北西太平洋において高精
度な海洋観測を行うとともに、人工衛星や海洋
の内部を自動的に観測する中層フロート（アル
ゴフロート）によるデータを活用して、海洋の
状況を監視している。
その結果については、気象庁ウェブサイト

「海洋の健康診断表」により、我が国周辺海域
の海水温・海流、海面水位、海氷等に関する情
報とともに、現状と今後の見通しを解説してい
る。

海上保安庁では、日本周辺海域の海況を自律
型海洋観測装置（AOV）、漂流ブイ及び海洋
短波レーダーにより常時監視・把握するととも
に、観測結果を公表している。また、日本海洋
データセンターにおいて、我が国の海洋調査機
関により得られた海洋データを収集・管理し、
関係機関及び一般へ提供している。

（５）オゾン層の観測・監視
気象庁では、オゾン・紫外線を観測した成果

を毎年公表しており、それによると世界のオゾ
ン量は2000年以降ではわずかな増加がみられ
るが、1970年代と比較すると少ない状態が続
いている。
また、国民の有害紫外線対策に資するため、

気象庁ウェブサイト「紫外線情報」において、
現在の紫外線の強さ（紫外線解析値）を毎時間
提供し、当日、又は翌日の紫外線の強さの予測
（紫外線予測値）を毎日提供している。紫外線
の強さには、有害紫外線の人体への影響度を示
す指標（UVインデックス）を用いている。

（６）南極における定常観測の推進
気象庁は、昭和基地でオゾン、日射・赤外放

射、地上、高層等の気象観測を継続して実施し
ており、観測データは南極のオゾンホールや気
候変動等の地球環境の監視や研究に寄与するな
ど、国際的な施策策定のために有効活用されて
いる。
国土地理院は、南極地域観測隊の活動、地球

環境変動の研究及び測地測量に関する国際的活
動等に寄与するため、GNSS連続観測等により
位置の基準を整備し、地形図の作成・更新、衛
星画像図の整備等を実施している。
海上保安庁は、海底地形調査を実施してお

り、観測データは、海図の刊行、氷河による浸
食や堆積環境等の過去の環境に関する研究等の

【関連データ】
海洋気象観測船による地球環境の監視
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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基礎資料として役立てられている。また、潮汐
観測を実施し、地球温暖化と密接に関連してい

る海面水位変動の監視にも寄与している。

地球環境の予測・研究
文部科学省及び気象研究所では、世界全体の

炭素循環過程等を含む地球システムモデルや、
日本付近の気候の変化を詳細に予測可能な地域
気候モデルの開発等を行い、気候変動の予測研
究を行うとともに、世界気候研究計画（WCRP）
等の国際研究計画に積極的に参加している。文
部科学省と気象庁は、気候変動の影響評価研究
者や地方公共団体、民間企業等の様々な分野で
気候変動対策に活用できるデータを取りまとめ
た「気候予測データセット2022」及び解説書
をデータ統合・解析システム（DIAS）を通じ
て令和４年12月に公開した。さらに、文部科
学省と気象庁が「気候変動に関する懇談会」の
議論を踏まえて令和７年３月に公表した「日本
の気候変動2025」では、今後の世界平均気温

が２℃及び４℃上昇した場合等の将来予測に加
え、新たに、100年当たり一回等の頻度で生じ
るような発生頻度が低い極端現象が、地球温暖
化の進行に伴いどのように変化するかについ
て、確率的表現を用いた評価も掲載している。
このような取組により、気候変動の自然科学

的根拠について観測結果や予測結果を提供す
ることで、気候変動影響評価報告書（令和２
年12月公表）、気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）第６次評価報告書（３～５年公表）、
地球温暖化対策計画（７年２月閣議決定）や気
候変動適応計画（３年10月22日閣議決定）等
の作成・策定に関与し、また、地方公共団体等
による適応策策定に向けた取組等に対し積極的
に貢献している。

地球規模の測地観測の推進
VLBI（天体からの電波を利用してアンテナ

の位置を測る技術）やSLR（レーザ光により
人工衛星までの距離を測る技術）を用いた国際
観測、験潮、絶対重力観測、電子基準点による
GNSS連続観測等を通じて全球統合測地観測シ
ステム（GGOS）に参加し、地球の形状と動

きの決定に貢献することで、地球規模の測地基
準座標系（GGRF）の構築を推進している。
また、日本の機関で初めての国際GNSS事

業の解析センターとして、2023年からJAXA
と共同でGNSS衛星の軌道情報の算出に取り
組み、高精度測位基盤の構築に貢献している。

2

3
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第8章 戦略的国際展開と国際貢献の強化

	 	ୈ�અ�	 インフラシステム海外展開の促進

政府全体の方向性
新興国を中心とした世界の膨大なインフラ需
要を積極的に取り込むことにより、我が国の経
済成長につなげていくため、政府は平成25年
３月に国土交通大臣を含む関係閣僚を構成員と
する「経協インフラ戦略会議」を設置し、政府
一体となってのインフラ海外展開に取り組んで
きた。
その一方で、インフラシステムの海外展開を
取り巻く環境が急速に変化するとともに、国際
社会は、気候変動等の地球規模課題の深刻化、
自由で開かれた国際秩序への挑戦と分断リスク
の深刻化、世界各地での人道危機等といった複
合的危機に直面しており、カントリーリスクを
はじめとする投資環境や事業環境に関するリス
クやサプライチェーン途絶といった経済安全保

障上のリスクが増加している。我が国企業によ
る持続的なインフラシステムの海外展開を推進
するためにはこうした課題に対する一層の対応
が求められている。
このような状況を踏まえ、令和６年12月に

は、政府全体のインフラシステム海外展開の方
向性を示した「インフラシステム海外展開戦
略2030」が策定され、今後の重点戦略を①相
手国との共創を通じた我が国の「稼ぐ力」の向
上と国際競争力強化、②経済安全保障等の新
たな社会的要請への迅速な対応と国益の確保、
③�GX・DX等の社会変革をチャンスとして取
り込む機動的対応の３つの柱として整理し、政
府全体で「質の高いインフラシステム」の海外
展開に取り組んでいる。

国土交通省における取組
国土交通省では、上記1．の通り、政府を挙
げて取り組んでいる質の高いインフラの海外展
開について、関係者と情報・戦略を共有し、官
民一体となった取組を進めるため、「国土交通
省インフラシステム海外展開行動計画」を策定
している。令和５年６月の改定による行動計画
では、具体的に以下の（１）～（７）を主な施
策として精力的に推進しているところである。

（１）	「川上」からの継続的関与の強化
我が国企業が確実に案件を獲得するために、
案件が成立するか不明確な「川上」の段階から
相手国に働きかけ、我が国企業が参入しやすい

環境を整備する必要がある。このため、相手国
の国土計画・マスタープラン等の上位計画から
関与し、トップセールス、二国間枠組みによる
政府間対話等のGtoGによる情報発信等に取り
組んでいる。

（２）	PPP 案件への対応力の強化
世界の膨大なインフラ需要を公共投資だけで

賄うことは困難であり、対外債務増加に消極的
な国もあることから、民間資金を活用する官民
連携（PPP：Public-Private�Partnership）へ
の期待が高まっている。しかしながら、PPP
案件を円滑に進めるための相手国における法制
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度が未整備な場合や、相手国政府における官民
の適正なリスク分担に対する理解が不十分な場
合もあることから、政府としても相手国の状況
を十分に踏まえ、環境整備を働きかけている。

（３）我が国の強みを活かした案件形成
我が国の「質の高いインフラシステム」は、

①使いやすく長寿命かつ低廉なライフサイクル
コスト、②技術移転、人材・企業育成等相手国
発展のための基盤づくり、③工期等契約事項の
確実な履行、④環境や防災、安全面にも配慮し
た経験に基づいた技術導入を特長として有し、
これらの強みを活かした案件形成や「川下」ま
でを見据えた案件形成後の継続的なフォローを
行う。

（４）我が国コンサルタントによる調査等の質
の向上

案件形成を円滑に進めるためには、我が国コ
ンサルタントによる成果の質の更なる向上を図
る必要がある。このため、第三者による技術的
助言への支援、事業調査の早期段階における我
が国企業の知見を聴取する仕組みの構築及びコ
ンサルタントの業務実施環境の整備等に取り組
む。

（５）我が国企業の競争力の強化
競合国企業は、海外展開事業の規模と実績に
おいて我が国企業を大きく上回っており、価格
面及び提供する商品の質の柔軟性を含めた供給
能力面において、我が国企業の競争力を強化し
ていく必要がある。そのため、現地ローカル企
業との連携の促進、海外での設計・製造拠点
の設置や現地職員の活用並びにM&Aによる現

地・海外企業の取得といった取組を支援すると
ともに、国際標準化等に係る戦略的取組を推進
する。

（６）我が国企業の海外展開に係る人材の確保
と環境の整備

海外案件に従事できる能力を有する人材不足
を解消し、我が国企業の人材流動化を促進する
ため、技術者の海外工事・業務の実績を国内事
業で活用できるよう認定・表彰する「海外イン
フラプロジェクト技術者認定・表彰制度」の運
用等を行うほか、インフラ分野に特化したジョ
ブマッチング等の人材育成に係る具体の支援策
の検討を行う。また、現場で活躍できる基礎的
能力等を付与することを目的とした「海外イン
フラ展開人材養成プログラム」や中堅・中小建
設企業海外展開促進協議会（JASMOC）の設
置・運営、各種セミナーや個別相談等を通した
中堅・中小建設企業の海外展開の支援を行って
いる。

（７）案件受注後の継続的なフォローアップ
海外案件においては、プロジェクトの受注後

に発生する、相手国からの金銭の支払遅延等の
トラブルが潜在的なリスクと見込まれており、
事業価格の高騰等や海外事業への参入意欲の低
下を招いている。このようなトラブルの解決を
働きかける相手方が相手国政府や自治体、公的
機関であることも多く、我が国企業の独力での
解決は困難を伴う。
このため、トラブル発生時のトップクレーム

等の実施や相談窓口の設置、政変・騒乱等への
対応支援を行っている。
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国土交通省のインフラシステム海外展開に係るアプローチ
国土交通省は、具体的には以下の（１）～

（４）を利用して、企業が海外インフラ展開に
参入しやすい環境を形成するために、様々な形
で支援を行っている。

（１）トップセールスによる案件形成への働き
かけ

政務レベルによるトップセールスは、インフ
ラ案件獲得等に重要な役割を有しており、コロ
ナ禍においてはオンライン会議等による相手国
への働きかけを実施してきた。
一方で、対面での取組によって我が国の「質

の高いインフラシステム」に対する理解を醸成
する重要性も再認識された。往来を再開する動
きが本格化していることを踏まえ、国土交通省
として政務レベルのトップセールス等による政
府間対話を復活させ、我が国企業の参入・受注
に向けた活動を支援している。

（２）官民ファンドによる事業支援
海外における交通・都市開発分野の事業は、

初期投資が大きく資金回収までに長い期間を要
することに加えて、政治リスク、需要リスク等
の様々なリスクが存在するため、民間だけでは
参入が困難なケースもみられる。
（株）海外交通・都市開発事業支援機構
（JOIN）は、このようなリスクを分担し、出資
や人材派遣等を通じて事業参画を行う、ハンズ
オン機能を有する官民ファンドとして平成26
年に設立され、これまでに44事業への支援決
定を行っている（令和７年３月末時点）。
なお、JOINの令和５年度決算において、複

数の個別事業で損失を計上したことにより、約
799億円の当期純損失（同年度末の累積損益は
▲955億円）を計上したため、JOINの役割、
在り方、経営改善策等について検証・検討を行
う有識者委員会を令和６年８月に設置し、同
年12月に最終報告が取りまとめられた。最終

報告では、投資リスク管理等について徹底的な
改革を行うことをもって存続を認めることとさ
れ、同月、最終報告を踏まえた経営改善策・改
善計画を国土交通省及びJOINにおいて策定・
公表した。改善事項への対応状況については、
有識者委員会のフォローアップ会合（令和７年
３月）にて報告を行い、本会合において、組織
体制に係る措置の一部等のすぐに措置できない
ものを除いて、JOIN及び国土交通省において
着実に必要な措置が実施されていることが確認
された。JOINにおいては、引き続き、出資や
事業参画をはじめとする各種支援を通じ、各分
野における案件形成を後押しする。

（３）官民合同の協議会等による情報提供やビ
ジネスマッチングの機会提供

我が国のスタートアップ企業、地方・中小企
業が高い技術力やノウハウを有していながら、
海外進出を具体化するに及んでいないケースも
考えられることから、インフラシステム海外展
開の担い手の裾野を広げることを目指し、支援
を進めてきた。
中堅・中小建設企業を対象とした海外展開に

係る情報提供や技術PR等のプロモーション、
ビジネスマッチング等の機会提供といった取組
を推進していく。具体的には、JOINが中堅・
中小企業や地方企業からの相談を受ける窓口を
設置するとともに、官民ファンドに関する地方
企業向けの説明会等に参加し、JOINの支援施
策を知る機会が限られる地方企業へのアプロー
チを実施している。

（４）国際標準化の推進と戦略的活用
海外展開を有利に進める上で、我が国の技

術・ノウハウの国際標準化は極めて重要であ
り、国際機関で決定される国際基準を戦略的に
活用し、我が国企業が受注しやすい環境を整備
する必要がある。それぞれの分野の実情を踏ま
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えて戦略的な取組を行う必要があるため、①国
際標準化機関（ISO、IEC等）における国際標
準の獲得、国連機関等での基準化、②国際標準
となった後、相手国での採用を働きかけ他国と

の差別化を確保、③国際標準未取得の場合、日
本規格のデファクトスタンダード化、を柱に取
組を進めている。

各国・地域における取組
①東アジア・大洋州
香港については、令和６年７月に、ラム・サ

イホン運輸・物流長官による國場国土交通副大
臣表敬が実施され、観光・航空の交流や、国際
海上輸送の発展に向けた取組について意見交換
を行った。
中国、韓国については、令和６年９月に、兵

庫県において第10回日中韓観光大臣会合を開
催し、三国間の観光交流と協力の一層の強化、
三国間の人的交流の拡大、地域経済の繁栄と社
会発展の促進等を目的として議論を行った。
韓国については、令和７年３月に、東京に

おいて、第13回日韓ハイレベル協議を開催し、
運輸分野に関する共通課題について幅広い意見
交換を行った。
大洋州については、令和６年７月に、斉藤国

土交通大臣とテヴィタ・スカ・マンギシ駐日ト
ンガ王国特命全権大使は、上下水道技術協力に
関する協力覚書を締結した。
11月には、宮城県において、観光レジリエ

ンスサミットが開催されフィジーとの会談を実
施し、秡川観光庁長官とフィジー共和国ヴィリ
アメ・ンガヴォカ副首相兼観光・航空大臣は、
観光分野に係る協力についての覚書を締結し
た。

②ASEAN地域
ʢΞʣΠϯυωγΞ
令和６年４月、ジャカルタ都市高速鉄道

（MRT）南北線のE&M（信号システム等）
パッケージに関し、本邦企業が事業主体と契約
を締結し、工事を受注した。同月、斉藤国土交
通大臣は訪日したブディ運輸大臣と会談を行

い、国土交通分野における日・インドネシア間
の重要なインフラ案件への協力について意見交
換を行った。
６年９月に、斉藤国土交通大臣は訪日したバ

スキ公共事業・国民住宅大臣と会談を行い、ア
ジア・太平洋水サミットの開催や、「ワールド・
レイク・デー」の実現に向けた協力等について
意見交換を行った。
６年12月、パティンバン港のコンテナター

ミナル運営に関し、日系コンソーシアムが同港
の運営会社と契約を締結した。
6年12月、ジャカルタにおいて、MaaS、

AIオンデマンド交通等の交通ソフトインフラ
による公共交通の高度化をテーマとした「日尼
交通ソフトインフラ展開セミナー」を開催し
た。
７年２月、北海道・札幌において「第12回

日インドネシア交通次官級会合」を開催し、交
通分野の協力インフラ案件について、課題に対
する解決策や今後の協力の方向性等の意見交換
を行い、今後も各分野において両国間で緊密な
協力・連携を図っていくことを確認した。
同月に、ジャカルタにおいて「第11回日イ

ンドネシア建設次官級会合」を開催し、両国に
おいて「持続可能な都市開発」、「持続可能で気
候変動に強いインフラ整備」をテーマに、両国
の取組の現状、課題及び今後の計画等を共有す
るとともに、今後の両国の協力関係を強化して
いくことを確認した。

ʢΠʣΧϯϘδΞ
令和６年５月に、スン・チャントール副首相

兼カンボジア開発評議会第一副議長による斉藤
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国土交通大臣表敬が実施され、港湾、道路等の
経済社会インフラの整備等に関する協力につい
て意見交換を行った。
12月には、第５回日カンボジア都市開発・

不動産開発プラットフォーム会合をプノンペン
で開催した。また、サイ・サムオル副首相兼国
土整備・都市計画・建設大臣との会談を行い、
都市開発・不動産開発分野等における課題解決
に協力していくことを確認した。加えて、3D
都市モデルPLATEAUの整備に関する協力関
係につき確認の署名を行うとともに、両国民間
企業によるビジネスマッチングも開催され、各
社が有するサービスや強みを双方にアピールし
た。会談の他に、日本政府の資金も活用してプ
ノンペン南西部に新たに整備されたボントム浄
水場の完成記念式典に出席した。

ʢ΢ʣγϯΨϙʔϧ
令和６年４月、斉藤国土交通大臣がシンガ

ポールを訪問し、チー運輸大臣とワーキングラ
ンチを行い、国土交通分野における両国間の協
力に関する意見交換を行った。またコー持続可
能性・環境省上級国務大臣との会談では、気候
変動に伴う水資源分野や気象分野への影響に関
する意見交換とともに、具体的な連携につい
て確認した。さらにオン公益事業庁長官（CE）
との会談では、シンガポール政府が取り組む水
分野等に関する施策について説明を受け、今後
の両国の関係を確認した。
令和６年９月、堂故国土交通副大臣がシンガ

ポールを訪問し、ムラリ・ピレイ運輸省国務大
臣と会談を行い、我が国とシンガポールとの間
で港湾インフラ等に関する協力について意見交
換を行った。

ʢΤʣλΠ
令和７年２月に、チャルームチャイ天然資

源・環境大臣による高橋国土交通副大臣表敬が
実施され、水管理及び地下水等の開発に関する
取組について意見交換を行った。

ʢΦʣϑΟϦϐϯ
令和６年12月、「第３回道路建設・O&Mに

関するビジネスワークショップ」を開催し本邦
道路技術等を共有するとともに、高速道路会社
を含む両国民間企業のビジネスマッチングの促
進を図った。

ʢΧʣϕτφϜ
令和６年４月に、中央理論評議会タン副議長

による堂故副大臣表敬が実施され、都市をはじ
めインフラ分野での協力に関する意見交換を
行った。
同月に、斉藤国土交通大臣がベトナムを訪問

し、タン交通運輸大臣との会談を実施し、交通
分野における協力について意見交換するととも
に、我が国企業が参画を目指す事業に関する
トップセールスや、鉄道、道路等、我が国企業
が参画している既存事業の未払いや手続遅延に
関するトップクレーム等の政策協議を行った。
また、国土交通省とベトナム社会主義共和国交
通運輸省との間で「交通分野における包括的な
協力覚書」を締結し、両国の国土交通分野にお
ける一層の協力を確認した。
９月には、堂故国土交通副大臣がベトナムを

訪問し、サン交通運輸副大臣との会談を実施
し、ベトナムにおける今後の港湾分野をはじめ
とした社会インフラ等に関する協力等について
意見交換を行った。また、港湾施設の国家技術
基準を策定するための協力に係る両国間の覚書
を更新した。
11月には、国土交通省とベトナム農業農村

開発省間の水防災等の協力覚書に基づく防災協
働対話を官民協働で開催し、二国間協力の取組
を継続することを確認した。
12月には、我が国企業が参画するホーチミ

ン市都市鉄道1号線が開業した。また、令和７
年３月には古川国土交通副大臣がベトナムを訪
問し、当該路線のグランドオープニングセレモ
ニーに出席した。
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ʢΩʣϚϨʔγΞ
令和６年４月に、國場国土交通副大臣は訪日

したアレキサンダー公共事業大臣と会談を行
い、日本とマレーシアの建設分野における両国
間の協力について意見交換を行った。

ʢΫʣϛϟϯϚʔ
ミャンマー国内で日本企業により実施されて

いた建設等のプロジェクトについて、現下の情
勢を踏まえ、引き続き今後の事態の推移を注視
し対応を検討していく。

ʢέʣ౦ςΟϞʔϧ
令和７年１月に、中野国土交通大臣は訪日し

たロザリオ職業訓練雇用担当国務長官と会談を
行い、技能実習生や特定技能外国人の受入れ等
に関する意見交換を行った。

③南アジア
ʢΞʣΠϯυ
令和６年２月、スマートシティ分野での協力

を更に深めていくため、「都市開発に関する日
印交流会議」の下に設置した「スマートシティ
サブグループ会合」において、日印の官民で連
携した枠組み（プラットフォーム）の設立に合
意した。この合意に基づき、プラットフォーム
の設立に向けた調整を進めた。
令和６年10月に「第10回日印道路交流会

議」を開催し、道路計画、橋梁の地震対策、道
路舗装維持管理等について両国の知見を共有す
るとともに、同月にムンバイにて「日印道路技
術セミナー」を初めて開催し、海上道路建設・
維持管理をテーマに意見交換等を実施した。
令和７年３月、「インフラメンテナンス国民

会議　海外市場展開フォーラム」の活動の一環
として、インフラメンテナンスの海外市場展開
セミナーをインド国政府、民間企業と対面及び
オンライン併用のハイブリッド形式で開催し、
インド国のニーズに合わせた日本企業保有技術
を紹介し、日本企業のインドにおけるインフラ

メンテナンス事業への参画・協同に向けたネッ
トワーク構築を支援した。
また、令和６年11月に国土交通省水管理・

国土保全局とインド水活力省水資源・河川開
発・ガンガー再生局との水資源分野における協
力に関する覚書を延長するとともに、地下水管
理等について意見交換を実施した。

ʢΠʣόϯάϥσγϡ
PPP庁との覚書に基づき日本バングラデ

シュ・ジョイントPPPプラットフォームを構
築し、政府間協力の下でバングラデシュ側の関
係省庁と我が国関心企業による各種プロジェク
トの案件形成を支援している。
令和７年3月に「第７回PPPプラットフォー

ム会合」を東京にて開催し、既存プロジェクト
の課題等について議論した。また、バングラデ
シュ側からの新規プロジェクトが提案されると
ともに、今後候補となるプロジェクトについて
合意した。

④北米・欧州
ʢΞʣถࠃ
令和６年４月、G7交通大臣会合に際し、斉

藤国土交通大臣がトロッテンバーグ運輸副長官
と会談し、今後の緊密な協力関係の強化を確認
した。
令和７年３月、ワシントンD.C.において日

米インフラフォーラムを開催し、国土交通省、
米国国土安全保障省から、インフラ分野におけ
るサイバーセキュリティに関する取組が紹介さ
れた。

ʢΠʣԤभ
令和６年４月、G7交通大臣会合に際し、斉

藤国土交通大臣がイタリアのサルヴィーニ副首
相兼インフラ交通大臣と会談し、今後の緊密な
協力関係の強化を確認した。
令和６年10月、第18回日EU運輸ハイレベ

ル協議をブリュッセルにて開催し、交通分野に
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おける相互理解及び協力の促進を図るため、意
見交換を行った。
ウクライナ復興に関しては、令和６年２月

に、ウクライナ地方・国土・インフラ発展省
（現ウクライナ地方・国土発展省）との間で、
インフラ復旧と復興の促進に向けた協力覚書を
締結した。この覚書には、協力内容として道路
輸送、航空輸送、海上輸送、ダム等の分野にお
ける案件形成等が含まれている。同年12月に
はスヴィリデンコ第一副首相兼経済大臣による
中野国土交通大臣の表敬訪問が実施され、ウク
ライナのインフラの復旧・復興に関して、双方
が一層協力していくことで一致した。令和７年
１月には、ウクライナにおける国土交通分野
のインフラ復興への本邦企業の参画を促すた
め「日ウクライナ・国土交通インフラ復興に関
する官民協議会」（JUPITeR）の設立会合を開
催し、中野国土交通大臣から豊富な技術・知見
を持つ日本企業に対して参画の期待を述べたほ
か、クレーバ復興担当副首相兼地方・国土発展
大臣が来賓としてオンライン参加し、協議会及
び日本企業への期待が述べられた。
令和７年３月、同協議会の取組として、官民

ミッションをキーウへ派遣し、インフラ復興の
主務官庁である地方・国土発展省をはじめ、国
際開発金融機関や現地の業界団体等を訪問し、
意見交換や企業間のネットワーキング等を行っ
た。

⑤中南米
令和２年９月に、国土交通省海事局は、

Web形式の局長級会合を通じ、パナマ運河庁
に対し、水不足に起因する運河の水位低下に
よる船舶通航量の調整を目的とした上水サー
チャージ導入経緯の説明を求めるとともに、今
後我が国がどのような協力ができるか検討す
る旨伝えた。このような背景から３年度より、
「パナマ運河の水不足問題の解消に向けた調査」
を開始し、５年度においては、パナマ運河庁で
作成されている水不足対策案の妥当性評価及び

代替案の作成等を実施した。
令和６年６月、ホンジュラス共和国のエクト

ル・セラヤ大洋間鉄道建設国家委員会委員長に
よる斉藤国土交通大臣への表敬が実施され、イ
ンフラ事業について意見交換等を行った。

⑥トルコ
トルコとの間では、両国の建設関連企業が連

携した第三国への海外インフラ展開を推進す
るため、令和６年10月にトルコ貿易省と共同
で「第７回日本・トルコ建設産業会議」をトル
コ・イスタンブールにて開催した。会議におい
ては、第三国における建設分野に関する協力覚
書への署名を行い、ウクライナ復興及びアフリ
カ市場に関する情報交換を実施するとともに、
両国の民間企業を交えたビジネスマッチングを
実施した。

⑦アフリカ
第６回アフリカ開発会議（TICADⅥ）に合

わせて平成28年８月に開催した「日・アフリ
カ官民インフラ会議」を契機として設立した
「アフリカ・インフラ協議会（JAIDA）」と連
携し、アフリカにおける「質の高いインフラ投
資」を推進するため、我が国の「質の高いイン
フラ」を支える技術や経験等について積極的に
情報発信するとともに、相手国との官民双方の
関係構築を促進している。
令和６年度までにアフリカ14か国において

「官民インフラ会議」（閣僚級）を開催してきた
のに加え、これまでに官民インフラ会議を開催
した国との関係を継続・発展させることを目的
とした、「質の高いインフラ対話」を開催して
いるほか、近年は、実務者レベルのミッション
を派遣した現地調査や政府関係者との面談や国
際機関の専門家を招いたJAIDA会員向けセミ
ナーの実施等、小規模・機動的な活動を強化し
ている。
令和６年10月にはタンザニアで「日・タン

ザニア質の高いインフラ対話」を開催し、タン
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ザニア側から同国のインフラ概況の説明や我が
国への期待が述べられ、我が国からは「質の
高いインフラ」のコンセプトを紹介した。ま
た、７年１月にはコートジボワールで古川国土
交通副大臣出席の下、「日・コートジボワール
官民インフラ会議」を開催した。さらに、フラ
ンス土木連合会（FNTP）との意見交換会を通
じて、アフリカにおけるインフラプロジェクト
での日仏間の「第三国連携」に関する情報共有
と意見交換を行った。加えて、セネガル・コー
トジボワールの政府要人へのトップセールスを
実施し「質の高いインフラ」の理解促進を図る
とともに、両国との関係の維持・拡大に貢献し
た。
令和６年10月には、アフリカ開発銀行

（AfDB）及びアフリカ７か国の水関係閣僚等

幹部との技術会合を開催し、各国から水分野に
おける課題が共有され、日本の技術を活用した
具体的プロジェクトについて議論を深めていく
ことで合意した。

⑧中央アジア
令和６年10月、ウズベキスン共和国のクド

ラートフ投資産業貿易大臣による斉藤国土交通
大臣への表敬が実施され、ダム等の両国間の協
力について意見交換を行った。
令和７年３月、日本で中央アジア地域５か国

の実務者を対象とした「専門家会合（水分野）」
を外務省とともに開催し、水分野に関する日本
と中央アジア各国の協力（含むビジネス交流）
の促進に向け、水資源管理に関する知見や技術
等の意見交換を行った。

	 	ୈ̎અ�	 国際交渉・連携等の推進

経済連携における取組
（１）	経済連携協定 /自由貿易協定（EPA/FTA）
我が国は、アジア・太平洋地域、東アジア地

域、欧州等との経済連携を戦略的に推進して
いる。令和７年３月現在、21のEPA/FTA等
について、発効済み・署名済みであり、EPA/
FTAを活用し、我が国の運輸、建設業等の国
際競争力の強化及び海外展開の推進の観点か
ら、相手国の外資規制の撤廃・緩和等を通じた
サービス分野の自由化、相手国の政府調達に関

する参加機会の拡大に取り組んでいる。

（２）	世界貿易機関（WTO）	
WTOは、多角的貿易体制の中核であり、

①�貿易自由化・ルール形成のための交渉の場、
②加盟国によるWTO協定の履行状況の監視、
③加盟国間のWTO協定上の貿易紛争を手続
に従って解決する制度の運用という機能を果た
している。

国際機関等への貢献と戦略的活用
（１）	アジア太平洋経済協力（APEC）	
APECは、アジア太平洋地域の持続可能な

成長と繁栄に向けて、貿易・投資の自由化、ビ
ジネスの円滑化、経済・技術協力等の活動を行
う経済協力の枠組みであり、国土交通省では、
APECの交通・観光分野に係る大臣会合及び
作業部会に出席し、APEC域内における効率

的でシームレスな輸送システムの構築等に積極
的に取り組んでいる。
APECの交通分野を取り扱う作業部会

「APEC交通ワーキンググループ」については、
令和６年９月から10月にかけて第54回会合が
シンガポールにて開催され、サプライチェーン
と連結性、持続可能な交通、包摂性とジェン

	 	ୈ̎અ�	 国際交渉・連携等の推進	 国際交渉・連携等の推進
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ダー平等、技術革新とデジタル化について議論
された。
APECの観光分野を取り扱う第63回APEC

観光ワーキンググループ会合及び第12回観光
大臣会合が令和６年６月にペルー・ウルバンバ
で開催された。大臣会合では「持続可能な観光
業の成長に向けた革新的な道筋」をテーマに討
議が行われ、観光大臣声明が採択された。
また、同年10月に第64回APEC観光ワー

キンググループがマレーシア・ランカウイで開
催され、包括的で持続可能な観光の実現に向け
た取組等について議論された。

（２）東南アジア諸国連合（ASEAN）との協力
国土交通省は、ASEANにおける「質の高い

交通」を更に推進するため、日本とASEANの
交通分野の協力枠組みである「日ASEAN交通
連携」の下、陸上、海上、航空にわたる様々な
協力プロジェクトを実施している。これらのプ
ロジェクトの進捗状況を確認し、今後の方向
性、新たなプロジェクトについて議論するた
め、「日ASEAN交通大臣会合」等の会合が毎
年開催されている。令和６年11月、「第22回
日ASEAN交通大臣会合」がマレーシア・ク
アラルンプールで開催され、我が国からは古
川国土交通副大臣が出席した。本会合におい
ては、令和５年11月に開催された「第21回
日ASEAN交通大臣会合」において採択された
10年間（2024～ 2033年）の新たな行動計画
「ルアンパバーン・アクションプラン」の下、
「日ASEAN交通連携」の具体的実施計画であ
る「日ASEAN交通連携ワークプラン2024-
2025」とともに、新規協力プロジェクトとして
「ASEAN地域における航路標識要員の人材育
成」、及び「日ASEAN CORSIA適格燃料認証
ガイドブックの作成－SAF原料の多様化と認
証－」の２つが承認された。さらに、これまで
のプロジェクトの成果物として、「交通運輸技
術連携セミナー成果報告書」、「マラッカ・シン
ガポール海峡共同水路測量調査完了報告書」及

び「小型船舶への情報提供ガイドライン」の３
つが承認された。
また、ASEAN各国のスマートシティ実現に

向けたプラットフォームである「ASEANス
マートシティ・ネットワーク（ASCN）」への
協力の一環として、令和６年10月、「第６回
日ASEANスマートシティ・ネットワーク　ハ
イレベル会合」をASEAN各国、国内関係省
庁、関係自治体と連携して、東京都にて開催
した。本会合では、「GX（グリーントランス
フォーメーション）」をテーマに、スマートシ
ティの成功事例を共有し、その成功要因につい
て議論し、脱炭素社会の実現に向けた協力の更
なる推進を確認し、本会合の継続的な開催と、
ASEANでのスマートシティ実現に向けて引き
続き協力をしていくことを確認した。あわせ
て、日本とASEANの協力を促進するための枠
組みである、日ASEANスマートシティ・ネッ
トワーク官民協議会（JASCA）の活動の一環
として、同年11月にシンガポールにおいて、
両国からスマートシティ開発における知見の共
有を行うセミナーを開催し、併せて開催したビ
ジネスマッチングイベントでは、両国の官民セ
クターからの参加者同士で関係づくりや情報交
換が行われた。
さらに、観光分野においては、ASEANとの

観光協力やASEAN+３（日中韓）地域におけ
る観光の促進を目的に、毎年「ASEAN+３観
光大臣会合」が開催されている。令和７年１
月、「第24回ASEAN+３観光大臣会合」がマ
レーシア・ジョホールバルで開催され、我が国
からは高橋国土交通副大臣が出席した。本会合
では、ASEANへの観光分野の協力について、
今後更に連携強化を図っていくことを主な内容
とする共同声明が採択された。

（３）経済協力開発機構（OECD）
国土交通省は、OECDの活動のうち、国際

交通フォーラム（ITF）、造船委員会（SBC）、
地域開発政策委員会（RDPC）、開発センター
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（DEV）、観光委員会等における議論に参画し
ている。
ITFは、加盟69か国が全交通モードを対象

に交通政策に関する議論・研究を行っており、
毎年５月には各国の交通担当大臣を中心に、著
名な有識者・経済人を交えて交通政策に関する
議論を行うITFサミットをドイツ・ライプチヒ
にて開催している。令和６年５月に開催された
サミットでは、「交通のグリーン化」をテーマ
に、持続可能な経済を促進するための交通のグ
リーン化について議論が行われるとともに、ウ
クライナに関する特別大臣ラウンドテーブルに
おいては、ウクライナの交通インフラの復旧・
復興について議論が行われた。また、ITFの調
査研究部門である交通研究委員会（TRC）の
「ビジョン主導の交通計画」ワーキンググルー
プや「持続可能な交通への移行における、再生
可能エネルギーの供給に対する競合するセク
ターの需要管理」ラウンドテーブル等に我が国
から多くの専門家が参画し、国際的な研究活動
の推進に貢献している。
SBCは、造船に関する唯一の多国間フォー

ラムとして、国際造船市場に関する政策協調の
ための重要な役割を担っており、公的支援の適
正化や透明性確保、輸出信用等に関する議論を
行っている。環境に配慮した船舶への融資等を
促進するための国際的なルールの改正を検討す
る特別会合では、我が国が提出した提案文書を
ベースに環境に配慮した船舶の定義及び金融条
件の議論が行われている。我が国はSBC及び
同特別会合の副議長国として活動しており、引
き続き、政策協調のための議論を継続的に実施
し、加盟国間による公的支援の相互監視等を通
じて、公正な競争条件の確保に努める。
RDPCでは、国土・地域政策等に関する各

加盟国の政策レビューや、我が国の提案により
都市における高齢化等の人口動態を踏まえた都
市政策に関する調査等に積極的に取り組んでい
る。また「スマートシティと包括的成長に関す
るOECDプログラム」の一環としてスマート

シティのデータ利活用に関する調査に取り組ん
できた。
DEVは、途上国及び新興国における成長を

促進し、生活水準を向上させるための政策的解
決策を見つける手助けを行う機関であり、今後
の開発に関する議論を行うとともに、セミナー
等により質の高いインフラの途上国及び新興国
への普及・実施についても取り組んでいる。
観光委員会では、各国の観光関連政策のレ

ビューや、観光統計データの整備及び分析等を
行っており、我が国は同委員会の副議長国とし
て、積極的に議論に関与している。
令和６年には「OECD諸国の観光動向と政

策2024」を発刊した。同書では、観光経済が
新型コロナウイルス感染症による危機からの回
復傾向にある中、より強靱で持続可能かつ包摂
的な観光の実現に向け、観光政策における優先
事項について分析するとともに、我が国の関連
施策や取組事例等を含む実践例が提示されてい
る。

（４）国際連合（UN）
①国際海事機関（IMO）
IMOは、船舶の安全・環境等に関する国際

ルールを定めている国連の専門機関である。我
が国は、世界の主要海運・造船国として同機関
の活動に積極的に参加し、世界の海事分野にお
けるルール作りを主導している。
特に、世界的に関心が高まっている気候変動

対策を海運分野で強力に進めるべく、令和５年
に合意された「2050年頃までにGHG排出ゼ
ロ」等の目標を達成するための新たなルールの
策定に向けた議論が進められており、我が国は
各国と協力し具体的な条約改正案を提案するな
ど、その議論の着実な進展に貢献している。
また、安全面においては、今後のGHG排出

削減に必要不可欠な水素・アンモニア等のゼロ
エミッション船の普及の前提である安全確保に
向けて国際的な安全基準作りを進めており、令
和６年12月に我が国提案等をベースにしたア
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ンモニアを燃料とする船舶の安全基準が策定さ
れるなど、IMOにおける安全に関する国際ルー
ル作りに貢献した。

②国際民間航空機関（ICAO）
ICAOは、昭和19年に締結されたシカゴ条

約に基づき設立され、国際民間航空の安全・保
安・環境等に関する国際標準の策定、各国の安
全監視体制の監査等の取組を実施している国連
の専門機関の一つであり、令和６年に80周年
を迎えた。
我が国は、昭和31年以降今日に至るまで連

続して理事国に選出されており、第１カテゴ
リー（航空輸送において最も重要な国）の理事
国として、ICAOの諸活動に積極的に参加して
きた。
また、我が国は、令和７年11月に実施され

る予定である理事会議長選挙の候補者として、
ICAO日本政府代表部特命全権大使の大沼俊之
氏（元 国土交通省航空局航空政策戦略監）を
擁立することを決定しており、大沼氏の擁立を
通じ、国際民間航空の安全かつ整然とした持続
可能な発展に向けた貢献を更に加速させてい
く。

③国連人間居住計画（UN-Habitat）
UN-Habitatは、人間居住問題を専門に扱う
国連の基金・計画の一つである。我が国は、設
立以来の理事国としてUN-Habitatの諸活動
に積極的に参加し、我が国の国土・地域・居住
環境改善分野での経験、知見を活かした協力を
通じ、世界、特にアジアでの人口爆発、急激な
都市化に伴う人間居住問題の改善に貢献してい
る。
令和６年11月には、エジプト・アラブ共和
国で開催されたUN-Habitatが事務局を務め
る第12回世界都市フォーラムに参加した。本
フォーラムにおいては、「都市と地方の連携」
をテーマとしたネットワーキングイベントを開
催し、「バランスの取れた国土開発」の重要性

を発信した。また、「TOD（公共交通指向型都
市開発）とデジタル技術の活用」をテーマとし
たイベントも開催し、都市開発におけるTOD
やデジタル技術の有用性や今後の協力可能性等
について議論を行うなど、両イベントとも大き
な関心が寄せられた。

④世界観光機関（UN Tourism）
UN Tourismは、観光政策に関する意見交

換、観光分野での技術協力、観光統計の整備、
各種セミナー等を通じ、世界の観光振興を実施
する国連の専門機関の一つである。我が国は、
執行理事国としてUN Tourismの企画・運営
に積極的に関与するとともに、アジア・太平洋
地域事務所（奈良県奈良市）による持続可能な
観光の実現や観光レジリエンス向上に向けた取
組を支援している。

⑤国連における水と防災に関する取組
世界の水関連災害に対する各国の取組を強化

し、意識啓発や各種提言・支援をするため令
和６年５月にインドネシア・バリで開催され
た「水と災害ハイレベルパネル（HELP）」の
第23回会合では、こやり国土交通大臣政務官
（当時）が参加し、流域のあらゆる関係者によ
る協働により立ち向かう「by ALL」の取組等
について報告した。また、令和６年12月にス
イス・ジュネーブで開催された第24回会合で
は、国定国土交通大臣政務官がオンライン出席
し、「対話セッション」の基調講演において新
潟県三条市長時代の被災経験を紹介しながら、
防災投資の重要性を強調した。
令和６年12月には、国連総会本会議で毎年

８月27日を「世界湖沼の日」と定める決議が
採択された。同決議は、第10回世界水フォー
ラム閣僚級会合においてこやり国土交通大臣政
務官（当時）が支持を表明し、インドネシアを
はじめ74か国が共に提案したものである。
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⑥国連における地理空間情報に関する取組
国土地理院は、国連経済社会理事会に設置さ

れている「地球規模の地理空間情報管理に関す
る国連専門家委員会（UN-GGIM）」に参加し
ているほか、UN-GGIMの地域委員会の1つ
である「国連地球規模の地理空間情報管理に
関するアジア太平洋地域委員会（UN-GGIM-
AP）」には副会長として、更には、「国連地名専
門家グループ（UNGEGN）」に参加し、我が
国で培った技術や経験を活かして、地球規模の
測地基準座標系（GGRF）の普及や、地理空間
情報に関するパートナーシップの推進等により
貢献している。

（５）G7交通大臣会合
イタリアがG7議長国を務めるG7交通大臣

会合が令和６年２月及び同年４月に開催され
た。令和６年２月の臨時会合では、令和５年
11月以降、紅海等においてホーシー派による
船舶の自由かつ安全な航行を阻害する行為が続
いていることを踏まえ、紅海等を取り巻く現状
や対応について情報共有・議論を行い、こうし
た行為を断固非難するとともに、G7の協調を
強化していくことを内容とするG7交通大臣宣
言を発することを合意した。
また、令和６年４月の会合では、「交通の未

来～不確実な世界での連結性の確保～」をテー
マに、ショックへの耐性がある交通、海上にお
ける連結性、ウクライナとの連携について議
論が行われた。その結果、強靱な交通の実現に
つながる「交通サプライチェーンに関するG7
ワーキンググループ」を設置すること、ホー
シー派による紅海等における行動を強く非難す
ること、G7がウクライナを継続的に支援する
こと等を内容とするG7交通大臣宣言が採択さ
れた。

（６）G7都市大臣会合
第１回目のドイツ・ポツダム会合、前回の香

川高松会合に続き３回目となるＧ７都市大臣

会合が令和６年11月３日と４日にイタリア・
ローマにて開催された。
議長国イタリアが前回の香川高松会合の成果

を引き継ぎつつ、深化させ、「ネットゼロ・レ
ジリエンス」「インクルーシブな都市、アフォー
ダブルな住宅、歴史・文化」「イノベーション
創出とデジタル化」をテーマとして議論し、Ｇ
７が連携して取り組む「共同行動」を含む成果
をコミュニケとして取りまとめた。

（７）G7観光大臣会合・G20観光大臣会合
令和６年９月、ブラジル・ベレンにおいて

G20観光大臣会合が開催され、観光が持続可
能な開発目標（SDGs）の達成において果たす
役割をテーマに議論を行った。各国・国際機関
が協力して観光への財政支援を促進し、観光を
通じた格差是正と包摂性の実現に向けて取り組
む必要性に賛同したベレン宣言が採択された。
同年11月、イタリア・フィレンツェにおい

て、G7の枠組みとしては初となる観光大臣会
合が開催された。本会合では、持続可能で包摂
的な社会発展のための観光の役割、観光産業に
おけるAI導入の可能性と課題等をテーマに議
論が行われ、会合の成果としてコミュニケが取
りまとめられた。

（８）世界銀行（WB）
令和６年６月に、兵庫県姫路市において、世

界銀行が主催する国際会議「防災グローバル
フォーラム2024」が開催された。同会議にお
いて、国土交通省は、気候変動を踏まえた我が
国の治水対策を共有したほか、アジア太平洋地
域における地震対策の推進に向け、我が国にお
ける住宅・建築物の耐震化の施策について紹介
等した。

（９）アフリカ開発会議（TICAD）
アフリカにおけるインフラ整備への我が国企

業の参画を推進するため「アフリカ・インフラ
協議会（JAIDA）」と連携し、官民インフラ会
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議の開催等の取組を進めてきた。令和７年に開
催されるTICAD９を契機として、インフラ分
野における日本の技術やビジネス慣習に精通し
たアフリカ人材の育成やアフリカ各国のビジネ
ス環境整備などの取組を加速し、我が国が強み
とする「質の高いインフラ投資」原則を実践し
ていく。

（10）アジア欧州会合（ASEM）
ASEMは、アジア・欧州関係の強化を目指

して平成８年に発足した対話と協力の場であ
り、アジア側参加メンバー（21か国と１機関）、
欧州側参加メンバー（30か国と１機関）の合
計51か国と２機関によって構成されている。

各分野における多国間・二国間国際交渉・連携の取組
（１）国土政策分野
アジア各国等において、政府関係者、国際機

関等様々なステークホルダーをネットワーク化
し、会議、ウェブサイト等により国土・地域政
策に係る課題や知見を共有する仕組みである
「国土・地域計画策定・推進支援プラットフォー
ム（SPP）」の第７回会合を、令和７年３月に
オンライン開催し、国土交通省からは住宅、土
地、生活インフラの分野に焦点を当てて、我が
国の国土計画の知見について発信した。
また、令和６年12月には、カンボジア国土

整備・都市計画・建設省の要請も踏まえ、第５
回日カンボジア都市開発・不動産開発プラット
フォーム会合において、我が国の大都市圏政策
等を紹介した。

（２）都市分野
東南アジアを含むグローバルサウス諸国にお

ける課題の解決に貢献しつつ、我が国企業の海
外展開促進を図るため、令和６年度は以下の取
組を行った。
タイでは、バンコクのクルンテープ・アピ

ワット中央駅周辺（バンスー地区）を含め、我
が国が知見・経験を有する都市開発手法である
公共交通指向型都市開発（TOD）を推進する
ため、国土交通省は、独立行政法人都市再生機
構（UR）と共催でTODフォーラムをバンコ

クで同年６月に開催するとともに、URは、同
年７月にURバンコク事務所を開設した。
ジャカルタ都市高速鉄道公社（MRTJ）がイ

ンドネシア運輸省と共催で、同年4月のTOD
フォーラム（ブディ運輸大臣、石橋国土交通
大臣政務官御出席）を東京で開催し、URと
MRTJが、ジャカルタ・ドゥクアタスエリアの
デッキ整備への協力に関するミニッツを交換す
るとともに、URが同年8月にURジャカルタ
事務所を開設した。
カンボジアでは、同年12月に行われた第5

回日カンボジア都市開発・不動産開発プラット
フォーム会合に参加し、我が国が推進する3D
都市モデル「PLATEAU」を紹介するととも
に、同国における3D都市モデルの整備に関す
る協力関係につきミニッツの署名を行った。
また、米国・住宅都市開発省との間で共同研

究会を開催し、都市・住宅分野に関する課題解
決に向けて、現地視察や意見交換を行った。
さらに、国際的なまちづくりコンベンション

である「MIPIM」（フランス・カンヌ開催）に
おいて、日本の都市開発・不動産市場や2027
国際園芸博等のPRを行い、シティセールス等
を図っている。
なお、J-CODE（一般社団法人海外エコシ

ティプロジェクト協議会）による案件形成推進
等の取組を支援している。

3

【関連リンク】
国土・地域計画策定・推進支援プラットフォーム（SPP）
URL：https://spp-pr.com/index_ja.html
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（３）水分野
水問題は地球規模の問題であるという共通認

識のもと、国際会議等において問題解決に向け
た議論が行われている。令和６年５月には、イ
ンドネシア・バリにおいて第10回世界水フォー
ラムが開催され、160カ国、のべ75,000人が
参加した。健全な水循環の概念の重要性、防災
の事前投資、世界湖沼の日の制定等が盛り込ま
れた「閣僚宣言」が取りまとめられた。日本か
らは、「バンドン精神水サミット」で天皇陛下
によるビデオ基調講演が行われたほか、こやり
国土交通大臣政務官（当時）が参加し、首脳級
会合及び閣僚級会合において水循環の取組等、
世界の国々の持続可能な発展に貢献できる日本
の取組を発信した。
それに加え、水資源分野では、独立行政法人

水資源機構を事務局とし関係業界団体や関係省
庁からなる「水資源分野における我が国事業者
の海外展開活性化に向けた協議会」を活用して
相手国のニーズや課題を把握し、治水機能や
CO2削減に資する発電を含む利水機能の向上
を図るダム再生事業の案件形成に向けた調査を
行うなど、水資源分野の案件形成に向けた取組
を実施した。また、アジア河川流域機関ネット
ワーク（NARBO）と連携し、統合水資源管理
（IWRM）の普及、促進に貢献している。

（４）上下水道分野
世界では、いまだ約4億1千万人（2022（令
和4）年時点）が、衛生面等で課題がある井戸、
泉、地表水等の水源を利用している状況にあ
る。また開発途上国においては急激な都市化や
人口増加に伴う水質汚濁が深刻化している。我
が国は、このような状況にある国に対して、政
府開発援助等の国際協力を実施している。
今後、これらの国々では水インフラ市場の拡
大が見込まれることから、国土交通省では、こ
れまでの国際協力に加え、東南アジアの開発途
上国等を対象として、セミナーや案件発掘調査
等を実施し、我が国が有する上下水道の技術・

ノウハウ等の国際展開を支援している。
水道分野においては日本の産学官の専門家

の知見を活用しながら、国際協力の方針を検
討する委員会の設置や、WHOをはじめとす
る国際機関、ASEANやアジア太平洋経済協
力（Asia-Pacific Economic Cooperation：
APEC）等の枠組みを通じた国際協力、下水道
分野においては、アジアにおける汚水管理の意
識向上等を目的として日本が主導しカンボジ
ア、インドネシア、ミャンマー、フィリピン及
びベトナムと平成30年に設立したアジア汚水
管理パートナーシップ（AWaP）等の枠組み
を通じた国際協力を行っている。
また、外務省やJICA、民間団体と連携して、

ワークショップ開催、専門家派遣、研修員受入
れ、プロジェクト計画作成指導等の技術協力を
行い、開発途上国の人材育成、制度づくりに貢
献している。
令和６年度は７月に開催された第10回太平

洋・島サミット（PALM10）において、初の
上下水道一体での技術協力覚書をトンガ王国及
びサモア独立国と締結した。また９月には第
５回AWaP運営委員会を東京で開催しバング
ラデシュ及びタイの新規加盟を承認したほか、
12月にカンボジア王国工業科学技術革新省と
「持続可能な水供給協力に関する技術協力覚書」
を締結した。

（５）防災分野
世界の水関連災害による被害の軽減に向け

て、災害予防が持続可能な開発の鍵であるとい
う共通認識を形成するため、我が国の経験・技
術を発信するとともに、水災害予防の強化に関
する国際連帯の形成に努めている。また、相手
国の防災課題と日本の防災技術をマッチングさ
せるワークショップ「防災協働対話」をインド
ネシアやベトナム、ミャンマー、トルコで実施
している。現在、既存ダムを有効活用するダム
再生や危機管理型水位計等の本邦技術を活用
した案件形成を進めているところである。ま
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た、国立研究開発法人土木研究所水災害・リス
クマネジメント国際センター（ICHARM）で
は、統合洪水解析システム（IFAS）や降雨流
出氾濫（RRI）モデル等の開発、リスクマネジ
メントの研究、博士課程及び修士課程を含む人
材育成プログラムの実施、UNESCOやアジア
開発銀行、及び世界銀行のプロジェクトへの参
画及び国際洪水イニシアチブ（IFI）事務局と
しての活動等を通じ、水災害に脆弱な国・地域
を対象にした技術協力・国際支援を実施してい
る。また、砂防分野においては、イタリア、韓
国、スイス及びオーストリアと砂防技術に係る
二国間会議を開催しているほか、JICA専門家
の派遣等や研修の受入を通じて土砂災害対策や
警戒避難、土地利用規制等の技術協力を行って
いる。

（６）道路分野
世界道路協会（PIARC）の各技術委員会等

に継続的に参画し、国際貢献に積極的に取り組
んでおり、令和６年からは４年間の戦略計画が
スタートし、加盟国による調査研究が進められ
ている。
また、日ASEAN交 通 連 携 の 枠 組 み で

ASEAN地域における道路舗装の品質向上を目
指す「舗装維持管理技術共同研究プロジェク
ト」のを令和５年より実施しており、令和６年
８月の第２回専門家会合で国の現状、ニーズ等
を把握するとともに、令和７年２月の第３回専
門家会合では、技術参考資料の骨子について議
論を行った。
令和7年3月に国際連合地域開発センターと

共同で「質の高い道路インフラ整備に関する国
際ワークショップ」を初開催し、先進技術等に
ついて知見共有等を行った。
さらに、高速道路の運営・維持管理やアス

ファルト再生技術等、我が国の優れた道路技術

の海外展開に向け、多国間・二国間の取組を進
めている。

（７）住宅・建築分野
国際建築規制協力委員会（IRCC）、日米加

建築専門家会合（BEC）等への参加等、建築
基準等に係る国際動向について関係国間での情
報交換を行った。また、カンボジアからの要請
を受け、建築物の構造安全や火災安全に関する
建築技術基準の策定支援に取り組んでいる。

（８）鉄道分野
我が国の鉄道システムの海外展開の推進を通

じて、相手国の経済・社会の発展への寄与のみ
ならず、我が国鉄道関連産業の生産性向上・競
争力の強化を図るため、令和６年度も、インド
高速鉄道に関する合同委員会や日英鉄道協力会
議の開催、JICA専門家の派遣を通じた技術協
力等、二国間での連携に向けた取組等を実施し
ている。

（９）自動車分野
日ASEAN交通大臣会合にて承認された、

「自動車基準・認証制度をはじめとした包括的
な交通安全・環境施策に関する日ASEAN新協
力プログラム」に基づく取組として、アジア地
域官民共同フォーラムを開催するなどにより、
アジア地域における基準調和・相互承認活動、
交通安全・環境保全施策等について情報交換を
行っている。

（10）海事分野
令和６年６月に開催された国際海事展「ポシ

ドニア2024」に合わせて國場国土交通副大臣
がギリシャを訪問し、船舶技術のトップセール
スを実施した。また、令和７年1月には中国と
局長級会談を東京で開催し、海事分野における

【関連リンク】
国際機関への参画　（１）世界道路協会（PIARC）
URL：https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/kokusai/sankaku/index02.html
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諸問題について意見交換を実施した。令和６年
４月のCSG会議（海運先進国当局間会議）に
おいて、紅海でホーシー派に「拿捕」された我
が国海運事業者が運航する船舶及び乗組員の早
期解放に向けた連携、海運の脱炭素化の推進、
船員の労働環境等について言及した。
我が国は、新興国・途上国に対する海上保安

能力向上や公共交通インフラの整備のために巡
視船、旅客船等の供与を行っており、令和７年
３月末現在、インドネシア、フィリピン等の５
か国に対し、計14隻の供与に向けたODA事
業が進行中である。この他、令和６年11月開
催の日ASEAN交通大臣会合にて、マラッカ・
シンガポール海峡の共同水路測量調査が完了し
たことが承認された。
また、ASEAN域内に低環境負荷船を普及促

進させるため、令和６年海上交通WGにおい
て、ASEAN各国の具体的取組等を共有した。
７年２月には、フィリピンにおいて、低環境負
荷船の更なる普及促進を目的とした新戦略を議
論する専門家会合のほか、低環境負荷船の技術
に関するセミナーを開催した。
さらに、東南アジアでの浮体式洋上風力発電

のニーズが高まっている中、我が国の優れた海
事技術である洋上浮体技術の海外展開に取り組
んでいる。

（11）港湾分野
我が国の質の高い港湾技術の発信、世界の

様々な港湾技術に関する最新の知見の取得、技
術基準等の海外展開・国際標準化の推進のた
め、国際航路協会（PIANC）や国際港湾協会
（IAPH）等と協調し、港湾関連の技術基準・
ガイドラインを作成している。また、PIANC、
IAPHには、日本から副会長を輩出し、我が国
技術の海外展開を促進するための議論に参画し
ている。
また、港湾分野の脱炭素化の推進のため、令

和５年12月に国土交通省とシンガポール運輸
省との間で、温室効果ガスの排出削減及び両国

間のグリーン・デジタル海運回廊の創設につい
ての協力に関する覚書を締結した。その覚書に
基づく第１回年次会合を令和６年４月に開催
し、港湾の脱炭素化、海運におけるアンモニア
燃料の活用等、今後取り組むべき具体的な協力
内容等の確認を行った。
さらに、令和６年10月には日本とオランダ

間の港湾分野における包括的な協力に関する覚
書をオランダ社会基盤・水管理省との間で締結
した。

（12）航空分野
令和６年６月には日・クロアチア航空協定の

国会承認手続が完了し、また、同年２月には
日・チェコ航空協定について、同年６月には
日・ルクセンブルク航空協定について、それぞ
れ署名が行われるなど、航空分野における条約
の締結に向けた進展がみられた。加えて、同年
４月にはカタール各航空当局と協議を実施し、
日本路線における輸送力の拡大につなげた。
また、令和６年５月には韓国、同年11月に

はシンガポールとの間で政策対話を実施したほ
か、同年９月にインドで開催された第２回アジ
ア太平洋航空担当大臣会合において、航空安
全、航空保安、航空管制等に関する取組にコ
ミットし協力することに合意し、同年10月に
フィリピンで開催された第59回アジア太平洋
航空局長会議において、アジア太平洋地域各国
の取組について意見交換を行うなど、多国間・
二国間における航空当局間の連携強化に取り組
んでいる。

（13）物流分野
日中韓物流大臣会合における合意に基づき、

日中韓の物流分野における協力の推進について
中韓と議論を進めた。令和６年11月には日中
韓物流課長級会議を開催し、同年２月の第９回
日中韓物流大臣会合で採択された共同声明及び
行動計画の進捗状況や、第10回日中韓物流大
臣会合に向けた今後のスケジュールについて意
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見交換を行った。

（14）地理空間情報分野
ASEAN地域等に対し、電子基準点網の設

置・運用支援等を行っている。具体的には
ASEAN地域等の7か国を対象に、電子基準点
の利活用に関する調査検討業務を実施し、対象
国の現況調査と意見交換を行った。

（15）気象・地震津波分野
気象庁は、世界気象機関（WMO）の枠組

みの下、気象観測データや予測結果等の国際的
な交換や技術協力により各国の気象災害の防
止・軽減に貢献しており、令和７年２月にアジ
ア各国の国家気象水文機関の専門家を東京に招
いて、気象レーダーの整備・運用等に関する
ワークショップを開催した。
ま た、 国 際 連 合 教 育 科 学 文 化 機 関

（UNESCO）政府間海洋学委員会（IOC）の
枠組みの下、北西太平洋における津波情報を各
国に提供し、関係各国の津波防災に貢献してい
る。
さらに、国際協力機構（JICA）等と協力し

て、開発途上国に対し気象、海洋、地震、火山
等の様々な分野で研修等を通した人材育成支
援・技術協力を行っている。

（16）海上保安分野
海上保安庁は、世界海上保安機関長官級会

合（CGGS）、北太平洋海上保安フォーラム
（NPCGF）、アジア海上保安機関長官級会合
（HACGAM）といった多国間会合や、二国間
での長官級会合、連携訓練等を通じて、捜索救
助、海上セキュリティ対策等の各分野で海上保
安機関間の連携・協力を積極的に推進している。
また、シーレーン沿岸国等における海上保安

能力向上支援のため、独立行政法人国際協力
機構（JICA）や公益財団法人日本財団及び笹

川平和財団の枠組みにより、海上保安庁MCT
（Mobile Cooperation Team）や専門的な知
識を有する海上保安官を各国に派遣しているほ
か、各国の海上保安機関等の職員を日本に招へ
いし、能力向上支援に当たっている。
また、海上保安政策に関する教育を行う海上

保安政策プログラム（修士課程）を開講し、ア
ジア諸国等の海上保安機関職員を受け入れ、各
国の連携協力、認識共有を図っている。

çਤදᶘ�8�2�1ç ϑΟϦϐϯԊܯ؛උୂʹର͢Δ
ೳྗࢧ্޲ԉ

（17）観光分野
2023年11月に日米政府間で締結した「日

米観光交流年2024における協力覚書」に基づ
き、両国間の観光交流を拡大するため、在日米
国大使館等と連携して両国間の旅行博を活用し
たシンポジウムやセミナー並びに観光イベント
を実施した。また、両国の官民関係者が連携し
て、スポーツを通じた観光プロモーションや姉
妹都市間での人的交流の拡大を図った。
また、令和６年11月には、斉藤国土交通大

臣の議長の下、UN Tourismと連携し、アジ
ア・太平洋地域の枠組みにおいて初めてとなる
観光レジリエンスに関する閣僚級会合「観光レ
ジリエンスサミット」を宮城県仙台市で開催し
た。本サミットでは、観光レジリエンスの向上
に向けた今後の取組の方向性をまとめた共同声
明「仙台声明」を採択した。
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ίϥϜ
観光レジリエンスサミット

Column
令和６年11月９日から11日に、斉藤国土交通大臣

の議長の下、アジア・太平洋地域の枠組みにおいて初の
観光レジリエンスに関する閣僚級会合となる「観光レジ
リエンスサミット」を宮城県仙台市で開催しました。
本サミットでは、危機や自然災害の発生を予防し、そ

の影響を最小限に抑えるための優先事項を確認すると
ともに、危機や自然災害の発生後の適応と変革を通じた

回復の促進について議論を行い、観光レジリエンスの向
上に向けた今後の取組の方向性をまとめた共同声明「仙
台声明」を採択しました。
また、東北地方各地を訪れるエクスカーションを実施

し、参加者の方々に、東北の文化や食、自然等の魅力を
体験・体感いただきました。

　　

【関連リンク】
観光レジリエンスサミット（Tourism Resilience Summit）
URL： https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/outbound/kokusaikikan/tourism_

resilience_summit.html

	 	ୈ̏અ�	 国際標準化に向けた取組
（１）	自動車基準・認証制度の国際化
我が国は、安全で環境性能の高い自動車を早

期に普及させるため、国連自動車基準調和世
界フォーラム（WP.29）等に積極的に参加し、
安全・環境基準の国際調和を推進するととも
に、その活動を通じ、高度な自動運転技術等の

優れた日本の新技術を国際的に普及させていく
こととしている。WP.29では我が国が欧州以
外から初めて副議長を務めており、引き続き、
①日本の技術・基準の戦略的国際標準化、②国
際的な車両認証制度（IWVTA）の実現、③ア
ジア諸国の国際基準調和への参加促進、④基準

	 	ୈ̏અ�	 国際標準化に向けた取組	 国際標準化に向けた取組
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認証のグローバル化に対応する体制の整備の４
つの柱を着実に実施し、自動車基準認証制度の
国際化を積極的に推進している。

（２）鉄道に関する国際標準化等の取組
欧州が欧州規格の国際標準化を積極的に推進

する中、日本の優れた技術が国際規格から排除
されると、鉄道システムの海外展開に当たって
大きな障害となる可能性があるなど、鉄道分野
における国際競争力へ大きな影響を与えること
から、鉄道技術の国際標準化を推進することが
重要である。このため、鉄道関係の国際規格を
一元的に取り扱う組織である公益財団法人鉄道
総合技術研究所「鉄道国際規格センター」にお
いて、鉄道の更なる安全と鉄道産業の一層の発
展を図るべく、活動を行っている。
このような取組の結果、国際標準化機構

（ISO）の鉄道分野専門委員会（TC269）では
議長として国際標準化活動を主導し、国際電気
標準会議（IEC）の鉄道電気設備とシステム専
門委員会（TC9）と併せ、それぞれにおける
個別規格の提案・審議等の国際標準化活動で中
心的な役割を担い、成果を上げている。引き続
き、これら国際会議等における存在感を高め、
鉄道技術の国際標準化の推進に取り組むことと
している。
また、国内初の鉄道分野における国際規格の

認証機関である独立行政法人自動車技術総合機
構交通安全環境研究所は、鉄道認証室設立以
来、着実に認証実績を積み重ね、鉄道システム
の海外展開に寄与している。

（３）船舶や船員に関する国際基準への取組
我が国は、海運の環境負荷軽減や安全性向上

を目指すとともに、我が国の優れた省エネ技術
等を普及するため、国際海事機関（IMO）に
おける「SOLAS条約注1」、「MARPOL条約」、
「STCW条約」等に関連する基準等の策定を主

注 1　ւ্ʹ͓͚Δਓ໋ͷ҆શͷͨΊͷࡍࠃ৚໿ɻ

導している。
また、海上保安庁は、国際水路機関（IHO）

での海図や水路書誌、航行警報等の国際基準に
関する議論に参画している。さらに、船舶交通
の安全を確保するとともに、船舶の運航能率の
より一層の増進を図るため、国際航路標識協会
（IALA）DTEC委員会において新たな海上デー
タ通信方式であるVDESの国際標準化に関す
る議論を主導している。

（４）土木・建築分野における基準及び認証制
度の国際調和

土木・建築・住宅分野において、外国建材の
性能認定や評価機関の承認等の制度の運用や、
JICA等による技術協力等を実施している。ま
た、設計・施工技術のISO制定に参画するな
ど、土木・建築分野における基準及び認証制度
の国際調和の推進に取り組んでいる。

（５）高度道路交通システム（ITS）の国際標準化
効率的なアプリケーション開発や国際貢献、

国内の関連産業育成のため、ISO等の国際標準
化機関におけるITS技術の国際標準化を進めて
いる。
特にISOのITS専門委員会（ISO/TC204）

に参画し、ITS関連サービスの役割機能モデル
に関する標準化活動を行っている。また、国
連の自動車基準調和世界フォーラム（WP.29）
の自動運転に係る基準等について検討を行う各
分科会等の共同議長等又は副議長として議論を
主導している。

（６）地理情報の標準化
地理空間情報を異なる地理情報システム

（GIS）間で相互利用する際の互換性を確保す
ること等を目的として、ISOの地理情報に関す
る専門委員会（ISO/TC 211）における国際規
格の策定に積極的に参画している。あわせて、

第３節　国際標準化に向けた取組 　

第
�
章

ઓ
ུ
త
ࠃ
ࡍ
ల
開
ͱ
ࠃ
ࡍ
ߩ
ݙ
の
ڧ
Խ

Ⅱ

国土交通白書　2025302



国内の地理情報の標準化に取り組んでいる。

（７）技術者資格に関する海外との相互受入の
取決め

APECアーキテクト・プロジェクト、APEC
エンジニア・プロジェクトでは、一定の要件を
満たすAPEC域内の建築設計資格者、構造技
術者等に共通の称号を与えている。APECアー
キテクト・プロジェクトでは、我が国は、オー
ストラリア、ニュージーランドとの二国間相互
受入の取決めの締結、APECアーキテクト中
央評議会への参加等を通じ、建築設計資格者の
流動化を促進している。

（８）上下水道分野
我が国が強みを有する上下水道技術の海外
展開を促進するため、「水の再利用」に関する
専門委員会（ISO/TC282）、「汚泥の回収、再
生利用、処理及び廃棄」に関する専門委員会
（ISO/TC275）、「飲料水、汚水及び雨水に関
するシステムとサービス」に関する専門委員会
（ISO/TC224）等へ参画している。

（９）物流システムの国際標準化の推進
コールドチェーン物流への需要の拡大が見込

まれるASEAN等を念頭に置いて、我が国の質
の高いコールドチェーン物流サービスの国際標
準化を推進した。
具体的には、日本式コールドチェーン物流

サービス規格（JSA-S1004）をベースとした
当該分野の国際規格化に向け、国際標準化機構
（ISO）に設置された技術委員会（TC315）に
おいて、我が国は議長国として議論を主導し、
令和６年12月にISO31512が正式に発行され
た。

（10）港湾分野
日ベトナム間で、平成26年に署名し、令

和６年に３度目の更新をした「港湾施設の国
家技術基準の策定に関する協力に係る覚書
（MOC）」に基づき、我が国のノウハウを活用
した、ベトナムの国家技術基準の策定協力を実
施しており、これまでに、10項目の国家技術
基準の発行に至った。
令和７年度以降もMOCに基づき、基準等の

策定及び普及に係る支援を引き続き予定してい
る。

第３節　国際標準化に向けた取組
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第9章 DX及び技術研究開発の推進

	 	ୈ�અ�	 DXによる高度化・効率化

国土交通行政のDX
社会全体のデジタル化は喫緊の課題であり、
政府として、デジタル行財政改革や地方創生
2.0といった政策が進められているところ、国
土交通省においても必要な取組を、より一層加
速させる必要がある。このため、国土交通行政
のDXを推進すべく、「デジタル社会の実現に
向けた重点計画」（以下「重点計画」）（令和６
年６月閣議決定）等に基づき、利用者中心の行
政サービスの確立のため、行政手続のデジタル
化を進めるとともに、オープンデータ化等の行
政サービスや行政データ連携の推進に取り組ん
でいる。

（１）	インフラ分野のDX
インフラ分野のDXは、デジタル技術を活用
して、管理者側の働き方やユーザーに提供す
るサービス・手続等も含めて、インフラまわ
りをスマートに変容させるものである。例え
ば、3Dハザードマップを活用したリアルに認
識できるリスク情報の提供、現場にいなくても
現場管理が可能になるリモートでの立会いによ
る監督業務やデジタルデータを活用した配筋検
査の省力化、及び自動施工・遠隔施工等に取り
組んでいる。令和５年８月には「インフラ分野
のDXアクションプラン（第2版）」を策定し、
個別施策ごとの取組概要や目指す姿、８年度ま
での具体的な工程等といった実行計画を取りま
とめた。
建設業は社会資本の整備の担い手であると同
時に、社会の安全・安心の確保を担う、我が国
の国土保全上必要不可欠な「地域の守り手」で

ある。人口減少や高齢化が進む中にあっても、
これらの役割を果たすため、建設業の賃金水準
の向上や休日の拡大等による働き方改革ととも
に、生産性向上が必要不可欠である。国土交通
省では、前述のインフラ分野のDXの取組に先
駆けて、インフラ分野のDXを推進する上で中
核となるi-Constructionを平成28年度より推
進しており、ICTの活用等により調査・測量
から設計、施工、検査、維持管理・更新までの
あらゆる建設生産プロセスにおいて、抜本的な
生産性向上に取り組んでいる。
令和６年４月には、i-Constructionの取組

を加速し、建設現場における省人化対策に取り
組むため、国土交通省の新たな建設現場の生
産性向上（省人化）の取組を「i-Construction�
2.0」として取りまとめた。i-Construction�2.0
では、2040年度までに建設現場の省人化を少
なくとも3割、すなわち生産性を1.5倍向上す
ることを目指し、「施工のオートメーション化」、
「データ連携のオートメーション化」、「施工管
理のオートメーション化」を3本の柱として、
建設現場で働く一人ひとりが生み出す価値を向
上し、少ない人数で、安全に、快適な環境で働
く生産性の高い建設現場の実現を目指して、建
設現場のオートメーション化に取組を進めてい
く。
建設現場の生産性向上に関するベストプラ

クティスの横展開に向けて、平成29年度より
「i-Construction大賞」を実施しているが、令
和4年度には、この取組をさらに拡大するため
「インフラDX大賞」と改称し、インフラの利

	 	ୈ�અ�	 DXによる高度化・効率化	 DXによる高度化・効率化
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用・サービスの向上や建設業界以外の取組につ
いても含めて広く募集した。また、インフラ分
野におけるスタートアップの取組を支援し、活
動の促進、建設業界の活性化へつなげることを
目的に、これまでの「国土交通大臣賞」「優秀
賞」のほか、新たに「スタートアップ奨励賞」
を設置した。令和６年度は計26団体（国土交
通大臣賞３団体、優秀賞22団体、スタート
アップ奨励賞１団体）を表彰しており、引き続
きインフラDXの普及促進に取り組んでいく。

（２）行政手続等のDX
国土交通分野における行政手続のデジタル化

や、国土交通省が保有する行政情報のデータ化
を行い、官民が利用可能な基礎的な情報として
提供するとともに、行政内での活用環境の整備
を進め、オープンデータを利用したビジネス創
出や政策立案等を促進する取組である「Project
LINKS」の展開を進める。

ίϥϜ
i-Construction 2.0　施工のオートメーション化の主な取組状況

Column
i-Construction 2.0では、施工のオートメーショ

ン化として、建設機械のデータ共有基盤の整備や安全
ルールの策定等、自動施工の環境整備を進めるととも
に、遠隔施工の普及拡大やAIの活用等により施工の自

動化を進めています。例えば、自動施工については、
直轄工事において、４件の試行工事を開始しており、
今後も遠隔・自動施工の取組拡大を図るため環境整備
を実施してまいります。

ʻࣗಈ޻ࢪͷྫࣄʼ

東北地方整備局　成瀬ダム堤体工事（秋田県） 東北地方整備局　成瀬ダム原石山工事（秋田県）

関東地方整備局　霞ヶ浦導水石岡トンネル新設工事（茨城県） 関東地方整備局　地蔵川第一砂防堰提工事（長野県）

【関連リンク】
URL：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000049.html
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	 	ୈ̎અ�	 デジタル技術の活用によるイノベーションの推進

ITS の推進
ITSは、高度な道路利用、ドライバーや歩行
者の安全性、輸送効率及び快適性の飛躍的向上
の実現とともに、交通事故や渋滞、環境問題、
エネルギー問題等の様々な社会問題の解決を図
り、自動車産業、情報通信産業等の関連分野に
おける新たな市場形成の創出につながっている。
また、令和５年６月に閣議決定された「デジ

タル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、
交通安全対策・渋滞対策・災害対策等に有効と
なる道路交通情報の収集・配信に係る取組等を
積極的に推進している。

①社会に浸透した ITS とその効果
ʢΞʣ&5$ͷීٴଅਐͱޮՌ
ETCは、今や日本全国の高速道路及び多く

の有料道路で利用可能であり、車載器の新規
セットアップ累計台数は令和７年３月時点で約
9,085万台、全国の高速道路での利用率は令和
7年３月時点で約95.3％となっている。従来高
速道路の渋滞原因の約３割を占めていた料金所
渋滞はほぼ解消され、CO2排出削減等、環境
負荷の軽減にも寄与している。さらに、ETC
専用ICであるスマートICの導入や、ETC車
両を対象とした料金割引等、ETCを活用した
施策が実施されるとともに、有料道路以外にお
いても駐車場やドライブスルーでの決済等への
応用利用も可能となるなど、ETCを活用した
サービスは広がりと多様化を見せている。

ʢΠʣಓ࿏ަ௨৘ใఏڙͷॆ࣮ͱޮՌ
走行経路案内の高度化を目指した道路交通情

報通信システム（VICS）対応の車載器は、令
和7年３月時点で約8,499万台が出荷されてい
る。VICSにより旅行時間や渋滞状況、交通規
制等の道路交通情報がリアルタイムに提供され
ることで、ドライバーの利便性が向上し、走行
燃費の改善がCO2排出削減等の環境負荷の軽
減に寄与している。

②新たな ITS サービスの技術開発・普及
ʢΞʣ&5$2�0 ͷීٴͱ࣍ੈ୅ͷ *54 ਪਐ
平成27年８月より本格的に車載器の販売が

開始されたETC2.0は、令和7年３月時点で約
1,367万台がセットアップされている。
ETC2.0では、全国の高速道路上に設置され

た約1,800か所のETC2.0路側機を活用し、渋
滞回避支援や安全運転支援等の情報提供の高度
化を図り、交通の円滑化と安全に向けた取組を
進めている。また、収集した速度や利用経路、
急ブレーキのデータ等、多種多様できめ細かい
ビッグデータを活用して、ピンポイント渋滞対
策や交通事故対策、生産性の高い賢い物流管理
等、道路ネットワークの機能を最大限に発揮す
る取組を推進している。
更なる取組として、社会経済活動が成熟化・

複雑化する中で、交通課題の解決を超えて、社
会経済活動に貢献するため、革新的な技術を活
用した次世代のITSを推進する。

	 	ୈ̎અ�	 デジタル技術の活用によるイノベーションの推進	 デジタル技術の活用によるイノベーションの推進

1

【関連リンク】
ETC総合情報ポータルサイト
URL：https://www.go-etc.jp/

【関連リンク】
ETC 2.0
URL：https://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/etc2/
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自動運転の実現

注 1　্ۭؒͷಛఆͷ஍఺ຢ͸۠ҬͷҐஔΛࣔ͢৘ใʢ౰֘৘ใʹ܎Δ࣌఺ʹؔ͢Δ৘ใΛؚΉʣٴͼ͜ͷ৘ใʹؔ࿈͚ͮΒ
Εͨ৘ใɻ(ۭؒ৘ใʢ(FPTQBUJBM�*OGPSNBUJPOʣͱ΋ݺ͹ΕΔɻ

注 ੓۠ը౳ߦքઢɺڥઃͷࢪڞઢɺެ؛४఺ɺւج४ͱͳΔɺଌྔͷج஍ਤ্ʹ͓͚Δ஍ཧۭؒ৘ใͷҐஔΛఆΊΔࢠి　2
ͷҐஔ৘ใɻ߲ ໨΍ج४౳͸ࠃ౔ަ௨লྩ౳Ͱఆٛ͞ΕΔɻࠃ౔஍ཧӃʹ͓͍ͯɺฏ੒23೥౓·Ͱʹॳظ੔උ͕ߦΘΕɺ
৽͞Ε͍ͯΔɻߋຊਤͱҰମͱͳͬͯج౔ࠃࢠ͸ిࡏݱ

注 ຊతج΋࠷Λࣔ͢گ౔ͷঢ়ࠃͷྖ౔Λద੾ʹදࣔ͢Δͱͱ΋ʹɺશࠃຊਤͰ͋Γɺզ͕جͷࠃతʹ੔උ͞ΕΔզ͕ࢠి　3
ͳ৘ใͱͯ͠ɺࠃ౔஍ཧӃ͕੔උ͢Δ஍ཧۭؒ৘ใɻϕʔεɾϨδετϦʹࢦఆ͞Ε͍ͯΔɻ

自動運転技術は、「交通事故の削減」のほか、
近年我が国で課題となっている「地域公共交通
の維持・改善」や「ドライバー不足への対応」
にも資する重要な技術である。国土交通省では、
こうした様々な社会課題の解決に寄与する自動
運転について、自動運転技術の進展にあわせ、
これまで、適時、道路運送車両法の改正等必要
な制度を整備してきたところであるが、その社
会実装をさらに加速するため、「制度整備」と
「事業化推進」の観点から取組を進めている。
「制度整備」については、将来的に見込まれ
る自動運転タクシーの実装に向け、令和6年
10月に、交通政策審議会陸上交通分科会自動
車部会の傘下に、有識者からなる自動運転ワー
キンググループを設置し、ビジネスモデルに対
応した規制緩和に取り組むとともに、認証基準

等の具体化による安全性の確保、事故原因究明
を通じた再発防止、被害が生じた場合における
補償の観点から、自動運転タクシーの実装のた
めの制度構築を進めている。
「事業化推進」については、自動運転移動
サービスの全国各地の普及拡大に向け、サービ
スの導入に向けた地方自治体の取組を支援し
ており、令和6年度は、全都道府県で99事業
の取組を補助した。これまでは、低速の小型
カートや小型バスを中心に実装が進められてき
たが、今後、事業者からのニーズも高い、多様
な環境下で、より高速で走行可能な車両の実装
により、サービスの高度化を図ることとしてい
る。また、交差点等での円滑な走行を支援する
「路車協調システム」の実証等、道路側からの
支援も推進した。

地理空間情報を高度に活用する社会の実現
誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情

報注1を活用できる「Ｇ空間社会（地理空間情報
高度活用社会）」の実現のため、令和４年３月
に閣議決定された「地理空間情報活用推進基本
計画」に基づき、地理空間情報のポテンシャル
を最大限に活用した多様なサービス創出・提供
に向けた取組を産学官民が一層連携して推進し
ている。

（１）社会の基盤となる地理空間情報の整備・
更新

電子地図上の位置の基準として共通に使用さ
れる基盤地図情報注2及びこれに国土管理等に必

要な情報を付加した国の基本図である電子国土
基本図注3について、関係行政機関等と連携して
迅速な整備・更新、３次元化に向けた取組を進
めている。また、空中写真、地名に関する情
報、標高データ、都市計画基礎調査により得ら
れたデータや国土に関する基礎的な情報をGIS
データ化した国土数値情報の整備等の取組を
行っている。国土数値情報については、令和６
年７月公表の「今後の国土数値情報の整備のあ
り方検討会最終とりまとめ」を踏まえた整備・
更新を行うとともに、「地理空間情報データ
チャレンジ～国土数値情報編」を開催する等、
更なる利活用促進に向けた取組を進めている。

2

3
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（２）地理空間情報の活用促進に向けた取組
各主体が整備する様々な地理空間情報の集

約・提供を行うG空間情報センターを中核と
した地理空間情報の流通の推進、Web上での
重ね合わせができる地理院地図注4の充実、人流
データの利活用促進（自治体の利活用における
課題把握や事例収集、三次元人流データの活用
等）等、社会全体での地理空間情報の共有と相
互利用を更に促進するための取組を推進してい
る。さらに、激甚化しつつ多発する自然災害を
受け、地形と自然災害には密接な関係があるた
め、地形分類データ、明治期の低湿地データ、
自然災害伝承碑等の防災に役立つ地理空間情報
を地理院地図から提供することは、地域におけ
る自然災害へのリスクを把握する上で極めて有
用であることから、防災・減災の実現等につな
がるそれらの地理空間情報の活用力の向上を
意図して、地理院地図の普及活動を行った。ま
た、地理空間情報を活用した技術を社会実装

注 ෼ྨɺܗɺ஍ߴਤɺࣸਅɺඪܗ౔஍ཧӃ͕੔උͨ͠஍ࠃ౔஍ཧӃͷӡ༻͢Δ΢Σϒ஍ਤʢIUUQT���NBQT�HTJ�HP�KQ�ʣɻࠃ　4
తʹ഑৴ɻݩ৘ใ౳ͷ஍ཧۭؒ৘ใΛҰ֐ࡂ

注 5　ʮΦϯϥΠϯར༻཰Ҿ্͛ʹ܎Δجຊܭըʯʢྩ࿨̏೥ 12݄ 10೔ʣʹࢉ͍ͯͮجग़ɻ

するためのG空間プロジェクトの推進のほか、
産学官民連携による「G空間EXPO」の開催
や地理空間情報を扱う多様なユーザーとのコ
ミュニケーションを図る「場」としての「地理
空間情報課ラボ」の立ち上げ等、地理空間情報
施策の一層の普及啓発に向けた取組を行った。

（３）建築・都市のDX
地理空間情報も活用しながら、個々の建築

物の情報の３次元デジタル化を図る建築BIM、
3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ
化を推進するPLATEAU、土地・建物を一意
に特定する不動産IDに係る取組を一体的に推
進し、高精細なデジタルツインや建築・都市
分野の多様なデータを不動産ID等の情報連携
キーで連携する環境を構築する。
こうした取組を通じて、EBPMに基づくま

ちづくりの高度化や官民データ連携による新
サービスの創出を図る。

デジタル・ガバメントの実現
重点計画等に基づき、デジタル社会の実現に
向けた取組を行っている。特に、国・地方を通
じた行政全体のデジタル化により、国民・事業
者の利便性向上を図る施策については、「重点
計画」を踏まえ、政府全体で取組を進めてお
り、国土交通省においても積極的に推進してい
る。また、国民・事業者に対して書面の作成・
提出等を求める行政手続を原則オンライン化す
るという政府目標の下、国土交通省所管手続に
ついてもこれに基づき対応を進めているところ
である。
自動車保有関係手続に関しては、検査・登

録、保管場所証明、自動車諸税の納付等の諸手
続をオンラインで一括して行うことができる
「ワンストップサービス（OSS）」を平成17年
から新車の新規登録を対象として、関係省庁と
連携して開始し、以後、対象地域や対象手続の
拡大を進めてきた。
OSSの利用率は、新規登録手続について令

和４年度で37.1％（135.6万件）、５年度で
40.0％（156.1万件）、継続検査について４年
度で43.6％（952.4万件）、５年度で48.4％
（1,031万件）となっている注5。
OSS利用率の更なる向上のため「オンライ

4

【関連リンク】
自動車保有関係手続のワンストップサービス
URL：https://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html
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ン利用率引上げに係る基本計画」（令和３年12
月改定）において目標利用率を設定した上で、
OSSの利用促進策を講じている。具体的には、
６年10月に、商業・法人登記簿謄（抄）本の電

子情報取得を可能としたほか、７年度以降は
OSSの対象に、二輪の小型自動車に係る継続検
査等の手続及び二輪の軽自動車に係る新車の使
用届出等の手続を追加する取組を進めている。

公共施設管理用光ファイバ及びその収容空間等の整備・開放
国の管理する河川・道路管理用光ファイバの

うち、芯線約18,000kmを民間事業者等へ開
放した（令和６年10月募集開始）。
また、民間事業者等による光ファイバ整備を

支援するため、国及び地方公共団体が管理する

道路及び河川に係る収容空間等の位置情報の集
約・開示等について、安全保障やセキュリティ
にも配慮しつつ、一元的な情報公開と手続のワ
ンストップ化に向けた環境整備を進めていく。

水管理・国土保全分野におけるDXの推進
水管理・国土保全分野においては、流域に関

する様々なデジタルデータの自動取得、取得し
たデータの蓄積・共有、知りたいことが一目で
分かるようなデータの分析・可視化、流域のあ
らゆる関係者の行動変容、といった一連の流
れ「流域ビジネスインテリジェンス（BI）」に
より、インフラの整備や管理、防災対策の省人
化・高度化が図られるよう、デジタル技術を活
用した変革を進めている。
例えば、河川空間に通信スポット（Smart

River Spot）を設置し、建設機械や除草機械
の無人化・自動化、ドローンによる巡視・点検
等の取組等を進め、インフラ施設の整備や管理
の高度化・効率化を推進している。あわせて、
物流分野の担い手不足等の状況の下、河川上空
を活用したドローン物流の社会実装を実現する
ための取組も進めている。
また、センサや衛星による浸水範囲や土

砂移動箇所の把握や統合災害情報システム
（DiMAPS）の改良、AIを活用したダム操作支
援、火山噴火時の緊急減災対策支援、洪水予測
の高度化等により、発災時の迅速な災害対応や
早期の避難等を支援している。上下水道分野で
は、施設の老朽化や管理に精通した熟練職員の
減少等が進む中、デジタル技術を活用し、メン
テナンスの効率を向上させる「上下水道DX」
を推進しており、水道事業者や下水道管理者に
よる、AIや人工衛星を用いた漏水検知、スマー
ト水道メーターの活用、施設情報や維持管理情
報のデジタル化等を支援している。
さらに、サイバー空間上に流域を再現し洪水

予測技術等を実証できる実験場の整備（デジタ
ルテストベッド）や、流域に関するデータを蓄
積するプラットフォームの構築を進め、官民の
技術開発の促進や様々な施策の検討・分析の高
度化・効率化を図ることを目指している。

5

【関連リンク】
河川・道路管理用光ファイバの民間事業者等への開放
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tk_000048.html

6
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鉄道分野におけるDXの推進
生産性向上、特に経営の厳しい地域鉄道等の
維持コスト削減、人手不足対策等の観点から、
デジタル技術を活用した現場業務の効率化・省

力化に資する技術開発や安全対策、環境対策に
係る技術開発等を推進する。

ビッグデータの活用
（１）交通関連ビッグデータ等を活用した新た

なまちづくり
移動に関するビッグデータやシミュレーショ
ン技術、調査結果の利活用方策等を記載した
「都市交通調査ガイダンス」の策定及び公表、
近年の都市交通調査データや調査の実施、結果
の分析に関する支援ツールを公開する「都市
交通調査プラットフォーム」の構築を通じて、
データを活用したまちづくりや調査結果のオー
プン化を進めている。
今後は、「都市交通調査プラットフォーム」
の拡充等を通じて地方公共団体を支援し、調査

結果を多様な都市政策に活用するための取組を
進めていく。

（２）ビッグデータを活用した電子国土基本図
の修正

電子国土基本図は、国土の基本図として様々
な地図のベースとして利用されている。この電
子国土基本図の登山道をより正確に表示するた
め、民間事業者との協力協定により提供され
た、登山者がスマートフォンで取得した経路情
報（ビッグデータ）を活用して、登山道の修正
に取り組んでいる。

気象データを活用したビジネスにおける生産性向上の取組
ビッグデータである気象データを活用して企
業の生産性向上を図るべく、気象庁では、産学
官連携の「気象ビジネス推進コンソーシアム
（WXBC）」における「気象ビジネスフォーラ
ム」や各種セミナーの開催等の取組を行ってい
る。

また、「気象データアナリスト」の育成のた
め、教育内容等が一定以上の水準を満たすと認
められる民間講座を「気象データアナリスト育
成講座」として認定し、気象データ等を活用し
たビジネス創出や課題解決等、産業界における
気象データ利活用促進に努めている。

まちづくりDXの推進
（１）スマートシティの推進
先進的技術や、官民データをまちづくりに取

り込み、地域の抱える課題解決、新たな価値の
創出を図るスマートシティについて、国土交通
省においては、「スマートシティモデルプロジェ
クト」として、令和元年度より全国の牽引役と
なる先駆的な取組について、都市サービスの導
入に向けた実証実験への支援を行っている。

令和６年度は「スマートシティ実装化支援事
業」として13地区を選定し、実証事業の支援
を行った。また、令和６年度に設立した「デジ
タル情報活用推進コミッティ」における議論を
通じて、スマートシティ等の産官学連携を促進
するなど、スマートシティのもたらす効果の最
大化を一層推進していく。

7

8

9
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（２）3D都市モデル（PLATEAU）
国土交通省ではこれまで、地方公共団体に対

する補助制度等により、全国約250都市で3D
都市モデルを整備し、さらに100件以上の多
様な分野におけるユースケース開発に取り組ん
できた。令和６年度は、地下構造物の作成や実
証を行うなど「建築・都市のDX」を進めたほ
か、3D都市モデルの整備・活用・オープン
データ化が自律的に発展していく「PLATEAU

エコシステム」の構築を目指し、地域ハッカソ
ンへの支援、人材育成、PLATEAUコンソー
シアムを通じた産学官連携の促進等を実施し
た。また、国際標準化団体Open Geospatial
Consortiumへの加入や東南アジアにおける
データ整備等を通じた国際展開にも取り組ん
だ。今後も整備・活用・オープンデータ化の取
組を一層推進し、サービス創出や社会変革を促
す。

国土交通データプラットフォーム
国土に関するデータ、経済活動、自然現象に

関するデータを連携させ、分野を跨いだデータ
検索・取得を可能とすることで業務の効率化や
スマートシティ等の施策の高度化、産学官連携
によるイノベーション創出等を実現するための
データ連携基盤として「国土交通データプラッ
トフォーム」の構築を進めている。
令和２年４月の公開以降、連携データの拡充

や地図上での表示・検索・ダウンロード機能の

改良、API機能の追加等を実施しており、連携
基盤としての強化を図っている。令和６年９
月には戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）第３期課題「スマートインフラマネジ
メントシステムの構築」と連携した社会実験を
開始し、今後も、データ連携や機能の充実等に
より、現実空間の事象をサイバー空間に再現す
るデジタルツインの実現に向け取組を進めてい
く。

サイバーポートによる港湾のDX
港湾を取り巻く様々な情報を電子化し、生産

性向上を図る「サイバーポート」について、港
湾物流分野（民間事業者間の港湾物流手続）は
海外貨物輸送情報の可視化等、港湾管理分野
（港湾行政手続、調査・統計）はクルーズ船予

約機能の構築等、港湾インフラ分野（港湾施設
情報）は他システムとの連携機能高度化等の機
能改善を行い、利用促進及びデータ利活用を推
進している。

【関連リンク】
PLATEAUウェブサイト
URL：https://www.mlit.go.jp/plateau/

【関連リンク】
PLATEAU補助制度ポータルサイト
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/plateau_hojo.html

【関連リンク】
X（旧 Twitter）の PLATEAUアカウント
URL：https://twitter.com/ProjectPlateau

【関連リンク】
YouTube の PLATEAUチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC3glW7rxyDRCQLq-Jfmx5SA

【関連リンク】
GitHub の PLATEAUページ
URL：https://github.com/Project-PLATEAU

【関連リンク】
サイバーポート
URL：https://www.cyber-port.mlit.go.jp/

11
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	 	ୈ̏અ�	 技術研究開発の推進

技術政策における技術研究開発の位置付けと総合的な推進
国土交通省では、事業・施策の効果・効率を
より一層向上させ、国土交通に係る技術が広く
社会に貢献することを目的として、「国土交通
省技術基本計画」で技術政策の基本方針を示
し、技術研究開発の取組を推進している。次期
技術基本計画を１年前倒しで令和７年度中に策
定することとし、これに向けて、社会資本整備
審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会の
もとに設置された分野横断的技術政策ワーキン
ググループにおいて、国による技術開発の牽引
を求める提言が取りまとめられた。

（１）	施設等機関、特別の機関、外局、国立研
究開発法人等における取組

施設等機関、特別の機関、外局や国土交通省
所管の国立研究開発法人等における主な取組は
リンク先のとおりである。国立研究開発法人に
おいては、我が国における科学技術の水準の向
上を通じた国民経済の健全な発展そのほかの公
益に資するため研究開発の最大限の成果を確保
することを目的とし、社会・行政ニーズに対応
した研究を重点的・効率的に行っている。

	 	ୈ̏અ�	 技術研究開発の推進	 技術研究開発の推進

1

【関連リンク】
国土地理院
URL：https://www.gsi.go.jp/cais/index.html

【関連リンク】
国土交通政策研究所
URL：https://www.mlit.go.jp/pri/gaiyou/kenkyutheme.html

【関連リンク】
建築研究所
URL：https://www.kenken.go.jp/english/pdf/pamphlet.pdf

【関連リンク】
交通安全環境研究所
URL：https://www.ntsel.go.jp/main.html

【関連リンク】
国土技術政策総合研究所
URL：http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/youran.htm

【関連リンク】
気象庁気象研究所
URL：https://www.mri-jma.go.jp/Research/project/plans.html

【関連リンク】
海上・港湾・航空技術研究所（分野横断的な研究）
URL：https://www.mpat.go.jp/news/index.html

【関連リンク】海上・港湾・航空技術研究所（船舶に係る技術及び
これを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発）
URL：https://www.nmri.go.jp/study/research_organization/

【関連リンク】
海上保安庁
URL：https://www.kaiho.mlit.go.jp/soshiki/soumu/center/center.html

【関連リンク】
土木研究所
URL：https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/publication/index.html

【関連リンク】海上・港湾・航空技術研究所
（港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発）
URL：https://www.pari.go.jp/about/summary/

【関連リンク】
海上・港湾・航空技術研究所（電子航法に関する研究開発）
URL：https://www.enri.go.jp/jp/research.html

【関連リンク】
研究開発税制について（経済産業省HP）
URL：https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/about_tax.html

【関連リンク】
SBIR 建設技術研究開発助成制度
URL：https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000121.html

【関連リンク】交通運輸技術開発推進制度
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/safety/sosei_safety_
tk2_000007.html

【関連リンク】
SBIR（Small/Startup Business Innovation Research）制度（内閣府HP）
URL：https://sbir.csti-startup-policy.go.jp/

【関連リンク】
SBIR フェーズ３基金事業
URL：https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000132.html
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（２）地方整備局における取組
技術事務所及び港湾空港技術調査事務所にお

いては、管内の関係事務所等と連携し、建設工
事用材料及び水質等の試験・調査、施設の効果
的・効率的な整備や維持管理に関する調査・検
討等、地域の課題に対応した技術開発や新技術
の活用・普及等を実施している。

（３）産学官の連携による技術研究開発の推進
建設技術に関する重要な研究課題のうち、特

に緊急性が高く、対象分野の広い課題を取り上
げ、行政部局が計画推進の主体となり、産学官
の連携により、総合的・組織的に研究を実施す
る「総合技術開発プロジェクト」において、令
和６年度は、「建設事業各段階のDXによる抜
本的な労働生産性向上に関する研究」等、計３
課題について、研究開発に取り組んだ。

（４）スタートアップ等への支援
国土交通省では、建設、交通運輸分野等のス

タートアップ（SU）等を対象に、研究開発か
ら社会実装に向けた技術実証等、その後の普
及、拡大に至るまで切れ目のない支援を行って

いる。
研究開発段階では、「SBIR建設技術研究開発

助成制度」及び「交通運輸技術開発推進制度」
により、毎年度公募テーマを設定し、事業構想
から成果の社会還元を目指した研究開発支援を
行っている。両制度は、SBIR制度における指
定補助金等に位置付けられ、SUを対象とした
公募区分を新設するなど、SU支援の更なる拡
大を図っている。
技術実証段階では、「SBIRフェーズ３基金

事業」により、SUの持つ優れた技術を速やか
に社会実装につなげるための支援を実施してい
る。令和５年度から令和９年度までの５年間で
SUによる技術実証への財政的支援を行うとと
もに、技術実証完了後の社会実装に向けた伴走
支援を行っている。
また、「土研新技術セミナー」（令和６年６月

開催）、「交通運輸技術フォーラム」（令和７年
２月開催）等を通じて、支援したSU技術の普
及、拡大を図る他、研究開発投資に関する税制
上の特例措置により、SU等の研究開発を引き
続き後押ししている。

公共事業における新技術の活用・普及の推進
国土交通省では、民間業者等による技術開発

の促進、優れた技術の創出による公共工事の品
質確保、良質な社会資本の整備に寄与すること
を目的とし公共工事等において新技術の活用を
推進している。
公共工事等における新技術の活用促進の一例

として、実用段階前の要素技術について現場実
証を行うとともに、各設計段階において活用の
検討を行い、活用の効果の高い技術については
工事発注時に発注者指定を行っている。
また、国土交通省では新技術に係る情報を共

有及び提供するためのデータベースである新
技術情報提供システム（以下、NETIS）を運
用している。NETISには令和７年1月現在約
3,700の新技術が登録されており、登録者から
の情報だけでなく、実際に技術を使用した使用
者の評価情報も掲載している。加えて、発注者
や施工者が新技術を選定する際に参考となる技
術の比較表を、関係業界からの提案も踏まえな
がらテーマごとに作成しており、NETISで公
開を行っている。

2

【関連リンク】
新技術情報提供システム（NETIS）
URL：https://www.netis.mlit.go.jp/netis/input/pubsearch/search
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	 	ୈ̐અ�	 建設マネジメント（管理）技術の向上

公共工事における積算技術の充実
公共工事の品質確保の促進を目的に、中長期
的な担い手の育成及び確保や市場の実態の適切
な反映の観点から、予定価格を適正に定めるた

め、積算基準に関する検討及び必要に応じた見
直しに取り組んでいる。

BIM/CIMの取組
BIM/CIM（Bui lding/Construct ion�
Information�Modeling,�Management）とは、
建設事業で取り扱う情報をデジタル化すること
により、調査・測量・設計・施工・維持管理等
の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ
活用・共有を容易にし、建設事業全体における
一連の建設生産・管理システムの効率化を図る
ことをいう。令和５年度からすべての直轄土木
業務・工事（小規模なもの等は除く）にBIM/
CIMを原則適用した。令和６年度は２次元図
面と３次元モデルの整合を図る「３次元設計」、
属性情報を活用した「BIM/CIM積算」、デジ
タルデータを活用した監督・検査の実施に関す
る試行を開始し、生産性向上に向けた取組を進
めている。
また、官民一体となってBIMの推進を図る

「建築BIM推進会議」（事務局：国土交通省）

を令和元年６月から開催し、「建築BIMの将来
像と工程表」を取りまとめたほか、設計・施
工・維持管理のワークフロー等を整理したガイ
ドラインを策定した。その後、モデル事業によ
る試行・検証や推進会議における議論を踏まえ
４年３月にガイドライン、５年３月に将来像と
工程表の改定を行った。
官庁営繕事業におけるBIM活用については、

令和５年度から、原則としてすべての新築の設
計業務と工事においてEIR（発注者情報要件）
を適用とすること等により、設計業務及び工事
の品質の確保及び事業の円滑化を図るととも
に、BIM活用の考え方や手続等を「官庁営繕
事業におけるBIM活用ガイドライン」等の技
術基準として示すことにより、受発注者におけ
るBIM活用の円滑化・効率化を図っている。

	 	ୈ̑અ�	 建設機械・機械設備に関する技術開発等
（１）	建設機械の開発及び整備
国が管理する河川や道路の適切な維持管理、

災害復旧の迅速な対応を図るため、維持管理用
機械及び災害対策用機械の全国的な整備及び老
朽化機械の更新を実施している。また、治水事
業及び道路整備事業の施工効率化、省力化、安
全性向上等を図るため、建設機械と施工に関す
る調査、技術開発に取り組んでいる。

（２）	機械設備の維持管理の合理化と信頼性向上
災害から国民の生命・財産を守る水門設備・

揚排水ポンプ設備、道路排水設備等は、その多
くが高度経済成長以降に整備されており、今
後、建設から50年以上経過する施設の割合は
加速度的に増加する見込みである。これらの機
械設備は、確実に機能を発揮することが求めら
れているため、設備の信頼性を確保しつつ効率
的・効果的な維持管理の実現に向け、状態監視
型の保全手法の適用を積極的に推進している。

	 	ୈ̐અ�	 建設マネジメント（管理）技術の向上	 建設マネジメント（管理）技術の向上
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また、河川機械設備については、令和４年７
月に取りまとめられた社会資本整備審議会答申
「河川機械設備のあり方について」においてシ
ステム全体の信頼性の確保、担い手不足等に対
応した遠隔化・自動化・集中管理への移行、技
術力の維持向上の観点から提言された内容を踏
まえ、量産品のエンジンを採用したマスプロダ
クツ型排水ポンプの開発等を推進することで、
総合信頼性の向上を目指している。

（３）建設施工における技術開発成果の活用
大規模水害、土砂災害、法面崩落等の二次災

害の危険性が高い災害現場において、安全で迅
速な復旧工事を行うため、遠隔操作が可能で、
かつ、分解して空輸できる油圧ショベルを開発
し、災害復旧活動に活用している。

（４）建設施工への自動化・自律化技術の導入
に向けた取組

建設機械施工の自動化・遠隔化技術は、建設
機械を人が搭乗することなく稼働させるもので
ある。本技術は、1人のオペレーターが複数の
建設機械を稼働させることや、遠隔地から建設
機械を稼働させることを可能にするものである
ため、建設現場の抜本的な生産性向上や働き方
改革に資する技術として期待されている。
本技術の普及を産官学一体となって推進して

いくことを目的として、関係する省庁、業界団
体、研究機関が参画する「建設機械施工の自動
化・自律化協議会」を令和３年度に設置した。
本協議会では、自動・遠隔施工の技術開発の促
進に資する協調領域や機能要件の策定、現場導
入の促進に資する安全ルールや施工管理基準の
整備に向けた検討を実施している。

【関連リンク】
建設機械施工の自動化・自律化協議会
URL：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000049.html
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